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注：１　本書中の「当社」とはユー・ティー・スターコム・インク（UTStarcom, Inc.）を指すものとする。

２　別段の記載のない限り、本書中の「中国」は香港、マカオおよび台湾を除く中華人民共和国を指し、「米ドル」、「ド

ル」または「$」はアメリカ合衆国ドルを、「円」または「\」は日本円を指し、「人民元」は中国の法定通貨である

人民元を指すものとする。

　　2009年５月29日現在、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行により発表された日本円の米ドルに対する対顧客電信売買・直物為

替相場の仲値は、１米ドル＝96.48円であった。特段の記載のない限り、本書中の情報は、かかる換算レートを前提とす

る。

３　本書において表中の数字が四捨五入されている場合、合計は数値の総和と必ずしも一致しない。

４　当社の事業年度は暦年である。

５　本書は、1933年米国証券法および1934年米国証券取引法に基づき設定されたセーフ・ハーバー規定の対象となる将来

の事象および当社の将来の業績に関連する将来予測の記述を含んでいる。将来予想の記述は、当社、当社の将来の業績

および当社が事業を行う業界に関する現在の見込み、推測、見通し、予測ならびに当社の経営陣による仮定および意見

を含む。本書において、「予期する」、「予想する」、「場合がある」、「であろう」、「目標にする」、「考案する」、

「意図する」、「計画する」、「確信する」、「目指す」、「見積もる」またはかかる用語が変化した用語および類似

の表現が含まれる文章は、将来予測の記述である。さらに、当社の事業の傾向、将来の決算報告ならびに当社の流動性

および事業計画に言及する記述は、将来予測の記述である。本書の読者は、これらの将来予測の記述が単なる予測に過

ぎず、かかる記述は、「第一部　第３ 事業の状況－４．事業等のリスク」において論じられる事項を含むリスクおよ

び不確実性の対象であることに注意しなければならない。従って、実結果は、いかなる将来予測の記述に表現された結

果と著しく異なりかつ逆行したものである可能性がある。当社は将来の結果を保証せず、実際の結果、開発および経営

的意思決定は、かかる将来予測の記述において検討されるものと異なる可能性がある。かかる記述は、著しく異なる実

際の結果および出来事をもたらしうるリスクおよび不確実性の対象である。リスクおよび不確実性についての詳細

は、本書「第３ 事業の状況－４．事業等のリスク」を参照のこと。当社は将来の結果に関して一切保証せず、本書の

提出された以後におこる事由または状況を反映するためにかかる将来予測の記述を更新するいかなる義務をも負う

ものではない。
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第一部【企業情報】

 

第１【本国における法制等の概要】

 

１【会社制度等の概要】

 

(1) アメリカ合衆国およびデラウェア州における会社制度

当社はデラウェア州法の下で設立され存続する会社である。従って、当社を規制する法的枠組みは、主としてアメリカ合

衆国連邦法およびデラウェア州法である。アメリカ合衆国連邦法は、会社のほとんど全ての分野に影響を及ぼしており、反ト

ラスト、破産、労使関係、税金および証券等様々な事項に関係している。連邦証券関係諸法の執行は原則として証券取引委員

会(「SEC」)が行っている。連邦証券関係諸法およびそれらに基づき制定された規制は、特に詐欺的な手段を用いた有価証券

の販売を禁ずるとともに、公開会社に対しては、定期的に財務およびその他の情報をSEC、当社株主および公に対して開示す

ることを義務づけている。当社はこれらの報告義務に服する。デラウェア州には、当社の設立準拠法であるデラウェア州一般

会社法（「デラウェア州一般会社法」）など会社に影響を与える多くの法律が存在する。デラウェア州一般会社法の一部の

概要は以下の通りである。

アメリカ合衆国における会社は、連邦法、１つの州法またはコロンビア特別区の法に基づき組織された法的主体である。

会社は、会社の株主である所有者から切り離された１個の法人として活動する。額面または無額面の１種類以上の株式を発

行することが可能である。通常、会社は普通株式または株式資本として知られている種類の株式を有する。また、会社は優先

株式として知られている種類の株式を有することができ、かかる株式はしばしば１以上のシリーズに分けられている。典型

的には、優先株式は普通株式に優先する権利、優先権および特権を有しており、かかる権利は一定割合の配当および清算時の

残余財産に対する権利を含みうる。株主は通常、会社の債務について個人的責任を負わない。

会社は、一般的には年次株主総会において株主により選任された取締役会によってまたはその指示の下に運営される。一

般に、取締役会は非常に広範な権限と柔軟性をもって会社の運営を行い、かかる会社の運営について責任を負う。株主の権限

は、1)取締役を選任する権利、2)基本定款を変更する権利、および、3)実質上全ての資産の譲渡等会社の事業における重要な

変更を承認する権利を含む。

取締役会は、さらに会社の日常業務を遂行する会社の主要な役員を選任する。公開会社の取締役会は、通常、定期的に開催

される。

会社の主要な役員の任務は、付属定款に規定される。付属定款は、通常、設立発起人によって採択され、基本定款または付

属定款に定められた制限を条件として、株主または取締役会によって修正されうる。

デラウェア州一般会社法は、株主の権利を保護する一方、柔軟性があり、かつ、会社に対し広範な運営の自由を定めてい

る。デラウェア州一般会社法は、アメリカ合衆国において、国内企業および国際企業に広く利用されている会社法である。当

社は、特に、設立、株主、取締役および役員の権利および権限、株主総会および取締役会ならびに解散手続を規定するかかる法

の規定に従って組織されている。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

  3/278



(2) 当社の基本定款および付属定款に規定する会社制度

当社の会社構造は、第13修正および書替済基本定款(その後の変更を含む。「基本定款」)、第２回修正および書替済付属

定款(その後の変更を含む。「付属定款」)およびデラウェア州一般会社法によって規定される。当社の会社システムに関す

る以下の記載はその概要にとどまり、基本定款、付属定款およびデラウェア州一般会社法を合わせて読むことにより完全な

ものとなる。

 

(a) 株主総会および議決権

当社の年次株主総会は、取締役の選任およびその他議案とすることができる適切な事項を決議することを目的として

開催される。

特別株主総会は、随時、取締役会、取締役会会長、社長または総会において議決権のある株式の50％以上の株式を保有す

る１人以上の株主により、招集することができる。特別株主総会は、招集通知に記載された目的のためにのみ開催される。

各株主総会は、取締役が決定し、招集通知に記載された日時および場所(延会の場合には、延会を決議した総会で発表さ

れた日時および場所)で開催される。法律に別段の定めがある場合を除き、招集通知は、会日の前10日から60日の間に株主

名簿上の株主に送付されなければならない。

特定の決議のために要求される議決権の行使につき、基本定款、付属定款または法律の条項に従うことを条件に、総会

において議決権を有する当社の発行済株式の過半数にあたる株式を保有する株主本人またはその代理人による出席を

もって議案の決議のための定足数とし、本人または代理人により出席した株主の議決権の過半数の決議により全ての株主

が拘束される。定足数を満たすか否かにかかわらず、その総会に本人もしくは代理人により出席した議決権のある株式の

過半数を有する株主は、別の日時および場所に延会することができる。定足数が満たされた延会においては、基準日の制限

および当初招集された総会と延会との間の経過期間の制限などの一定の制限に従うことを条件に、原総会で決議すること

が可能であった全ての議案を決議することができる。

基本定款または付属定款に明示的に定められている場合を除き、各株主は、保有株式１株につき１議決権を有する。株

主は代理人によりその議決権を行使することができるが、そのための委任状は、署名の日から３年経過後は議決または権

限を行使する効力を有しない。但し、委任状にそれ以上の期間が定められている場合はこの限りでない。自己株式、すなわ

ち、当社が保有する当社の株式については、議決権を行使することができない。

(b) 取締役会

当社の事業その他の事項は、取締役会によってまたはその指示のもとで運営され、全ての会社の権能は、取締役会に

よってまたはその指示のもとで行使される。

付属定款は、取締役会が６名以上８名以下の取締役により構成され、正確な員数は現職の取締役の過半数による決議に

より当該範囲内で適宜定める旨を規定する。現在６名の取締役が存在する。各取締役は、任期の満了ならびに後任者の選任

および就任まで、または、当該取締役の死亡、辞任または解任まで、その地位を有する。欠員が生じた場合および取締役の員

数の増加により空席ができた場合には、取締役はその時点において在任の残りの取締役(定足数を満たさない場合でも)の

過半数により選任して補充することができる。
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基本定款または付属定款に別段の定めのない限り、取締役の定員の過半数が、取締役会における議案の決議のための定

足数であり、基本定款およびその他の適用法律の条項に従い、定足数を満たし適式に開催された取締役会における出席者

の過半数による決議または決定が取締役会の行為となる。

取締役会は各クラス３名以下の取締役から成る３つのクラスに区分され、１クラスが毎年選任される。各取締役の任期

は３年である。デラウェア州一般会社法第141条(k)(1)に基づき、取締役は理由がある場合にのみ当社の株主によって解任

されることがあり、取締役会の欠員は、その時点において在任の残りの取締役(定足数を満たさない場合でも)により選任

された者により補充される。

(c) 委員会

監査委員会：監査委員会は、その義務および責任の中でも特に、(ⅰ)年１回行われる当社の独立登録公認会計士事務所

の指名を検討および承認し、(ⅱ)年次監査の範囲および報酬を事前に協議および検討し、(ⅲ)独立登録公認会計士事務所

と共に監査の結果を検討し、かつかかる結果について当社の経営陣と協議し、(ⅳ)独立登録公認会計士事務所の監査以外

の業務を検討および承認し、(ⅴ)当社の現在の主要な会計および財務報告の方針の遵守状況を検討し、(ⅵ)SECの規程なら

びに関係当事者間の取引に関連する指針および手続に従い開示が必要となるすべての関係当事者間の取引を検討および

承認し、かつ(ⅶ)当社の経営陣およびかかる経営陣による当社の財務報告プロセスに関する活動の監督および監視を行

う。

指名およびコーポレート・ガバナンス委員会：指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の職責には、取締役候補

者の選定ならびに当社のガバナンス方針の確立および年１回の再検討が含まれる。指名およびコーポレート・ガバナンス

委員会はまた、(ⅰ)取締役会の構成員となる資格を有する個人を積極的に特定することにより取締役会を支援し、(ⅱ)次

回の年次株主総会における選任のための取締役候補者を取締役会に推薦し、(ⅲ)各委員会の会長および構成員を取締役会

に推薦し、(ⅳ)コーポレート・ガバナンスならびに公開会社の取締役の義務および責任についての法律および実務の重要

な進展を監視し、(ⅴ)年次の実績についての取締役による自己評価につき取締役会を主導し(かかる評価に関して用いら

れる基準の確立を含む。)、(ⅵ)取締役会の報酬を検討し、取締役会の報酬の変更を取締役会に提案し、(ⅶ)事業上の行為お

よび倫理に関する当社の規則の遵守状況を監督し、ならびに(ⅷ)当社のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを開発

し、取締役会に推薦し、かつ管理する。

報酬委員会：報酬委員会の目的は、(ⅰ)当社の執行役員の基本給、インセンティブ報酬、繰延報酬、エクイティ報酬、給

付金および手当を含む報酬パッケージ全体の承認および監督、(ⅱ)当社の最高経営責任者の報酬に関連した会社の目標お

よび目的の検討および承認、最高経営責任者の能力の見直しおよびかかる見直しに基づく最高経営責任者の報酬の決定、

(ⅲ)最高経営責任者によるすべての執行役員の能力の評価の見直しおよび支払決定の承認ならびに(ⅳ)いかなるエクイ

ティ報酬または長期的報酬計画に関する定期的な見当および取締役会への提案およびかかる計画の施行である。

企業技術戦略委員会：企業技術戦略委員会の目的は、当社の企業技術戦略の範囲、方向性、性質、調査水準および遂行を

検討し、取締役会に提案することである。

(d) 役員

当社の選任された役員は、社長、秘書役および最高財務責任者からなっており、また、取締役会の裁量により、取締役会

会長、１名以上の副社長、１名以上の秘書役補佐、１名以上の財務役補佐および取締役会または社長(取締役会により権限

を付与された場合)に指名されたその他の役員を含む場合がある。当社の役員は取締役会により指名される。
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社長は当社の最高経営責任者とし、全ての株主総会において議長を務め、取締役会会長が不在の場合には全ての取締役

会の議長を務める。取締役会会長(存在する場合)は、全ての取締役会の議長となる。社長は、経営についての一般的権能お

よび義務を有し、取締役会および付属定款により定められるその他の権能および義務を有し、かつ当社の事業および役員

全般につき監督、裁量行使および統制する一般的権限を有する。

(e) 株式に関する事項

　授権株式に関して、2008年12月31日現在の授権株式数は、１株の額面金額が0.00125米ドルの普通株式750,000,000株およ

び１株の額面金額が0.00125米ドルの優先株式5,000,000株からなっている。

　当社の取締役会は、１以上のシリーズの形で5,000,000株まで優先株式を発行し、発行を決定した優先株式の名称、優先権

および権利内容を定める権限を有する。これらの権利のいずれかまたは全てが普通株式の権利に優先する可能性がある。

普通株式の株主は、株主の決議のために提出された全ての事項につき、１株当り１議決権を有する。発行済優先株式に適用

されうる優先権を条件として、普通株式の株主は、法的に利用可能な資金から、随時取締役会によって宣言されうる配当金

(もしあれば)を比例的に受領する権利を有する。当社の清算、解散または消滅の場合、普通株式の株主は、当該時点におけ

る発行済優先株式(もしあれば)の優先権を条件として、負債を弁済した後の残余財産を比例的に分配される権利を有す

る。普通株式の株主は、新株引受権、転換権または償還権を有していない。各発行済普通株式は全額払込済でありかつ追加

払込義務はない。

 

(3) 株式資本に関する記述

以下は、当社の普通株式および優先株式の主要な条件の概要である。上記「(2)当社の基本定款および付属定款に規定す

る会社制度 (e)株式に関する事項」を参照のこと。

(a) 普通株式

2008年12月31日現在、株主名簿上、126,566,394株の発行済普通株式が保有されており、当社は約127人の株主名簿上の

株主を有していた。当社株式の過半数は、株主名簿上の株主でない機関投資家により所有されている。さらに、同日現在、ス

トック・オプションの行使／確定により発行できる株式およびストック・プランに基づく制限付き単位株の数は

13,910,182株であった。普通株式の株主は、株主の決議のために提出された全ての事項につき、１株当り１議決権を与えら

れている。発行済優先株式に適用されうる優先権を条件として、普通株式の株主は、法的に配当金として利用可能な資金か

ら、随時取締役会によって宣言されうる配当金を比例的に受領する権利を有する。当社の清算、解散または消滅の場合、普

通株式の株主は、発行済優先株式の優先権を条件として、負債を弁済した後の残余財産の比例的に分配される権利を有す

る。普通株式の株主は、新株引受権、転換権または償還権を有していない。各発行済普通株式は全額払込済でありかつ追加

払込義務はない。

(b) 優先株式

2008年12月31日現在、発行済優先株式はなかった。5,000,000株までの無指定優先株式の発行が授権されている。当社の

取締役会は、さらなる株主の決議なしで、１以上のシリーズの形で5,000,000株まで額面金額0.00125米ドルの優先株式を

発行し、発行を決定した優先株式の名称、優先権および権利内容を定める権限を有する。これらの権利のいずれかまたは全

てが普通株式の権利に優先する可能性がある。
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優先株式の発行は、当社の支配権の交替を遅延させもしくは妨げる効果を有し、または、当社の経営陣の解任をより困

難にする可能性がある。さらに、優先株式の発行は、普通株式の株主へ分配可能な収益および資産の額を減少させ、または、

議決権を含む普通株式の株主の権利および権限に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株式の発行は、また、当社の普通株式

の市場価格を下落させる可能性がある。現在のところ、当社は優先株式の発行を計画していない。

(c) ワラント

2008年12月31日現在、当社の株式資本を購入できる付与済みのワラントは存在しなかった。

(d) 登録請求権

当社は、随時、一般に(ⅰ)米国における売出しのために、1933年米国証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」と

いう。)に基づき証券を登録するためにSECに登録書類を提出すること、および(ⅱ)(A)登録書類に基づく全ての証券につい

て売出しが行われるか、または(B)当該証券について証券法規則144(k)に基づき登録なしで売出しを行うことができるこ

ととなる等の、特定の事由の発生まで、かかる登録書類を有効な状態に維持することを当社に義務付ける契約を締結し、か

かる契約の当事者となる。

(e) デラウェア州一般会社法に基づく支配権取得対抗規定

当社は、会社支配権取得を規制するデラウェア州一般会社法第203条に従う。かかる規定は、当社が、以下の場合を除き、

ある株主が「利害関係のある株主」となった時点から３年の期間は、当該利害関係のある株主とのいかなる「事業結合」

にも従事することを禁止している。

・　株主が利害関係のある株主となった日以前に、取締役会が、株主が利害関係のある株主となる事業結合または取引を承

認した場合。

・　株主が利害関係のある株主となる取引の完了に基づき、当該利害関係のある株主が当該取引の開始時の当社の発行済

の議決権のある株式(但し、(ⅰ)取締役兼役員が所有する発行済株式、および(ⅱ)従業員ストック・プランに参加す

る従業員が、プランに従って保有する株式が公開買付または株式交換に提供されるかどうかを秘密裏に決定する権

利を有していないストック・プランを除く。)の少なくとも85％を所有している場合。

・　事業結合が取締役会によって承認され、かつ年次株主総会または特別株主総会において、利害関係のある株主によって

保有されていない発行済の議決権のある株式の少なくとも66 2/3％の書面による同意によらない賛成決議により認

められた時期以降。

同法203条は、「事業結合」を、例外を除き、特に以下のものを含むものと定義している。

－　会社および利害関係のある株主を含む合併または統合

－　利害関係のある株主が関与する、会社の資産の時価総額または会社の全発行済株式の時価総額の10パーセント以上の

売却、賃貸、交換、譲渡、担保設定またはその他の処分

－　会社による、利害関係のある株主に対する会社の株式の発行または譲渡となる取引

－　会社に関係する取引で、会社の株式につき、利害関係株主が有する比率を増加する効果を直接または間接に有するもの

（ただし、端数株式の調整による重要でない変更の結果、または利害関係株主により生じさせられたのではない株式

の買受けもしくは償還の結果としてのものを除く。）

－　会社によりまたは会社を通して行われる貸付、前貸、保証、担保設定またはその他の金銭的利益の、利害関係のある株主

への供与
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一般的に、同法203条は、利害関係のある株主を、会社の発行済の議決権ある株式の15％以上を実質的に保有する法人も

しくは個人、およびかかる法人もしくは個人と関連する、またはそれを支配するもしくはそれにより支配される法人もし

くは個人と定義している。

当社の基本定款および付属定款は、同法第203条に基づいて課される制限から当社を除外するものではない。同法第203

条の存在は、敵対的な支配権取得の企てを防止し、または当社の支配の交替を遅延させる効果を有していると考えられる。

このことは、当社の普通株式の市場価格を下落させ、株主が保有する普通株式のプレミアムを実現する機会を奪う可能性

がある。

(f) 支配権取得対抗規定に関する設立証書および付属定款の規定

当社の基本定款および付属定款のいくつかの条項は、株主が好ましいとみなす可能性のある当社の支配権または経営

陣の変更を妨げ、遅延させ、または、その障害となる場合がある。これらの規定には以下の条項が含まれる。

・　取締役会に対する当社の普通株式の権利よりも優先する権利を有する優先株式の追加発行の授権

・　特別株主総会を招集する株主の能力の限定

・　交互交替的な３年間の任期により当社の取締役が選任される、クラスに区分された取締役会の創設

・　取締役選任のための指名および株主総会で決議することのできる事項の提案に関する事前通知制度の設置

(g) 名義書換代理人および登録機関

当社の普通株式の名義書換代理人および登録機関はComputershareである。名義書換代理人の電話番号は、

(781)575-2879である。名義書替代理人の住所は、アメリカ合衆国、02021マサチューセッツ州、カントン、ロイヤル・スト

リート250である。

(h) 上場

当社の普通株式は、取引シンボル「UTSI」のもとで、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場されてい

る。

 

２【外国為替管理制度】

 

アメリカ合衆国においては、外国為替の所有または譲渡についていかなる制限も存在せず、従って、アメリカ合衆国の非居住

者による国内会社の株式の取得、アメリカ合衆国の非居住者に対する配当もしくは株式売却代金の送金または解散に際しての

資産の分配に影響を及ぼすと思われるかかる管理上の制限は存在しない。

 

３【課税上の取扱い】

 

本書中の税務上の問題に関する記述は、本書中に記載される取引の支援および市場調査に関連して記載されたものである。

これらの記述は、いかなる者によっても、課税上の罰則を免れる目的で利用されることを意図したものではなく、かかる目的で

利用されるために記載されたものではなく、かかる目的で利用されてはならない。各投資家は、独立の税務専門家からの当該投

資家の置かれた個別の状況に応じた助言を求めるべきである。
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(1) 租税条約

2004年３月30日に、新たな日米租税条約(「2004年条約」)が発効した。2004年条約の源泉徴収税に関する規定は2004年７

月１日に施行され、2004年条約のその他の全ての規定は、2005年１月１日に施行された。2004年条約は、1972年の日米租税条

約に取って代わるものである。

2004年条約は、2004年条約に定義される日本国の居住者(「日本国居住者」)が実質的に保有する当社の株式資本に対す

る配当金について源泉徴収された租税について適用され、また、日本国居住者による当該株式の売却により実現した収益に

関して適用される。

 

(2) アメリカ合衆国の所得税上の取扱い

(a) 当社の株式資本に対して支払われた配当金への所得税の源泉徴収

2004年条約によれば、日本国居住者が実質的に保有する当社の株式資本に対して2004年７月１日以降に支払われたま

たは発生した配当は、一般的に、配当の総額に対して10％の税率によりアメリカ合衆国の連邦所得税が源泉徴収される。日

本国居住者である実質株主は、2004年条約に基づき低い源泉徴収率の適用を受けるためには、配当の支払前に、当社に対

し、適正に作成されたアメリカ合衆国内国歳入法申告書W-8BENを提出しなければならない。配当の支払前に適正に作成さ

れた申告書W-8BENを提出しない場合、一般に、配当の総額に対して30％の税率によりアメリカ合衆国の連邦所得税が源泉

徴収されることとなる。但し、日本国居住者である実質株主がアメリカ合衆国において恒久的施設を有しており、かつ、当

社の株式資本に対して支払われた配当がかかる実質株主による当該恒久的施設における米国での取引または事業の遂行

と効果的に関連を有している場合には、当該実質株主は、源泉徴収税を免除されるが、純利益額ベースで35％までの累進税

率によるアメリカ合衆国の連邦課税に服する。

(b) 当社の株式資本の売却に対する所得税

2004年条約およびアメリカ合衆国の連邦税法によれば、当社の株式資本を保有する日本国居住者である実質株主は、一

般に、当該株式の売却により実現した収益については、日本国居住者である実質株主によりアメリカ合衆国において行わ

れる取引または事業ならびにアメリカ合衆国における日本国居住者である実質株主の恒久的施設と効果的に関連を有し

ていない場合、アメリカ合衆国の所得税は課せられない。現在、個人を含む法人組織でない保有者が別途アメリカ合衆国の

連邦所得税を免除されていない１年超の期間保有していた株式の売却益には、最大15％の連邦所得税が課せられる。

(c) 当社の株式資本に対して支払われた配当および当該株式資本の売却による収益に対する州および地方の所得税

上記(a)および(b)記載の配当または収益に対するアメリカ合衆国の連邦所得税に加えて、当社の株式資本を保有する

日本国の実質株主がアメリカ合衆国において州および地域について十分な関連性があり、従って課税の対象となる場合、

当該株式の売却に関して支払われた配当および当該株式の売却による収益に対して、適用ある管轄ごとに州所得税および

地方所得税を課せられることがある。
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(3) アメリカ合衆国の相続税

アメリカ合衆国の連邦相続税法によれば、当社の株式資本の実質株主たる日本国の個人が死亡したときは、当該株式は、

アメリカ合衆国内に所在する財産とみなされ、アメリカ合衆国の連邦相続税が課せられる。死亡した株主が死亡時点で日本

国居住者であってアメリカ合衆国の連邦相続税の目的上定義されるアメリカ合衆国の市民または居住者でない場合、アメリ

カ合衆国内に所在する当該死亡者の財産の価額(税額および経費控除の許容額控除後の価額)に対しての累進税率(2009年に

死亡する保有者については45％まで)により、課税されることになる。現在の法律は、2010年に死亡する保有者については、連

邦相続税は0％まで低下するが、2011年以降55％まで戻ると定めている。ただしかかる法律は変更される可能性がある。

 

(4) 日本国の課税上の取扱い

適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法ならびにその他現行および関連する日本国の法律および規制を遵守し、

それらの法律および規制の制限に従うことを条件として、日本国の個人または日本国の法人は、上記「(2)アメリカ合衆国の

所得税上の取扱い」(a)、(b)および(c)ならびに「(3)アメリカ合衆国の相続税」で記載したように、当該個人または法人の

所得(および、個人に関しては相続財産)に対して課せられた、支払われるべきアメリカ合衆国の租税と日本国の租税との二

重課税の排除を目的として外国税額控除を請求することができる。ただし、当該個人が受取った配当について、確定申告不要

制度の適用を選択した場合には、アメリカ合衆国で課された所得税について外国税額控除を請求することはできない。

なお、「第８ 本邦における株式事務等の概要 ２ 日本における実質株主の権利行使方法 (8)本邦における課税」を参照

のこと。

 

(5) 本概要は、一般的な情報提供目的のみのために提供されており、法律上または税務上の助言を構成するものではない。株主

は、当社の株式の所有により生じる具体的な税務上の影響を判断するためには各々の税務助言者と相談すべきである。

 

４【法律意見】

 

当社の法律助言者であるWilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporationから、関東財務局長に対して、下

記の趣旨の法律意見書が提出されている。但し、法律意見書の原本に記述されている制限および限定に服する。

(1) 当社は、デラウェア州法の下で、適法に設立された会社である。

(2) 当社による当社のための関東財務局長に対する有価証券報告書の提出は、当社により適法に授権されており、適用あるア

メリカ合衆国連邦法またはデラウェア州一般会社法のいかなる条項にも違反していない。

(3) 有価証券報告書中第一部第１の１、第１の２および第１の３のデラウェア州法および適用あるアメリカ合衆国連邦法に関

する全ての事項は、法律事項の要約を構成する記述としては、全ての重要な点において真実かつ正確である。

上記意見は、全ての点においてカリフォルニア州の現行法およびアメリカ合衆国連邦法ならびに上記意見を表明するために

必要な範囲のデラウェア州一般会社法に限定されている。
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第２【企業の概況】

 

１【主要な経営指標等の推移】

 

　2004年および2005年12月31日に終了した年度および当該日付現在の連結財務データは、ストック・オプションおよび中国にお

ける一定の販売契約の収益認識についての当社の過去の会計報告を訂正するために修正された。

 

（連結）

 
（単位：千米ドル（ただし、株式数、１株当たり情報を除く。））

（下段は円換算額（単位：百万円（ただし、株式数、１株当たり情報を除く。）））

 
2004年

（修正後）

2005年

（修正後）
2006年 2007年 2008年

純売上高
2,579,415

(248,862)

2,871,110

(277,005)

2,458,861

(237,231)

2,466,970

(238,013)

1,640,449

(158,271)

売上総利益（損失）
16,885

(1,629)

(456,714)

((44,064))

(138,160)

((13,330))

(212,045)

((20,458))

(176,216)

((17,001))

当期利益（損失）
50,849

(4,906)

(532,645)

((51,390))

(117,345)

((11,321))

(195,575)

((18,869))

(150,316)

((14,502))

純資産（株主持分合計）
1,302,891

(125,703)

826,649

(79,755)

774,360

(74,710)

617,976

(59,622)

466,834

(45,040)

発行済株式数
(1) 114,769,510121,018,036121,299,113123,467,204126,566,394

資産合計
3,517,605

(339,379)

2,551,331

(246,152)

2,373,950

(229,039)

1,984,588

(191,473)

1,310,806

(126,467)

１株当たり利益(損失)

(米ドル)(円)
(2)

0.45

(43.42)

(4.55)

((438.98))

(0.97)

((93.59))

(1.62)

((156.30))

(1.22)

((117.71))

希薄化後１株当たり利益

(損失)(米ドル)(円)

0.40

(38.59)

(4.55)

((438.98))

(0.97)

((93.59))

(1.62)

((156.30))

(1.22)

((117.71))

営業活動によるキャッ

シュフロー

(95,005)

((9,166))

218,383

(21,070)

62,892

(6,068)

 (225,093)

((21,717))

(55,164)

((5,322))

投資活動によるキャッ

シュフロー

(468,047)

((45,157))

70,137

(6,767)

36,065

(3,480)

29,438

(2,840)

246,046

(23,739)

財務活動によるキャッ

シュフロー

742,722

(71,658)

(202,804)

((19,567))

(99,509)

((9,601))

(58,105)

((5,606))

(332,612)

((32,090))

現金および現金等価物
562,532

(54,273)

645,571

(62,285)

661,623

(63,833)

437,449

(42,205)

309,603

(29,870)
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（個別）

  
（単位：千米ドル（ただし、株式数、１株当たり情報を除く。））

（下段は円換算額（単位：百万円（ただし、株式数、１株当たり情報を除く。）））

 2004年
(3)

（修正後）

2005年
（修正後）

2006年 2007年 2008年

純売上高
815,107

(78,642)

510,618

(49,264)

390,400

(37,666)

264,145

(25,485)

319,193

(30,796)

売上総利益（損失）
49,224

(4,749)

(218,549)

((21,086))

(124,240)

((11,987))

(161,059)

((15,539))

(84,007)

((8,105))

当期利益（損失）
50,849

(4,906)

(532,645)

((51,390))

(117,345)

((11,321))

(195,575)

((18,869))

(150,316)

((14,502))

純資産（株主持分合計）
1,356,105

(130,837)

826,649

(79,755)

774,360

(74,710)

617,976

(59,622)

466,834

(45,040)

資産合計
1,971,403

(190,201)

1,373,440

(132,509)

1,338,298

(129,119)

1,190,194

(114,830)

729,115

(70,345)

営業活動によるキャッ
シュフロー

(179,072)

((17,277))

(26,154)

((2,523))

(21,562)

((2,080))

(84,564)

((8,159))

(4,089)

((395))

投資活動によるキャッ
シュフロー

(114,955)

((11,091))

38,172

(3,683)

35,447

(3,420)

55,388

(5,344)

234,773

(22,651)

財務活動によるキャッ
シュフロー

392,721

(37,890)

(48,739)

((4,702))

351

(34)

3,930

(379)

(279,106)

((26,928))

現金および現金等価物
169,924

(16,394)

133,203

(12,851)

147,439

(14,225)

122,193

(11,789)

73,771

(7,117)

 注：
(1) 自己株式数を含む期末株式総数。

(2) １株当たり利益：当該期間の純利益を平均株式数で除したもの。

(3) 2004年の貸借対照表に関連する数値は、修正による影響が調整されていない。

(4) 1.00米ドル＝96.48円の換算率（2009年５月29日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が公表した為替相場の仲値）により換算されている。
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２【沿革】

 

当社は1991年６月10日にUnitech Industries Inc.としてデラウェア州に設立された。当社の設立以来、当社は中国の通信市

場に対する製品の開発に当社の各種資源を集中してきた。当社は1993年に最初のネットワーク・アクセス製品を出荷した。

1994年、当社は商号をUnitech Telecom, Inc.と変更した。1995年、当社はStarCom Network Systems, Inc.を買収し、商号を

UTStarcom, Inc.と改めた。1999年12月において、当社はIPベースのスイッチング・システムを開発する研究開発子会社である

Wacos, Inc.の買収を完了した。当社の中国における事業運営の一環として、当社は完全子会社３社および合弁会社２社を設立

している。当社は、2000年３月２日以来、取引シンボル「UTSI」のもとで、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに

上場している。

当社は、2001年11月、システム・オン・チップ半導体メーカーであるAdvanced Communication Devices Corporationを買収

した。当社は、2001年12月18日に、当社の中国における主要な２つの製造施設のうちの１つであるGuandong UTStarcom, Ltd.に

おける残り49％の持分を購入する契約を締結し、2002年１月21日に、当社のもう１つの製造施設であるUTStarcom Telecom Co

., Ltd.の残り12％の持分を購入する契約を締結した。2002年第２四半期に結了したこれらの取引の結果、当社は現在、中国に

おいて完全子会社を通じて事業を遂行している。2002年４月19日、当社はリモート・アクセス・サーバーおよびローカルアク

セス・テクノロジーを開発する会社であるIssanni Communications, Inc.を買収した。

2003年５月23日、当社はデラウェア州法人である3Com Corporation(以下、本項において「3Com」という。)から、3Comの

CommWorks部門の電気通信事業者向け音声およびデータ・ネットワーク製品の、顧客支援および専門家サービスに関する一定

の資産(以下、本項において「本件資産」という。)を買収した(以下、本項において「本件取引」という)。また、当社は

CommWorksにより使用されていた3Comの全ての知的財産権を取得し、またはこれについてライセンスを取得した。当社は本件取

引に関連して１億米ドルを現金で支払った。かかる金額は当社と3Comとの間の交渉により決定された。当社は手元現金から本

件取引の対価を支払った。

2004年２月26日、当社は、当社のCDMA製品の製品内容を補完するために、知的財産権、労働力、製造ノウハウおよび一定の有形

資産を含むHyundai Syscomm, Inc.の一定の資産と負債を取得した。それに加え、2004年４月21日、当社は、当社のCDMA製品の製

品内容をさらに補完するために、知的財産権、労働力、製造ノウハウおよび一定の有形資産を含むTelos Technology, Inc.およ

びその子会社の一定の資産と負債を取得した。

2004年６月11日、当社および当社のカナダの子会社であるUTStarcom Canada Corporationは、Audiovox Communications

Corp.、Quintex Mobile Communications CorporationおよびAudiovox Communications Canada Co.(以下、本項において「

Audiovox」と総称する。)との間で、Audiovoxの携帯端末機器販売事業ならびに一定の資産および負債(以下、本項において「本

資産」という。)を含むAudiovoxの一定の資産の購入(以下、本項において「本取引」という。)のために資産購入契約を締結し

た。2004年11月、当社は本取引を完了した。当社は、2004年に１億7,080万米ドルを現金で支払い、さらに2005年に280万米ドルを

現金で支払い、また、460万米ドルの専門家報酬を要した。当社は、南北アメリカにおけるACCの販売、サービスおよびサポートの

インフラストラクチャー、ACCの符号分割多元接続（「CDMA」）端末機器ブランド、サプライチェーン・チャンネルへのアクセ

ス、製品マーケティングの専門的技術およびCDMA事業者との重要な関係を取得した。
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2004年10月、当社は、無線端末機器の開発および設計を行う韓国の会社であるGiga Telecom, Inc.（「Giga」）との間で資

産譲渡契約を締結した。当社は、2005年１月に当該買収を完了した。クロージング時において、1,300万米ドルが現金で支払わ

れ、さらに200万米ドルが６か月間エスクロー勘定に支払われ、これは2005年７月に放出された。買収の対価の総額は、200万米

ドルの買収関連取引費用、先行して支払われ買収価格と相殺された150万米ドルおよび一定の製品設計目標の達成時に事後に

支払われた追加的対価50万米ドルを含め、約1,900万米ドルであり、すべて手元現金から拠出された。

当社は、2005年５月、Pedestal Networks, Inc.（「Pedestal」）の実質的に全部の資産および一定の債務の買収を完了し

た。Pedestalは、耐環境強化型かつ回線給電型の遠隔IPベースのデジタル加入者回線集合モデム(「IP-DSLAM」)であるユニ

バーサル・ブロードバンド・サーバー（「UBS」）を開発および設計している。当該買収は、米国の完全な認可を受け、かつ他

の既存のDSL、IPTVおよび光製品群を補完する強力な遠隔ブロードバンド・ソリューションを当社に提供することにより、デジ

タル加入者回線（「DSL」）およびIPベースのテレビ（「IPTV」）への当社の拡大を支援することを目的としていた。当該取

引の対価は、総額300万米ドルであった。そのうち約260万米ドルはクロージング日に現金で支払われた。また、当初の契約条項

の重大な違反がない限り、40万米ドルはクロージング日の１年後に現金で追加で支払うべきものとされる。

2005年12月21日、当社は、Advanced Communication Devices Corporationの買収に関連する資産を含む、当社の半導体設計事

業部門の資産の全ておよび一部の負債をMarvell Technology Group Ltd.に売却する正式契約を締結した。

2007年10月２日、当社の取締役会は、全世界における当社の従業員の約11％（約700人）の削減を含む、営業費用削減を目的

としたリストラクチャリング計画を承認した。かかる人員の削減は、主に米国および中国におけるものであり、それよりも低い

割合でその他の海外地域におけるものであった。

2008年６月30日、当社は、当社の完全子会社であるUTStarcom Personal Communications LLC（「PCD」）を、当社、PCD、

Personal Communications Devices Holdings, LLC（「買主」）および買主の完全子会社であるPersonal Communications

Devices, LLC（「合併会社」）の間における合併契約（「合併契約」）に基づき売却する契約を締結した。合併契約は、合併

会社へのPDCの統合および合併会社が存続会社として継続する旨を定めるものであった。買主は、AIC Investmentsおよびその

他特定の投資家により所有されている事業体であった。

　2008年12月16日、当社の取締役は、およそ700人の人員を削減するリストラクチャリング計画（「2008年リストラクチャリン

グ計画」を承認した。2008年リストラクチャリング計画に関連し、およそ300人の従業員は、2008年12月31日より前に解雇され

た。

　2009年６月９日、当社の取締役会は、当社の営業費用を削減する目的のリストラクチャリング計画（「2009年リストラクチャ

リング計画」）を承認した。2009年リストラクチャリング計画は、全世界における当社の従業員の約50％（約2,300人）の削減

を含む。経営陣は、全世界における人員削減を、2009年第４四半期末までに完了すると見込んでいる。当社は、リストラクチャリ

ングに関連する費用45百万米ドルを発生する。かかる費用は、主に一時退職給付金の現金払いに関するものであり、2009年第２

四半期に計上される予定である。かかる計画に関連する現金支出の大半は、2009年第３および第４四半期に発生する見込みで

ある。
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３【事業の内容】

 

概観

当社の焦点は、当社の一連の主要製品であるインターネットプロトコルテレビ(「IPTV」)、次世代ネットワーク(「NGN」)、

およびブロードバンドのソリューションを含むIPベースの電気通信インフラストラクチャー製品を、これらの製品のインス

トール、操作、およびメンテナンスに関連する進行中のサービスとともに、設計、製造および販売することである。さらに、当社

は中国市場向けに設計および、製造されている端末機器も販売している。当社のソリューション範囲は集合的に、円滑なネット

ワーク・システム統合、低い営業費用、および増強された広帯域アクセスにより電気通信ネットワークを拡大および近代化す

るように設計されている。当社は通信事業者に、彼らの加入者のユーザー・エクスペリエンスを高めることによる、増収の機会

も提供している。当社の大部分の売上は中国のサービス・プロバイダーに対するものであったが、当社はアジア、ラテンアメリ

カおよびヨーロッパの先進国および主要な発展途上国両方において存在を高めるために当社の焦点を拡大してきた。

 

技術および製品

当社の製品は、ブロードバンド・インフラストラクチャーおよびマルチメディア・コミュニケーションの二つの中核市場に

焦点を当てている。これらの市場は、特に世界の発展途上経済におけるIPベースの技術への転換による高成長を活用している。

当社は、アジア、ラテンアメリカおよびヨーロッパにおける主要な発展途上地域において、実証された成功を基礎とし、拡大す

る計画である。

これらの２つの主要な市場において、当社はIPTV、NGN、およびブロードバンド・ソリューションを含む当社の一連の製品に

よる収益性の高い成長を見込んでいる。

 

事業セグメント

当社における焦点および責任を改善するために、当社は2007年第４四半期において新事業セグメントの追加を含む複数の組

織変更を行った。当社の主要な事業は、ブロードバンド・インフラストラクチャー事業ユニットおよびマルチメディア・コ

ミュニケーション事業ユニットならびにこれら２つの事業部門をサポートするサービス事業ユニットにより構成されている。

2008年７月に、当社はPCD事業をAIGグローバル・インベストメント・グループおよび特定の他の投資家によって支配されてい

る企業に売却した。韓国を基盤にした端末機器事業を通じて、この新しく作られた企業であるパーソナル・コミュニケーショ

ン・デバイス社（「PCD LLC」）に対し当社は継続して端末機器の製造および販売を行う。2008年７月に当社はMSBUの売却も

完了した。2008年の第4四半期において、当社はCSBUの解体、および現在売却されたPCDを歴史的に支援してきた韓国を基盤とし

た端末機器事業の段階的縮小を開始した。当社の報告セグメントは以下のセグメントにより構成されている。

・マルチメディア・コミュニケーション

・ブロードバンド・インフラストラクチャー

・端末機器

・サービス

・パーソナル・コミュニケーション部門（「PCD」）、および

・その他（モバイル・ソリューション事業ユニット(「MSBU」)およびカスタム・ソリューション事業ユニット

（「CSBU」）を含む。）

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 15/278



純売上高、セグメント利益率、およびこれらのセグメントの資産に関しては、本有価証券報告書の第６　経理の状況－1に参照

として組み込まれている当社の連結財務諸表の注記16に記載されている。

当社のマルチメディア・コミュニケーションセグメントは、IPTVおよび関連技術（IP記号など）ならびに当社のNGNソフト

ウエアの開発および管理に対する責任を有する。パーソナル・アクセス・システム（「PAS」）インフラストラクチャーおよ

び無線システム・チームもまた、このセグメントの一部である。

当社のブロードバンド・インフラストラクチャーセグメントは、エンド・ユーザーが高速で費用効率の高い有線によるデー

タ、音声およびメディア・コミュニケーションにアクセスすることを可能にするソフトウエアおよびハードウエア製品に対す

る責任を有する。

当社の端末機器セグメントは、顧客が無線サービスにアクセスすることを可能にする消費者向け端末機器を設計、製造およ

び販売する。端末機器セグメントは中国国内でのすべてのPAS端末機器を含む端末機器によるすべての収益を含んでいる。2008

年７月のPCDの処分に続き、端末機器セグメントはPCD LLCに端末機器を供給することを主要な事業とする当社の韓国を基盤と

した端末機器事業も含んでいる。

当社は、当社のシステム・ソリューションの設置基盤の成長および運営を、当社の専門サービス事業であるUTStarcom

Servicesを介してサポートしている。全世界に配備された当社のエキスパートが、ネットワーク・プラニング、サーキット・パ

ケット・ネットワーク統合プラニング、システム統合、プログラム管理、オペレーション管理およびサポートならびに知識移転

など、幅広い活動において当社の顧客を援助している。

2008年７月１日、当社はパーソナル・コミュニケーション部門を売却した。この年次有価証券報告書の第４部－1に含まれて

いる連結財務諸表への注記における注記３に記載されている。2008年７月１日より前はPCDはPAS端末機器以外の端末機器を主

に米国において販売およびサポートしていた。

当社の「その他」セグメントには、MSBUおよびCSBUが含まれる。当社は2008年７月31日に、当社の無線IPCDMA/IPGSM製品ライ

ンの開発、販売およびサービスに対する責任を有するMSBUを売却した。2008年の第４四半期に当社は、特定の製品の段階的な縮

小およびボイス・メッセージ技術の当社マルチメディア・コミュニケーションセグメントへの整理統合を通して、CSBUを2009

年第１四半期に解体すると公表した。

CSBUは、歴史的にIPメッセージング、トランザクション・ゲートウェイおよび遠隔地からのネットワーク・データへのアク

セスを可能にするリモート・アクセス・サーバー（「RAS」）およびCDMAセルラー・ネットワーク・インフラストラクチャー

機器をIPネットワークに繋ぐパケット・データ・サービス・ノード（「PDSN」）製品ラインなどの非主要製品の開発、販売お

よびサービスに対する責任を有してきた。

 

マルチメディア・コミュニケーション事業ユニット

製品提供

　このセグメントにおける収益は2008年、2007年、および2006年における総売上高のうち、それぞれ約17％、13％および18％を占

めた。当社のマルチメディア・コミュニケーションセグメントはIPTV, mSwitch™およびPASソリューションを含む。
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RollingStream
TM
 ‒ IPTVソリューション

電気通信プロバイダーは、一層、動画コンテンツを新たな収入源として考えるようになっている。当社のIPTVシステムである

RollingStream™は、IP技術に基づく通信事業者ネットワークを通じてテレビおよびマルチメディアを配信するための中央基

地局および顧客宅内機器の両方を含んでいる。当社のRollingStream™製品およびサービスは、サービス・プロバイダーが交換

ネットワーク・アーキテクチャーを通じてブロードキャスト・テレビおよびオンデマンド・ビデオ・サービスを家庭用およ

び商用施設に配信することを可能にする。これは、何百万人のユーザーおよび数十万時間にわたるコンテンツ利用時間を段階

に応じてサポートするよう設計された通信事業者向けの製品である。当社は、RollingStream™が、通信事業者が交換ネット

ワークを通じて非常に大規模な動画コンテンツを配備できるよう設計された最初のソリューションであると確信している。

RollingStream™製品群は、以下のものを含む。

・記憶およびストリーミング装置（「MediaStation」）

・異種の映像信号を統一配信システムに統合させるための装置

・ユーザーの宅内または事業所内にある装置

・システム全体にわたるオペレーションを可能にするネットワーク管理システム

RollingStream™製品は、標準的な銅線電話回線および光学伝送回線を通じて機能するよう設計されている。

RollingStream™は、通信事業者が収益をもたらす新たなテレビおよびマルチメディア・サービスを提供できるよう設計さ

れている。このシステムはまた、より広範囲で双方向の一連のサービスを提供することにより、プロバイダーがケーブルおよび

衛星事業者の顧客を引き付けることを支援するよう設計されている。当社は、中国のChina TelecomおよびChina Unicom、イン

ドのBharti Airtel、BSNL/Aksh、MTNL/AkshおよびUnited Telecoms Limited、スリランカのSLT、ラテンアメリカのBrasil

Telecomならびに台湾のMarkwellと発表した主要な顧客配備を元に、業界および顧客の関心を引き続き得ている。

 

mSwitch
TM
 ‒ NGNおよびSoftswichソリューション

当社のmSwitchは、IPネットワークを通じて音声通信を提供するよう設計された柔軟なIPベースのプラットフォームである。

mSwitch製品群は、以下の３つの主要なソリューションをサポートする。

・　IPベースのパーソナル・アクセス・システム（「iPAS」）無線ローカル・サービス

・　NGNボイス・オーバー・インターネット・プロトコル（「VoIP」） 

・　固定通信・移動通信融合サービス

mSwitchは、サービス・プロバイダーが、既存の回線プラットフォームから、次世代IPベースのパケット交換アーキテク

チャーに移行し、または未開発環境において新たなアプリケーションを起動することを可能にする。当社のmSwitchポートフォ

リオは、サービス・プロバイダーが以下を行うことを可能にするキャリアクラス次世代スイッチング製品群である。

・　有線および無線エンドポイントに対応する統合されたコア・スイッチング・ネットワークの配備

・　多様なアクセス・ポイントにわたるアプリケーションの提供

・　アクセス方法にかかわらない、エンド・ユーザーに対する継続的なアプリケーションの提供の維持

・　コア・インフラストラクチャーへの投資の保護

・　拡張性のあるモジュラー・システムの配備
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・　サービス・プロバイダーの既存ネットワークと間断なく統合するよう設計された運営支援システム／ネットワーク管理

システムの恩恵の享受

  

PAS－パーソナル・アクセス・ソリューション

日本の社団法人電波産業会および情報通信技術委員会により開発されたPHS規格に基づく無線コア・インフラストラク

チャー機器の一群である当社のパーソナル・アクセス・システムは、当社の顧客が高品質の無線の音声およびデータのサービ

スにより新たな収益の機会を創出することを支援するよう設計されている。2008年度および2007年度における当社のマルチメ

ディア・コミュニケーションによる収益のそれぞれ約77％および87％は、当社のPASインフラストラクチャー製品から生じた

ものである。

UTStarcomのIPベースPAS（「iPAS」）無線アクセス・ネットワークにより、オペレーターは、現在の有線ネットワークから、

同一の都市内または地域内で無線の音声およびデータサービスを提供するIPベースのPHS無線ネットワークに移行することが

できる。この新しいシステムにより、サービス・プロバイダーは、市全域の移動性、同一番号の無線２次回線、電子メール、移動

体インターネット・アクセス、テキスト・メッセージおよび位置情報サービス等の新たな無線サービスを提供することができ

る。

iPAS無線アクセス・ネットワークには、以下の利点がある。

・　有線および無線に共通のプラットフォーム　―　以下のサービスを含む完全な有線および無線サービス一式を提供する：

単純な旧式の電話サービス、総合サービス・デジタル通信網、市全域の移動性、テキスト・メッセージ、電子メール、位

置情報サービス、移動体インターネット・アクセス。

・　柔軟な配備　―　iPASを既存の公衆網に統合するか、または高度なソフトスイッチ・アーキテクチャーを有する統一IP

ベース・コア・ネットワークに、独立したネットワークとしてiPASが配備される。これにより、サービス・プロバイ

ダーは、加入者の要求に応じて、費用効果的にサービスを配備することができる。

・　高性能なソフトスイッチ・プラットフォーム　―　万人から五百万人超の加入者に対応するため、ソフトスイッチ・サー

バー・クラスターおよびマルチ・プロトコル・ゲートウェイを用いて、iPASネットワークを拡大する。ソフトスイッチ

・アーキテクチャーにより、顧客は、統一IPベース・コア・ネットワークを通じて、第三世代（「3G」）携帯電話技術

サービスに間断なく移行することができる。

・　集中ウェブベース運営支援システム　―　加入者管理、サービス提供、ネットワーク管理、請求処理および顧客サービス等

のあらゆるサポート機能を一つの集中ネットワーク運営センターに集めることにより、ネットワーク運営を簡素化す

る。ウェブ・ベースのインターフェースにより、メンテナンス要員または加入者は、インターネットを通じてサービス

に遠隔アクセスすることができる。

・　加入者装置の豊富な選択肢　―　顧客は以下から最も簡単なアクセスを選択することができる：市全域に移動可能なPHS

端末機器もしくは個人基地局、固定無線アクセス用固定加入者ユニット、高速インターネット・アクセス用簡易型携帯

電話システム・インターネット・アクセス・フォーラム標準データ装置、またはこれらの組み合わせ。
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ブロードバンド・インフラストラクチャー

製品提供

当社のブロードバンド・インフラストラクチャー製品は、高速で費用効率の高い有線によるデータ、音声およびマルチメ

ディアのサービスに対する顧客の需要を満たすよう設計されている。本セグメントによる収益は、2008年、2007年および2006年

における総売上高のうち、それぞれ約７％、６％および８％を占めた。当社の有線技術は、ブロードバンドIPベースのネット

ワークを通じた高速の音声、映像およびデータの伝送を可能にする。当社のブロードバンド・インフラストラクチャー・セグ

メントには、デジタル加入者回線製品、MSAN製品、光ファイバー製品が含まれる。

 

ブロードバンド・アクセス製品

当社はIPベースのDSLAMおよびGEPONを含む数種類のブロードバンド・アクセス技術を開発してきた。継続的な革新により、

当社はブロードバンド・アクセス製品ラインとともに世界中に当社の足跡を広げてきた。

 

マルチ・サービス・アクセス・ノード

マルチ・サービス・アクセス・ノード（「MSAN」）は、ツイストペア銅線および光ファイバーによりIPTV、高速インター

ネット・アクセス、アナログ音声通話サービス、総合デジタル通信網、ボイス・オーバー・インターネット・プロトコルを含む

幅広いサービスを提供する。UTStarcomのiAN8K B1000マルチメディア・ネットワーク・エッジは、2008年12月31日現在2,800万

以上のラインがインストールされている、主導的なMSANプラットフォームである。iAN8K B1000は、既存のレガシー・ネット

ワークおよび最先端のIPベースの音声ネットワークへの接続を提供することにより、NGN移行アプリケーションに対するアク

セス・ゲートウェイ機能を提供する。NGN移行は、非常に大きな世界的規模の機会へと発展しているMSANにおいて最も重要な目

標市場である。iAN8K B1000はさらに、ADSL2+およびVDSL2基準に基づくIPベースのDSLAM機能を、成長過程にあるブロードバン

ド・アクセス市場に提供する。iAN8K B1000は、次世代ギガビット・イーサネットアーキテクチャーを基盤としており、端末間

のIP接続性を提供するという当社のコミットメントに沿っている。当社は、2008年に発表されたiAN B1200を含むMSAN製品ライ

ンを拡大することにより当社のMSAN製品をさらに充実させていく。この新製品は小型のフォーム・ファクタを持っており、

iAN8K B1000 MSAN製品の範囲を広げる。iAN B1200はFTTB/FTTCアプリケーションをターゲットにしている。iAN B1205はこのシ

リーズ初の製品であり、小型フォーム・ファクタにおいて、とても高い密度を提供する。

 

デジタル加入者回線製品

デジタル加入者回線(「DSL」)技術は、同一の固定銅線を通じた電話通信の提供と同時にデータおよびコンテンツを高速で

送信することを可能にする。当社のIPベースのDSL集合モデム(「IP-DSLAM」)は、ブロードバンド・ネットワークを用い高速ア

クセスを可能にし、家庭および商用加入者にサービスを配信するため一連のフォーム・ファクタを備えた最新のDSL技術を組

み込んでいる。

当社のAN-2000製品は、既存の銅線電話網を有するオペレーターが業務を拡大して顧客へのブロードバンド・データ提供を

図るためのものである。全面的にIP化されたネットワークにより、当社の顧客は、従来のブロードバンド・サービスに加えて、

ビデオ・ストリーミングおよびIPマルチキャスト等の機能をより容易に追加することができる。今日までに、当社は世界で700

万本を超えるIP-DSLAM回線を配備した。
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当社のDSL製品は、家庭および業務用顧客が音声、データおよび映像サービスにアクセスすることを可能にする様々なDSLモ

デム、セット・トップ・ボックスおよびボイス・オーバー・インターネット機器等の顧客施設機器（「CPE」）から成る。当社

の製品は、豊富な機能を備え、セットアップ、インストールおよび管理が簡単にできるよう設計されている。当社のCPE提供の多

様性および柔軟性は、顧客がその他のベンダーのインフラストラクチャー機器のほかに当社のインフラストラクチャー機器で

作業することを可能にする。

 

ギガビット・イーサネット受動光学ネットワーク（「GEPON」）

2004年に、当社はGEPON製品を発表した。受動光学ネットワークとは、一本の光ファイバーを複数の敷地で共有可能とする電

源不要の光スプリッタを使用して光ファイバーをエンド・ユーザーまで届けるシステム構成である。当社のGEPONプラット

フォームは、高い加入者密度および低費用の参入を提供するよう設計されており、従来の電話またはブロードバンド・ソ

リューションの代替品として注目されるものである。

当社のGEPON群は、電気通信プロバイダーの中央基地局およびCPEを含んでおり、これらは一秒当たり最高１ギガバイトの帯

域を家庭および事業者の顧客に提供する。製品に追加機能を統合することにより、当社は、通信事業者が追加のスイッチングお

よびルーティング機器を配備する必要性を排除する。

 

光学伝送製品

当社の光学製品は、国際的に規定される光学伝送規格およびアクセス製品に基づく伝送製品を含む。当社の製品は、データ、

映像、音声またはその他の通信を光信号に変換および転化し、かかる光信号はグラスファイバーを通じて送信される。製品プ

ラットフォームは、一秒当たり155メガビットでの従来の音声の処理から一秒当たり40ギガビットでのデータ集約サービスの

処理まで複数の速度を同時に処理するマルチサービス管理システムを含んでいる。

 

マルチサービス伝送プラットフォーム（「MSTP」）

2003年12月、当社はNetRing
TM
MSTP光学製品ラインを発表した。当社のGEPON製品は個人顧客にサービスを提供するよう設計

されているが、当社のNetRing
TM
製品は、サービス地域におけるブロードバンドへの需要に応じるよう設計されている。当社の

NetRing
TM
 600製品は、複数のテナントの入居する複合ビル、オフィスビルおよび企業内アプリケーションのための音声および

データ通信サービスを提供する。当社の中級機種のNetRing
TM
 2500製品は、より広い帯域および大きな容量が必要とされる場

合に音声およびデータ伝送を提供する。当社の上級機種のNetRing
TM
 10000製品は、最大限の帯域および最大限の容量が必要と

される場合に、地域内伝送アプリケーションのためのサービスを提供する。各アプリケーションにおいて、光ファイバーはサー

ビス地域内で環状に配備され、ファイバーが切断された場合にこれを代替する機能を果たす。NetRing
TM
は、以前は複数の独立

プラットフォームによってのみ利用可能であったネットワーク管理機能により、通信事業者が音声、データおよび映像トラ

フィックを管理するための広範囲の機能を提供する。2008年後半に当社は新しい最先端の40G製品を発表した。それは、現在特

定の主要顧客がトライアル中であるNetRing
TM　
40Kである。
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リング型転送方式（「RPR」）

2007年後半に当社はメトロ・イーサネット・フォーラム（「MEF」）によって認定された、RPRを伝送の中核技術として使用

する当社初のメトロ・イーサネット製品を発表した。この製品はメトロ集約機能をターゲットにしている。この製品は、当社が

完成品引渡し方式のプロバイダーであり、IPベースのDSLAMを大規模に展開している、Bharat Sanchar Nigam社の（「BSNL」）

マルチプレイネットワークにおいて幅広く配備されている。

 

端末機器事業ユニット

製品提供

当社は、顧客が無線サービスにアクセスすることができる消費者向け端末機器を設計、製造および販売している。歴史的に、

端末機器セグメントは、中国におけるすべての端末機器収益を含んでいた。2008年7月のPCDの処分以前は、当社の韓国を基盤に

した端末機器事業の売上高は、社内間取引として計上されていた。PCDの処分以降、PCD LLCへの当社の韓国を基盤にした端末機

器事業の売上高は端末機器事業ユニットに含まれている。2008年12月に、当社は当社の韓国を基盤にした端末機器事業を段階

的に縮小することを開始し、従って2009年の第２四半期末までにはPCD LLCへの販売事業を終了させると見込んでいる。当社

は、当社の端末機器セグメントが当社の強いブランド名および通信事業者との関係を使って中国市場に端末機器を供給し続け

ると予測する。中国市場において販売される当社の主要な製品ラインは、PAS製品から成っている。当社の端末機器事業は、2008

年、2007年および2006年における収益のうち、それぞれ約18％、10％および16％を占めた。サービス・プロバイダーが次世代技

術ネットワークと中国電気通信産業のリストラクチャリングを予期してPAS端末機器のマーケティング活動を減らしたので、

当社のPAS端末機器の需要はPAS加入者の減少に起因して継続的に減少している。2009年およびそれ以降、中国の電気通信産業

の3Gモバイルサービス提供への移行のため、当社はPAS加入者の減少を予測している。これらの予測されている中国のモバイル

顧客に対するサービスの変化を認めて、当社は中国における端末機器の可能性を中国市場での販売用CDMAおよびTD-SCDMA端末

機器の製造への移行として見ている。

 

PAS端末機器

当社は現在、上級機種のデータ配信可能で機能の豊富なモデルから、低価格モデルまで、様々なPAS端末機器モデルを提供し

ている。当社は、2008年において、360万台超のPASおよびPAS/GSM端末機器を販売した。

 

CDMAおよびTD-SCDMA端末機器

2008年、当社は中国のCDMA端末機器市場で数種類の新モデル、そしてTD-SCDMA端末機器市場で一つの新モデルを発表した。中

国における唯一のCDMA許可通信業者であるChina TelecomはCDMAのプロモーションを始め、結果として、市場需要は急激に増加

した。一方、China Mobileは、TD-SCDMAベースのネットワークを開始した。当社は、2009年の中国におけるCDMAおよびTD-SCDMA端

末機器市場の市場需要が著しく増加することを予測する。2008年7月のPCDの処分に続き、当社の韓国を基盤にした端末機器事

業によって設計されるCDMA端末機器を、当社がPCD LLCにそれらのCDMA端末機器を供給することによって北米市場に販売した。

当社は2008年12月に当社の韓国を基盤にした端末機器事業を段階的に縮小していると発表する一方で、中から高レベルの製

品、市場需要に応ずる柔軟な製品設計アプローチ、分化した製品機能およびオペレーターの3Gビジネス開発をサポートするた

めのEVDOへの投資にフォーカスする戦略で当社のCDMAおよびTC-SCDMA事業を継続する予定である。これらのCDMAおよび

TD-SCDMA端末機器は、歴史的に中国で製造されており、今後も中国で製造される。
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サービス事業ユニット

当社製品提供に加えて、当社は技術的なサポートサービスを含む幅広い範囲のサービスを提供している。当社のサービス提

供は、コンサルティング、技術、プロジェクト、品質および技術支援センターによる24時間サーポートを含むメンテナンスサ

ポートレベルサービスの範囲で、当社製品を補完する。テクニカルサポートサービスは、当社製品が能率的に動いて、高度な信

頼性を保ち、ほとんどの最新のシステムソフトからの恩恵を得ることを確実とするのを援助するように設計されている。これ

らのサービスは、顧客が彼らのネットワーク投資を保護し、ミッションクリティカルなアプリケーションを動かしているシス

テムのダウンタイムを最小にすることを可能にする。当社のサービスセグメントは、2008年、2007年および2006年の収益の、そ

れぞれ約3%、2%および2%を占めた。サービス市場は、世界最大規模の複数の企業を含む多数の世界的および地域的な競合企業と

の、世界的な激しい競争を特徴とする。価格設定、支払い条件およびブランド認知は、当社の顧客のために考慮すべき主要な事

柄である。このセグメントの特定の競合企業には、Alcatel-Lucent、LM Ericsson Telephone Company、Nortel Networks

CorporationおよびNokia Siemens Networks, Inc.が含まれる。

 

パーソナル・コミュニケーション部門

当社は、2004年11月にAudiovox Corporationからパーソナル・コミュニケーション部門（「PCD」）を買収した。このセグメ

ントからの収益は、2008年、2007年および2006年における当社の総売上高のうち、それぞれ約54％、67％および55％を占めた。

Verizon WirelessとSprint Spectrum L.P.は、2008年の総売上高のうち、それぞれ約20%と12%を占めた。2008年7月1日に、当社

はAIG グローバル・インベストメント・グループおよび特定の他の投資家によってコントロールされている企業に、PCDを売

却した。特定の調整を条件とする約237.7百万米ドルの売却対価合計額は、主に取引閉鎖時点におけるPCDの運転資金に基づい

た。当社は、さらに1.6百万米ドルを新しく作られた企業であるPCD LLCの約2.5%の持分に相当する持分証券に投資した。事業部

売却契約の条件に準拠して、当社は2010年12月31日までのPCD LLCの累積的な収益レベルの成果に基づいて2011年に追加5,000

万ドルまでの剰余収益受領権を持つ。販売業務の閉鎖と同時に、当社はPCD LLCと２年間の供給契約（「供給業者契約」）を締

結した。それによってPCD LLCに端末機器製品を供給する予定である。当社の韓国を基盤にした端末機器事業の段階的な縮小と

関連して、2008年12月に、当社はPCD LLCに供給業者契約の打ち切りの180日通知を提出した。これらの業務からの継続的な直接

資金の流れにより、PCD資産の売却はSFAS 144「長期資産の減損及び処分に関する会計処理」（「SFAS 144」）下の廃止事業

としての表示基準を満たさなかった。

 

その他事業セグメント

当社の「その他」セグメントには、MSBUおよびCSBUが含まれる。2008年７月31日に当社は、当社の無線IPCDMA/IPGSM製品ライ

ンの開発、販売およびサービスに対する責任を有するMSBUを売却した。CSBUは、IPメッセージング、トランザクション・ゲート

ウェイおよび遠隔地からのネットワーク・データへのアクセスを可能にするRAS、およびCDMAセルラーネットワーク・インフ

ラストラクチャー機器をIPネットワークに繋ぐパケット・データ・サービス・ノード（「PDSN」）製品ラインなどの非主要

製品の開発、販売およびサービスに対する責任を有する。2008年の第４四半期に当社は、特定の製品の段階的な縮小およびボイ

ス・メッセージ技術の当社マルチメディア・コミュニケーションセグメントへの整理統合を通して、CSBUを2009年第１四半期

に解体すると公表した。
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４【関係会社の状況】

 

（１）親会社

 

該当なし。

 

（２）関連会社

 

該当なし。

 

（３）子会社

 

2009年６月１日現在

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権に
対する当社
の所有割合

UTStarcom 

(China), Co., 

Ltd.

10F, Tower E2,

Oriental Plaza, East 

Chang An Ave.,

Dongcheng district,

Beijing, 1000738,

P.R.China

10,250,000

米ドル

電気通信およびデー

タ・アクセス機器の

マーケティングおよ

び販売

100％

(UTS-HK)

Issanni 

Communications,

Inc.

c/o UTStarcom, 

Inc.1275 Harbor Bay 

Parkway Alameda, CA 

94502

3,620,694

米ドル

(取得価額)

電気通信およびデー

タ・アクセス機器の

研究開発

100％

UTStarcom 

Telecom Co., 

Ltd. (1)

(「HUTS」)

368 Liuhe Road,

Hi-tech Inductrial 

Development Zone,

Binjiang, Hangzhou 

310053, PRC

98,000,000

米ドル

電気通信機器の製造 100％

(UTS-HK)

UTStarcom 

(Chongqing) 

Telecom Co., 

Ltd.

No.188 Road 4, Shi 

Qiao Pu Hitech Park, 

JiuLongPo District, 

Chongqing, China

4,500,000

米ドル

電気通信機器の製造 90％

UTStarcom 

Hong Kong Ltd.

18/F Cambridge House 

TaiKoo Place, 979 

King's Road, Island 

East, Hong Kong

109

香港ドル

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

UTStarcom 

Japan KK

8F, TT-2 Bldg 3-8-1 

Nihonbashi Ningyocho 

Chuoku Tokyo 

103-0013 Japan

301,000,000円 電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

UTStarcom 

International 

Product Inc.

c/o UTStarcom, Inc. 

1275 Harbor Bay 

Parkway Alameda, CA 

94502

１株当たり

0.001米ドルで

10,000株

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 23/278



 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権に
対する当社
の所有割合

UTStarcom 

International 

Service Inc.

c/o UTStarcom, Inc. 

1275 Harbor Bay 

Parkway Alameda, CA 

94502

１株当たり

0.001米ドルで

10,000株

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

UTStarcom, 

S.A. de C.V.

Reforma 350 Piso 11 

Col, Juarez, C.P. 

04400 Mexico D.F.

50,000

メキシコペソ

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

UTStarcom GmbHWiesenau 21c, 41476 

Kronberg, Germany

50,000

ユーロ

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UT-Ireland)

UTStarcom

Canada Company

Suite 900, 1959 

Upper Water Street, 

Halifax, Nava 

Scotia, Canada

発行済株式１株

（無額面）

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UTS International Product

Inc.)

UTStarcom

Ireland 

Limited

17 Joyce Way, Park 

West business Park, 

Nangor Road, Dublin 

12, Ireland

1米ドル 電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UT-HK)

UTStarcom

Singapore Pte. 

Ltd.

79 Robinson Road 

#24-08 CPF Building 

Singapore 068897

2シンガポール

ドル

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UT-HK)

UTStarcom 

Taiwan Ltd.

12F No.80, Section 

1, Chien Kuo North 

Road, Chung Shang 

District, Taipei

10,000,000

新台湾ドル

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UT-HK)

UTStarcom

Network 

Solutions - 

Redes de Nova 

Geração Ltda. 

(Brazil)

Rua James Watt, 142-

7o. Andar Edifício 

Century Plaza 

Brooklin-Sao Paulo-

SP 04756-050

601,000.00

ブラジルレアル

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

UTStarcom 

Australia Pty 

Ltd.

Level 5, 14 Queens 

Road Melbourne, VIC 

3004 Australia

１株当たり

１米ドルで10株

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

100％

(UTS-Singapore

Pte. Ltd.)

UTStarcom 

France SARL

449 195 395 R.C.S. 

Nanterre, France

10,000

ユーロ

電気通信およびデー

タ・アクセス機器の

マーケティングおよ

び販売

100％ 

(UTS-GmbH)

UTStarcom 

Korea Limited

San 136-1, Ami-ri, 

Bubal-eub, Icheon-

si, Kyongkido, Korea

2,503,000,000

ウォン

研究開発 98％

(UTSI)

2％

(UT-HK)

UT Starcom

Honduras, S. 

de R.L.

Edificio Plaza Azul, 

Sexto Piso

Calle Viena, Avenida 

Berlin

Col. Lomas del 

Guijarro Sur

Tegucigalpa, 

Honduras

5,000.00

レンピラ

電気通信機器および

データ・アクセス機

器のマーケティング

および販売

99％

(UT-HK)

1％

(UT-IR)
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名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権に

対する当社

の所有割合

UTStarcom Chile 

Soluciones De 

Redes Limitada

Av. Independencia 

521 Ed. Libertad, 

Oficia 307 Valdiria, 

Chile

8,000,000

チリペソ

電気通信機器およ

びデータ・アクセ

ス機器のマーケ

ティングおよび販

売

99％

(UT-HK)

0.1％

(UT-IR)

UTStarcom 

Argentina 

S.R.L.

Edificio Office Park 

Norte Oficina 301

Panamericana Ramal 

Pilar, Km 42.500

Del Viso (1669), 

Argentina

12,000

アルゼンチン

ペソ

電気通信機器およ

びデータ・アクセ

ス機器のマーケ

ティングおよび販

売

95％

(UT-HK)

5％

(UT-IR)

UTStarcom 

India Telecom 

Pvt.

805 Signature 

Towers- II, South 

City-1, Gurgaon- 

122001, Haryana, 

India

１株当たり

10ルピーで50,000

株

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100％

(UT-HK)

UTStarcom UK 

Limited

Royal Albert House, 

Sheet Street, 

Windsor, Berkshire, 

SL4BE

100,000ユーロ

（授権資本）

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100％

(UTS-

Ireland)

UTStarcom 

Korea 

Technologies 

Limited.

11F, KT Building, 

28-2, Yeoido-dong, 

Youngdeunpo-ku, 

Seoul

3,161,000,000

ウォン

研究開発 100％

UTStarcom

(Thailand)

Limited

No.252/98 Muang

Thai-Phatra Tower 2,

19th Floor, Unit G,

Ratchadapisek Road,

Kwaeng Huaykwang,

Khet Huaykwag,

Bangkok, Thailand

3,000,000

バーツ

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100%

(UTSI)

UTStarcom Italy

S.R.L.

Centro Direzionale

E.33, Viale del

Lavoro, 33

San Martino Buon

Albergo

Verona - Italy

10,000

ユーロ

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100%

(UTS-Ireland)

Bide Wei

Information

Technology

(Shanghai) Co.,

Ltd.

F-28, 15th Floor, No.

728, Yan An Xi Lu,

Changning District,

Shanghai

12,800,000

米ドル

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100%

(MyTv

Corporation)

UTStarcom

(Philippines)

Inc.

Level 14 Tower 1, The

Enterprise Center,

6766 Ayala Avenue

corner Paseo de

Roxas, Makati City,

Philippines

10,486,400

ペソ

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100%

MyTV CorporationPO Box 309GT, Ugland

House, South Church

Street, George Town,

Grand Cayman, Cayman

Island

12,800,000

米ドル

電気通信および

データ・アクセス

機器のマーケティ

ングおよび販売

100%

 
（注）UTStarcom (China) Co., Ltd.、UTStarcom（Hong Kong） Ltd.およびUTStarcom Ireland Ltd.は、企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第７項に定義される特定子会社である。
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５【従業員の状況】

 

　2008年12月31日現在、当社はおよそ4,400人の常勤従業員を雇用していた。当社はまた、随時非常勤従業員および契約社員を雇用

している。2008年12月31日現在の全常勤従業員のうちおよそ1,700人は研究開発に、およそ700人は製造に、およそ1,400人はマー

ケティング、販売およびサポートに、ならびにおよそ600人は管理部門に配属されていた。当社は、およそ3,600人の従業員を中国

に配置し、およそ400人の従業員はアメリカ合衆国におよび400人の従業員がその他の国に配置されている。当社の従業員は団体

交渉協定を締結していないため、当社はストライキを経験していない。当社は、当社と従業員の関係は良好であると確信してい

る。

　2008年12月16日、当社の取締役は、およそ700人の人員を削減するリストラクチャリング計画（「2008年リストラクチャリング

計画」を承認した。2008年リストラクチャリング計画に関連し、およそ300人の従業員は、2008年12月31日より前に解雇された。

　2009年６月９日、当社の取締役会は、当社の営業費用を削減する目的のリストラクチャリング計画（「2009年リストラクチャリ

ング計画」）を承認した。2009年リストラクチャリング計画は、全世界における当社の従業員の約50％（約2,300人）の削減を含

む。経営陣は、全世界における人員削減を、2009年第４四半期末までに完了すると見込んでいる。当社は、リストラクチャリングに

関連する費用45百万米ドルを発生する。かかる費用は、主に一時退職給付金の現金払いに関するものであり、2009年第２四半期に

計上される予定である。かかる計画に関連する現金支出の大半は、2009年第３および第４四半期に発生する見込みである。
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第３【事業の状況】

ここに記載の内容には、リスクや不確実性を含む将来予測の記述が含まれている。このため当社の実際の業績は、本資料記載の

多くの要因を受けて、事前の見通しとは大きく異なる結果となることがある。またここに記載の内容は、本有価証券報告書に記載

の連結財務諸表およびその関連注記と併せて読まれるべきものである。かかる将来予測の記述については、本報告書の「目次」

直後に記載した注５を参照のこと。

 

１【業績等の概要】

 

「第３　事業の状況－７　財政状態及び経営成績の分析」を参照のこと。

 

２【生産、受注及び販売の状況】

 

市場および顧客

当社の製品およびサービスは、アジア、ラテンアメリカおよびヨーロッパ等の市場において、世界中の地域で展開・実施されて

いる。2004年11月におけるAudiovox Corporationの一定の資産の買収をもって、2008年７月にこれらPCD事業を売却するまでは、

米国は当社の最大の市場であり、米国における売上高は、2008年、2007年および2006年において純売上高のそれぞれ61％、67％お

よび55％を占めた。中国は、現在当社にとって最大の市場であり、2008年後期において、当社の純売上高の49％を占めた。市場およ

び顧客に関する追加の情報は、以下の事業セグメントに関する記載に詳述される。

 

世界の顧客

当社の顧客（通常は電気通信サービス事業者）は、その加入者に対し、データ、音声および／またはテレビジョンを含む無線、

有線およびブロードバンド・アクセス・サービスの配信を可能にする。電気通信サービス事業者には、地方、地域、国内および世

界の電気通信事業者(ブロードバンド、ケーブル、インターネット、有線および無線プロバイダーを含む。)が含まれるが、これらに

限定されない。電気通信サービス事業者は、通常、広範な提案の検討、製品の証明、試験および評価ならびにネットワークの設計を

要求し、多くの場合、販売サイクルは長期となる。当社の顧客がネットワークを構築する上での要請は、その規模、サービスを提供

する加入者の人数および種類、サービスを行う地域の相対的な電話回線普及率、IP通信に対する加入者の需要、ならびにサービス

を行う地域におけるアクセス・サービスを含む数多くの要素の影響を受ける。

 

競争

当社は、データ、音声およびテレビジョン・トラフィックをIPベースのネットワーク上で伝送するためのインフラストラク

チャー製品およびサービスを提供し、電気通信機器市場において競争を行っている。
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当社が競争する市場の特長は、急速な変化、技術の収斂および当社の顧客やその加入者に対して相対的な有利性を提供するこ

とができるIPベースのネットワーキングや通信技術への移行という言葉で表される。こうした市場要因は当社にとって競争上の

脅威である。当社は各製品カテゴリーや市場カテゴリーにおいて多数の企業と競争をしている。新製品や新サービスを提供する

競合企業の総数は、増加する可能性がある。また活動範囲がさまざまな技術市場にひろがるにつれ、競合企業の構図も変化する可

能性がある。当社の活動範囲は世界中に拡大しているため、異なる地理的地域において新たな競争に直面する可能性もある。なか

でもアジア、特に中国の競合企業とは価格重視の競争に直面してきた。競合企業の詳細については、「第２　企業の概況－３　事業

の内容」の事業セグメントの記載を参照のこと。

当社は、当社の競争力が、以下の４つの主要な要因、すなわち、当社が(1)IPベースの革新的技術を導入し展開する能力を有する

こと、(2)顧客中心のビジネスモデルを提供し、複雑な問題を解決することで評価を獲得していること、(3)中国やインドではすで

にマーケット・リーダーであり、アジア、ラテンアメリカ、ヨーロッパにおける影響力も拡大していること、(4)東洋諸国と西洋諸

国のビジネス環境を融合していることにより生じたものと考えている。

それに対して、当社の競争上の不利点としては、当社の競合企業の多くと比べて収益、運転資本、従業員数および財源の点で比

較的小規模であること、安定した市場における大手の通信事業者の多くに対して販売を行った歴史および経験を欠くこと、なら

びに中国以外の市場における顧客によるブランド認知を欠くことなどがある。

 

マルチメディア・コミュニケーション事業ユニット

市場および顧客

2008年における当社のマルチメディア・コミュニケーション製品の最大の市場は中国であり、主にPAS事業が要因となり、本セ

グメントにおける純売上高のおよそ89％を占めた。中国は世界的な景気後退を受けて2008年第４四半期の成長は鈍化したとはい

え、国内総生産の成長は過去数年間にわたり毎年９％を超過しており、引続き世界において最大かつ重要な市場のひとつとなる

ものと当社は考える。中国は現在、電気通信技術の発展の段階にある。そのためインフラストラクチャーの消費は、今後数年間で、

従来の無線および有線技術から、3Gおよびブロードバンド基盤のサービスなどの新たな技術に移行するものと予測される。それ

によりマルチメディア・コミュニケーションの収益は、2008年および2007年において、それぞれ11％および28％全体的に低下し

たものの、RollingStream
TM
などの当社の次世代マルチメディア・コミュニケーション・システムにより、将来は増加する可能性

があると当社は見込んでいる。

2008年に、中国の浙江省は、マルチメディア・コミュニケーション事業セグメントにおける純売上高の31％を占めた。2007年お

いては、江蘇省および浙江省は、マルチメディア・コミュニケーション事業セグメントにおける総売上高のそれぞれ12％および

15％を占めていた。

 

競争

マルチメディア・コミュニケーション市場は、世界最大の企業を含む非常に多くの世界的および地域的競合企業により、世界

中における激しい競争が特徴である。当社の顧客にとって、価格設定、支払条件およびブランド認知は主要な考慮事項である。本

セグメントにおける具体的な競合企業には、Alcatel-Lucent、Cisco Systems, Inc.、Huawei Technology Co., Ltd.、Nokia

Siemens Networks, Inc., Sonus Networks. Inc., Starent Networks and ZTE Corporation, Inc.が含まれる。
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ブロードバンド・インフラストラクチャー事業ユニット

市場および顧客

当社のブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントもまた、世界中の複数の大規模な市場および顧客を対象として

いる。2008年において、当社はBezeq, Yemen TelecomおよびJersey Telecom を含む複数の大口顧客と契約を締結した。またイン

ドのBharat Sanchar Nigam Ltd.とは拡大契約を締結した。当社の顧客であるBrasil Telecomは引き続き、当社のiAN8K B1000で

ブロードバンドネットワークの拡大を進めている。日本などの特定地域で成功をおさめてきた当社は、現在アジア、ヨーロッパお

よびラテンアメリカの全域にブロードバンドの顧客を有している。

2008年におけるブロードバンド・インフラストラクチャー製品の配備に関する当社のターゲット市場はアジア、ラテンアメリ

カおよびヨーロッパであった。当社は、これらの市場が、ブロードバンドの浸透率が比較的低く、新たなブロードバンド・サービ

スへの消費者需要が高いことから、今後相当量の機会を提供すると考えている。

例えば、インド統計局によると、2007年９月１日現在、インドの人口は11億人であり、インド情報通信監査局によると、2007年12

月31日現在、インドの電話回線普及率（人口100人あたりの電話線の数）は、米国におけるかかる数値がおよそ60％であったのに

対し、およそ23.9％のみであった。。当社は、現在インドにおいて、当社のMSAN、IPDSLAM、IPTV、MSTP、GEPONおよび多数の製品ならび

にサービスを提供している。当社は、インドにおいて現在100万回線以上のアクセス回線を配備しているが、引き続き当社の製品

を導入および配備し、かつReliance Infocomm Ltd.およびBharat Sanchar Nigam Ltd.を含む複数の事業者と共に試験を行う予

定である。

 

競争

　ブロードバンド・インフラストラクチャー市場は、世界最大級の会社を含む多数の国際的および地域的競合企業との世界規模

の激しい競争の影響下にある。これらの会社は価格設定、支払条件および既存の顧客関係を活用している。本セグメントにおける

具体的な競合企業にはAlcatel-Lucent、ECI Telecom、Huawei Technology Co., Ltd.、LM Ericsson Telephone Company、Nortel

Networks Corporation、Nokia Siemens Networks, Inc.およびZTE Corporation, Inc.が含まれる。

 

端末機器事業ユニット

市場および顧客

　2008年において、端末機器セグメントにおける当社の主要な市場は中国であり、セグメント収益のおよそ54％は中国市場に起因

するものであった。2008年におけるのPCD売上高は、端末機器事業セグメントの純売上高のおよそ44％を占めた。2007年において、

江蘇省、浙江省および広東省は、端末機器事業セグメントの売上高のそれぞれおよそ18％、12％および11％を占めた。

 

競争

　固定回線運営会社によるPAS事業への投資は、ここ数年減少している。これは電気通信会社の再編の影響に加えて、PASは2011年

までに段階的に廃止すると中国政府が先日発表したためである。これを受けてPAS事業から撤退する競合企業も出てきている。現

在、当社のPAS事業の主な競合企業はOK WAPである。一方CDMA事業においても、Huawei Technologies Co., Ltd.、LG、Samsungおよ

びZTE Corporation, Incなどの企業と激しい競争を繰り広げている。TD-SCDMAチップセット基盤は未完成であり、当該ネット

ワークも形になりはじめたところである。競合企業にはDaTang、Hisense、SamsungおよびZTE Corporation, Inc.があげられる。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 29/278



運営

販売、マーケティングおよび顧客支援

当社は、密接な関係のある顧客を有する電気通信オペレーターまたは設備販売業者への販売を中心に、中国において直接的な

販売およびマーケティングを行うという戦略を実行している。当社は、中国の全ての主要都市において販売および顧客支援のた

めの拠点を有している。中国の杭州における顧客サービス事業は、当社の製品開発組織の技術資源および連絡窓口としての役割

の双方を果たしている。中国では、地域プレゼンスを提供するために、顧客サービスの専門家を、地域における販売および顧客支

援の拠点に割り当てている。

当社の中国外の市場における販売努力は、直接販売、OEM、ディストリビューター、再販業者、代理店およびライセンシーの組み

合わせである。当社は、アメリカ、カナダ、ラテンアメリカ、カリブ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、インドおよびアジア太平洋地域を

含む数国で、販売および顧客サービスの事務所を維持している。

 

製造、組立ておよび検査

当社は、中国の浙江省における当社の製造施設において、当社のmSwitch、PASシステムおよびMSAN製品の最終組立ておよび検査

を行っている。この製造業務は、回路基板の組立て、最終システムの組立て、ソフトウェアの敷設および検査から構成されている。

当社は主に表面設置技術を使用して回路基板の組立てを行っている。組立てられた配電盤は最終組立ての前に個別に検査され、

システムを出荷する前にシステム・レベルで再度検査される。当社は品質管理および工程管理のために内部で開発した機能的お

よび要素的検査を使用しており、製造番号により品質統計を追跡する内部システムを開発した。

当社の製造施設はISO 9001-2000およびISO 14000の認可を受けている。ISO 9001-2000およびISO 14000認可は、認可業者が監

査可能な品質工程を確立、維持および追求することを要件としている。これには文書化の要求、開発、訓練、検査および継続的改善

が含まれ、独立した社外の監査人によって定期的に監査される。

当社は、当社の端末機器ならびにMSAN、PASおよびmSwitchシステムのための大量のシングル・ボードの大量組立ておよび製造

を行う中国における第三者と契約を締結している。端末機器の最終組立て、検査および包装は自社施設および第三者において行

われている。当社は一般的に、回路基板の大量組立てについては第三者を使用している。当社はまた、ユー・ティー・スターコム

のブランド名での販売に向けてPAS無線基地局部品を供給するために、様々な供給業者と契約を締結している。中国では、当社は

無線インフラストラクチャー製品の最終組立ておよび検査を当社施設にて行っている。

 

３【対処すべき課題】

 

上記「第２ 企業の概況 ３ 事業の内容」、「第３ 事業の状況 １ 業績等の概要」および「第３ 事業の状況 ４ 事業等のリ

スク」を参照のこと。
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４【事業等のリスク】

 

将来の業績に影響を与える要因

 

当社に関連するリスク

当社は継続的に営業損失を発生しており、当社の事業計画を遂行するためまたは追加的な資金の獲得をせずに当社の事業計画を

遂行するための十分な現金を保有していない可能性がある。追加的な資金を獲得する当社の能力は不確定である。

　当社は2008年、2007年および2006年の12月31日に終了した事業年度において、それぞれ150.3百万米ドル、195.6百万米ドルおよ

び117.3百万米ドルの純損失を計上した。2008年12月31日現在、当社は841.5百万米ドルの累積赤字を有し、2008年12月31日に終了

した事業年度の営業活動において55.2百万米ドルの現金を使用した。当社が継続事業体として持続する能力に関して重大な懸念

を引き起こす要因についての詳細は、当社のフォーム「10-K」による年次報告書の第２部７項「流動性および資本資源」の経営

陣による財務報告を参照のこと。なおこうした要因には、継続的な営業損失、現金および現金同等物の総額の減少、信用供与枠の

縮小および終了といったものが主に含まれる。継続事業体として持続する能力がこのように不確かな状態にあることを受けて、

当社の独立会計事務所は、かかる不確定性に焦点を当てた説明的段落を、当社の2008年12月31日に終了した事業年度のフォーム

「10-K」による年次報告書の第２部８項の財務書類および補足情報に含まれる2009年３月２日付けの「独立会計事務所による

報告書」に含めた。

　経営陣は2008年３月に当社の転換劣後社債の償還およびそれに伴う未払利息の289.5百万米ドルの支払ならびに2008年７月１

日にはPCD事業を売却（「第６　経理の状況－１」に含まれる連結財務諸表の注記３および９を参照のこと。）により、流動資産

計画の一部を遂行した。これにより2009年の財務計画に含む営業成績を実現できると仮定した場合、2009年に予想される運転資

本および資本支出需要の資金調達に十分な流動資金を維持できると経営陣は考えている。ただしかかる営業成績を実現できる保

証はないため、営業費用を抑制したり金融機関から融資を受けたりすることで、経営陣は引き続き流動資産計画の実現に努める

予定である。当社がかかる流動資産計画の遂行に成功しない場合、当社は、適切な流動性を維持するために、当社の事業計画を著

しく変更しなければならない可能性がある。さらに、以下を含む複数の要因が当社の流動性に影響を与える可能性がある。

・既存の信用供与枠の利用機会を制限する、または新規借入にかかる費用を増大させるもしくは実行不可能にさせる可能性のあ

る金融市場状況の変化または当社の事業の状況の変化

・計画された業績を達成できないこと（それにより結果として当社の事業計画において検討された流動資産の需要を増す可能

性があるもの。）

・当社の主要な信用供与枠は2009年第３四半期に終了する。直近の財務成績および財政状態を受けて、銀行が次回更新時に利用

可能な信用供与枠の総額を縮小する可能性

・中国および中国国外における流動資産の需要を満たすために中国にある現金を利用することを制限する可能性のある中国の

為替管理規制の変更

・2009年において、重複している多くの機能を中国事業に集約することで機能重複の排除を図る計画を策定により、現金回収お

よび流動性に悪影響を与える可能性ならびにこの影響で財務機能およびその他の実現が困難になること
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当社の経営陣は流動資産計画を立てたが、当社の財政状態の結果として、当社が既存の供給者またはベンダーとの関係を維持

するまたは新規の関係を確立することが困難になる可能性がある。当社の供給者またはベンダーは、前払または納入の際の支払

を要求するなど、当社への供給およびサービスに対する支払条件をより厳しくすることができるため、当社の短期キャッシュ・

フローに悪影響を及ぼす可能性がある。結果として、既存の顧客を保持し、新規顧客を獲得し、当社の事業に不可欠な契約を維持

するための当社の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。

　当社が持続的に利益および／または現金収入を発生させるまで、今後12カ月間およびそれ以降も継続事業体として持続する当

社の能力は、営業費用の抑制および／または金融機関からの融資の獲得を成功させる当社の能力の影響下にある。当社の継続的

な営業損失は、かかる目標を達成することを困難にし、当社が継続事業体として持続するための努力は成功するという保証はな

い。

 

当社が費用削減戦略を含む当社の事業計画の実行に失敗した場合、予想を上回る総費用が生じる可能性があり、かかる費用は当

社の業績に悪影響を及ぼし経営を継続する能力を脅かす可能性がある。

経営陣は、当社の事業について大幅な見直しを行い、今後12か月にわたる当社の現金需要に対処できると当社が考える業務計

画を打ち出した。上記の営業費用の抑制および資金の借入による当社の流動性の強化に加え、当社は、各事業における営業費用を

適切な水準に合わせ、キャッシュ・フロー要件を満たすために必要とされる、従業員の削減を含むバランス回復措置を引続き講

じる見込みである。当社は、業務に流動性をもたらすためのリストラクチャリング計画による費用削減の効果が市場圧力の緩衝

にあてられるかまたは競争力強化のために当社の事業に再投資されると予想しているが、かかる取り組みが確実に成功するとは

限らない。これらの措置およびその他の人員管理問題に関連する重大なリスクのうち、当社が事業計画を実施するまたは想定ど

おりの費用削減を行うことを妨げ、その他当社の事業に損害を与える可能性があるリスクには以下が含まれる。

・米国外、特にヨーロッパおよびアジアの規制の強い地域における想定された人員削減の実行の遅延

・過剰なリストラクチャリング・プログラム

・従業員の士気の低下

・従業員、特に営業担当者の喪失により運営上の目標を達成できない、または将来の成長機会に機敏に反応できないこと

さらに、当社の経営陣は企業リストラクチャリングに対して著しい時間および注意を費やす必要があり、追加的なリストラク

チャリング方策への着手が必要となった場合、経営陣は、当社の中核的業務に十分な時間および注意を費やすことができなくな

る可能性がある。もしも費用削減により期待した利益を受けられない場合、または追加的なリストラクチャリング方策への着手

が必要となった場合、当社の業績は悪影響を受け経営を中止せざるを得ない可能性がある。さらに、リストラクチャリング計画に

より、主要な従業員を維持する当社の能力が悪影響を受ける可能性がある。
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　最近の市場混乱を受けて当社の事業は悪影響を受ける可能性がある。

　流動性や信用供与枠が著しく減少したことに加え、有価証券やその他の投資商品の価値が変動しやすくなり、また減少したこと

などが原因となり、ここ数か月間に秩序ある金融市場の機能が崩壊した。こうした崩壊によって企業の景況感および消費者信頼

感は悪化し、また事業活動は減速し失業率も増加した。これらの要因が世界経済の相互接続性や相互依存性とあいまって、世界規

模での経済活動の減速が発生した。

　今回の景気低迷がどのくらい続くのかは予見できない。景気低迷が続くことで、以下のように、当社の事業は多くの点で悪影響

を受ける可能性がある。

 

・当社の製品およびサービスに対する需要の減少

景気の先行きが不透明なときには、投資の回収可能性が確保されるまでは、顧客は既存のシステムをアップグレードするため

または新しいシステムを配備するための購入を延期する可能性がある。また社債や株式の発行によって設備投資の資金調達が必

要な顧客は、証券市場を利用できない可能性がある。

・価格圧力の増加および利鞘の低下

当社の競合企業には、売上高や運転資本、財源、従業員数の面で比較的規模の大きなグローバル企業が多数含まれる。また当社

の顧客は通信事業サービス会社であり、一般的には政府が所有、管理および資金援助をしている。世界規模の景気後退によって潜

在的な市場規模が縮小した場合、可能な契約に対する競争はますます激しくなる可能性がある。その結果、競争力を維持するため

にこれまでよりも不利な価格設定、支払条件、現地調達条件を提示または受け入れる必要が生じる可能性がある。また見込みのあ

る案件であっても、競争圧力のために利益が出なければあえて競争に参加しない場合もあれば競争に参加できない場合もある。

・売掛金の回収に関する問題の増加

当社の顧客である通信事業会社の多くは、政府が所有または管理している。設備投資の支払の承認および資金調達において政

府方針に変更があれば、当社が現金を回収するサイクルが長くなり、当社の流動性が悪化する可能性がある。また当社の純売上高

の大半は資本の充実した大手通信事業会社からであるが、こうした大手通信事業会社と比べて資金が急激に低下する可能性のあ

る販売業者またはその他顧客にも販売が行われている。このため信用の質の問題を受けて、売上の減少、収益認識の遅延または回

収リスク増大などのリスクにさらされる可能性がある。

・購入製品やサービスの調達に伴う問題の増加

当社のサプライヤーも今回の景気後退によって影響を受けるものと当社は考える。今後は当社よりも厳しい状況におかれるサ

プライヤーも出てくると考えている。これによって当社のキャッシュ・フローおよび流動性に悪影響が及ぶ可能性がある。当社

に製品やサービスを提供する際に、代金前払いや代金引換を要求するなど現在よりも厳しい支払条件を提示するサプライヤーや

ベンダーも出てくる可能性がある。そのうえ財政状態の悪化のため、市場から撤退したり当社が注文した製品を納入予定時期に

納めたりできない業者が出てくる可能性がある。こうした状況になった場合は、当社の顧客対応能力も影響を受け、顧客から注文

を受けて現金を回収するまでのサイクル時間も長くなる可能性がある。また別の供給元を探す必要が生じた場合、費用や現金回

収までのサイクル時間、当社顧客満足度が受ける影響は不透明である。

・追加のリストラクチャリング費用および資産減損費用

新規受注予約、収益およびキャッシュ・フローが事業計画で見込んだ水準に達しない場合、事業活動に専念し費用構造と期待

収益の調整を図るために経営陣はさらなる対策を講じる必要がある。こうした対策によって、必要があれば、追加のリストラク

チャリング費用および/または資産減損費用を2009年以降に認識する可能性がある。
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当社は、売却により期待される利益を獲得できない可能性がある。

　「第６　経理の状況－1」に含まれる連結財務諸表の注記３に記載しているように、当社は２つの非中核事業（およびこれに関

連する資産）を2008年７月に売却した。PCD LLCが今後、契約書に規定した累積利益の水準を達成することが条件となっている

PCD事業の売却による剰余収益の支払の受領を含む（ただしこれに限定されない）これらの売却および今後当社が実施する売却

において予想される利益が実現するかどうかの保証はない。

 

総合的な財務成績は引き続き中国子会社に大きく依存する。

2008年の売上高のうち約27％は中国で発生した。なお2007年は約23％であった。2008年７月にPCD事業を売却した後、総売上高

に占める中国の割合は増加し、2008年第３四半期および第４四半期においては純売上高の49％を占めた。また、総売上高に占める

中国の割合は、2009年にはさらに増加すると当社は見込んでいる。当社は中国で大幅な投資を行ったため、当社の事業、財政状態

および経営成績は中国の経済的、政治的、法的および社会的変化などの影響を大いに受ける。また当社の中国における上級管理職

が最近大幅に入れ替わり、現在の上級管理職チーム全体が以前と同レベルの中国における経験を有していない。現在の中国の上

級管理職が顧客や政府機関などと主要な関係を維持および/または確立できない場合、中国における当社の事業は大きく落ち込

む可能性がある。中国における事業が落ち込んだ場合、当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローは著しい悪影響を受

ける可能性がある。

 

当社は既存の顧客から新規受注を受けることができない、または新規受注に消極的になる可能性がある。これによりかかる顧客

との関係に傷がついたり、法的および財政的な結果につながることで、当社の事業は悪影響を受ける可能性がある。

　流動性の制約またはその他の戦略的要因により、当社は既存の顧客から追加の受注を受けることができないまたは受注に対し

て消極的になる場合がある。既存顧客が発注し当社がその注文を拒否した場合には、かかる顧客との関係に傷が入る可能性があ

る。その上追加発注の受け入れを当社が拒否した場合または行えない場合には、顧客から法的なの要求を受ける可能性がある上、

以前受けた購入注文の回収金額が減少したり制裁金を課せられたりする可能性もある。この結果、経営が混乱し事業に悪影響が

出る可能性がある。当社の特定の契約は重大な履行に対する銀行保証を有しており、当社による債務不履行の際には当該契約条

件に従い顧客に支払いが行われたりその他法的救済が与えられたりする。

 

当社の機能の一部の中国への移行の不成功により、費用が増加し当社の事業に悪影響が及ぶ可能性がある。

　当社は現在、機能の重複を排除し営業費用を減らすために、率先して主要機能（財務機能を含む）を中国に移行している。2009

年にかかる移行を無事に実行する当社の能力は、収益性の達成および流動性の維持という当社の計画の重要な一部となってい

る。短期間におけるこのような重大な移行の実施において、当社は問題に直面する可能性もある。今回の移行を受けて、従業員退

職率は一般的な水準よりも高くなる可能性がある。また従業員の勤労意欲も落ちる可能性がある。中国において有能な人材をひ

きつけ、採用し、融合し、維持し続けることができなければ、今回の移行に遅延が生じ、最終的には失敗に終わる可能性がある。移

行中または移行後において財務機能がうまく働かなければ、現金の回収および流動性に悪影響が及ぶ可能性がある。また当社が

利用する情報やデータは、移行の際に紛失のリスクにさらされる可能性がある。今回の取組みが成功しない場合には、当社は、多

大な資本および労力の投入にも関わらず、予想利益を達成できない可能性がある。
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当社は、当社の株式を売却しなければならない可能性がある。

　もしも当社が、業績の改善により当社の流動資産要件を満たすことができない場合、当社は、当社の株式を売却しなければなら

ない可能性があり、これにより当社の株主の保有は希薄する。当社が、当社の株式を売却する能力は保証されていない。

 

当社は、海外汚職行為防止法の違反に関連したリスクに直面している。

2005年12月、モンゴルの米国大使館は、司法省に対し、当社のモンゴルの合弁会社の代理店が、海外不正行為防止法に違反して、

モンゴルの政府高官に金銭の支払を行ったとする申立てを行った旨を当社に通知した。当社は、当社の監査委員会を通じて、海外

不正行為防止法の違反の可能性について独自に調査を行い、調査に関して司法省およびSECと連絡を取っている。当該調査によ

り、モンゴル、東南アジア、インドおよび中国における海外不正行為防止法違反の可能性ならびに米国移民法の違反の可能性が確

認された。司法省は当該調査に関する文書を当社が任意に提出することを求め、SECは当社に対し文書提出命令を出し、当社は司

法省の調査の一側面である、当社が主催した特定のトレーニング・プログラムに関する文書の作成を要求する大陪審召喚礼状を

受領した。SECは、特定のシステム契約に関連して中国の顧客に提供した旅行の手配などの行為が違反にあたると指摘した。当社

は、SECおよび司法省にて調査中の海外不正行為防止法の問題に関して、ならびに司法省にて調査中の入国管理問題に関して、時

効を延長する時効停止合意書を締結した。

現時点では、当社は、海外不正行為防止法の照会がいつ完了するかについても、その結果がどうなるかについても予想すること

はできない。これらの照会により、既存の顧客との関係ならびに新たな顧客および取引先を獲得する当社の能力を損なう可能性

がある。SECまたは司法省が、当社が連邦法に違反したと決定する場合、当社は、刑事および民事制裁を受ける可能性があり、かか

る制裁には、罰金、不正利得の返還および差止命令が含まれるがこれらに限定されない。これらの照会はまた、法的訴訟手続に起

因する不利な決定をもたらす可能性があり、従って、当社は損害賠償または罰金もしくはその他の賠償の支払を要求される可能

性がある。さらに、かかる照会の決定および結果ならびにいかなるその後の法的訴訟手続は、その他の係属中の訴訟に影響を及ぼ

す可能性があり、当社は、照会に基づく事項に関連する新たな訴訟が提起されるか否かを保証することはできない。従って、海外

不正行為防止法違反の可能性に関連するこれらの照会におけるいかなる不利な決定またはその他の不利な結果は、当社の事業、

業績、財務状態およびキャッシュ・フローひいては当社の株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

係属中の民事訴訟は、当社の業績または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

　当社は、通常の事業の過程において、訴訟当事者となっている。通常の事業の過程における訴訟に加え、当社ならびに当社の複数

の執行役員および取締役は、現在、当社の過去の会計再表示、当社の過去のストック・オプション慣行および当社の新規株式公開

の際の引受会社に対する株式分配に関連するさまざまな訴訟において被告人となっている。かかる訴訟および将来におけるいか

なる追加的な訴訟は、多大な時間および費用を要するものであり、当社の経営陣の注意を通常の事業からそらす可能性があり、か

かる訴訟のひとつが、当社にとって不利な判決をもたらした場合、当社の財務状況および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性

がある。さらに、複雑な法的手続の結果は、予測が困難である。当社が関与している事案の詳細の一部は、「第６　経理の状況－1」

に含まれる連結財務諸表の注記14「契約債務及び偶発債務」を参照のこと。
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当社の将来の売上高は予測不可能であり、また、その結果当社の業績は四半期ごとに変動する傾向がある。

当社の四半期および年間の業績は、過去において変動し、将来も変動する可能性があり、そのうちのいくつかは当社の支配の及

ばない様々な要因によるものである。当社の将来の業績に影響を与える要因には、以下が含まれる。

・　当社の製品に対する注文の時期および規模

・　当社が市場に導入する新製品に対する消費者の受容

・　顧客による通信サービスの購入の増加率の変化

・　当社の製品の販売に関する長期かつ予測不可能な販売サイクル

・　主に供給製品に対する顧客の受容に基づく収益認識の予測不可能性

・　大口契約の履行に関する解約、延期または遅滞

・　製品の設計または製造もしくは製品に使用されるソフトウェアにより発生する品質問題

・　中国およびその他の新興市場における現金回収サイクル

・　単独の供給源であるまたは事業継続能力に問題を有する製品、ソフトウェアおよび部品の供給者に対する依存

・　中国の旧正月に通常生じる当社の事業活動の減退およびこれによる当社の第１四半期の売上高および回収の減少

・　買収した企業の統合または非主要資産もしくは事業の売却およびかかる買収または売却による予想業績を達成できないこと

により発生しうる問題

・　当社の製品構成または市場焦点の変化

・　当社の事業計画を実施するための適切な流動性の有無

上記またはその他の要因の結果、当社の業績の期間ごとの比較は、必ずしも意義あるものとはいえず、将来の成果を示すもので

はない。また、上記の要因により、当社の将来の財務成績の予測が困難になる可能性がある。さらに、将来の四半期において、当社

の業績は、当社の内部予測、公開指針ならびに証券アナリストおよび投資家の予測を下回る可能性がある。かかる事態が生じた場

合、当社の普通株式の取引価格は下落する可能性がある。
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市場における競争が価格、収益および市場占有率を引下げる可能性がある。

当社は、激しい競争に直面しており、当社の対象とする市場において引き続き国内および海外の会社との激しい競争に直面す

るものと思われる。これらの会社の多くは、当社よりも低廉な費用構造のもとで運営されていたり、当社よりも強力な販売力を有

していたりする可能性がある。さらに、現在は競合製品を提供していない他の会社が、当社の対象とする市場に参入する可能性も

ある。当社の競合企業の多くは、当社より著しく規模の大きい資金力、技術力、製品開発力、販売力、マーケティング力およびその

他の資源を有している。その結果、当社の競合企業はサービス・プロバイダーが求める新しいまたは新興の技術および変化によ

り迅速に対応できる可能性がある。当社の競合企業は、新製品の開発、販売促進および販売に関し、当社より大きな資源を注ぎ込

むことができる可能性もある。これら競合企業は、サービス・プロバイダーに対して重要な資金供給方法を提示できる可能性が

ある。かかる供給方法は、資金資源が限られているサービス・プロバイダーにシステムを販売する上で競争上の利点となる可能

性がある。当社が営業を行うか、また営業を行うことを企図している発展途上の市場の多くにおいては、現地の政府電気通信当局

との関係を確立し、許容範囲でそれを維持することが重要である。かかる市場の多くにおいて、当社の競合企業は、当社が有する

関係より良好な関係を現地の政府電気通信当局との間ですでに有しているか、または確立することができる可能性があり、その

結果かかる競合企業が政府の政策の形成および解釈を自己に有利なものとなるよう影響を与えることができる可能性がある。さ

らに、当社の競合企業は、その第三者供給業者との間でより良い関係を有し、低料金で部品を取得することができる可能性があ

り、その場合かかる競合企業はその最終製品を低価格で提供することができる可能性がある。また、電気通信・データ伝送産業

は、大規模な統合が行われ、当社は、この傾向が続くものと予想している。当社の重要な顧客数が減少した場合、当社は、かかる大

口顧客に対する依存度が高くなる可能性があり、当社の交渉力および利益幅が打撃を受ける可能性がある。

競争の激化は、価格引下げ、純売上高に対する総利益の比率の減少、および市場占有率の喪失に至る可能性があり、そのいずれ

もが、当社の事業、キャッシュ・フローおよび財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、損失が増加する可能性もある。競争力を

維持するために、当社は、設計、工学的変更およびその他の費用統制基準を通じて当社の製品の製造費用を継続的に引下げなけれ

ばならない。当社は、これらの努力や、適時当社の製品を市場に送りこむことに成功しない可能性がある。さらに、当社は、設計変

更が、競争性を維持するために当社の製品価格を引下げることができ、または純売上高に対する当社の売上総利益の割合を改善

もしくは維持することができるだけの十分な費用削減をもたらすことを保証することはできず、これにより当社の財務実績は悪

影響を受ける可能性がある。

　当社が戦略上重要だと考える市場において、顧客との取引関係や当社のプレゼンスを確立する必要があると当社が考える場合、

激しい競争に応じるため、収益性の低い契約を承諾する可能性があり、さらには損失が予想される契約を締結する可能性さえあ

る。損失が予想される契約を承諾することによって、当該契約の履行がなされた時ではなく損失が明らかになった会計期間にお

いて、当該損失の全額に対して引当金を認識する必要がある。また売上総利益率の低い契約を承諾することは、かかる契約による

収益を認識した際の当社の業績に悪影響を与える。とはいえ全ての収益認識基準を満たすまでは収益の認識が引き延ばされる場

合もあり、かかる場合には契約の履行がなされたより後の会計期間において、売上総利益率の低い契約の悪影響を認識すること

になる。
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当社の製品の平均販売価格は低下する可能性があり、これにより当社の収入および売上総利益は減少する可能性がある。

通信アクセス・スイッチング・システムおよび端末機器の平均販売価格は、以下を含む多数の要因により従来から低下してい

る。

・　競争の激化

・　競合企業による積極的な価格の引下げ

・　急激な技術的変化

・　顧客の購買活動および市場動向の頻繁な変化

当社の製品の平均販売価格は、当社もしくは当社の競合企業による新製品の導入または顧客からの価格圧力を含むその他の要

因により将来において引き続き低下する可能性がある。無線端末機器等の当社のいくつかの製品は、従来から売上総利益率が低

く、かかる製品の利益率がさらに低下した場合、当該製品に関して損失が発生する可能性がある。従って、当社は、より高い平均販

売価格で販売することができる特徴を取り入れた新製品や既存製品への改良を継続して開発、展開および導入しなければならな

い。このことに失敗し、または消費者もしくは当社の直接の顧客がかかる新製品を受容しない場合、当社の収入および売上総利益

が減少する可能性がある。

 

当社の市場は急激な技術革新にさらされており、効率的に競争するためには、当社は市場に受け容れられる新製品および製品改

良を継続的に導入しなければならない。

電気通信機器の市場は、急激な技術開発、頻繁な新製品の導入、消費者の選好の変化ならびに発展段階にある工業規格および規

制基準によって特徴付けられる。当社の成功は、その大部分において、変化するサービス・プロバイダーの要求、技術開発および

進化する消費者の選好を先取りして当社の技術を改良し、新製品および製品改良を開発、導入する能力の向上にかかっている。新

製品および改良を開発、導入するためには、当社は相当の資本的支出をなし、多額の研究開発費を費やすことが必要となる。当社

が技術革新に効率的に対応する新製品または既存の製品に対する改良を適時に開発、導入することができなければ、当社の事業、

財務状況および業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。無線端末機器等の当社の特定の製品は、商品寿命が短い。さらに、当

社または当社の競合企業は、随時、新製品または製品改良、新技術または新サービスを発表する可能性があり、これらは当社の製

品に取って代わり、または当社の製品のライフサイクルを短縮する可能性がある。また、これらは顧客に当社の既存の製品を購入

することを先延ばしにさせ、その結果陳腐化による棚卸資産評価損引当金の計上に伴う費用を発生させる可能性がある。将来の

電気通信産業における技術発展は、当社の既存のもしくは将来の製品の市場による受容を減少させもしくは妨げ、または当社の

製品を陳腐化させる可能性がある。

たとえ当社が新製品を開発、導入することができるとしても、当社が市場の受容を勝ち取ることができないおそれはある。当社

の製品が市場に受容されるかどうかは様々な要因にかかっているが、それらの要因には以下のものが含まれる。

・　当社が事業を行う国において、当社が導入する新たな技術につき規制機関から必要な承認を得るための当社の能力

・　サービス・プロバイダーが当社の製品を評価するために要する期間の長さ(このため、購入の時期は予測不可能となる。)

・　当社の製品が過去に配備されたネットワーク設備における従前の技術および規格と互換性のあること

・　当社の競合企業と既に関係を有している可能性のある顧客を引き付ける当社の能力
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・　性能に見合った製品価格設定

・　新製品を支援するために提供される顧客サービスの水準

・　新製品の導入タイミングが需要パターンに合致していること

当社の製品が適時に市場に受容されなかった場合には、当社の事業および業績は打撃を受ける可能性がある。

 

当社は、当社の製品に使用されている部品および原材料について、いくつかの単独の供給源および主要な供給者に依存している。

当社がかかる供給者からの高品質製品の適時または競争的価格による適切な供給を確保できない場合、または供給者がその製品

を当社の顧客に直接販売することに成功した場合、当社の競争的な地位、評判および事業は打撃を受ける可能性がある。

当社は、限定された一群の供給者との間で、当社の製品に使用されている特定の部品および原材料を購入する契約を締結して

いる。いずれかの供給者が、当社に対し高品質の部品および原材料を当社が要求する数量、かつ当社が示す価格で供給する意思が

ない、または供給することができない場合、当社は代替的な供給源を適時に好条件で見つけることができない、または、全く見つ

けられない可能性がある。例えば、当社の特定の端末機器に使用されるチップセットは、単独の供給者により提供されている。当

社が他の供給者によるチップセットを使用しなければならなくなった場合、当社は、かかる新たなチップセットに互換するため

の端末機器を再設計しなければならず、それにより当社の端末機器の製造および出荷が遅延する可能性がある。また、供給者はそ

の製品を当社の顧客に直接販売することがある。供給者が自社製品を販売する可能性は、直接競争を創出し、十分な供給を受ける

当社の能力に影響を及ぼす可能性がある。当社が必要なときに代替的な供給源を獲得または開発できない場合は、製造または製

品出荷の遅延または減少につながる可能性がある。随時、一定の製品または部品が不足する可能性がある。さらに、当社の供給者

が当社に品質の劣った製品を供給する可能性がある。第三者から供給された品質の劣った製品が当社の最終製品に内蔵され問題

を引き起こした場合、問題の所在が構成部品にあることを特定することが困難となる可能性がある。これらの事由のいずれかが

発生した場合、当社の競争的な地位、評判および事業は打撃を受ける可能性がある。

当社の製品で使用されている高品質かつ費用効率の高い部品を十分な数量獲得する当社の能力は、当社が製品を製造する外国

の輸入制限および関税によって制限されることもある。当社は当社の製品を製造するために相当の数量の輸入部品を必要として

おり、当社の事業運営において使用されている輸入電子部品およびその他の輸入品は、各種の許可取得義務、承認手続、特許侵害

訴訟、輸入関税および免許取得義務によって制限される可能性がある。その一例として、第三者と当社の一供給者との間における

最近の訴訟は、端末機器の米国への輸入を制約しうる特許に関する紛争を含むものであった。当該訴訟事件は、予審法廷のレベル

で当該供給者の勝訴という形で解決されたものの、当社の製品の供給は将来類似の訴訟により影響を受ける可能性がある。さら

に、かかる部品について課される輸入関税により当社の製品の費用が増加し、当社の製品の競争力が低下することがある。

 

当社の世界的な多角化戦略は当社の各種資源に負担を強いており、当社をさまざまな経済的、政治的、規制上および法的リスクの

影響下におくものである。

当社は、全世界において製品をマーケティングおよび販売している。当社の既存の多国籍的事業の拡張および新たな市場への

参入は、著しい経営陣の注意および財務資源を要するものである。当社のグローバル多角化戦略を管理するために、当社は以下を

含む多様な措置を講じる必要がある。

・　予測方法等の管理情報システムの改善

・　当社の運営、監督、財務および会計システムならびに管理のさらなる開発
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・　当社の運転資本および資金調達源の管理

・　当社のエンジニアリング、会計、財務、マーケティング、販売および管理組織間の密接な調和の維持

・　2009年に行われる、機能重複の排除を目的とした中国における機能統合

・　当社の従業員基盤の維持、訓練および管理

・　当社の内部リソースをより効果的に配分し、かつ利用するための当社の経営構造の再編

・　当社のサプライ・チェーン能力の改善および維持

・　費用効率が高く競争力のある方法による当社の直接および間接販売チャネルの管理

　当社がシステムもしくは管理の実施もしくは改善または効率的な将来の成長および変革の管理に失敗した場合、当社の事業は

打撃を受ける可能性がある。

さらに、多国籍事業は以下を含む多様なリスクの対象である。

・　様々な外国法および規制を遵守する複雑性

・　海外不正行為防止法を含む外国での事業に関するアメリカ合衆国の法律および規制を遵守する複雑性

・　当社の最終製品および部品技術の双方につき、継続的に発展・変動する国際的な製品および通信の規格および規制を遵守す

ることの困難性

・　当社が参入する新たな市場におけるより長期の製品受容期間を含む、当社の新製品の市場による受容

・　当社の製品を効果的にマーケットし販売することに関する、地方のOEM、第三者である供給業者および代理店への依存

・　発展途上の市場において顧客から要求される特殊な契約条件

・　当社顧客に対する各地の政府の支配または影響の変化

・　割当数量、関税、ライセンス制限および貿易障壁を含む輸入および輸出規制の変更

・　多数の法域における複雑かつ異なる税法上の要請を遵守する複雑性

・　経済、規制、競争および政治状況の変動的で予測不可能な性質

・　いくつかの国における知的財産権に対する低い程度の保護

・　長期の売掛金回収期間

・　多国籍的運営の人材配置、監視および管理の困難性および費用(内部管理およびコンプライアンスを含むが、これらに限定さ

れない。)

　さらに、グローバル市場の多くは発展途上であり、以下を含む発展途上経済特有のさらなる経済的、政治的、規制上および法的な

リスクにさらされている。

・　当社の製品に対する支払いを適時に行うことができないか、または全く行うことができない可能性のある顧客

・　当社の製品および当社の製品により可能となる電気通信サービスについての新規で実績のない市場

・　高度な訓練を受けた多数の労働力の欠如

・　当社の本社から各地の事業を監督することの困難性

・　変化しやすい倫理基準および詐欺的行為の可能性の増加

・　不安定な政治的・経済的環境

・　当社の従業員、設備および機器にとって安全な環境の欠如

特にこれらの要因は、在庫の物理的な損失および事業資産の不正流用の可能性を生じさせる。当社は、過去に、現地に設置され

たまたは設置中であった当社の機器に対する破壊行為および強盗事件を経験している。いずれか特定の市場において、かかる理

由のいずれかによる混乱が過度に深刻なものとなった場合、当社は契約を解約し当該市場から撤退することを余儀なくされ、関

連費用および収入の損失を被る可能性がある。
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当社の成功は、上級管理職を含め有能な従業員を継続的に雇用し、維持することに依存している。当社がこれらの従業員をひきつ

け、維持することができず、また、主要な従業員の入れ替えを適切に行うことができなければ、当社の事業は打撃を受ける可能性

がある。

当社の事業の成功は、その重要な部分において、主要な技術者および上級管理職の継続的な貢献にかかっており、それらの多く

は代替困難である。主要な従業員の喪失、主要な従業員が現在の地位において満足のいく実績を残せないこと、または当社がその

他の主要な技術者および上級管理職をひきつけて雇用し続けることができないことは、当社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。これは、特にここ２年間において当社が上級管理チームにおいて重大な異動を行った中国においていえる。

当社の最近の人員のリストラクチャリングにかかわらず、当社の事業を効率的に管理するために、当社は、国内外で有能な従業

員を採用し、訓練し、融合し、動機を与え、雇用し続ける必要がある。有能な従業員の採用に関する競争は激しく、当社の事業戦略

を実行するために要求される能力と特質を併せ備えている人材の採用過程は、技術、研究開発、販売・マーケティング、管理およ

び経営等の全ての分野において困難であるうえ、時間・費用がかさむ可能性がある。当社は世界規模で成長しているため、当社

は、当社の製品およびサービスを十分な知識をもって支援する有能な現地在住者を迅速に配備することができるような雇用およ

び訓練プロセスを実施しなければならない。雇用できる有能な現地在住者の数が不足している場合には、代わりに、当社は新たな

世界各地の市場にサービスを提供するための人員を派遣するために多額の費用が発生する可能性がある。例えば、当社は従来よ

り中国に在住するアメリカ合衆国および中国双方の会計基準に精通した有能な会計担当職員を見つけることの困難を経験して

いる。当社が有能な従業員をひきつけ、採用し、融合し、雇用し続けることに失敗すれば、当社の事業は打撃を受ける可能性があ

る。また最近実施した雇用解除も、重要な従業員をひきつけ、雇用し続ける当社の能力に悪影響を与える。競合企業その他の者が

当社の従業員を雇用しようとしたことは過去にあり、将来も行われる可能性がある。さらに、電気通信産業の企業は、その従業員

が競合企業で雇用されるに至った場合には、当該競合企業が不公正な雇用方法を用いているものとして損害賠償を請求すること

がある。当社は、有能な人材を雇用しようとしているので、この種の請求の標的にされる可能性がある。これらの請求のうちのい

くつかは重大な訴訟に発展し、当社の事業に深刻な打撃を与える可能性がある。当社は、訴訟の結果にかかわらず、これらの請求

に対して防御するために膨大な費用を負担しなければならない可能性がある。

 

為替相場の変動は、当社のキャッシュ・フローおよび業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社の事業の大部分は、米ドル以外のさまざまな通貨により行われているため、当社の事業は外国為替レートの変化のリスク

の影響下にある。歴史的に、当社の純売上高の大部分は中国におけるものであり、人民元建てであった。また、2008年および2007年

において、当社は日本円、ユーロ、インドルピーおよびカナダドルによる著しい純売上高を計上した。さらに当社は、為替変動が非

常に著しい新興市場の通貨も取り扱っている。外国為替レートが不利な方向に変動した場合、キャッシュ・フローおよび営業成

績は悪影響を受ける可能性がある。例えば2008年には外国為替レートが不利な方向に変動したため、約9.9百万米ドルの為替差損

が発生した。当社は、顧客、供給者および米国外の子会社との外貨建ての取引による現金の収支を、外国為替レートの変動リスク

に対してヘッジするために、先物契約およびオプション契約による外国為替リスクの管理を試みたが、現在はかかる取引はヘッ

ジされていない。さらに、通貨の転換および送金額を制限する政府による為替制限規制により、人民元を含む特定の通貨レートの

変動のリスクをヘッジする当社の能力は制限されている。

従って、当社が将来ヘッジ活動を行ったとしても、外国為替変動の影響の最小限化が成功するという保証はない。結果として、

外国為替変動が当社の事業、業績および財務状況に重要な影響を及ぼす可能性がある。
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当社は、買収機会または完了した買収により期待される利益の獲得を活用することができない可能性がある。

当社は過去に一定の事業、製品および技術の買収を行ってきた。当社は、これまで同様、当社の既存の製品内容を補完し、当社の

マーケット・カバレッジを増加させ、当社の技術的能力を改良する、あるいはその他の成長の機会を提供するような買収先を継

続的に評価していく。当社が、買収機会を活用し、新製品または改良製品を開発し、競争圧力に対応し、または買収の機会を活用

し、または戦略的な目的に利用するためといった当社の現行の事業計画には含まれていない目的で、追加の資金調達を行うこと

を希望する範囲において、かかる目的またはその他の目的における追加の資金調達が受諾可能な条件で行えること、またはそも

そもかかる調達を行えること自体を保証することはできない。当社が株式の発行により追加の資金調達を行う場合、当社の株主

は持分の希薄化を被ることになり、新規に発行される証券は、普通株式よりも優先する権利を有する場合がある。当社が負債によ

り追加の資金調達を行う場合、債務返済義務を履行する当社の能力は、当社の事業に影響を与える財務上、事業上およびその他の

要因によって左右される当社の将来の業績に依存することになるが、かかる要因の多くは当社のコントロールが及ばず、当社の

運営は制約を受け、かつ当社のレバレッジが増加する可能性がある。当社のレバレッジの度合いにより、運転資本、買収またはそ

の他の使途のために資金調達を行う当社の能力が重大な悪影響を受ける可能性があり、また、当社が業界の低迷および競争的圧

力に対してより脆弱となる可能性がある。さらに、買収は多数のリスクを包含しており、それらには、買収された企業の運営、技

術、製品および従業員の融合の困難性、他の事業上の関心事から経営陣の注意がそらされること、当社が直接的な経験を有してい

ない、または限られた経験しか有していない市場へ参入することに伴うリスク、買収された企業の主要な従業員の喪失、予期しな

い費用、ならびに、財務状況の悪化した事業の買収の場合は、第三者である当該事業の債権者からのかかる買収の有効性に関する

異議申立が含まれる。

 

当社は当社の知的財産権の喪失または不正使用を十分に防御することができない可能性があり、それにより当社の事業が多大な

損害を受ける可能性がある。

当社は、当社の技術を防御するために、特許法、著作権法、商標法、営業秘密法および契約上の義務の組み合わせに依存してい

る。当社は、アメリカ合衆国および海外においてすでにいくつかの特許を出願している。追加の特許は継続中の特許出願審査の結

果特許登録されない可能性があり、また、当社の登録された特許も維持されない可能性がある。また、当社は随時、過去に行った特

許および商標の出願を放棄する選択をしている。さらに、当社は当社が事業を行う新たな法域において当社の既存の商標を登録

することの困難に直面する可能性があり、当社の既存の商標が利用できないことにより、または当社の商標出願に対して提起さ

れた異議もしくは法的な異議申し立てにより、製品またはサービスの商標を放棄または変更することを余儀なくされる可能性が

ある。当社は、当社が採用してきた知的財産権防御手段が当社の技術または商標の侵害を防止するために十分であること、または

当社の競合企業が当社のものと実質的に同等もしくは当社のものを凌ぐ技術を独立に開発しないことを保証することはできな

い。さらに、多くの外国の法制度は、アメリカ合衆国の法制度と同程度には知的財産権を保護または尊重しない。例えば、中国で

は、法制度一般、および特に知的財産制度は、今なお発展途上の段階にある。当社がこれらの法域で当社の知的財産権の執行をす

ることは非常に困難で、時間と費用を要する可能性がある。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 42/278



当社は、他者の知的財産権を侵害しているものとして損害賠償を請求される可能性があり、かかる請求は当社の事業に多大な損

害を与える可能性がある。

当社が競争する業界では、特許その他の知的財産権に関する積極的な主張、ライセンス許可および訴訟が増加する傾向にあり、

また当社が第三者の特許その他の知的財産権を侵害している可能性があるとの通知を受けた。かかる請求の根拠の有無を問わ

ず、かかる請求に対応することは、時間を要し、経営陣の注意と資源を必要とし、多額の支出を必要とする可能性がある。また、当

社の締結している供給契約の中には、侵害訴訟に関連して生じた損失または費用についての供給者からの補償について定めのあ

るものもあるが、かかる保護についての定めのない主要な供給者との契約もある。さらに、当社の一定の販売契約には、当社の製

品に関連する知的財産権の侵害に関する第三者からの請求につき、当社が当社の顧客を補償しなければならない旨が定められて

いる。かかる保証に基づいて将来発生する可能性のある支払の上限額に制限は存在しない。よって、当社は侵害訴訟に関して多大

な費用を負担しなければならない可能性があり、それにより当社の業績および財務状況は多大な損害を被る可能性がある。

当社は、第三者の権利を侵害したとする請求に対し防御するため、または第三者の独占的権利の範囲および有効性を決定する

ために、訴訟に巻き込まれており、将来も巻き込まれる可能性がある。他方、将来の訴訟は、当社の特許権、営業秘密その他の知的

財産権を執行し、防御するためにも必要となる可能性がある。知的財産権訴訟またはかかる訴訟の可能性があると、費用がかか

り、また、訴訟における不利な判断または和解により、当社は当社の独占的権利を喪失し、多額の責任を負担させられ、取得するこ

とができたとしても商業的に合理的ではない条件で第三者からライセンスを取得しまたはかかる第三者に対しロイヤルティを

支払わざるを得ない結果となる可能性があり、さらに／または、当社は、当社の製品を製造・販売することを禁止される可能性も

あり、この場合には当社の事業が崩壊する可能性がある。

当社に対する侵害訴訟が認容され、かつ、当社が第三者の権利を侵害しない技術の開発にも商業的に合理的な条件での独占的

権利の取得にも失敗した場合、当社の事業、業績および財務状態は深刻な打撃を被る可能性がある。

 

米国の商標改正の法規制、USPTO改正、および第三者による訴訟手続の影響は、当社の知的所有権に悪影響を及ぼす可能性がある。

　将来、特定の米国の特許法および規制の変更が起こりうる可能性があり、そのうちの複数または全てが、当社の知的所有権（特

に当社の特許費用、当社が確保している将来の特許カバレッジの範囲および特許訴訟において当社が被る損害）に影響を与える

可能性がある。現在米国連邦議会上院および下院において審理中の法案(S3600およびHR1908)は、特に特許侵害の算出の方法、特

許取得の手続および米国内において特許訴訟を起こせる場所などについて、米国の特許法を変更する可能性がある。現在裁判所

による差し止め命令の対象である米国特許商標局（USPTO）により交付された最終管理規定は、現行の継続申請を含む、米国にお

ける特許の申請を変更する可能性がある。さらに、特許付与を評価するうえで重要である、創案の明白さを決定する基準、特許保

持者が侵害者に対する差し止めによる救済を獲得する能力、および特許の実施権者がライセンスを保持する特許における異議を

申し立てる能力に関連する決定が、米国上級裁判所およびその他の裁判所においてなされた。差し止めによる救済に関するかか

る決定は、複数の状況において、当社の特許のひとつまたは複数を侵害したことが発覚した人物に禁止命令を出すことをより困

難にする可能性がある。これらの提案されている法令または規制の変更もしくは裁判所による決定は、防衛上または潜在的な侵

害に対する当社の知的所有権における権利を主張する当社の能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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当社は、第三者に対する当社の財務および戦略的投資に関連するリスクにさらされている。

　当社は過去時々に、第三者事業に対する財務および／または戦略的投資を行ってきた。当社はかかる投資が成功することを保証

することはできない。特定の場合において、当社はかかる投資の価値の一部または全てを損失し、結果として財務損失および／ま

たは潜在的戦略的機会の損失がもたらされた。当社がかかる投資の評価損を計上するまたはかかる投資を償却しなければならな

い場合、もしくは潜在的戦略機会が計画どおりに展開しない場合、当社の財務実績は打撃を受ける。さらに、これらの投資は非流

動性のものが多いため、当社がかかる投資を現金化することは困難または不可能である可能性がある。

　特定の場合において、当社は米国外の第三者事業に投資を行ってきた。かかる場合においては、当社がかかる投資を現金化する

ことに成功しても、当社が投資を行う管轄区域の地域法により課される規制により、かかる投資の利益を米国に迅速に送還する

ことが難しい可能性がある。当社が、当社の投資に対する利益を必要に応じ迅速に送還することができない場合、当社の事業が打

撃を受ける可能性がある。

 

当社の無線端末機器製品は、広範囲の環境、健康および安全に関する法律の対象となっており、当社は健康上および環境上の責任

に関する請求を受ける可能性がある。

当社の端末機既製品は、有害物質の使用、処分および浄化ならびに有害物質の人体への影響に関連する法律を含む、広範囲の環

境、健康および安全に関する法律の対象となっている。アメリカ合衆国では、これらの法律は、過失の有無にかかわらず、当事者に

対して是正措置のための資金の拠出を求める場合が多い。さらなる汚染物質の発見、是正および遵守費用の程度ならびにさらな

る浄化義務の賦課等の要因により、当社は是正措置に関連して多額の費用を負担する可能性がある。現行および将来の環境、健康

および安全に関する法律を遵守するため、当社は、製品設計および製造プロセスの変更のための費用を含む、多額の費用を負担す

る可能性もある。さらに、将来当社の施設または製品において一定の物質を使用することが規制された場合、当社の業務に悪影響

を及ぼす可能性がある。

また、無線端末機器の使用と、脳腫瘍等の一定の癌の発生または悪化との間の関連性を主張する請求が行われている。学界は、

無線端末機器の使用にリスクがあるか、また、リスクがある場合のその重大性について意見が分かれている。無線端末機器の使用

と癌の間に関連性が認められないとしても、マイナスの評判と訴訟の可能性により、当社の事業は重大な悪影響を受ける可能性

がある。過去に、複数の原告団が、無線端末機器の製造者および販売者に対し、無線端末機器が癌を引き起こしたと主張する集団

訴訟を提起してきた。現在までに、当社は、かかる訴訟のいずれの被告ともなっておらず、これらのいずれの訴訟も成功していな

い。将来には、当社は、かかる請求の根拠の有無を問わず、類似の請求に対して防御するために膨大な費用を負担する可能性があ

る。また、請求は、将来に成功して、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、ブルートゥース対応携帯電話の端末機器の使用と、騒音性難聴との間の関連性を主張する請求が行われている。現在ま

でに、当社は、かかる訴訟のいずれの被告ともなっていない。将来的には、当社は、かかる請求の根拠の有無を問わず、類似の請求

に対応するために膨大な費用を負担する可能性がある。また、請求が将来認容され、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性が

ある。
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当社は、広範囲の環境、健康および安全に関する法律の対象となっており、かかる法律の遵守に向けた努力には費用がかかり、当

社の財務成績に悪影響を与える可能性がある。

当社の事業および当社が製造および／または販売する製品は、広範囲の世界的な環境、健康および安全に関する法律の対象と

なっている。現行および将来の環境、健康および安全に関する法律を遵守することにより、当社は、将来の費用および負債を負担

し、当社の生産能力に影響を受け、当社が設備を売却し、拡大しまたは取得する能力が制約され、また一般的に当社の財務成績に

影響を受ける可能性がある。これらの法律の一部は、有害物質の使用、処分、浄化ならびに有害物質への暴露に関連する。過去数年

間に渡って、欧州連合（「EU」）加盟国は、電子製品を規制する環境に関する法律を制定している。例えば、当社の製品は、2006年

７月１日より、EUにおいて販売される電子製品に含まれる廃棄物の再利用を命じ、電子製品に含まれる一定の物質の使用を制限

または禁止する法律の対象となっている。ヨーロッパ以外の国々も類似の法律を採択することが予想される。当社は、これらの法

律を遵守するために追加の費用を負担する可能性がある。

 

製品の欠陥または品質問題によって、経営陣の注意が当社の事業からそれる可能性があり、および／または当社の業績に不利に

影響する費用が発生する可能性もある。

当社の製品の多くは極めて複雑であり、当該製品の設計もしくは製造または当該製品に使用されるソフトウェアもしくは部品

から生じる品質上の欠陥を有している場合がある。多くの場合、これらの問題は製品の出荷前に発見され、当社製品の市場受容の

遅延、顧客に対する製品出荷の遅延または注文の取消を生じさせる場合がある。場合によっては、当社は、製品の出荷後に品質問

題を発見することがある。かかる場合においては、当社は、欠陥製品の交換または問題の修正のため予期しない費用を負担し、資

源を流用する可能性がある。かかる出荷前および出荷後の品質問題の結果、収益認識の遅延、収益または将来の注文の減少ならび

に当社の評判および顧客との関係に対する損害が生じる可能性がある。さらに当社は、一定の顧客との契約に基づく不履行につ

き損害賠償を要求される場合があり、また当社の製品の性能に関して顧客からクレームを受ける可能性がある。

 

事業の中断が当社の事業に悪影響を与える可能性がある。

当社の事業は、火災、地震、停電、電気通信設備の障害、当社の情報技術システムへの外部からの妨害、テロリズム事件など、直接

的にまたは主要な供給者を通じて間接的に当社に影響を及ぼす、当社の支配の及ばない出来事による中断に対し脆弱である。例

えば、当社の杭州における製造施設が十分な製品を製造することができるかは、継続的に電力が供給されるかに依存している。し

かしながら、杭州の施設では、過去に、電力不足が発生したことがあり、それにより十分な製品を製造および出荷する当社の能力

が影響を受けた。また、カルフォルニア州アラメダおよび中国に所在する当社の営業地は、地震の発生しやすい地域に位置してい

る。当社は詳細な災害復旧計画を有しておらず、当社の事業を中断させるこのような出来事の発生は、当社の事業および業績に打

撃を与える可能性がある。

当社はまた、中国四川省における最近の地震により悪影響を被る可能性がある。かかる地震が原因で当社、当社の供給者および

当社の顧客にもたらされる損害および混乱の程度によって、当社の事業および業績は悪影響を受ける可能性がある。
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当社は、顧客の拠点において保有される機器に関して損失を被る可能性があり、これにより当社の事業は打撃を受ける可能性が

ある。

当社は、顧客の拠点において保有される当社の機器に関連して損失リスクに直面する。場合により、顧客の拠点において保有さ

れる当社の機器については、顧客から最終的な承認を受けるまでの間は、契約上履行が完了していない状態にある。通常当社機器

の引渡しにより機器の所有権および損失リスクは顧客に移転するため、当社は一般的に、かかる機器の所有権および損失リスク

を有しない。しかし、当社は、顧客から承認を受けるまでは、かかる機器の販売に関する収益および売掛金を認識しない。当社が最

終的な承認を受けられなかった場合、当社は契約価格を回収して当該機器またはその関連費用の回収をすることができない可能

性がある。また、特に、一定の契約を成立させるためには政府の承認を必要とする中国においては、成立した契約に基づかない在

庫が顧客の拠点において保有される可能性がある。当社は、契約が成立するまでの間、かかる在庫の所有権および損失リスクを保

有するため、かかる在庫の毀損または喪失から生じる損失を被る。当社が契約交渉に失敗した場合、または中国政府が別途契約の

承認を遅延させた場合、当社はかかる在庫についての支払いを回収しまたは受領することができない可能性がある。さらに、当社

の保険は、成立した契約に基づかない状態で顧客の拠点に存する当社の在庫が契約の成立前に損害を受けた場合に発生する損失

全ては填補しない可能性がある。上記のいずれかの理由により当社が在庫に関連して損失を被った場合、当社の財務状況、キャッ

シュ・フローおよび業績は打撃を受ける可能性がある。

 

当社が強化版統合基幹業務（ERP）システムを適切に運営しなかった場合、重大な財務上の虚偽表示および／または提出の遅延

を引き起こす可能性がある。

　当社は2008年の第１四半期において、強化版ERPシステムを導入した。経営成績、財政状態およびキャッシュ・フローの重要な諸

要素を適時かつ正確に処理および報告するために、当社はEPRシステムを使用している。ERPシステムが適切に作動しない場合、当

社および当社の株主は、提出の遅延、四半期および年次連結財務書類における重大な虚偽表示および／または財務修正の影響下

にあり、そのうちのいずれもが、当社の開示された財務情報に対する投資家の信用を喪失させ、当社の株価の下落に起因する可能

性がある。

 

2002年サーベインズ・オックスリー法第404条に従った効果的な内部管理を達成および維持できないことは、当社の事業および

株価に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

2002年サーベインズ・オックスリー法（「サーベインズ・オックスリー法」）第404条は、当社に対し、効果的な内部管理制度

および財務報告手続を確立および維持し、財務報告に対する当社の内部管理に関する経営陣の報告を記載することを要求してい

る。フォーム「10-K」による当社の年次報告書は、財務報告に対する当社の内部管理の有効性に関する経営陣の評価を含み、ま

た、財務報告に対する当社の内部管理について当社が確認している重大な脆弱性の開示を含まなければならない。さらに、当社の

独立登録公認会計士事務所は、財務報告に対する当社の内部管理の有効性について証明し、報告しなければならない。
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当社は、2008年12月31日現在およびそれ以前に、財務報告に対する当社の内部管理について重大な脆弱性を確認し、財務報告に

対する内部管理が機能していないと結論づけた。サーベインズ・オックスリー法第404条の要件は継続的であり、次年度以降にも

適用される。当社は財務報告に対する当社の内部管理が、当社の事業の変革に向けた努力を続ける過程で発展し続けることを予

想している。当社は、内部管理手続の改善を続けることに注力しており、また、第404条の遵守を確実にするため財務報告に対する

当社の内部管理を誠実かつ積極的に吟味し続けるが、管理システムは、その設計、運用および評価がいかに良好であっても、その

目的が達成されることについて、絶対的ではなく合理的な保証のみしか提供しえない。さらに、かかる管理の不備の是正が成功す

るかは、当社が有能な従業員を雇用し、維持する能力にかかっている。従って当社は、当社が既存の重大な脆弱性の改善に成功し、

将来的に追加的な重大な脆弱性もしくは大きな欠陥が発生せず、または発見されないと確信することはできない。

 

中国において事業を行うことに関するリスク

中国の政府および規制の改革は、中国において事業を行う当社の能力に影響を与える可能性がある。

1978年以来、中国政府は、発展および改革を続けている。かかる改革は、中国の著しい経済的政治的発展を生ぜしめ、今後も生ぜ

しめ続けると予想される。改革の多くは、新奇的かつ実験的であり、様々な政治的、経済的および社会的要因により変更または再

調整が行われる可能性がある。電気通信および情報技術産業に関する事項の規制および管理には複数の政府団体が従事してお

り、そのうち工業情報化部（「MIIT」、旧情報産業部）、国家開発改革委員会（「NDRC」）、国有資産監督管理委員会

（「SASAC」）および国家ラジオ映画テレビ総局（「SARFT」）が主導的役割を担っている。これらの政府機関は、中国における

電気通信および情報技術産業のあらゆる側面にわたる広範な裁量および権限を有する。これには、電気通信料金制度の設定、電気

通信事業者への免許および周波数の付与、機器および製品の承認、製品ライセンスの付与、送信データの形式および内容の承認、

技術基準の設定ならびに電気通信事業者の経営幹部の指名を含むが、これらに限られず、これらは全て当社が中国で事業を営む

能力に対して影響を及ぼす可能性がある。

以下のような中国の政治および経済状況ならびに政府政策の変化は、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。

・　新しい法律および規制の制定ならびにそれらの法律および規制の解釈

・　中国政府による電気通信産業の規則および規制の、外国会社および国内会社間で一貫していない執行および適用

・　次世代ネットワークのインフラストラクチャーおよびライセンス供与を管理する政策立案を含む、中国における電気通信事

業者の再編

・　当社の製品の潜在的市場を制限する可能性のあるIPTVライセンス付与に関する制限

・　インフレ管理策または成長刺激策の導入

・　当社の製品およびサービスに競争的な価格を設定する当社の能力に影響を与える関税およびサービス料率についての新たな

指針の導入

・　税率または税制の変更

・　非政府の者または機関により支配される資産の直接的または間接的な国有化に影響を与える法律、規則または規制の賦課

・　通貨交換および海外送金に対する追加的制限の付加

・　中国における当社の製品の開発、製造、輸入もしくは販売を行う能力、または中国における当社の事業の資金調達および運営

を行う能力を制限する行為
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中国政府は、既存の電気通信の規制の枠組を修正することに加え、電気通信産業に統一的な規制の枠組を設けるため、現在、基

準となる全国的な電気通信法(「電気通信法」)の草案を作成している。電気通信法は現在、第11回全国人民代表会議常務委員会

の審議に付されている。当社において、電気通信法が成立した場合創出される規制の最終的な性質および範囲は現在のところ明

らかではない。従って、電気通信法が当社または当社の事業の全部もしくは一部につき積極的な効果を有することになるのか、そ

れとも消極的な効果を有することになるのかにつき、当社は予測することができない。

中国の現在の規制構造に基づき、当社が中国で販売する通信製品は政府規格および産業規格を満たさなければならず、さらに、

機器についてネットワーク・アクセス免許を取得しなければならない。免許を取得しなければ、中国において、電気通信機器の公

共電気通信ネットワークへの接続またはその販売は認められない。さらに当社は、当社がネットワーク・アクセス免許を取得し

ている電気通信設備の品質が安定して信頼できるものであることを確実にしなければならず、その他の敷設許可製品の品質また

は性能に悪影響を及ぼさないようにする必要がある。

 

中国の為替管理および配当に対する政府規制は、中国国外に資金の送金を行う当社の能力に影響を与える可能性がある。

当社事業の大部分は中国で運営されており、現地通貨は人民元である。中国の規制では、外資系企業がいわゆる「経常勘定」に

分類される取引のために人民元を外国通貨に自由に換算することが認められている。「経常勘定」には取引に関連した収入、支

払、利子および配当が含まれる。このため中国にある当社子会社は、かかる「経常勘定」の取引を決済する際には事前承認なし

に、人民元を使って外国為替を購入することができる。とはいえ関連規制に従って、中国における外資系企業が配当を支払うこと

ができるのは、中国の会計基準や会計規制でいうところの利益剰余金の中からに限られる。また利益剰余金を算出する際には、利

益剰余金の最低10％を準備金（法律で義務付けられている福利厚生基金など）に毎年積立てることが中国の外資系企業には求

められる。ただし当該準備金の積立が登記資本金の50％に達している場合はこの限りではない。

 

人民元を外国通貨に換算する必要があるその他の取引は、いわゆる「資本勘定」取引に分類される。この「資本勘定」には、外

国親会社による投資の本国送還、外国親会社への貸付、中国内資企業による外資企業への直接投資が含まれる。「資本勘定」取引

では、送金金額を米ドルなどの外国通貨に換算して中国国外に送金する場合には、中国国家外為管理局(SAFE)またはその地方組

織の事前承認が必要となる。

 

中国の法律や規制の下にこうした制限があることで、中国の当社子会社は純資産の一部を親会社に移す能力に制限を受けてい

る。こうした制限を受けた金額は約186.1百万米ドル（2008年12月31日現在の連結純資産の40％）に達している。中国の関係政府

当局が今後、中国の当社子会社が流動性などの当社の事業ニーズを満たすために外国通貨を購入し当社に外国送金する能力に追

加的に制限を加えることがないのか当社には確信がない。中国国外で使用する必要がある場合に中国の資金を利用できないこと

は、当社の流動性および事業に重大な悪影響を与える可能性がある。
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中国における経済状況の変化は中国において事業を行う当社の能力に影響を与える可能性がある。

1978年以来、中国経済の発展において、分権化および市場原理の利用にますます重点を置くために、中国政府は中国の経済シス

テムの改革を行ってきた。かかる改革の結果、経済は著しい発展を遂げた。しかしながら、中国における経済改革の政策または方

策は、随時、中国政府により変更または修正される可能性がある。当社はこれらの政策の効果から利益を得ることができるかもし

れないが、経済を規制する中国政府により講ぜられたこれらの政策およびその他の方策はまた、中国の経済状況に重要なマイナ

スの影響を与え、結果的に当社の事業にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。

 

中国のWTOへの加盟および貿易制限の緩和は、中国の電子通信産業への外国からの投資の増加をもたらしており、当社の市場にお

ける競争の増加をも生み出す可能性があり、これは当社の事業に悪影響を及ぼす可能性がある。

2001年12月における中国の世界貿易機関(「WTO」)への加盟の結果、中国の経済状況は変化しつつある。電気通信部門への外国

人投資は、2001年12月に国務院により公布され2002年１月１日を効力発生日とする「外商投資電信企業管理規定」（2008年９月

10日改正）による規制を受けている。かかる規定により、外国株の保有制限が中国のWTOに対するコミットメントに従うこととな

り、外国投資家は通常、基礎電気通信サービス企業につき49％、付加価値電気通信サービス企業につき50％を上限として持分を保

有することを認められた。

既存の国際ベンダーが中国への投資を増やし、より多くのベンダーが中国市場に参入するにつれ、電子通信機器市場における

競争が激化する可能性があり、その結果、当社の事業が損害を被る可能性がある。中国のWTOへの加盟により競争が増加し、または

中国経済にマイナスの影響が及ぼされた場合、当社の事業は打撃を受ける可能性がある。以上に加え、中国は、WTOへの加盟の結果

として、外国会社および中国において設立された外国投資企業に対する中国国内会社と同様の権利および特権の付与を拡充して

いるが、外国会社および中国の外国投資企業に適用される特別な法律、行政規則および規制は、中国国内会社との関係では、外国

会社を不利な立場に置く可能性があり、当社の競争力は打撃を受ける可能性がある。

 

中国の法制度に関する不確実性は当社にマイナスの影響を与える可能性がある。

当社は、主に中国において設立された当社の完全子会社を通して中国における事業を行っている。当社の子会社は一般に中国

において外国投資に適用される法律および規制に服する。従って、当社の事業は、中国の発展途上にある法制度の影響を受ける可

能性がある。1978年以来、一般的経済事項を射程とする多くの新しい法律および規制が中国において制定されており、政府の政策

および政府機関により制定される内部規則は、適時に公表されないか、全く公表されない可能性がある。その結果、当社は新しい

規則および政策の存在に気付かずにそれらに違反して当社の事業を運営する可能性がある。加えて、中国における法律、規則およ

び政策の解釈および執行についての不確実性が存在する。政府当局は、法律、規制および規則の解釈ならびに執行につき広範な裁

量権を有する。中国の法制度は成文法に基づいており、過去の裁判所における判決が有する先例としての価値は制限されている。

法律および規制の多くは比較的新しく、また中国の法制度は今なお発展途上にあるため、多くの法律、規制および規則の解釈は常

に統一的であるとは限らない。さらに、多数の事件において中国司法の相対的な未成熟さにより、裁判結果に関してさらなる不確

実性が生み出され、法律および規制の解釈は、国内政治の変化を反映する政府の政策の影響を受ける可能性がある。最後に、既存

の法律または既存の法律に基づく契約の執行は不確実で、必ずしも実現されない場合があり、また、迅速かつ公平な執行または他

の法域の裁判所による判決の執行を得ることが困難な場合がある。中国における訴訟は、長期化し、かつ多大の費用を要し、資源

および経営陣の注意が事業に集中されない結果となる可能性がある。
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中国に所在する当社の子会社が利用可能な租税上の優遇措置が低減されまたは廃止された場合、当社の事業は打撃を受ける可能

性がある。

企業所得税法（「CIT法」）が、2007年３月16日に中国の最高立法機関である全国人民代表大会を通過し2008年１月１日に発

効した。CIT法の下では、国内企業および外国投資企業（「FIE」）に対する中国の二本立ての課税システムが、事実上統一システ

ムに変更される。新法は、ほとんどの企業に対して25％の税率を、特定の正規ハイテク企業に対しては15％の優遇税率を設定して

いる。

同法の制定前は、中国に所在する一定の子会社および合弁会社が、FIEが一般的に利用可能である中国における租税上の優遇措

置を（潜在的に）享受していた。FIE向けのタックス・ホリデー／タックス・インセンティブは、先端技術企業として認定されて

いることを理由として、中国における当社の活動中の子会社であるUTStarcom ChongQing Telecom Co., Ltd. （「CUTS」）、

UTStarcom Telecom Co., Ltd.（「HUTS」）、Hangzhou UTStarcom Telecom Co., Ltd. (「HSTC」)およびUTStarcom China Co.,

Ltd. (「UTSC」)に適用されていた。

CIT法は、特定の産業を対象に15％の優遇税率を認めており、特定の正規ハイテク企業は、かかる優遇税率を利用できる。新法の

制定前に設立され、現在優遇税率を受けているFIEについては、その税率が2008年１月１日から５年間で段階的に引き上げられ

る。2008年第４四半期では、中国の当社子会社のうち２社（HUTSおよびUTSC）が15％の優遇税率の対象として承認された。この承

認は３年間有効で、2008年１月１日に遡る。

さらに、中国の中央政府は、地方または省当局により付与される租税上の優遇措置を検討および検査し、当該優遇措置を許可し

ない旨の決定を行うおそれがある。中国に所在する当社の一定の子会社および合弁会社は、外国投資企業に一般的に利用可能で

ある中国における租税上の優遇措置を享受している。租税上の優遇措置が税法の変更または中国政府の決定により低減され、許

可されず、または廃止された場合、当社は悪影響を受ける可能性がある。

 

PAS市場は、今後１年間で急速に縮小すると見込まれる。

当社は、PAS市場は成熟したと考える。PASは中国のほぼ全ての省において入手することができ、移動体通信事業者による競争

が、PASが配備されている都市で増加した。無料着信や携帯電話間の無料通話など、販売促進のための特別な価格やインセンティ

ブを顧客に提供する移動体通信事業者は、PAS加入者数の増加率を低下させた。中国における移動体通信事業者の拡大は、当社の

価格設定に重大な悪影響を及ぼし、当社の事業または業績に損害を及ぼす可能性がある。

　工業情報化部はChina Telecom、China MobileおよびChina Unicomに3G移動体通信ライセンスを付与した。そのためこの３社が

今後、3Gネットワークの敷設に資本的支出を再配分し、その結果、当社の既存の製品を利用するPASネットワークに関連する資本

的支出を大幅に減少させる可能性がある。また複数の報道機関が報道したところによると、工業情報化部はChina Unicomなどの

通信事業会社に対して通知を出し、PASネットワークが利用している現在のPAS周波数帯域が3Gネットワークによる使用のために

2011年末までに再配分される旨要請しているとのことである。この場合PASネットワークは2011年末までに閉鎖される可能性が

ある。中国の通信事業セクターはこれまで、国が義務付けた再編を何度も受けてきた。中国政府は2008年に、中国で主要な通信事

業会社である６社の再編計画を発表した。この再編には、China TelecomによるChina UnicomのCDMAネットワークの買収、China

NetcomのChina Unicomへの吸収合併、China TelecomによるChina Satcomの基本通信事業の買収、China TietongのChina Mobile

への吸収合併が含まれる。中国におけるこうした大掛かりな通信事業会社の統合によって、PAS市場の縮小はますます加速する可

能性がある。また通信事業業界の再編がさらに進めば、通信事業関係の設備投資に遅延や取消が生じる可能性がある。これにより

当社の事業も悪影響を受ける可能性がある。
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当社は中国においてPASシステムおよび端末機器についての試験的免許を有しているにすぎない。

当社は当社のPASシステムおよび端末機器について試験的免許を有しているにすぎない。当社は当社のPASシステムおよび端末

機器の最終の正式なネットワーク・アクセス免許の申請を行っているが、未だ免許を与えられていない。工業情報化部とのやり

とりから、当社は当社のPASシステムおよび端末機器がまだ試用期間中であると考えられており、当社のPASシステムおよび端末

機器の販売はこの試用期間中継続して行うことができるが、最終的に免許が要求されることになるであろうと理解している。当

社が必要な免許の取得に失敗した場合、当社は今後中国における当社のPASシステムおよび端末機器を含む免許を取得していな

い製品の販売を禁止される可能性があり、それにより当社の事業、財務状況および業績に多大な損害を与える可能性がある。これ

らの規制を実施する規則は必ずしも詳細ではなく、また裁判所により適用されたことはないので、規制当局により多数の異なる

方法で解釈され、執行される可能性がある。当社の中国における外部の法律顧問は、免許の取得を要求する規制および試用期間中

の製品の販売に関する規制を、当社の現時点での認識と一致しない方法で中国政府当局が解釈しまたは適用する可能性があると

当社に助言しており、いずれの状況になった場合も当社の事業、財務状況および業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

電気通信事業者における購入意思決定の集権化の高まりは、顧客の集中につながり、当社の業績に影響を及ぼす可能性がある。

中国の電気通信事業者のほとんどは、業務を３つのレベルに分けている。すなわち、中央本社レベル、省レベルおよび地方都

市／郡レベルである。中央レベルおよび省レベルの双方は、それぞれ会社として独自の権限を有している。購入の意思決定プロセ

スは、プロジェクト毎に様々な形態を取る場合があり、また、電気通信事業者毎に大きく異なる場合がある。

PASシステムの場合、当社は、全てのChina Unicomとの契約を、省のオペレーターとの間で交渉の上、締結する。しかしながら、

China Telecomの中央本社は、購入価格、支払条件および受入条項等の契約条件を中央レベルで交渉することにより購入の意思決

定プロセスに対してその影響力を行使することを選択した。省のオペレーターは、その後、本社が提示したガイドラインに基づき

さらに契約交渉を行うのである。当社は、省のオペレーターとの間で、最終契約を締結する。この中央での購入意思決定の傾向が

統一購入にまで拡大され、その結果、契約の交渉および締結が中央本社レベルで行われることになる場合、顧客が集中化する可能

性があり、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。China UnicomがChina Telecomに続き、価格交渉において本社の影響

力を行使する場合、これはChina Unicomに対する当社のPASシステム製品の利幅を下げる圧力を与える可能性がある。
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インターネット・テレビは、中国においては新事業であり、この事業を規制する法律は完全には整備されておらず予測不可能で

ある。この産業に不利な規制が課せられると、中国における当社のIPTV事業に悪影響が及び、当社の事業にもマイナスの影響が及

ぶ可能性がある。

中国では、インターネットでのテレビ放送は、ごく最近始まったばかりである。中央政府の規制機関であるSARFTは、2004年７

月、当社のインターネット・プロトコル・テレビ（IPTV）事業を含む、情報ネットワークによる視聴覚プログラムの放送を規制

するための措置を発表した。SARFTは、情報ネットワークを、移動体通信ネットワーク、固定通信ネットワーク、マイクロ波通信

ネットワーク、有線テレビネットワーク、衛星その他都市圏ネットワーク、広域ネットワーク、ローカルエリア・ネットワークな

らびにその他の情報ネットワークのカテゴリーに分類した。これらのネットワークからの情報を受信する機器には、コンピュー

ター、テレビ、携帯電話およびその他の電子製品が含まれる。2007年12月、MIITおよびSARFTは共同で、当社のIPTV事業を含む、イン

ターネットにおける視聴覚サービスを規制するための措置を発表した。かかる措置は、インターネットにおける視聴覚プログラ

ムのサービスに携わる企業が国有会社に保有または管理されることを要求するものである。その一方で2008年２月３日、SARFTと

MIITは共同で記者会見を開き、かかる措置に関連して寄せられていた質問に答えた。その中でSARFTとMIITの担当者は、視聴覚プ

ログラムのサービスを提供する企業がかかる措置の公布前に設立され、いかなる規制の違反も犯したことがなければ、許可を得

ることで事業を継続することができるとの見解を示した。この会見の後、上記の指針を確認するプレス・リリースもSARFTとMIIT

から出された。IPTV事業を規制する一方で、SARFTは、デジタル・テレビ事業の中国での開発を奨励しているが、デジタル・テレビ

事業はターゲットとする市場においてIPTVと競合する可能性がある。デジタル・テレビおよびIPTVは、補完的市場を対象として

おり、規制を定める際にSARFTがIPTVに提供する支援の程度は明らかではない。IPTV産業はテレビおよび電気通信部門の両方に関

連するため、IPTV産業は、MIITを含む様々な政府当局の規制の対象となる可能性がある。しかしながら、IPTV産業の開発に関する

統一規則がないため、当社は、当社のIPTV事業が中国において円滑に行われると予想することはできない。中国の法律または政策

がIPTV産業を奨励しない場合、当社の事業は損害を受ける可能性がある。

 

当社は現在、中国においてIPTVオペレーター・サービス事業を行うためのライセンスを有しておらず、当社のIPTV事業の発展は、

IPTVライセンス保有者およびネットワーク・オペレーターの協力にかかっている。当社がライセンス保有者およびネットワーク

・オペレーターと協力することができない場合、当社の事業は損害を受ける可能性がある。

2004年７月にSARFTが発表した措置に基づき、IPTVオペレーター・サービス事業に従事しようとする法人は、SARFTからライセ

ンスを取得しなければならず、外国投資企業はIPTVオペレーター・サービス事業に従事することを禁止されている。MIITおよび

SARFTにより共同で発表された新たな措置は、かかるライセンスを国有会社にしか付与しないというものであった。その一方で

2008年２月３日、SARFTとMIITは共同で記者会見をひらき、かかる措置に関連して寄せられていた質問に答えた。その中でSARFTと

MIITの担当者は、視聴覚プログラムのサービスを提供する企業がかかる措置の公布前に設立され、いかなる規制の違反も犯した

ことがなければ、許可を得ることで事業を継続することができるとの見解を示した。この会見の後、上記の指針を確認するプレス

・リリースもSARFTとMIITから出された。当社はこの分野における技術サービスおよび機器のプロバイダーであるため、当社の事

業の発展は、ライセンス保有者およびネットワーク・オペレーターと協力することができるかにかかっている。当社がライセン

ス保有者もしくはネットワーク・オペレーターと協力することができず、または当社と協力するライセンス保有者がライセンス

を失った場合、当社の事業は損害を受ける可能性がある。
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中国居住者による海外投資および外国上場企業が付与する従業員向け自社株購入権（ストック・オプション）に関する諸規制

が最近導入されたことで、当社の事務管理上の負担は増加する可能性がある。中国居住者である当社株主またはストック・オプ

ションを付与されたもしくは行使した中国の当社従業員が所定の登録や申請を怠った場合、当社は利益を分配することができな

い可能性があり、中国の法律に従って法的責任を問われる可能性もある。

　国家外為管理局(SAFE)は、中国居住者および中国企業が直接的または間接的を問わず海外投資を行う場合には、当該中国居住者

および中国企業にSAFEの地方組織への登録を義務付ける規制を公布した。このSAFEの諸規制では、中国居住者が海外企業に直接

的または間接的を問わず海外投資を行う場合、当該投資の登録が義務付けられる。また中国居住者が直接的または間接的を問わ

ず海外企業の株主である場合、重大な変動が当該海外企業に生じれば、SAFEの地方組織に当該登録の申請または更新が義務付け

られた。なお重大な変動には、往復投資、資本の増減などの資本変動、株式の譲渡や交換、合併、分割、長期的な株式投資や債券投

資、担保権の設定が含まれる。中国の株主がSAFEの義務付ける登録の提出や登録の更新を怠った場合、海外親会社の中国子会社

は、利益の分配ならびに減資、株式譲渡および清算に伴う収益の分配を海外親会社に対して行うことが禁じられる可能性がある。

また海外親会社も中国子会社に対する増資を禁止される可能性がある。さらにこうしたSAFEのさまざまな登録要件に従わない場

合には、中国の法律に従って、適用される外国為替制限の忌避に対する法的責任を問われる可能性がある。

　中国に居住する当社の株主が全て、SAFEの諸規制が義務付ける当該登録を行い承認を得るかについて当社は保証できない。中国

居住の株主がSAFEの諸規制で定める当該登録手続きに従わない場合や従う能力を有しない場合には、当社は罰金および法的制裁

を受ける可能性がある。また国境をまたぐ投資活動に制約を受けるか、または当社に対して配当の分配や外国為替建て融資を行

う中国子会社の能力に制限を受ける可能性もある。

　2007年３月28日、SAFEは、海外上場企業の従業員株式保有プランまたはストック・オプション・プランに参加する内国人の外国

為替管理申請手続（「ストック・オプション規則」）を公布し、海外企業の従業員株式保有プランおよびストック・オプション

・プランに参加する中国居住者に対して外国為替手続の規制を図った。当該ストック・オプション規則のもと、中国の内国人が

海外上場企業の従業員株式保有プランやストック・オプション・プランに参加する場合は、国内代理機関を通じて、外国為替手

続に従わなければならないことになっている。国内代理機関とは、外国上場企業の中国子会社、当該企業の法人格を有する労働組

合、指定金融機関などのことであるが、当該代理機関がSAFEに申請を行い、中国の内国人に代わり関連外国為替手続を行う責任を

負っている。この手続には、株式所有やストック・オプション行使に関連して生じる外国通貨を両替する承認をSAFEから得るた

めの申請などが含まれる。SAFEに当該申請を行うと同時に、中国子会社は国内代理機関として、中国の国内銀行に専用外国為替口

座を開設する承認をSAFEから得なければならない。この口座は、株式購入やオプション行使、株式売却による利益、株式配当など

SAFEが承認した収入や支出に関連した資金を保持するために使われる。また中国子会社は、株式購入に関連して使われる海外資

金の保持を目的として、海外信託銀行に海外専用外国為替口座を開設するための承認をSAFEから得ることが義務付けられてい

る。

　ストック・オプション規則のもと、株式の売却によって中国の内国人が得た利益は全て、外国での関連費用を控除した後、中国

に全額送金しなければならない。こうした株式売却から生じる外貨建て利益は、中国の国内銀行に開設した専用外国為替口座に

送金した後、人民元に換算するか、もしくは当該内国人の外国為替普通口座に振り替えなければならない。当該オプションの行使

が現金によらない行使であっても、中国の内国人には当該利益を同専用外国為替口座に送金することが義務付けられている。当

社およびストック・オプションを付与された中国の当社従業員は、ストック・オプション規則の制約を受ける。当社およびオプ

ションを保有する中国の当社従業員がこうした規制に従わない場合、当社および当社従業員は罰金や法的制裁を受ける可能性が

ある。
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当社の株価実績に関連するリスク

当社の株価は大きく変動している。

当社の普通株式の取引価格は、当社の2000年３月の新規株式公開以来、大きく変動している。当社の株価は、当社の活動に関連

して前述したとおりのリスク要因および以下の要因を含む、多数の事由または要因に反応して、将来も大きく変動する可能性が

ある。

・　業績の実際の変動または予想される変動、純売上高に対する実際の売上総利益または予想される売上総利益の割合、在庫水

準、当社の実際のまたは予想される成長率、および当社の実際のまたは予想される１株当り利益

・　将来の財務成績に関する予測の変更または財務的見通しもしくは証券アナリストによる売買の推奨の変更

・　当社が事業を行う中国およびその他の発展途上国の政府による規則または政策における変更

・　当社および当社の競合企業による新製品、新サービスまたは技術革新の発表

・　他の類似業種会社の業績および株価動向

・　メディア、証券アナリストまたは中国政府当局から発せられる、当社および業界一般に関するニュースおよびコメント

当社の活動とは関係しない一般的な市場動向および国内または国際的マクロ経済の要因が当社の株価に影響を与える可能性

がある。このような理由から、投資家は、将来の株価または財務結果を予測するために近時の傾向に依拠すべきではない。さらに、

会社の証券の値が変動した後、会社に対する証券集団訴訟がしばしば提起される。当社は、この種の訴訟に関して、多大の費用を

要し、経営陣の時間と資源が事業に集中されないという事態に直面しており、将来もその可能性がある。

さらに、中国における当社の主要な顧客の多くに重大な影響力を行使するChina Telecom、China MobileおよびChina Unicomに

よる公開発表は、当社の株価の変動の一因となる可能性がある。当社の株価は、かかる発表に反応する可能性がある。

 

ソフトバンク株式会社およびその関連会社(ソフトバンク・アメリカ・インクを含む。)は、当社の経営および業務に重大な影響

力を持っており、当社の株主の最善の利益に反してかかる影響力が行使される可能性がある。

ソフトバンク株式会社およびその関連会社(ソフトバンク・アメリカ・インクを含む。)(「ソフトバンク」と総称する。)は、

2008年12月31日現在当社の発行済株式の約12％を実質的に所有していた。その結果として、ソフトバンクは、当社の経営および業

務のみならず、当社の株主の承認に服する全ての事項に影響を与え得る地位にある。株主による承認を要求され得る事項には、以

下の事項が含まれる。

・　取締役の選任および解任

・　当社の別の法人との合併または統合

・　当社の資産の全てまたは実質的に全ての売却

この所有の集中は支配権の変更を遅らせまたは阻害するかもしれないし、潜在的な買収者が公開買付を行ったりその他当社の

支配権を得ようとする試みを阻むかもしれず、このことにより当社普通株式の市場価格は下落し得る。
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デラウェア州法および当社の設立証書は、当該取引が当社の株主にとって利益となる場合であっても、潜在的な買収を阻止また

は防止する可能性のある規定を含んでいる。

他の会社が、当社を買収または当社と合併しようとする可能性がある。当社の買収または合併は、普通株式価格の上昇を含め、

結果的に当社の株主にとって利益となる可能性がある。当社の基本定款および付属定款のいくつかの条項ならびにデラウェア州

法の条項は、株主が好ましいとみなす可能性のある当社の合併または買収を妨げ、遅延させ、または、その障害となる場合がある。

これらの規定には以下の条項が含まれる。

・　取締役会に対する優先株式の追加発行の授権

・　取締役選任の際の累積投票の禁止

・　特別株主総会の招集権者の限定

・　書面による同意による株主代表訴訟の禁止

・　交互交替的な３年間の任期により当社の取締役が選任される、クラスに区分された取締役会の創設

・　取締役選任のための指名および株主総会で決議することのできる事項の提案に関する事前通知制度の設置

・　正当な理由による取締役の解任の要求

 

当社が証券取引委員会に対する定期報告書を適宜に提出できない場合、当社の普通株式は、ナスダック株式市場から上場を廃止

される可能性があり、それにより当社が契約の約定を履行できなくなる可能性がある。

当社が、ナスダックにより要求される上場継続のための条件を遵守し続けることができない場合、当社の普通株式は、ナスダッ

ク・グローバル・セレクト市場から上場を廃止される可能性がある。例えば、当社がSECに対し、2006年９月30日に終了した四半

期に関するフォーム「10-Q」による当社の四半期報告書、2006年12月31日に終了した事業年度に関するフォーム「10-K」による

年次報告書、2007年３月31日に終了した四半期に関するフォーム「10-Q」による当社の四半期報告書および2007年６月30日に終

了した四半期に関するフォーム「10-Q」による当社の四半期報告書提出を適宜に行わなかった結果、当社は、1934年の証券取引

法により要求される証券取引委員会への全ての提出を適時に行うことを要求するナスダック・マーケット・プレイス・ルール

4310(c)(14)を完全には遵守していなかったといえる。当社は2007年10月19日に再び完全にナスダックの上場条件を満たすこと

になったものの、当社は、当社の普通株式のナスダック・グローバル・セレクト市場への上場を継続するための条件として、ナス

ダック・マーケット・プレイス・ルール4310(c)(14)を遵守する必要がある。

当社の普通株式がナスダック・グローバル・セレクト市場への上場を廃止される場合、当社の普通株式は国内の証券取引所ま

たは店頭市場で取引できなくなる可能性がある。当社の普通株式が市場システムを通じて取引されなくなる場合、当社の普通株

式の流動性は大幅に減少し、その価格にマイナスな影響が及ぶ可能性がある。さらに、当社は将来のエクイティ・ファイナンスを

得られないか、または合併もしくはその他の企業結合の対価として当社の普通株式を使用できなくなる可能性がある。ナスダッ

ク・グローバル・セレクト市場への上場の廃止により、当社は、供給者、顧客および従業員の信用を喪失する可能性があり、機関

投資家の関心の喪失や事業発展の機会の減少等、その他の悪影響を受ける可能性がある。

 

市場リスクに関する定量的および定性的開示

　当社は、金利変動、外国通貨為替相場の変化および株式市場の変化の影響にさらされている。
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金利変動リスク

金利変動の市場リスクに対する当社のエクスポージャーは、主に当社の投資ポートフォリオに関連する。当社の投資ポート

フォリオの公正価格は、主に当社の投資ポートフォリオの大部分が短期的な性質であることにより、金利の10％の増加または減

少のいずれによっても重大な影響を受けることはないと思われる。しかしながら、当社の受取利息は、当社の資金の大部分は満期

が１年未満の証券に投資されているため、米国および中国金利の一般的な水準の変化による影響を受けやすい。金利減少の環境

において投資が満期を迎える場合、再投資は好意的とは言い難い市場金利により行われる。特定の投資の短期的な性質を前提と

すると、予測される金利の減少は当社の投資収益に悪影響を及ぼす。

当社は、多種の保有、種類および満期による投資ポートフォリオを維持している。当社は金融派生商品を有していない。当社は、

当社の投資方針ガイドラインに特定するとおり、当社の現金投資を、高い信用度基準を満たす金融商品に投資している。当社の方

針は、元本割れのリスクを制限し、一般的に市場リスクを制限することにより投資した資金の安全性を確保する点にある。現在の

運営に必要ではない余剰資金は、主に、AAAの格付を付与されている公社債投資信託(MMF)に投資される。

当社の現金および現金等価物は、かかる金融商品の満期が短期性のものであることから、重大な金利リスクにはさらされてい

ない。2008年12月31日現在、現金および現金等価物の簿価は、評価額とほぼ同等であった。

以下の表は、2008年および2007年12月31日現在の当社の投資ポートフォリオの簿価および関連する加重平均金利を示してい

る。

 

 

12月31日

 2008年  2007年

 (単位：千)  

現金および現金等価物 $ 309,603 $ 437,449 

 平均金利  1.34%  1.81%

拘束性預金　短期 $ 16,840 $ 6,442 

 平均金利  1.07%  3.88%

短期投資 $ 4,262 $ 65,629 

 平均金利  1.52%  0.68%

拘束性預金　長期 $ 18,228 $ 20,161 

 平均金利  1.65%  4.67%

投資有価証券の合計 $ 348,933 $ 529,681 

 平均金利  1.35%  1.80%
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株式投資リスク

当社の投資ポートフォリオには株式公開企業への株式投資が含まれ、その価値は、市場価格の変動の影響を受ける。経済状況に

より、公開株式市場は悪影響を受ける可能性があり、全般的な経済状況は引き続き悪化する可能性がある。当社が投資する公開株

式の公正価格が、一時的な下落ではないと認められる形で取得価格を下回る場合、当社の収益は悪影響を受ける可能性がある。

当社はまた、非公開企業および主に非公開企業に投資する投資ファンドに投資しているが、その多くがまだ創業間もないもし

くは発展段階にあるとみなされる企業である。かかる投資は、これらの企業が開発中の技術または製品に対する市場が通常初期

の段階にあり、一切実体化しないおそれがあるため、本質的に危険なものである。

 

外国為替相場リスク

当社は多国籍企業として各種通貨で事業を行っているため、外国為替レートの変動による市場リスクの影響を受ける。また世

界中で事業を引き続き拡大する予定のため、米ドル以外の通貨建てで行う事業の割合が増加していくと見込んでいる。これを受

けて、外国通貨に変動があった場合には、当社の事業、経営成績および財政状態は重大な影響を受ける可能性がある。

これまで外国通貨建ての売上の多くは、人民元建てで行われた中国での売上であった。さらに、2006年、2007年および2008年を

通して、当社は日本円、ユーロ、インド、ルピーおよびカナダドルで多額の売上を上げた。中国の為替管理規制を受けて、当社は人

民元を換算しそれを本国に送金する能力に加えて、中国における外国通貨ヘッジ活動に対しても制限を受けている。中国に保有

している現金および現金等価物ならびに短期投資の残高は、2008年12月31日現在で200.8百万米ドルであった。中国は、2005年７

月から2008年12月31日までの期間において人民元を米ドルとペッグさせていないため、人民元は米ドルに対して15％以上も強

かった。しかしながら、通貨調整が今後さらに進むかは不透明である。

当社は先物およびオプション契約を用いることで為替エクスポージャを管理する可能性があり、これによって顧客、サプライ

ヤーおよび米国以外の子会社との間の外国通貨建て取引から生じる偶発的な純キャッシュ・インフローおよび純キャッシュ・

アウトフローのリスクに対するエクスポージャを最小限に抑える可能性がある。ただし当社は現在、かかる取引に対してヘッジ

をまったく行っていない。また当社の外貨残高は現在ヘッジされていないため、為替エクスポージャを大幅に見直すことで、当社

の事業、経営成績および財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。

国際市場におけるエクスポージャを考慮して、当社は、全ての重大な為替エクスポージャを定期的に監視している。当社は、そ

の他の変数を全て一定にして、外国為替レートが機能通貨に応じて上下動することで生じるキャッシュ・フローの潜在的な減少

を算定する感応分析を用いて、為替リスクを評価している。この分析は、外貨建金融商品に起因する当社の抱える潜在的なリスク

の全てを分析対象とする。使用された外国為替相場は、2008年12月31日時点の市場相場に基づいたものである。感度分析の結果

は、為替相場が10％上下動すると、2008年12月31日時点の当社の外貨建金融商品の公正価格に20.1百万米ドルの利益または損失

が生じるというものであった。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 57/278



５【経営上の重要な契約等】

 

(1) 関係当事者取引

 

ソフトバンクおよび関連会社

当社は、当社の主要株主であるソフトバンクの関連会社に対する通信機器の売上に関連し、収益を認識した。ソフトバンクは、

日本全国にわたりADSLを供給しており、「YAHOO! BB」の名称で提供している。当社は、ソフトバンクのキャリアクラスのGEPON製

品およびNetRing™の販売を通じてソフトバンクの一般家庭用ファイバ－・サ－ビスを支援している。さらに、当社はソフトバン

クのRollingStream™製品の販売を通じてソフトバンクの新しいインタ－ネット・プロトコル・テレビジョン(「IPTV」という)

を支援している。

2008年度、2007年度および2006年度において、当社の主要株主であるソフトバンクの関連会社に対する通信機器の販売とサ－

ビスの売上に関連し、当社はそれぞれ38.3百万米ドル、67.8百万米ドルおよび130.8百万米ドルの収益を認識した。2006年12月31

日に終了した事業年度の収益には、ブロ－ドバンド製品に対する注文のキャンセルに係る手数料31.2百万米ドルおよびマルチメ

ディア・コミュニケ－ション製品に対する注文のキャンセルに係る手数料10.0百万米ドルが含まれている。

2008年および2007年12月31日現在、当該取引に関連する売掛金残高はそれぞれ9.2百万米ドルおよび26.2百万米ドルである。

2008年および2007年12月31日現在、ソフトバンクおよびその関連会社に対する当社の買掛金の金額は重要ではなかった。

ソフトバンクに対する売上には、３年間のサ－ビス期間および製品の不具合率が７年間の期間に渡ってあるレベルを超えた場合

の罰金条項が含まれている。ソフトバンクとの契約に関する当社の顧客からの前受金の残高は、2008年および2007年12月31日現

在においてそれぞれ0.7百万米ドルおよび0.3百万米ドルであった。2008年および2007年12月31日現在のソフトバンクに関連する

当社の短期前受収益の残高は、それぞれ4.0百万米ドルおよび5.6百万米ドルであった。ソフトバンクに関連する当社の長期前受

収益の残高は、2007年12月31日現在において10.1百万米ドルであったのに対し、2008年12月31日現在においては9.2百万米ドルで

あった。

　2003年７月17日に、当社はソフトバンク株式会社の関連会社であるBB Modem Rental PLC(「BB Modem」という)との間にメザニ

ン融資契約を締結した。当該契約の条項に基づき、当社は、ソフトバンクからのADSLモデムの製品群および関連するモデムレンタ

ル契約に対する投資目的で、10.1百万米ドルを年率12.01％の実効利率でBB Modemに貸し付けた。ソフトバンクは、当該モデムお

よびモデムレンタル契約のサ－ビスの提供を引き続き行う予定である。当社の貸付金は、BB Modemの一定の上位債権者に対して

劣後し、2007年１月31日までの42ヵ月間にわたり当社に返済され、貸付金のうちの元本金額はそのほとんどが当該期間の終わり

の16ヵ月間に返済される。当社がこの貸付金に関して計上した受取利息は、2007年12月31日に終了した事業年度においては重要

性がなく、2006年12月31日に終了した事業年度において0.6百万米ドルであった。当該貸付金は2007年度第１四半期には完全に決

済された。

　2008年12月31日現在、ソフトバンクは当社の発行済株式の約12％を保有している。

 

Audiovox

　2008年７月１日のPCD売却以前、当社の役員１名がAudiovox Corporation(「Audiovox」)の取締役として勤務していた。2008年

度、2007年度および2006年度において、当社はAudiovoxのITサ－ビスに対してそれぞれ0.8百万米ドル、2.1百万米ドルおよび1.4

百万米ドルを支払った。 
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(2) その他の契約

UTStarcom Personal Communications LLCの売却に関する契約

　2008年６月30日、当社は、当社の完全子会社であるUTStarcom Personal Communications LLC（「PCD」）を、当社、PCD、Personal

Communications Devices Holdings, LLC（「買主」）および買主の完全子会社であるPersonal Communications Devices, LLC

（「合併会社」）の間における合併契約（「合併契約」）に基づき売却する契約を締結した。合併契約は、合併会社へのPDCの統

合および合併会社が存続会社として継続する旨（「本合併」）を定めるものである。買主は、AIC Investmentsおよびその他特定

の投資家により所有されている。

　当社に対する本合併の対価であるおよそ240百万米ドル（うち24.3百万米ドルは、合併契約に定められるとおり、エスクローの

対象であり、売買手続後における購入価格の調整（ある場合）およびその他の特定の偶発事象の対象になる可能性がある。）は、

売買手続時点におけるPCDの運転資本に基づくものであり、特定の調整の対象である。合併契約の条件に基づき、当社は、2010年12

月31日までの合併会社の業績予測の達成に伴い、2011年に追加的に最高50百万米ドルの剰余収益を受領する可能性がある。合併

契約には、当社および買主の補償義務を含む表明、保証および誓約が含まれている。

 

６【研究開発活動】

 

研究開発活動

当社は、当社の競争的地位を維持するためには、継続的に新しく改良された製品を開発および導入することが不可欠であると

考えている。当社は、競争的分析および技術的傾向を当社の製品開発計画における要素として利用する一方、新製品および製品改

良のための主要な情報の入手は、サービス・プロバイダーのニーズに関して収集し分析された情報に基づいている。当社の中国

情報産業部、電信管理局および個々の電信局との関係ならびに中国における販売後の顧客支援に関する当社の全面的サービス

が、当社の研究開発組織に対し市場における傾向および展開に関する見識を提供している。これらの関係により提供された見識

が、当社によるPAS、mSwitchおよびIP-DSLAM等の市場に即した製品の開発を可能にした。当社は、当社のアメリカ合衆国の研究セ

ンターと中国の研究センターとの間の強力な関係を維持している。当社は、中国において多数の有能な候補者の中から、高度に熟

練した技術系従業員を費用の面から効率的に雇用することを実現している。当社はまた、インドにおいて開発センターを有して

おり、インドにおける優れた人材を活用し、かつインドにおける当社事業をサポートすることを企図している。当社の研究開発セ

ンターはISO 9001-2000の認可を受けている。

過去において、当社は、研究開発に多大な投資をしており、今後も継続する予定である。当社の研究開発費用は、2008年は143.3

百万米ドル、2007年は168.3百万米ドルおよび2006年は182.9百万米ドルであった。

 

７【財政状態及び経営成績の分析】

 

以下の記載は、リスクおよび不確実性を伴う将来予測の陳述を含んでいる。当社の実際の業績は、本書にある多数の要因の結果と

して、これらの将来予測の記述において予測された業績と著しく相違する可能性がある。以下の記載は、本書中の当社の連結財務

書類およびこれに関連する注記と合わせて読まれるべきである。将来予測の記述については、本書目次直後の注５を参照のこと。
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非主要資産の売却

2008年７月１日、当社の完全子会社であるUTStarcom Personal Communications LLC(「PCD」)を売却した。売却先はAIG

Global Investment Groupおよび特定の他の投資家が支配権を有する事業体で、売却価格は237.7百万米ドルであった。また当該

事業の売却契約に従って、売却事業を行うPersonal Communications Devices LLC (「PCD LLC」)が2010年12月31日までの期間

に達成した利益水準に応じて、2011年に最大で50百万米ドルの剰余収益による支払を受け取る権利が当社には与えられている。

当社は2008年に当該売却益として3.8百万米ドルを計上した。さらに2008年７月31日には、当社のモバイル・ソリューションズ・

ビジネス・ユニット(「MSBU」)を世界的な非公開投資会社に売却した。当該MSBUの売却益として、当社は2008年第３四半期に3.9

百万米ドルを計上した。

 

リストラクチャリング・プログラム

　2007年10月２日、当社の取締役会は、全世界における当社の従業員の12％すなわち約800人の削減を含む、営業費用削減を目的と

したリストラクチャリング計画（「2007年リストラクチャリング計画」）を承認した。かかる人員の削減は主に米国および中国

におけるものであった。当社は、2007年リストラクチャリング計画に関連するリストラクチャリング費用として、2007年第４四半

期に14.5百万米ドルを計上し、かかる費用は主に、一時退職金の現金による支払により構成されていた。2008年第1四半期には、人

員削減を完了した。

　2008年12月16日、当社の取締役会は、営業費用の削減を目的としたリストラクチャリング計画（「2008年リストラクチャリング

計画」）を承認した。2008年リストラクチャリング計画には、韓国を拠点とする当社の端末機器事業（「韓国事業」）を段階的

に縮小する他に、2009年第２四半期末までに従業員の約10％の削減を世界規模でさらに進める計画などが含まれている。2008年

計画に関連して、2008年第４四半期には13.1百万米ドルのリストラクチャリング費用が発生した。これは主に一時退職金に関連

した現金支払によるものである。

　2009年６月９日、当社の取締役会は、当社の営業費用を削減する目的のリストラクチャリング計画（「2009年リストラクチャリ

ング計画」）を承認した。2009年リストラクチャリング計画は、全世界における当社の従業員の約50％（約2,300人）の削減を含

む。経営陣は、全世界における人員削減を、2009年第４四半期末までに完了すると見込んでいる。当社は、リストラクチャリングに

関連する費用45百万米ドルを発生する。かかる費用は、主に一時退職給付金の現金払いに関するものであり、2009年第２四半期に

計上される予定である。かかる計画に関連する現金支出の大半は、2009年第３および第４四半期に発生する見込みである。

　当社は引続き、特定の事業の評価を行い、追加的な非主要資産の売却を検討し、当社の営業活動をさらに整備し、当社の事業プロ

セスを簡素化するための将来における行為に関連して、追加的費用を計上する可能性がある。

 

非主要資産の売却およびリストラクチャリング・プログラムが収益に与える影響

　2008年７月におけるPCDの売却に加え、韓国事業を今後段階的に縮小することで、2009年の純売上高は大幅に減少すると見込ま

れる。当社の2008年純売上高には、2008年７月１日のPCDの売却より前の、2008年第１四半期および第２四半期において認識され

たPCDの売上高879.6百万米ドルが含まれていた。なお2009年からはPCDからの純売上高は存在しなくなる。また2008年の純売上高

には、2008年第３四半期および第４四半期におけるPCD LLCに対する売上126百万米ドルが含まれている。また2009年第２四半期

終了後は、韓国事業の売上高の計上は現在のところ見込んでいない。PCDおよび韓国事業の純売上高を合計した金額は、2008年第

１四半期、第２四半期、第３四半期および第４四半期においてそれぞれ430.7百万米ドル、448.9百万米ドル、34.3百万米ドルおよ

び91.7百万米ドルであった。MSBUの売却は、2009年の純売上高に重大な影響を与えないと当社は考えている。
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資産の減損

　経常的な営業損失、引き続き厳しい事業環境、止まらない株価下落に加えて、各事業セグメントにおける今後のキャッシュ・フ

ローの予測から各セグメントの資産が簿価まで回復できないことが明らかになったため、当社は2008年12月31日現在の長期性資

産に対して回収可能性テストを実施した。これを受けて、当社は、22.3百万米ドルの減損費用を計上し、器具備品、ソフトウェア、

車両および建物附属設備の簿価をそれぞれ見積公正価値まで減額した。さらに当社は、2008年度第４四半期において、電気通信事

業に関するオーダーメイドのソリューションを提供する当社のCSBUの解散を決定したことに伴い、4.9百万米ドルの減損費用も

計上し、2003年の3Com CorporationのCommworks部門（「Commworks」）買収に関連する顧客関係無形資産を償却した。

　2007年９月30日に終了した四半期において、当社は、企業戦略と事業セグメントを一致させるために新たな組織構造を発表し

た。結果として、当該四半期において、当社は営業権および特定の長期有形および無形資産に対する減損の調査を実施した。

かかる評価に基づき、当社は3.1百万米ドルの営業権の減損費用および15.7百万米ドルの無形資産の減損費用を計上した。また器

具備品、ソフトウェア、車両および建物附属設備に対しては1.1百万米ドルの減損費用を計上した（「第一部　第６　経理の状況－

１」に含まれる連結財務諸表の注記８を参照のこと）。

 

投資資産の売却

2008年第１四半期、当社はGemdale Co., Ltd (「Gemdale」)への残余投資を売却した。売却額は約32.9百万米ドルで、営業外損

益に32.4百万米ドルの売却益を認識した。またInfinera Corporation（「Infinera」）に対する投資も売却した。売却額は約9.2

百万米ドルで、営業外損益に7.3百万米ドルの売却益を認識した。

 

PAS事業の不振およびPAS事業の今後の方向性

中国におけるPAS端末機器の2008年の販売台数は、2007年の480万台と比べて、360万台まで落ち込んだ。販売台数の25％の落ち

込みは主に、PAS加入者の減少を受けて当社のPAS端末機器に対する需要が減少したことによる。加入者の減少は、サービス提供企

業が次世代ネットワーク技術や中国の通信事業業界の再編を見越して、PAS端末機器の売込みを抑えたからである。PAS製品１台

あたりの2008年の平均販売価格は、価格引き下げを求める圧力が強かった上に代理店を通した販売が増えたため、2007年に比べ

て9.4％減少した。また中国政府は先日、PASは2011年までに段階的に廃止されると発表した。中国の通信事業業界は3Gモバイル

サービスの提供へ移行するに伴い、2009年以降PAS加入者が減少し、値崩れや売上総利益率の悪化がさらに進むと当社は考えてい

る。

中国では携帯利用者向けサービスが変化すると予想されるため、中国市場での販売に向けて、当社は端末機器の製造能力を

CDMAおよびTD-SCDMA端末機器に振り替えていく予定である。これは当社の収益にプラスに寄与する上に中国でのPAS事業の落ち

込みを相殺すると考えている。また中国でのデータ事業の成長に乗じるため、当社は2009年中旬にTD-SCDMAネットワークがサ

ポートするHigh Speed Downlink Packet Access(「HSDPA」)データカードおよびCDMA3GネットワークがサポートするEvolution

Data Only(「EVDO」)データカードの導入も検討している。これは比較的高い水準の売上総利益と平均販売価格になると見込ん

でいる。
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現在の世界的経済情勢が売上、経営および流動性に与える潜在的影響

ここ数か月における秩序ある金融市場の混乱は、流動性および借入の可能性を著しく縮小した以外に、有価証券などの投資商

品の価値が変動、下落したことに起因する。今回の混乱は企業の景況感および消費者意識に影響を与え、事業活動は減速し失業率

も増加した。これらの要因が世界経済の相互接続性や相互依存性とあいまって、世界規模での経済活動の減速を引き起こした。こ

れは前例のないことであったため、現在の経済情勢がもらたす最悪の影響や厳しさに対処するため、多くの主要国が対策を講じ

ている。

当社の事業は経済状況全般の影響を大きく受ける。今回の景気後退によって、当社は売上、経営および流動性の面で潜在的な影

響を受けた可能性がある。とはいえ2008年の業績がこうした影響の全てを反映しているとは考えていない。ブロードバンド・イ

ンフラストラクチャー、マルチメディア・コミュニケーションおよびサービス部門で2008年に計上した売上と関連売上原価の大

半が、今回の世界的な景気後退の前に締結した長期契約から生じたものだからである。このため長期契約のもと複数年に渡って

履行の提供が行われている。またこれらのセグメントで2008年に計上した収益の中には、前年以前に引き渡した設備および/また

は履行したサービスから生じたものを含んでいることもある。このような複合契約では、一般に認められた会計原則によって収

益認識の繰延が義務付けられていることが多く、複合契約とは設備の引渡しやサービスの提供が先に行われ、当該関連契約に

従って全ての義務が履行され、設備や設置サービスの最終受領の通知を顧客から受けるなど全ての収益認識基準が満たされるの

が後になるからである。

この景気後退がどのくらい続くのか予測できない。景気後退が長引くことで、当社の事業は以下を含む多くの面で悪影響を受

ける可能性がある。

　・当社の製品およびサービスに対する需要の減少

景気の先行きが不透明な間、投資の回収可能性が確保されるまで、顧客は既存のシステムをアップグレードするための購入また

は新しいシステムを配備するための購入を延期する可能性がある。また社債や株式の発行によって設備投資の資金調達を行わな

ければならない顧客は、証券市場が利用できない可能性がある。

・価格圧力の増加および利鞘の低下

当社の競合企業には、売上高や運転資本、財源、従業員数の面で比較的規模の大きなグローバル企業が多数含まれる。また当社

の顧客は通信事業サービス会社であり、一般的には政府が所有、管理および資金援助をしている。世界規模の景気後退によって潜

在的な市場規模が縮小した場合、可能な契約に対する競争はますます激しくなる可能性がある。その結果、競争力を維持するため

にこれまでよりも不利な価格設定、支払条件、現地調達条件を提示または受け入れる必要が生じる可能性がある。また見込みのあ

る案件であっても、競争圧力のために利益が出なければあえて競争に参加しない場合もあれば競争に参加できない場合もある。

・売掛金の回収に関する問題の増加

当社の顧客である通信事業会社の多くは、政府が所有または管理している。設備投資の支払の承認および資金調達において政府

方針に変更があれば、当社が現金を回収するサイクルが長くなり、当社の流動性が悪化する可能性がある。また当社の純売上高の

大半は資本の充実した大手通信事業会社からであるが、こうした大手通信事業会社と比べて資金が急激に低下する可能性のある

販売業者またはその他顧客にも販売が行われている。このため信用の質の問題を受けて、売上の減少、収益認識の遅延または回収

リスク増大などのリスクにさらされる可能性がある。

・追加のリストラクチャリング費用および資産減損費用

新規受注予約、収益およびキャッシュ・フローが事業計画で見込んだ水準に達しない場合、事業活動に専念し費用構造と期待収

益の調整を図るために経営陣はさらなる対策を講じる必要がある。こうした対策によって、必要があれば、追加のリストラクチャ

リング費用および/または資産減損費用を2009年以降に認識する可能性がある。
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業績

2007年の第４四半期において、当社は、事業ユニットを企業戦略に連携させるための新たな組織構造を発表した。この新たな組

織構造により、当社が業績および資源の配分を測定する報告セグメントが変更された。2007年10月１日より、新たな報告セグメン

トは以下のとおりとなった。

・マルチメディア・コミュニケーション

・ブロードバンド・インフラストラクチャー

・端末機器

・サービス

・パーソナル・コミュニケーション部門(PCD)

・その他（モバイル・ソリューション事業ユニット(MSBU)およびカスタム・ソリューション事業ユニット(CSBU)を含む）

当社のマルチメディア・コミュニケーション・セグメントは、インターネット・プロトコル・テレビ(「IPTV」)やその関連技

術の他にNGNソフトウェアに対する責任も有する。当社のパーソナル・アクセス・システム(PAS)インフラストラクチャーおよび

無線システム・チームもまた、この事業ユニットの一部である。

当社のブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントは、エンドユーザーに高速かつ費用効率の良い有線データなら

びに音声および映像コミュニケーションへのアクセスを可能とするソフトウェアおよびハードウエア製品に対する責任を有す

る。

当社の端末機器セグメントは、顧客が無線サービスにアクセスすることを可能にする消費者向け端末機器を設計、製造および

販売する。中国国内での端末機器（全てのPAS端末機器を含む）による全ての収益は、本セグメントに含まれている。2008年７月

のPCD事業の売却を受けて、端末機器セグメントは、韓国を拠点とする端末機器事業（主にPCD LLCに対する端末機器の供給）も

含んでいる。

当社は、当社のシステム・ソリューションの設置基盤の成長および運営を、当社の専門サービス事業であるUTStarcom

Servicesを介してサポートしている。全世界に配備された当社の専門家が、ネットワーク・プラニング、サーキット・パケット・

ネットワーク統合プラニング、システム統合、プログラム管理、オペレーション管理およびサポートならびに知識移転など、幅広

い活動において当社の顧客を援助する。

2008年７月１日、当社はパーソナル・コミュニケーション部門を売却した。詳細については、「第一部　第６　経理の状況－1」

に含まれる連結財務諸表注記３を参照のこと。PCDセグメントは主に米国において、PAS端末機器以外の端末機器の販売およびサ

ポートを2008年６月30日まで行っていた。

当社の「その他」セグメントには、MSBUおよびCSBUが含まれる。MSBUについては2008年７月31日に売却した。MSBUは、当社の無

線IPCDMA/IPGSM製品ラインの開発、販売およびサービス提供を事業内容としていた。当社は2008年第４四半期に、CSBUの製品を段

階的に縮小し、音声メッセージ技術をマルチメディア・コミュニケーションセグメントに統合することで、2009年第１四半期に

CSBUを解散すると発表した。CSBUの事業内容は、IPメッセージング、トランザクション・ゲートウェイ、リモート・アクセス・

サーバー（「RAS」）およびパケット・データ・サービス・ノード（「PDSN」）などの非主要製品の開発、販売およびサービス

を提供することであった。なおRASは遠隔地からのネットワーク・データへのアクセスを可能にする製品で、PDSNはCDMAセルラー

・ネットワーク・インフラストラクチャーをIPネットワークに接続する製品である。
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純売上高

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  

純売上高に対

する割合  2007年  

純売上高に対

する割合  2006年  

純売上高に対

する割合

 (単位：千)

セグメント別売上高                  

マルチメディア・コミュニ

ケーション

$ 280,391  17% $ 315,515  13% $ 437,901  18%

ブロードバンド・インフラ

ストラクチャー

 110,862  7%  157,118  6%  201,930  8%

端末機器  287,607  18%  234,468  10%  395,812  16%

サービス  57,911  3%  53,214  2%  49,278  2%

PCD  879,588  54%  1,664,147  67%  1,339,496  55%

その他  24,090  1%  42,508  2%  34,444  1%

 $1,640,449  100% $2,466,970  100% $2,458,861  100%

                  

 

 
                 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  

純売上高に対

する割合  2007年  

純売上高に対

する割合  2006年  

純売上高に対

する割合

 (単位：千)

地域別売上高                  

米国 $1,003,072  61% $1,665,021  67% $1,351,839  55%

中国  435,846  27%  560,548  23%  785,525  32%

日本  40,644  2%  70,155  3%  136,877  6%

その他  160,887  10%  171,246  7%  184,620  7%

 $1,640,449  100% $2,466,970  100% $2,458,861  100%

                  

 

2008年および2007年の比較

　2008年の売上高は、2007年と比べて826.5百万米ドル(34％)減少した。端末機器およびサービスを除く全てのセグメントにおい

て売上高は低下した。売上高の低下は主に、2008年７月に売却したPCD事業の影響によるものである。売却したPCDセグメントの純

売上高は784.6百万米ドル減少した。
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　マルティメディア・コミュニケーションセグメントの2008年売上高は、2007年と比べて35.1百万米ドル(11％)減少した。これは

主に、PASインフラストラクチャー製品に対する需要が引き続き低迷しているためである。ブロードバンド・インフラストラク

チャー。セグメントの2008年売上高は、2007年と比べて46.3百万米ドル(29％)減少した。この減少は主にCPEおよびMSANの売上が

落ち込んだためである。このセグメントでは、顧客集中のため、一部の契約における収益認識の規模と時期によって売上高は変動

する。2008年の端末機器セグメントの売上高は、53.1百万米ドル(23％)増加した。これは主に2008年第２四半期にPCD LLCに販売

した端末機器が総計で126百万米ドルになったためであるが、2008年に販売したPAS端末機器の価格および販売数量が、2007年と

比べて継続的に低下したため部分的に相殺された。この数四半期で経験しているように、競争の激化およびPAS加入者の減少に

よって、PAS端末機器に対する需要は減少し平均販売価格も低下した。

　詳細については、「第３　事業の状況-７　財務状況および経営成績の分析」における「セグメント報告」を参照のこと。

　景気の先行きが不透明なことは、当社の事業に悪影響を与える可能性がある。とはいえ当社の事業の大部分は中国とインドを拠

点としており、この２カ国については2009年においても経済成長が見込まれている。2009年以降、中国の通信事業業界の再編や価

格圧力の増大を受け、PAS端末機器およびインフラ機器は引き続き減少すると思われる。一方CDMAやTD-SCDMAの端末機器は当社売

上にプラスに寄与し、PAS事業の減少分を一部相殺すると見込んでいる。また中国でのデータ事業の成長に乗じるため、当社は

2009年中旬にTD-SCDMAネットワークがサポートするHigh Speed Downlink Packet Access(「HSDPA」)データカードおよび

CDMA3GネットワークがサポートするEvolution Data Only(「EVDO」)データカードの導入も検討している。これらの売上総利益

と平均販売価格は比較的高水準になると見込んでいる。とはいえこうした売上によって、PAS端末機器やインフラストラクチャー

の売上の減少が完全に相殺されるとは考えていない。現在は、中国、インド、台湾などの地域市場において、まずIPTV製品が受け入

れられるよう取組みを進めている。これらの地域だけではなく、当社がIPTV販売を拡大したいと考えるその他の地域のターゲッ

ト市場においても、IPTV市場は重要な成長機会を提供すると考えている。

　2008年において、Verizon WirelessとSprint Spectrumが当社の総売上高において占める割合はそれぞれ、約20％および12％で

あった。

 

2007年および2006年の比較

　2007年における純売上高は、2.5十億米ドルであり、2006年の純売上高と比較し、連結ベースでは著しい変化はなかった。収益は

PCD、サービス、その他を除く全てのセグメントにおいて低下した。ブロードバンド・インフラストラクチャーおよびマルチメ

ディア・コミュニケーションセグメントの収益は、2006年と比較しそれぞれ22％および28％低下し、これは継続するPAS市場の成

熟、中国における顧客の3G発売の待機およびソフトバンクからの需要の減少が原因となり需要が減少したことによる。過去２年

間において当社が経験したとおり、中国における当社のPAS/iPAS製品および当社のPAS/iPASベースの端末機器は、需要の低下お

よび価格圧力の結果として、収益が減少している。それにより当社の2007年の端末機器セグメントの売上高は、2006年に比べ41％

減少した。当社のPCDセグメントにおいては、販売台数の増加および平均販売価格の上昇により、2007年のセグメント収益は、2006

年と比較し24％増加した。サービス・セグメントによる収益は、2007年下半期にマルチメディア・コミュニケーション製品の新

規契約を結んだ影響で中国事業の売上が伸びたため、８％増加した。その他セグメントにおける売上高は、当社のカスタム・ソ

リューションならびにIPCDMAの売上の増加により、23％増加した。

2007年において、Verizon Wireless、T-Mobile USAおよびSprint Spectrumは、当社の総売上高に対しそれぞれおよそ22％、15％

および13％を占めた。
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売上総利益

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  

売上総利益に

対する割合  2007年  

売上総利益に

対する割合  2006年  

売上総利益に

対する割合

 (単位：千)

セグメント別売上総利益（損失）                

マルチメディア・コミュニ

ケーション

$127,112  45% $109,706  35% $203,501  46%

ブロードバンド・インフラス

トラクチャー

 (3,516) (3)%  6,512  4%  (2,146) (1)%

端末機器  39,015  14%  76,219  33%  118,459  30%

サービス  17,407  30%  8,923  17%  1,005  2%

PCD  69,005  8%  94,215  6%  39,932  3%

その他  12,219  51%  25,876  61%  24,993  73%

 $261,242  16% $321,451  13% $385,744  16%

                  

 

売上原価は、主に製品の製造、組立および検査に関連する原材料費用および人件費、敷設および顧客トレーニングに関連する費

用、保証費用、代理人への報酬、棚卸資産および契約損失引当金ならびに間接費から構成される。売上原価はまた、構成部品および

組立部品に対する輸入税および関税を含む。当社製品で使用される特定の構成部品および原材料は単一の供給者または限定され

たグループの供給者から購入しており、中国の輸入許可および承認を得ることを求められる場合がある。当社は当社のCDMA端末

機器の大部分の製造および組立を、第三者製造業者にも委託している。

当社の売上総利益は、平均販売価格、原材料費用、製品構成、保証料および契約損失引当金および棚卸資産引当金ならびに過去

の年度に関連する前受収益および関連経費の取り崩しの効果により影響を受けてきた。純売上高に対する当社の売上総利益の割

合は、当社の製品群で異なる。製品構成の変化、製品のライフサイクルの段階、平均販売価格の低下および売上原価を削減する当

社の能力の結果、当社は、純売上高に対する当社全体の売上総利益の割合が将来変動すると予測している。
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2008年度および2007年度の比較

　2008年度の売上総利益は、2007年度の321.5百万米ドルすなわち純売上高の13％と比較し、261.2百万米ドルすなわち純売上高の

16％であった。米ドル絶対額での売上総利益の減少は主に、2008年7月のPCDの売却、CDMA端末機器モデルの受注キャンセルに関連

した在庫処理費用、ブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントにおける契約損失引当金の増加の他に、PAS端末機器

の販売台数と売上総利益率の低下による。かかる減少は、マルチメディア・コミュニケーション・セグメントおよびサービス・

セグメントにおける利益率の高い製品の売上の増加ならびに2008年に計上した5.1百万米ドルのサプライヤー・リベートにより

相殺された。売上高総利益率は、主に他のセグメントに比べて売上総利益率が低かったPCD事業を2008年７月に売却したことに起

因し上昇した。2008年の売上総利益には、本来、ブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントの前年度以前の売上総利

益を計算する際に含まれるべきであった3.4百万米ドルの契約損失費用が含まれている。これらの過年度分の費用を前期と今期

に計上することによる影響は小さい。

　PCDおよびMSBUを除くと、2008年度の売上総利益は、2007年度の222.1百万米ドルすなわち純売上高の28％と比較し、188.4百万米

ドルすなわち純売上高の25％であった。

詳細については、「第３　事業の状況-７　財務状況および経営成績の分析」の「セグメント報告」を参照のこと。

 

2007年度および2006年度の比較

売上総利益は、2006年度の385.7百万米ドルすなわち純売上高の16％と比較し、2007年は321.5百万米ドルすなわち純売上高の

13％であった。売上総利益の64.3百万米ドルの減少は、マルチメディア・コミュニケーションセグメントおよび端末機器セグメ

ントにおける売上が減少したためである。売上総利益の利益率は、当社の総売り上げに対するPCDの売上が、2006年は55％であっ

たのに対し2007年は67％を占めたことにより、2006年の16％から2007年には13％に減少した。2007年における売上総利益および

売上総利益率は、追加的な棚卸資産引当金およびインフラストラクチャー配備契約の予想損失にかかる6.2百万米ドルの引当金

により、悪影響を受けた。
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営業費用（利益）

以下の表は、当社の営業費用の概要を示したものである。

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  

純売上高に対する

割合(％)  2007年  

純売上高に対する

割合(％)  2006年  

純売上高に対する

割合(％)

 (単位：千)

販売費および

一般管理費 $257,559  16% $319,145  13% $334,455  14%

研究開発費  143,291  9%  168,275  7%  182,869  7%

無形固定資産の償却  4,111  0%  15,961  1%  18,871  1%

長期資産および

のれんの減損  27,220  2%  19,912  1%  ̶  ̶

リストラクチャリング  13,059  1%  14,474  1%  ̶  ̶

事業部門売却益  (7,782) (1)%  (4,271) (1)%  (12,291) (1)%

 $437,458  27% $533,496  22% $523,904  21%

                  

 

販売費および一般管理費（「販売管理費」）は、報酬および年金、専門家報酬、販売手数料、貸倒引当金ならびに旅費および交

際費を含む。研究開発費は主に研究、計画および開発活動に従事する従業員の報酬および利益、原型のための部品の費用、設備の

減価償却費ならびに第三者の開発費用から構成される。当社は継続的かつ良識的な研究および開発に対する継続的投資が、当社

の長期的成功に対して重要であると確信しており、適切な投資水準を積極的に判断していく。当社費用の一部は固定額であるた

め、売上が落ち込む時期に直ちに費用を削減するのは困難である。

 

販売費および一般管理費

2008年度および2007年度の比較

2008年度の販売管理費は、2007年度の319.1百万米ドルと比較し19％減少し、257.6百万米ドルであった。この61.5百万米ドルの

減少の内訳は、2008年7月のPCDおよびMSBUの売却に関連する減少分14.9百万米ドル、調査や訴訟の減少による法的費用や会計費

用の減少分15.7百万米ドル、2007年の会計修正やOracleシステムのアップグレード実施などを受けて外部サービス利用が減少し

たことによる削減分7.6百万米ドル、継続的な事業合理化および最近の費用削減対策による人件費と賞与の削減分7.1百万米ド

ル、変動持分事業体の非連結化および2008年の年頭に完全償却した固定資産による減少分3.2百万米ドル、販売活動の減少による

広告およびマーケティング費用の減少分2.3百万米ドル、総収入の減少による手数料費用の減少分2.3百万米ドル、政府の税金還

付を受けて中国の事業税が減少したことによる税金およびライセンスの減少分2.5百万米ドル、出張の減少や費用抑制努力によ

る旅費の減少分1.8百万米ドルである。かかる減少は、2008年の貸倒金の回収の減少3.1百万米ドルにより一部相殺された。
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2007年度および2006年度の比較

販売管理費は、2006年度の334.5百万米ドルと比較し、５％減少し319.1百万米ドルであった。純売上高に対する費用の割合は、

2007年および2006年においてそれぞれ13％および14％であった。かかる減少は主に（ⅰ）外部コンサルタントの活用の削減およ

び関連プロジェクトを内部スタッフに移行したことによる受託業者の活用の削減9.7百万米ドル、（ⅱ）2.3百万米ドルの旅費の

削減、（ⅲ）リース領域を削減したことによる施設関連費用の3.2百万米ドルの削減に起因するものである。かかる減少は主に、

（ⅰ）1.1百万米ドルの不良債権の回収の減少、（ⅱ）さまざまな法的措置、調査および再評価に関連する弁護士費用を主とする

専門家費用の8.1百万米ドルの増加、（ⅲ）当社のOracleシステムのアップグレードに関連する固定資産に関連する費用2.7百万

米ドルにより相殺された。2006年において、販売管理費には、2003年から2005年にかかる税制年度における中国税務当局の監査に

よる7.9百万米ドルのVAT費用および2006年度の共同事業の終了に伴う純資産の4.7百万米ドルの減価償却が含まれていた。

 

研究開発費

2008年度および2007年度の比較

2008年度の研究開発費は、2007年度と比べて25百万米ドル減少した。2008年度の下半期に当社がPCDおよびMSBUを売却したこと

で、合計8.3百万米ドルの研究開発費の削減につながった。かかる減少は、研究開発機能を米国から中国に引き続き移転したこと

に伴う11.6百万米ドルの人件費関連経費の減少、非中核事業における支出の減少、継続的な事業合理化による2.3百万米ドルの減

価償却費の減少、2.0百万米ドルのソフトウェア・ライセンス費用の減少も研究開発費の削減によるものである。また、2008年度

における特許売却の計上に関連する2.0百万米ドルの削減にも起因するが、これは2008年度の新規端末機器導入に関連するコン

サルティング費および試作費の1.9百万米ドルの増加により相殺された。

 

2007年度および2006年度の比較

研究開発費は、2007年度および2006年度においてそれぞれ168.3百万米ドルおよび182.9百万米ドルつまりいずれも純売上高の

７％であった。絶対額では、研究開発費は14.6百万米ドル減少し、これは主に機器、部品および減価償却費の9.6百万米ドルの減少

および前期における研究開発機器の帳簿価格の切り下げならびに人員削減による給与、給与税および年金給付を含む合計6.1百

万米ドルの人件費の減少に起因する。さらに、研究開発費の減少は、外部サービス利用の減少による2.5百万米ドルの費用削減に

も起因している。これらの削減は、株式報酬の1.4百万米ドルの増加により一部相殺された。
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株式報酬費用

2008年12月31日現在、権利未確定のストックオプション、制限付株式および制限付株式ユニットに関連して測定された未認識

報酬費用の合計額は22.1百万米ドルであり、この金額は2.3年の加重平均期間にわたり認識される予定である。以下の表は、当社

の連結損益計算書における株式報酬費用を要約したものである。

 

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

  (単位：千)

純売上原価  $ 1,306 $ 697 $ 811

販売および一般管理   15,652  7,988  13,026

研究開発   3,607  4,107  2,755

合計  $ 20,565 $ 12,792 $ 16,592

          

 

2008年度および2007年度の比較

　2007年度と比較した2008年度における株式報酬水準の上昇は主に、2007年第４四半期と2008年に付与した報奨（2007年11月お

よび2008年２月に付与した年次業績評価に基づく株式報酬など）を2008年の費用として認識したためである。2007年の同期に報

奨が付与されなかったのは、当社がSECに報告書の提出を怠ったためである。販売管理費に計上される2008年の株式報酬費用に

は、役員の１人が退職したことに関連する報奨の修正分約1.5百万米ドルが含まれている。2008年第４四半期の株式報酬には、適

用失効率の訂正から生じた過年度に関わる2.5百万米ドルの費用が含まれる。この過年度の費用の計上が過年度および当年度に

及ぼす影響は重要ではない。

 

2007年度および2006年度の比較

　2006年度と比較した2007年度における株式報酬の水準の低下は、SFAS第123号(R)に基づく会計処理の対象であるエクイティ付

与のタイミングおよび当社の株価の低下に起因する。当社は、SECに対する定期的な財務報告を提出することができなかったた

め、2007年10月まで、2007年度の新たなエクイティ付与を行うことができなかった。過去のエクイティ付与に関連する報酬に関し

ては完全に認識されており、新たなエクイティ付与に起因する報酬と差し替えられることはないため、今後当社の株式報酬費用

は全体的に減少するであろう。

 

無形固定資産償却

2008年度および2007年度の比較

　2008年度の無形固定資産償却費用は、2007年度の16.0百万米ドルに比べて4.1百万米ドルであった。無形固定資産償却費用は、主

に2007年第４四半期に簿価15.7百万米ドルの無形固定資産を減損したことおよびPCD事業売却に関連して2008年第３四半期に簿

価15.8百万米ドルの無形固定資産を処分したことにより減少した。また複数の無形固定資産が過去12か月間において完全に償却

されたことも減少の要因である。

 

2007年度および2006年度の比較

2007年度の無形固定資産償却費用は、2006年度の18.9百万米ドルに比べて16.0百万米ドルであった。無形固定資産償却費用は、

複数の無形固定資産が過去12か月間において完全に償却されたことにより、減少した。 
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資産の減損

2008年度

　経常的な営業損失、引き続き厳しい事業環境、止まらない株価下落に加えて、2009年の予算編成時に作成した将来キャッシュ

・フロー予測において、当社の各セグメントの資産が簿価まで回復できないことが明らかになったため、当社は2008年12月31日

現在の長期性資産に対して回収可能性テストを実施した。2008年12月31日における有形固定資産の公正価値の見込額を決める際

に、当社は複数の予測を行った。なお当社経営陣はこの予測が合理的かつ適切なものと考えている。また公正価値を最終的に決め

る際に、当社資産の一部に対して2008年12月31日付で外部の評価会社が行った公正価値の評価結果も一部考慮に入れた。この外

部評価では、杭州の施設ならびに器具備品、ソフトウェア、車両および建物附属設備の一部を評価の対象としていた。これにより

当社による公正価値の見込額の合理性が確認できた。

簿価の面で最も重要な長期性資産は、中国の杭州にある製造、研究開発および事務管理施設である。収益還元法を用いて2008年

12月31日付で施設および関連付属設備の公正価値を見積ったところ約183.2百万米ドルであり、これは簿価を約15.8百万米ドル

上回っている。このため中国事業の本社資産は減損していないと当社は判断した。

また中国、インド、日本、韓国および米国にある器具備品、ソフトウェア、車両および建物附属設備のうち重要なものについて

は、公正価値を推定するために使われている原価法など用いて、個別に減損のテストを実施した。まずテストの対象となる各資産

の原価に調整係数を適用し、現在の取替原価を予測した。次にあらゆる原因から生じる陳腐化、磨耗および取外し費用を考慮に入

れて、2008年12月31日付で各資産の公正価値を見積もった。このテスト結果を受けて、当社は約22.3百万米ドルの減損費用を営業

費用に計上した。その内訳は、ERPシステムに11.9百万米ドル、器具備品に6.7百万米ドル、資産計上したソフトウェアなどに3.7百

万米ドルである。

2009年財政計画で策定した営業成績を達成できない場合、有形固定資産の簿価を切り下げる追加の減損費用が2009年に生じる

可能性が十分にあると考えている。

さらに当社は、2008年度第４四半期において、電気通信事業に関するオーダーメイドのソリューションを提供する当社のCSBU

の解散を決定したことに伴い、4.9百万米ドルの減損費用も計上し、2003年の3Com CorporationのCommworks部門

（「Commworks」）買収に関連する顧客関係無形資産を償却した。従って、当社の2008年12月31日現在の連結貸借対照表には償却

の対象となる有限の耐用年数を有する無形固定資産の残高は存在しない。

 

2007年度

当社は市況を踏まえて2007年に戦略分析を詳細に行い（2007年第４四半期に完了）、この分析を受けて新しい企業戦略を策

定した。PCD事業以外は売上の低下が続き、今後もその傾向は変わらないという分析から、当社全体の戦略的経営計画および製

造能力計画の主要な前提も見直した。この見直しの結果、世界的にも業界的にも経済状況の悪化が続いたこと、戦略の方向性を

新たに策定したこと、売上が実際に減少したことを考慮し、短期及び中期の予想売上を大幅に下方修正した。2007年度第４四半

期および2008年度の予算編成プロセスにおいて初めて数値化することができた当社の見通しと計画におけるこれらの重要な

変更により、長期性資産の減損に関する検討が必要となった。

2007年度ののれんの減損評価に基づき、当社は2007年12月31日に終了した事業年度にのれんの減損費用約3.1百万米ドルを

計上した。2008年および2007年12月31日現在の連結貸借対照表にのれんの残高は存在しない。
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当社はまた、「その他」セグメント内の割引前見積キャッシュ・フローが特定の長期性資産の帳簿価額を回収するのに十分

ではないと判断した。当社は、割引後の将来見積キャッシュ・フローを用いて「その他」セグメントで償却の対象となる無形

固定資産の見積公正価値を算定し、顧客との関係に対して10.5百万米ドル、既存の技術に係る無形固定資産に対して5.2百万米

ドルの減損費用を計上した。「その他」セグメントの特定の設備の帳簿価額における減損を認識するため、約1.1百万米ドルの

減損費用も計上された。

 

2006年度

2006年度においては、可能な減損を示す状況または事象が発生しなかったため、当社は無形固定資産または土地、工場および設

備に関連するいかなる減損費用も計上しなかった。

 

リストラクチャリング

2008年度

　当社取締役会は、営業費用の削減を目的としたリストラクチャリング計画（「2008年計画」）を2008年12月16日に承認した。

2008年計画には、一部の非中核事業を縮小し世界全体で約10％の人員削減を実施することなどが含まれる。この人員削減によっ

て、中国、韓国、米国などの従業員約700名が影響を受ける。2008年計画に関連して2008年第４四半期には、主として特別退職金か

らなる13.1百万米ドルのリストラクチャリング費用が発生した。なお2008年計画を完全実施した場合には、給与および報酬で年

間約23百万米ドルの費用削減が実現するとみている。

 

2007年度

2007年10月２日、当社の取締役会は、当社の従業員の、全世界における12％削減を含む、営業費用削減を目的としたリストラク

チャリング計画（「2007年計画」）を承認した。かかる人員の削減は主に米国および中国におけるものであった。当社は、本計画

に関連するリストラクチャリング費用として、2007年第４四半期に14.5百万米ドルを計上し、かかる費用は主に、一時退職金の現

金による支払により構成されていた。

以下の表は、リストラクチャリング計画に関連して、2008年および2007年に発生したセグメント別の費用の総額を示したもの

である。

        

  

12月31日に

終了した年度

  2008 2007

  (単位：千)

マルチメディア・コミュニケーション  $ 1,707 $ 2,489

ブロードバンド・インフラストラクチャー   508  1,127

端末機器   4,067  1,475

サービス   448  1,948

その他   1,252  1,301

 セグメント別合計   7,982  8,340

本社   5,077  6,134

 合計  $ 13,059 $ 14,474
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2008年12月31日現在、2008年計画および2007年計画に関連するリストラクチャリング債務残高はそれぞれ約8.7百万米ドルお

よび約0.8百万米ドルであった。2008年計画におけるリストラクチャリング債務残高は、2009年中に完了する人員削減に関連して

8.0百万米ドル、2009年に終了するリースの残存期間に渡って返済するリース債務に関連して0.2百万米ドルおよびその他の費用

0.5百万米ドルなどから成る。2007年計画におけるリストラクチャリングの債務残高は、2010年に終了するリースの残存期間に

渡って返済するリース債務に関連して0.8百万米ドルである。

 

事業分割に伴う純益

2008年度

　2008年の事業分割に伴う純益7.8百万米ドルは、PCDの売却益3.8百万米ドルとMSBUの売却益3.9百万米ドルなどからなる。事業分

割の詳細については、「第６　経理の状況－１」に含まれる連結財務諸表の注記３を参照のこと。

 

2007年度および2006年度の比較

　2006年２月、当社は、当社が以前に買収したAdvanced Communications Devices Corporationに係る資産を含む、当社の半導体設

計業務における実質的に全ての資産および一定の負債を、Marvell Technology Group Ltd.に売却した。当社は、既定の目標の達

成時に、かかる資産の売却益を、2007年および2006年にそれぞれ4.3百万米ドルおよび12.3百万米ドル計上した。

 

その他の収益(費用)

受取利息

2008年度および2007年度の比較

2008年度および2007年度における受取利息は、それぞれ7.5百万米ドルおよび14.5百万米ドルであった。受取利息の減少は、投資

に利用できる現金残高が減少した上に2008年度の金利が2007年度と比べて低下したことがあげられる。

 

2007年度および2006年度の比較

2007年度および2006年度における受取り利息は、それぞれ14.5百万米ドルおよび14.8百万米ドルであった。かかる減少は、主に

中国における金利の低下および現金残高の低下に起因するが、その一部は、2006年度に比べ2007年度は比較的安定していた米国

における現金残高の高利回りにより相殺された。

 

支払利息

2008年度および2007年度の比較

支払利息は2008年度および2007年度においてそれぞれ10.4百万米ドルおよび32.7百万米ドルであった。2008年度の支払利息が

2007年度と比べて減少した要因には、2008年３月１日に274.6百万米ドルの転換劣後社債を償還したことおよび2008年に48百万

米ドルのその他銀行借入を返済したことなどがあげられる。また2008年度の支払利息には、75百万米ドルの担保付リボルビング

信用枠に関連した社債発行費用約2.5百万米ドルが含まれている。2008年１月１日から満期日の2008年３月１日の期間において

は、第二付属社債契約に従って、転換劣後社債の額面利率は10.875％であった。なお2007年１月９日から2007年７月25日までの額

面利率は7.625％であり、2007年７月26日から2007年12月31日までは10.875％であった。2007年１月８日以前は年率7/8％で利息

が発生した。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 73/278



2007年度および2006年度の比較

支払利息は、2007年度および2006年度において、それぞれ32.7百万米ドルおよび11.7百万米ドルであった。支払利息のかかる増

加は主に、2008年に満期を迎える当社の劣後社債に関連する第一および第二付属社債契約に起因する22百万米ドルの支払利息の

増加に起因する。当社の転換劣後社債の額面利率は2007年１月９日から2007年７月25日までの間は7.625％であり、2007年７月26

日から2007年12月31日までの間は10.875％であった。2007年１月８日以前は、当社の転換劣後社債は、年間7/8％の利息を発生し

ていた。

2007年１月９日に、当社は、当社が原契約の一定の規定を遵守しない場合でも、不履行または不履行事由を生じないとする旨を

定めた付属社債契約を、本社債権者と締結した。かかる付属社債契約は、転換劣後社債が、期限前に買い戻されるか転換されない

限り、2007年１月９日以降、社債満期日までの間、追加で年率6.75％の特別利息を生じることを規定している（転換劣後社債に関

する原契約では年率7/8％の利息が生じることが規定されている）。2007年７月26日、当社は、2007年７月19日に当社が発表した

同意要請に関連して、転換劣後社債の元本総額の50％超の保有者から同意を受領したことを受けて、第二付属社債契約を締結し

た。かかる第二付属社債契約は、2007年７月26日から転換劣後社債の満期日である2008年３月１日までの間、転換劣後社債が、期

限前に買い戻されるか転換されない限り、年率10％の特別利息を生じることを条件としたものである。原契約においては、当社の

転換劣後社債は、年間7/8％の利息を発生することが条件であった。かかる特別利率は、第一付属社債契約に定めるこれ以前の特

別利息の利率である年率6.75％から3.25％増加した。第二付属社債契約により、現在の転換劣後社債の額面利率は、10.875％であ

る。

 

その他の収益－純額

2008年度および2007年度の比較

その他の収益の純額は、2007年には64.8百万米ドルであったのに対して、2008年には35.4百万米ドルであった。2008年の当該純

額にはGemdaleに対する投資の売却益32.4百万米ドル、Infineraに対する投資の売却益7.3百万米ドル、変動持分事業体に対する

投資の清算益8.2百万米ドルなどが含まれているが、外国為替差損9.9百万米ドルおよび長期投資の評価減4.3百万米ドルにより

相殺された。一方2007年におけるその他の収益の純額にはGemdaleに対する投資の一部売却益53.7百万米ドル、ImmenStar, Inc.

(「ImmenStar」)およびFiberxon Inc.(「Fiberxon」)に対する投資の売却益5.7百万米ドルが含まれていた。

 

2007年度および2006年度の比較

その他の収益の純額は、2006年には1.1百万米ドルであったのに対して、2007年には64.8百万米ドルであり、かかる数値には、

53.7百万米ドルのGemdaleに対する当社の投資の一部売却およびImmenstarおよびFiberxonに対する当社の投資の売却益が含ま

れる。2006年におけるその他の収益の純額は、主に、7.6百万米ドルの外国為替収益、2.5百万米ドルの資産の売却益、2.1百万米ド

ルの受取配当金および2.1百万米ドルのその他様々な収益により構成され、13.5百万米ドルの長期投資の減損費用により相殺さ

れた。
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法人税等

当社は、2007年１月１日に、FASB解釈指針第48号「法人税等の不確実性に関する会計処理」（「FIN第48号」）の規定を採用し

た。FIN第48号は、将来の期間において法人税費用の変動に起因する可能性のある税務ポジションを認識するまたは継続的に認識

するための基準を設定している。当社は、全ての税務ポジションを適切に処理したと考えているが、課税当局が断定する金額が、

当社の見越し勘定を上回る可能性がある。従って、将来、見積の修正に伴い、法人税に関連する追加引当金が計上される可能性が

あるが、さもなければ内在の問題は解決したということになる。

 

2008年度および2007年度の比較

　2007年の法人税費用は32.9百万米ドルであったのに対し、2008年度の法人税費用は7.1百万米ドルであった。

　中国法人税法（「CIT法」）が2008年１月１日に施行された。CIT法に対応する新規制が2008年第１四半期に制定されたことを

受けて、当社は2008年第１四半期において、法人税ベネフィット11.7百万米ドルを計上した。これは、当社が米国外において永久

的に再投資しないと決定した子会社の未送金の利益に対する外国源泉徴収税に関する繰延税金負債を解消したことに関連して

計上したものである。またGemdaleに対する投資の売却益を認識した関係で、外国源泉徴収税3.2百万米ドルが2008年第１四半期

に発生した。

PCDの売却により、当社は、カナダにおいて繰延税金資産を認識できるほどの課税所得を生み出していないと考えている。この

ためカナダにおける純繰延税金資産残高に対して評価引当金を設定した。この評価引当金の設定に関連した法人税費用は1.8百

万米ドルである。

繰延税金負債の解消に関連した税金ベネフィット11.7百万米ドル、外国源泉徴収税の発生に関連した税金費用3.2百万米ドル、

カナダにおける繰延税金資産に対する評価引当金の設定に関する税金費用1.8百万米ドル以外にも、当社は2008年において13.8

百万米ドルの税金費用を発生した。税引前損失を計上したにもかかわらず、税金費用が発生した理由は主に２つあり、１つめは、

当期の損失について税金ベネフィットは実現しないであろうと考えたため、当期に発生した損失ならびに米国および他の国々で

発生した税額控除に対し税金ベネフィットを享受しなかっためである。２つめはこれまで利益をあげてきた税管轄地で引き続き

税金費用が発生しているためである。

2007年は、以下に記載のとおり、本国に送金していない利益に対する繰延税金負債の設定で11.7百万米ドルおよびGemdaleへの

投資の売却益の認識に関連した源泉徴収税5.4百万米ドルに関連し、法人税費用17.1百万米ドルを計上した。

 

2007年度および2006年度の比較

2007年度における法人税費用は、2006年度における税金ベネフィット15.0百万米ドルと比較し、32.9百万米ドルであった。

2007年３月16日、中国の最高立法府である全国人民代表大会の議会は、CIT法を可決した。同法は、2008年１月１日に発効した。

CIT法の下では、国内企業および外国投資企業（「FIE」）に対する中国の二本立ての課税システムが、事実上統一システムに変

更された。2007年12月のCIT法に対応するための新規定の制定の結果、当社は、米国外において永久的に再投資されないと当社が

決定した当社の子会社の、免税の対象にならない収益に関する、外国源泉徴収税に対する繰延税金負債の計上に関連し、11.7百万

米ドルの法人所得税費用を生じた。当社はまた、Gemdaleに対する投資の売却において認識された利益に関連する外国源泉徴収税

5.4百万米ドルを生じた。
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外国源泉徴収税に関連した税金費用17.1百万米ドル以外にも、当社は15.8百万米ドルの税金費用を発生した。税引前損失を計

上したにもかかわらず、税金費用が発生した理由は主に２つあり、１つめは、当期の損失について税金ベネフィットは実現しない

であろうと考えたため、当期に発生した損失ならびに米国および他の国々で発生した税額控除に対し税金ベネフィットを享受し

なかっためである。２つめはこれまで利益をあげてきた税管轄地で引き続き税金費用が発生しているためである。

2006年には、当社は、中国における当社の子会社のうちの２社であるHUTSおよびHSTCに関して行われた2003年から2005年まで

の課税年度に関する中国における税務調査の確定ならびにHSTCに関する当社のタックス・ホリデーの承認に関連して29.0百万

米ドルの法人税等ベネフィットを計上した。

 

セグメント報告

上記のとおり当社は、2007年度第４四半期において、当社の企業戦略に事業部門を適合させるための新しい組織構造を発表し

た。

当社の経営陣は、内部の管理システムから受け取った情報に基づいて財務上の決定を行い、また、現在、セグメントの収益およ

び売上総利益に基づいて報告セグメントの業績の評価をし、資源を配分している。製品に関連する売上原価および直接経費は報

告セグメントに割り当てられる。セグメントの資産および業績を図るために使用される会計方針は連結レベルで用いられるのと

同様のものである。

 

マルチメディア・コミュニケーション

   

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

  (単位：千)

純売上高  $280,391 $315,515 $437,901

売上総利益  $127,112 $109,706 $203,501

総売上高に対する売上総利益の割合   45%  35%  46%

 

2008年および2007年の比較

　2008年の売上高は、2007年と比べて35.1百万米ドル(11％)減少した。これは主にPASシステムおよび2007年の念頭に事業から撤

退した3G関連製品ラインの売上が2008年に減少したことによる。売上の減少はSet Top Box(「STB」)およびNGNの売上の増加に

より一部相殺された。PASシステムの売上は世界全体で21％減少し、同売上がマルチメディア・コミュニケーションの売上に占め

る割合は、2007年度は87％であったのに対して2008年度は約77％となった。

　2008年の売上総利益率は2007年の35％から45％に増加した。これは製品保証費用や在庫費用が減少したことに加えて、第三者に

対する未払手数料4.5百万米ドルが2008年の第３四半期に減少したこと、2007年の3G製品の売上9.1百万米ドルの利鞘が低かった

ことの影響を受けたためである。売上総利益率の増加は、利鞘の低いSTB製品の2008年売上の増加により一部相殺された。第三者

に対する未払手数料が2008年に減少した要因は、当該未払金の有効期限が切れ、支払う必要がなくなったため、当社の確立された

手続に従って当該債務の消滅に取り組んだためである。
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　中国では3Gネットワークが始まったことを受けて、PASインフラストラクチャーの支出は2009年度以降に減少すると見ている。

これを受けてPASインフラストラクチャーの新規受注は継続的に減少すると考えられるため、当社は、複数の市場においてデュア

ルモード・エンタープライズPAS製品およびNGN製品の機会を積極的に追求していく予定である。しかしながら、かかる売上が

2009年度以降に予想されるPASの売上の減少を完全に相殺するとは考えてはいない。

　IPTV市場は重要な成長機会であると考えている。当社のIPTV製品は、中国、インド、台湾などの地域市場でまず受け入れられた。

 

2007年および2006年の比較

　2007年において、マルチメディア・コミュニケーションの純売上高は、主に当社のPASインフラストラクチャーの売上の減少お

よび3G製品ラインの衰退を原因とし、2006年に比べ28％減少した。全世界におけるPASの純売上高は22％減少し、2006年の82％に

対し、2007年において当社のマルチメディア・コミュニケーションの純売上高のおよそ87％を占めた。中国における新PASシステ

ムの売上高は、PAS/iPASシステムが製品成熟に達し、ユーザーのニーズが新規システムの導入からシステムの拡大へと移行した

ことにより、2004年から継続して減少している。

　純売上高に対する売上総利益の割合は、2006年と比較し46％から35％に減少した。かかる減少は主に、保証費用の増加および

2007年10月に開始されたリストラクチャリング計画により、収益性の低い一定の製品ラインを終了したことにより、棚卸資産評

価引当金が増加したことによる。

 

ブロードバンド・インフラストラクチャー

 

   

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

  (単位：千)

純売上高  $110,862 $157,118 $201,930

売上総利益 （損失）  $(3,516) $ 6,512 $(2,146)

総売上高に対する売上総利益（損失）の割合   (3)%  4%  (1)%

 

2008年および2007年の比較

日本のソフトバンクがADSL拡大の段階を完了したことによりCPEおよびMSANの製品ラインが減少し、売上高は減少した。日本の

ソフトバンクが2008年および2007年のブロードバンド・インフラストラクチャー全体の純売上高に占める割合はそれぞれおよ

そ23％および34％であった。かかる減少はオプティカル製品の売上の増加により一部相殺された。

2008年の売上総利益は、2008年に契約損失引当金を約18.4百万米ドルを計上したことに加えて、中国のオプティカル製品に関

連した在庫費用が約7.1百万米ドル増加したことに起因し、2007年と比べて10.0百万米ドル減少した。売上総利益の減少は利鞘の

高いMSAN製品の売上により一部相殺された。2008年の売上総利益には、本来前年度以前の売上総利益を計算する際に含まれるべ

きものであった3.4百万米ドルの契約損失費用が含まれている。2007年、当社はインフラストラクチャー配備契約に追加の契約損

失6.2百万米ドルを計上した。
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当社は、新製品を発表することによりさらなる保証費用を発生し、特定の固定価格契約の進行に伴い、追加的な契約損失を発生

する可能性がある。かかるいずれの事象も、当社の将来における売上総利益、業績および財務状態に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

 

2007年および2006年の比較

　当社のブロードバンド・インフラストラクチャーにおける最大の顧客は、日本のソフトバンクであり、2007年および2006年のブ

ロードバンドの純売上高のそれぞれおよそ34％および54％を占めた。本セグメントにおける顧客の集中により、収益は、大口顧客

との一定の契約に関する収益認識の規模および時期に基づいて変動する。

　ブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントの2007年純売上高は、2006年に比べ44.8百万米ドル減少した。かかる減

少は、ソフトバンクが固定回線による事業への初期投資を完了し、ボーダフォン・ジャパンの買収後、無線事業に焦点を変更した

ため、日本におけるソフトバンクに対する売上が減少したことによる。かかる減少はまた、2006年における純売上高に31.2百万米

ドルの注文キャンセル手数料が含まれていたことにも起因する。

　2007年の売上総利益は、主に2006年の第４四半期において締結されたインフラストラクチャー配備契約における損失引当金の

32.1百万米ドルおよび追加的な保証費用4.9百万米ドルに起因し、2006年と比較し8.7百万米ドル増加した。2006年におけるかか

る追加的な費用は、関連する売上原価を発生しないキャンセル手数料に関連する31.2百万米ドルの収益による売上総利益により

一部相殺された。2007年において当社は、上述のインフラストラクチャー配備契約に関し、6.2百万米ドルの追加的な契約損失を

計上した。当社は、ブロードバンド・インフラストラクチャー事業の国際的な拡大において、当社が重要と考える顧客との関係を

構築するために、かかる契約を締結した。

 

端末機器

   

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

  (単位：千)

純売上高  $287,607 $234,468 $395,812

売上総利益  $ 39,015 $ 76,219 $118,459

総売上高に対する売上総利益の割合   14%  33%  30%

 

2008年および2007年の比較

2008年の純売上高は、2007年の同期と比べて、23％増加した。端末機器の売上の大部分はこれまで中国におけるものであった。

しかし中国ではPAS端末機器が販売台数の面でも価格の面でも減少している。2008年7月1日にPCD事業を売却した後のPCD LLCへ

の売上は合計126.0百万米ドルで、2008年の端末機器の全売上の約44％に貢献した。

中国におけるPAS端末機器の2008年の販売台数は、2007年の480万台と比べて、360万台まで減少した。販売台数の25％の落ち込

みはPAS加入者の減少を受けて当社のPAS端末機器に対する需要が減少したことなどによる。これは、サービス提供企業が次世代

ネットワーク技術や中国の通信事業業界の再編をみこして、PAS端末機器の売込みを抑えたからである。PAS製品1台あたりの2008

年の平均販売価格は、価格引き下げを求める圧力が強かった上に代理店を通した販売が増えたため、2007年に比べて9.4％減少し

た。今後もPAS加入者の減少は続くと予想される。
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2008年における端末機器セグメントの純売上高に対する売上総利益の割合は、2007年と比較して減少した。この減少は、旧モデ

ルの在庫を減らしたことによるGSM製品からの損失、CDMAモデルの受注キャンセルに関連した費用、PASデータカード事業の在庫

費用の上昇に加えて、値崩れやPAS製品ラインの需要減少の影響による。売上総利益の低いCDMA端末機器のPCD LLCに対する売上

が増えたことも売上総利益率の低下の要因となった。売上総利益の減少は、2008年における5.1百万米ドルのサプライヤー・リ

ベートにより一部相殺された。

2009年以降、中国の通信事業業界の再編を受けてPAS加入者は減少すると思われる。また競争の激化を受けて、PAS端末機器の値

崩れや売上総利益率の低下が加速すると考えている。とはいえCDMAやTD-SCDMAの端末機器がこれまで以上に利益に貢献すること

で、中国のPAS事業の減少を一部相殺すると思われる。また中国でのデータ事業の成長に乗じるため、2009年中旬にTD-SCDMAネッ

トワークがサポートするHSDPAデータカードおよびCDMA3GネットワークがサポートするEVDO データカードの導入も検討してい

る。この売上総利益と平均販売価格は比較的高い水準になると見込んでいる。この他にも流通網や研究開発費の見直しを通じて、

引き続き製品費用の削減に重点的に取り組む予定である。なお研究開発の見直しでは、製品開発の一部を外注することなども考

えている。

CDMA端末機器をPCD LLCに販売する韓国事業の縮小が2008年12月に決定した。2009年6月までは、PCD LLCに対して供給契約上の

債務を履行するが、契約終了について本契約で規定した180日前の事前通告を2008年12月に出している。

 

2007年および2006年の比較

　2007年における端末機器の純売上高は、2006年と比較し41％減少した。かかる減少は、主にサービス・プロバイダーによるPAS端

末機器の補助が減少し、China MobileおよびChina Unicomなどの携帯機器を扱う企業との競争の結果として、中国の電気通信市

場における販売量が低下し、価格が低下したことによるものである。PASおよびPAS/GSMデュアルモード端末機器の中国における

販売台数は、2006年の790万台と比較し、2007年は480万台であった。中国におけるPASおよびPAS/GSMの平均販売価格は、2006年の

47.7百万米ドルと比較し11.3％減少し、2007年は42.3百万米ドルであった。

　2007年における純売上高に対する売上総利益の割合は、2006年と比較し３パーセンテージ・ポイント上昇した。PAS端末機器の

売上高に対する売上総利益の割合は、費用削減、より良い棚卸資産管理ならびにロイヤルティおよび保証関連の費用の削減に継

続的に取り組んだため、2006年と比較し継続的に安定していた。

 

サービス

           

  12月31日に終了した事業年度 

  2008年  2007年  2006年  

  (単位：千)  

純売上高  $57,911 $53,214 $49,278 

売上総利益  $17,407 $8,923 $1,005 

総売上高に対する売上総利益の割合   30%  17%  2% 
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2008年および2007年の比較

　サービス・セグメントにおいてグループ外顧客から得た2008年売上高は、2007年と比較して9％増加した。かかる増加は主に、保

守サービスや付加価値サービスといったサービス契約の増加によって、中国におけるサービスの売上が引き続き堅調であったた

めである。前期においてサービス・セグメントに配分された、中国におけるマルチメディア・コミュニケーションセグメントか

らの7.8百万米ドルおよびブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントからの0.3百万米ドルの売上は、今期のセグメ

ント表示に対応させるため2007年におけるそれぞれのセグメントに組み替えられた。

2008年の売上総利益は、2007年の17％から30％に増加した。かかる増加は、主にサービス販売が中国において増加する一方で、

過剰能力を利用したことにより関連費用の増加を抑制することができたことによるものである。

 

2007年および2006年の比較

　2007年における当社のサービス・セグメントの売上高は、2007年の後半においてマルチメディア・コミュニケーション製品の

新規契約を締結したことにより、中国における事業における純売上高が増加し、2006年と比較し4.0百万米ドル、すなわち８％増

加した。前期においてサービス・セグメントに配分された、中国におけるマルチメディア・コミュニケーションセグメントから

の7.8百万米ドルおよび9.7百万米ドルならびにブロードバンド・インフラストラクチャー・セグメントからの0.3百万米ドルお

よび0.7百万米ドルの売上は、今期のセグメント表示に対応させるため、2007年および2006年におけるそれぞれのセグメントに組

み替えられた。

　2007年の売上総利益は2006年と比べて7.9百万米ドル増加した。かかる増加は、中国で売上が増加したことに加えて、2006年度に

中国外で発生した販売受注のうち、売上総利益の高い収益認識の一部を2007年に行ったためである。

 

パーソナル・コミュニケーション部門(PCD)

    

  12月31日に終了した事業年度  

  2008年  2007年  2006年  

  (単位：千)

純売上高  $879,588 $1,664,147 $1,339,496 

売上総利益  $ 69,005 $ 94,215 $ 39,932 

総売上高に対する売上総利益の割合   8%  6%  3% 

 

2008年および2007年の比較

　PCDの純売上高は、2008年7月1日のPCDの売却を受けて2007年と比べて784.6百万米ドル減少した。詳細は、「第一部　第６　経理の

状況－１含まれる連結財務諸表の注記３を参照のこと。2008年の売上総利益は、2008年において利益率の高い製品を販売したこ

とにより、2007年の６％から８％に増加した。
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2007年および2006年の比較

　2007年におけるPCDセグメントの純売上高は、2006年の1.34十億米ドルと比較し24％増加し、1.66十億米ドルであった。かかる増

加は主に、総販売台数の150万台の増加および2007年における平均販売価格の８％の上昇に起因する。2007年において、当社が製

造した機器は、2006年の36％と比較し総販売台数の35％を占めた。

　2007年における純売上高に対する売上総利益の割合は、2006年の３％と比較し６％であった。2007年における売上総利益の増加

は、主に2007年における平均販売価格の上昇および2006年における売れ行きの悪い特定の製品棚卸資産の評価損に起因してい

る。2007年において、過去に過剰在庫または陳腐化在庫として保有されていた棚卸資産の売却による当社の売上総利益に対する

著しい利益はなかった。

 

その他

           

  12月31日に終了した事業年度 

  2008年  2007年  2006年  

  (単位：千)  

純売上高  $24,090 $42,508 $34,444 

売上総利益  $12,219 $25,876 $24,993 

総売上高に対する売上総利益の割合   51%  61%  73% 

 

2008年および2007年の比較

その他セグメントは、モバイル・ソリューション(MSBU)およびカスタム・ソリューション（CSBU）事業ユニットから構成され

る。2008年の売上高は、2007年と比較して18.4百万米ドル（43％）減少した。この18.4百万米ドルの減少のうち、7.7百万米ドルは

2008年7月にMSBUを売却したことによるもの、4.6百万米ドルは2007年に利益率の高い製品の販売収益を認識したことに関連した

ものである。2008年第4四半期に、当社はCSBU解散に向けて動き出した。

2008年の売上総利益率は、2007年の61％から51％に減少した。主な要因は棚卸引当金と間接費が2008年において増加したこと

であるが、低い利益率で販売をしていたMSBUを売却した影響により一部相殺された。

 

2007年および2006年の比較

　その他セグメントの2007年における収益は、カスタム・ソリューション製品の販売および関連サービスならびにモバイル・ソ

リューションにおけるIPCDMA製品ラインの増加により、2006年と比較し8.1百万米ドル、すなわち23％増加した。かかる増加は、競

争の激化によるモバイル・ソリューション事業における情報ソフトウェア製品の販売の減少により、一部相殺された。IPCDMA製

品ラインは、その他セグメントの収益の34％を占めた。

　純売上高に対する売上総利益の割合は、主に営業利益率の高い情報ソフトウェアの売上の減少により、2006年の73％から2007年

には61％に低下した。

 

次へ
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キャッシュ・フロー

 

2008年度キャッシュ・フロー

　2008年度における営業活動で使用された現金純額は、55.2百万米ドルであった。2008年12月31日に終了した事業年度において、

営業活動は次の要因により大きな影響を受けた。

　・当期純損失の150.3百万米ドルは、投資売却損益40.2百万米ドル、変動持分事業体の持分権の清算損益8.2百万米ドル、事業分

割損益7.8百万米ドルおよび非現金費用96.0百万米ドルで調整され、これにより純現金使用額は110.4百万米ドルとなった。この

非現金費用96.0百万米ドルには、減価償却費および償却費38.0百万米ドル、株式報酬費用20.6百万米ドル、長期性資産の減損27.2

百万米ドル、長期性投資の減損4.3百万米ドル、繰延費用引当金18.1百万米ドルが含まれるが、不良債権回収金5.2百万米ドルおよ

び繰延税金ベネフィット6.4百万米ドルにより一部相殺された。この繰延税金ベネフィットはおもに、中国CIT法の変更によるベ

ネフィット11.7百万米ドルによるが、カナダにおける繰延税金資産の評価引当金の設定に関連した費用1.9百万米ドルの税金費

用により一部相殺された。

　・営業資産および負債の変動で現金純額55.2百万米ドルを獲得した。これは主に運転資本管理の結果を受けたものであるが、運

転資本の一部は2008年３月１日の転換劣後社債の償還に使用された。営業活動によるキャッシュ・フローは58.9百万米ドル増加

した。これは、PCD事業セグメントが2008年第1四半期に回収の取組を強化したことを受けて売掛金が2008年に減少した上、ベン

ダーへの支払時期などの関係で買掛金が128.9百万米ドル増加したためである。営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、受

注時期や関連収益の認識時期の関係で顧客前受金が減少したことにより、64.9百万米ドルの現金使用により一部相殺された。顧

客前受金とは、最終的な承諾をまだ受けていない注文について顧客から受領した預託現金のことである。

　2008年12月31日に終了した事業年度において投資活動で獲得した現金純額は246.0百万米ドルであった。この中には、PCDおよび

MSBUの売却による純収入約214.1百万米ドル、投資の売却による純収入55.0百万米ドル、変動持分事業体による貸付金の返済7.7

百万米ドルが含まれるが、有形固定資産の購入による14.2百万米ドル、投資持分の購入による8.7百万米ドルおよび拘束性預金の

変動8.2百万米ドルにより一部相殺された。

2008年12月31日に終了する事業年度の財務活動で使用した現金純額は332.6百万米ドルであった。これは主に2008年３月１日の

転換劣後社債の償還274.6百万米ドルおよび2008年におけるその他銀行借入金の返済の純額48.0百万米ドルによるものである。

 

2007年度キャッシュ・フロー

　2007年度の営業活動で使用された現金純額は、225.1百万米ドルであった。2007年12月31日に終了する事業年度において、営業活

動は次の要因により大きな影響を受けた。

　・純損失195.6百万米ドルは、投資売却損益53.7百万米ドル、事業分割損益4.3百万米ドルおよび非現金費用92.0百万米ドルで調

整され、これによって純現金使用額は161.6百万米ドルとなった。この非現金費用には、減価償却費および償却費57.4百万米ドル、

株式報酬費用12.8百万米ドル、長期性資産の減損19.9百万米ドルが含まれる。
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　・純営業資産および負債の変動で63.5百万米ドルの現金純額が減少した。2007年度において、買掛金は、2007年度中の棚卸資産

の購入の減少および2007年第１四半期において前倒しされたベンダー支払条件に基づき、ベンダーに対する支払時期を変更した

ことに起因し165.1百万米ドル減少した。さらに、2007年において、繰延歳入は前期から繰延べられた収益の認識を主な要因とし

て40.7百万米ドル減少し、その他資産は供給者に対する前払を主な要因として21.2百万米ドル増加し、顧客前受金は48.1百万米

ドル減少した。その後の最終承諾の受領および収益認識により、顧客前受金は減額され、収益および売上原価が計上される。顧客

前受金とは、最終的な承諾をまだ受けていない注文について顧客から受領した預託現金のことである。営業活動に使用された現

金は、93.9百万米ドルの売掛金、82.4百万米ドルの棚卸資産および36.6百万米ドルの繰延費用の減少により一部相殺された。売掛

金の減少は、2007年における良好な現金回収の結果および関連債権における回収期間が短くなった当社のPCDからの収益の割合

が高かったことに起因するものである。売掛回収期間は、2006年12月31日現在の60日に比べ、2007年12月31日現在は、48日であっ

た。棚卸資産および繰延費用の減少は、主に2007年度における棚卸資産の購入の減少に起因する。

　2007年度に投資活動により獲得された現金純額は、総額29.4百万米ドルであった。83.2百万米ドルの現金が、短期および長期投

資の売却により受領され、4.3百万米ドルは、2006年度における特定の半導体資産の売却に関連し達成した目標に関連し、6.6百万

米ドルは制限付現金の解除による残高における変化により獲得された。投資活動により使用された現金は、短期投資の購入37.9

百万米ドルならびに土地、工場および設備の購入27.3百万米ドルを含む。

　投資活動に使用された現金純額は、主に61.6百万米ドルの信用供与枠における返済に起因し、58.1百万米ドルであった。

 

2006年度キャッシュ・フロー

　2006年12月31日に終了した事業年度に営業活動により獲得した現金純額は62.9百万米ドルであった。2006年12月31日に終了す

る事業年度において、営業活動は次の要因から大きな影響を受けた。

・純損失117.3百万米ドルは、事業分割売却損益12.3百万米ドルおよび非現金費用93.0百万米ドルで調整され、これによって純現

金使用額は36.6百万米ドルとなった。この非現金費用には、減価償却費および償却費68.0百万米ドル、株式報酬費用16.6百万米ド

ル、長期投資の減損に関連した非一時的費用13.5百万米ドルが含まれる。資産売却純益は、Marvell Technology Group, Ltd.への

当社の半導体設計事業の売却に関連したものである。

・純営業資産および負債の変動で99.5百万米ドルの現金純額を獲得した。営業活動による現金は、純損失ならびに棚卸資産、未払

金およびその他の流動負債の増減により部分的に相殺される売掛金、繰延費用および顧客前受金の増減によりプラスの影響を受

けた。2006年における現金回収が2005年に比べて改善したことによる売掛金の減少により、133.1百万米ドルの現金が獲得され

た。売掛金回収期間は、2005年12月31日現在は66日間であったのに対して、2006年12月31日現在は60日間であった。これは、2006年

第４四半期における現金回収が増加し、通常は関連する売掛金の回収期間がより短い当社のPCDセグメントの第４四半期の収益

の割合が高かったことによるものである。

　顧客前受金は、2006年12月31日現在、38.4百万米ドル増加した。未払金およびその他の流動負債の減少は、主に、25.5百万米ドル

の買掛金の減少、28.9百万米ドルの未払法人税の減少、および27.6百万米ドルのその他の流動負債の減少によるものであった。そ

の他の流動負債の減少には、未払いの給与税およびその他の税金、請求書未受領の商品およびサービスの購入に関連する未払契

約費用ならびに保証費用の減少が含まれていた。これは、契約損失引当金に関する32.1百万米ドルのその他の流動負債の増加に

より相殺された。
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　2006年度に投資活動により獲得された現金純額は、総額36.1百万米ドルであった。投資活動によるキャッシュ・インフローに

は、Marvell Technology Group, Ltd.に対する当社の半導体設計事業の売却により受領した36.0百万米ドル、短期投資の売却に

よる4.0百万米ドルの純手取金および制限付き預金の変更により生じた20.9百万米ドルが含まれていた。土地、工場および設備の

追加に使用した現金は、総額26.3百万米ドルであった。

　投資活動に使用された現金純額は、99.5百万米ドルであり、主に短期借入金の返済が、新規借入金を上回ったことに起因するも

のである。
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第４【設備の状況】

 

１【設備投資等の概要】

 

該当なし

 

２【主要な設備の状況】

 

設備

当社の本社は、カリフォルニア州、アラメダの賃借地に位置する。また、当社は、アメリカ合衆国、中国および世界各地に、主に

当社の複数のセグメントにより共同で使用される事務所、研究開発、倉庫および製造のための敷地から成る施設を運営してい

る。

当社の中国事業のための本部は、杭州に位置する。2001年、当社は杭州ハイ・テク産業開発区域の浙江科学技術産業ガーデン

に立地する49エーカーの土地の賃貸借契約を締結し、この敷地に270万平方フィートの施設を建設した。当該施設は2004年10月

に使用が開始され、製造事業、研究開発および管理事務所のために使用されている。2007年末時点で、施設の約３分の２が使用

されていた。

当社は約110万平方フィートの物件を賃借しており、そのうち50万平方フィートは中国の物件であり、40万平方フィートは北

アメリカの物件である。当社は、アメリカ、カナダ、ラテン・アメリカ、カリブ、ヨーロッパ、中東、インドおよびアジア太平洋地

域を含む25カ国で、35の販売および顧客支援事務所を維持している。当社は、中国の23地域において営業所を賃借している。

当社は、当社の施設が当社の現在の要請を満たすのに適切かつ十分であると確信している。

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 

該当なし
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第５ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】

 

① 【株式の総数】

   (2008年12月31日現在)

株式の種類 授権株数（株） 発行済株式総数（株） 未発行株式数（株）

普通株式 750,000,000 126,566,394 623,433,606

優先株式 5,000,000 0 5,000,000

合計 755,000,000 126,566,394 628,433,606

 

② 【発行済株式】

   (2008年12月31日現在)

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数（株）

上場金融商品取引所名又は

登録金融商品取引業協会名

記名式額面株式

（券面額0.00125米ドル）
普通株式 126,566,394

ナスダック・グローバル・セレ

クト・マーケット

計 - 126,566,394 -

 

(2) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

年月日 発行済株式総数増減数（株）
資本金（株主資本）

（千米ドル（百万円）)

 増加（減少） 増減後の総数
資本金

増加（減少）
資本金残高

2004年12月31日 - 114,769,510 -
1,302,893

(125,703)

2005年12月31日 6,248,526 121,018,036
（476,244）

((45,948))

826,649

(79,755)

2006年12月31日 281,077 121,299,113
(52,289)

((5,045))

774,360

（74,710）

2007年12月31日 2,168,091 123,467,204
（156,384）

（(15,088)）

617,976

（59,622）

2008年12月31日 3,099,190 126,566,394
（151,142）

((14,582))

466,834

（45,040）
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(3) 【所有者別状況】

 

　別段の記載のない限り、以下の表は、2009年４月１日現在の(ⅰ)当社の普通株式の５％以上の所有を当社が認識している個人

(ⅱ)当社の各取締役(ⅲ)当社の経営陣および(ⅳ)当社の現在の取締役および執行役員の全員(集合として)、による当社の普通株

式の実質所有に関する特定の情報を示したものである。計算は、2009年４月１日現在の発行済の普通株式127,916,671株を基にし

ている。

 

 

実質的所有者の氏名 住所 実質所有株式数
発行済株式総数

に対する割合

ソフトバンク株式会社の関連会社 日本 14,651,63011.5% 

バークレーズ・グローバル・インベス

ターズ，N.A.

米国カリフォルニア州サンフ

ランシスコ 7,178,138 5.6%

 

ホン・リャン・ルー

(Hong Liang Lu)

c/o UTStarcom, Inc.米国カ

リフォルニア州アラメダ 4,898,092 3.8%

 

フランシス・P・バートン

(Francis P. Barton)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 392,000

 

*

 

ピーター・ブラックモア

(Peter Blackmore)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 1,373,261 1.1%

 

フィリップ・クリストファー

(Philip Christopher)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 26,123 *

 

ジェフ・クラーク

(Jeff Clarke)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 259,142 *

 

マーク・グリーン

(Mark Green)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 123,648 *

 

アレン・レンズメイアー

(Allen Lenzmeier)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 305,724 *

 

ヴィラージ・パテル

(Viraj Patel)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 211,629 *

 

ブルース・J・リャン

(Bruce J. Ryan)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 49,615 *

 

トーマス・J・トイ

(Thomas J. Toy)

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ 424,583 *

 

現在の取締役および執行役員全員

（集合として）

c/o UTStarcom, Inc. 米国カ

リフォルニア州アラメダ
7,737,168 5.9%

 

*　１％未満
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(4) 【大株主の状況】

 

　上記「(3)所有者別状況」を参照のこと。

 

２ 【配当政策】

　

現在まで、当社は、当社の普通株式について現金配当の支払いを行ったことはない。当社は現在、当社の事業の成長および遂行

のための資金調達を行うために、一切の運用可能資金を留保するつもりであり、近い将来において現金配当の支払いをなすこと

は予定されていない。現在または将来の契約により、普通株式について現金配当の支払いをなすことが制限され、または妨げられ

る可能性がある。さらに、外国で保有されている当社の現金は、一定の為替管理上の制限または本国送金に関する条件に服し、当

社がかかる現金を使用して配当を支払う能力が制限される可能性がある。
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３ 【株価の推移】

 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

　以下の表は、該当期間のナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおいて報告された当社の普通株式１株当たりの最

高値および最低値を示している。

 

決算年月 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

最高

（米ドル(日本円)）

41.34

(3,988)

22.20

(2,142)

10.92

(1,054)

10.32

(996)

5.94

(573)

最低

（米ドル(日本円)）

13.71

(1,323)

5.26

(507)

5.75

(555)

2.43

(234)

1.35

(130)

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

　以下の表は、該当期間のナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおいて報告された当社の普通株式１株当たりの最

高値および最低値を示している。

 

月別 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月 2008年12月

最高

(米ドル(日本円))

5.69

(549)

4.87

(470)

3.55

(343)

3.41

(329)

2.56

(247)

1.90

(183)

最低

(米ドル(日本円))

4.48

(432)

3.14

(303)

2.52

(243)

1.65

(159)

1.35

(130)

1.37

(132)
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４ 【役員の状況】

 

（1）取締役

以下の表は、本書提出日現在の当社の取締役および役員の氏名、役職、生年月日および年齢、略歴ならびにその所有株式数を

示している。

 

氏名 役職

生年月日

および年

齢

任期 略歴

所有株式数*

(2009年４月1

日現在)

Hong

Liang Lu

取締役会長 1954年11

月３日 

54歳

2009年６

月25日の

年次株主

総会終了

から３年

間

Hong Liang Lu氏は、2008年７月に当社

の取締役会長になり、1991年６月から取

締役を務めている。同氏は、1991年６月

から2007年７月まで当社の社長兼最高

経営責任者を務め、2007年７月から2008

年７月まで最高経営責任者を務めた。ま

た、2003年３月から2006年12月まで当社

の取締役会会長を務めた。同氏は1991年

６月に当社を以前の社名Unitech

Telecom, Inc.の社名のもと共同設立

し、同社はその後1995年９月にStarCom

Network Systems, Inc.を買収した。同

氏は、1986年から1990年12月までは

Kyocera International, Inc.の過半数

所有子会社であるKyocera Unisonの社

長兼最高経営責任者を務めた。同氏は、

1983年から1986年にKyoceraに合併され

るまでの間には、ソフトウェア開発会社

であるUnison World, Inc.の社長兼最

高経営責任者を務めた。同氏は、1979年

から1983年まではUnison World, Inc.

の副社長兼最高業務責任者を務めた。同

氏は、University of California,

Berkeleyの理学士号(土木工学)を有し

ている。

4,898,092
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氏名 役職

生年月日

および年

齢

任期 略歴

所有株式数*

(2009年４月１

日現在)

Peter Blackmore最高経営責

任者兼社長

1947年７

月29日 

62歳

該当なし Peter Blackmore氏は、2008年７月から

当社の最高経営責任者兼社長を務めて

おり、2007年７月から当社の社長兼最高

業務責任者を務めてきた。同氏は、2005

年から当社に入社するまで、Unisys

Corporationにおいて世界的販売、マー

ケティングおよび技術担当業務執行副

社長を務めた。同氏は、2005年のUnisys

入社前、2004年からHewlett-Packard

Companyのカスタマー・ソリューション

ズ・グループの業務執行副社長を務め、

2002年から2004年まではEnterprise

Systems Groupの業務執行副社長を務め

た。同氏は、1991年から2002年の

Hewlett-Packardによる買収まで、

Compaq Computer Corporationにおいて

様々な上級管理職を務め、最も新しいも

のでは2000年から2002年まで世界的販

売およびサービス担当業務執行副社長

を務めた。同氏は、英国ケンブリッジの

Trinity Collegeの経済学修士を有して

いる。

1,373,261

Mark Green国際人事お

よび不動産

担当上級副

社長

1968年２

月10日

41歳

該当なし Mark Green氏は、2007年２月から当社の

国際人事および不動産担当上級副社長

を務めており、2006年１月から2007年１

月まで当社の人事担当副社長を務めて

いた。同氏は、当社に入社する前、2005年

６月からVerisign Security Services

の人事担当取締役としてVerisign Inc.

に在籍していた。同氏は、1992年から

2005年までNortelに在籍し、同社におい

て人事リーダーシップ育成プログラム

に参加し、英国および米国における多数

の人事分野を回った。同氏は、その後、ア

ジア太平洋地域の国際人事サービス・

マネジャーとして香港に異動となり、ク

ラリファイ・eビジネス・ソフトウェア

・アプリケーションズ部門の上級人事

ビジネスパートナーとして米国に戻っ

た後、Nortelの企業部門の人事担当取締

役を務めた。同氏は、英国のLeeds

Universityの電気工学学士を取得し、

London School of Economicsの人事管

理および労使関係の理学修士を取得し

ている。また、同氏は英国の人事開発研

究所を卒業している。

123,648
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氏名 役職

生年月日

および年

齢

任期 略歴

所有株式数*

(2009年４月１

日現在)

S u s a n

Marsch

上級副社長

兼一般法律

顧問秘書役

兼最高倫理

責任者

1956年４

月18日

53歳

該当なし Susan Marsch氏は、2007年４月から当社

の上級副社長兼一般法律顧問秘書役兼

最高倫理責任者を務めている。当社に入

社する前は、2006年１月から2006年７月

までFirefly Mobile, Inc.の一般法律

顧問、事務部長兼副社長を務めた。2003

年９月から2005年12月まで、Redback

Networks, Inc.の一般法律顧問、事務部

長兼副社長であった。Redback Networks

に入社する前、2001年12月から2003年８

月まで、同氏はAltaVista Companyの一

般法律顧問、事務部長兼副社長を務め

た。また、2000年１月から2001年９月ま

ではBeatnik, Inc.の一般法律顧問、事

務部長兼副社長を務め、1998年２月から

2000年１月まではTCWグループの副社長

兼準一般法律顧問であった。同氏は、

1993年10月から、Latham and Watkins

LLPにおいて法律家としての経歴を開始

した。同氏はミシガン大学の法学士号お

よび経営学士号を有する公認会計士で

ある。

21,000**

V i r a j

Patel

臨時最高財

務責任者、

副社長、経

理担当責任

者兼最高会

計責任者

1962年７

月26日 

46歳

該当なし Viraj Patel氏は、2008年８月から当社

の臨時最高財務責任者、副社長兼敬意担

当責任者兼最高会計責任者を務めてお

り、2005年11月から2008年８月まで副社

長兼経理担当責任者兼最高会計責任者

を務めていた。同氏は、当社に入社する

前の2005年７月から2005年10月まで

Celera Groupの財務担当副社長であっ

た。また、同氏は2004年３月から2005年

６月までNektar Therapeuticsの財務担

当副社長を務めた。同氏は、2003年11月

から2004年３月までExtreme Networks

の臨時経理担当責任者を務めた。同氏

は、1999年から2002年まではAvanti

Corporationの最高財務責任者であっ

た。同氏は、Avanti Corporationに入社

する前、1989年から1999年までPall

Corporationに在籍し、同社において最

高会計責任者を務めた。同氏は1982年に

Pricewaterhouse Coopersにおいて経歴

を開始した。同氏は、ニューヨークの

Pace Universityの経営学士を有してい

る。同氏はニューヨーク州の公認会計士

であり、ニューヨーク州公認会計士協会

および米国公認会計士協会のメンバー

である。

211,629
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氏名 役職

生年月日

および年

齢

任期 略歴

所有株式数*

(2009年４月１

日現在)

Thomas Toy取締役会指

揮

1955年２

月22日 

54歳

2009年６

月25日の

年次株主

総会終了

から１年

間

Thomas Toy氏は1995年２月から当社の

取締役を務め、2007年１月から取締役会

指揮を務めてきた。同氏は、1999年３月

から情報技術分野への投資を専門とす

る専門ベンチャー・キャピタル会社で

あるPacRim Venture Partnersの専務取

締役を務めている。同氏は、2005年から

情報技術分野への投資を専門とする専

門ベンチャー・キャピタル会社である

SmartForest Venturesのパートナーを

務めている。同氏は、1987年から1992年

まではTechnology Fundingの副社長を

務めており、1992年から1999年までは同

社のパートナーであった。同氏はまた、

White Electronic Designs

Corporation、Solarfun Power Holdings

および複数の私企業の取締役を務めて

いる。同氏はNorthwestern University

の文学士号および経営学修士号を有し

ている。

424,583

Allen Lenzmeier取締役

 
1943年７

月23日 

65歳

2009年６

月25日の

年次株主

総会終了

から２年

間

Allen Lenzmeier氏は2005年３月から当

社の取締役を務めている。同氏は2004年

12月からBest Buy Co. Inc.の副会長を

務めている。2002年から2004年まで同氏

はBest Buy Co. Inc.の社長兼最高業務

責任者を務めた。同氏は2001年から2002

年までBest Buy Retailの社長を務め

た。1991年から2001年まで同氏はBest

Buy Co. Inc.の業務執行副社長兼最高

財務責任者を務め、1984年に当社に入社

した。同氏は複数の私企業の取締役を務

めている。同氏は、Minnesota State

University Mankatoの理学士号を有し

ている。

305,724
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氏名 役職

生年月日

および年

齢

任期 略歴

所有株式数*

(2009年４月１

日現在)

J e f f

Clarke

取締役 1961年７

月20日 

47歳

2009年６

月25日の

年次株主

総会終了

から３年

間

Jeff Clarke氏は、2005年１月から当社

の取締役を務めている。同氏は、2006年

５月から私企業であるTravelport

Incorporatedの最高経営責任者兼社長

および取締役を務めている。2004年４月

から2006年４月まで、同氏は管理ソフト

ウェアの世界的プロバイダーであるCA,

Inc.の最高業務責任者を務めている。

2002年から2004年まで 、同氏は

Hewlett-Packard Companyのグローバル

事業担当業務執行副社長であり、その前

は同氏はCompaq Computer Corporation

の最高財務責任者であった。同氏は、

Orbitz Worldwide, Inc.の取締役会長

を務める。同氏は、State University of

New YorkのGeneseo校の文学士号（経済

学）およびNortheastern Universityの

経営管理学修士号を有している。

259,142

Bruce J.

Ryan

取締役 1943年６

月28日 

66歳

2009年６

月25日の

年次株主

総会終了

から１年

間

Bruce J. Ryan氏は、2008年４月から当

社の取締役を務めている。同氏は現在私

的顧問である。1998年２月から2002年11

月まで、同氏は情報技術およびコン

ピューター・ソフトウエア・トレーニ

ング・プログラムおよび検定を提供す

るGlobal Knowledge Networkの取締役

副社長兼最高財務責任者を務めた。1994

年から1998年まで、同氏は、情報技術ソ

リューションを提供するAmdahl

Corporationの取締役副社長兼最高財務

責任者を務めた。同氏は、以前は、財務

サービス、ガバメントおよびプロフェッ

ショナル・サービス事業グループの上

級副社長を含む多種の重役を務めた

Digital Equipment Corporationで25年

間の経歴を持つ。同氏はまた、KVH

Industries, Inc.および２つの私企業

の取締役を務める。同氏はBoston

Collegeの理学士号およびSuffolk

Universityの経営修士号を有している。

49,615

 
＊　各取締役または役員の所有株式数は、当該取締役または役員が2009年４月１日現在所有していた当社の発行済普通株式

数を表している。数字は当該取締役または役員が保有するストック・オプションまたはワラントの数を含んでいない。

当社の優先株式を所有している取締役または役員はいない。

 

＊＊　March氏の所有株式数は、2009年６月10日現在のものである。
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（2）当会計期間中に退任した取締役

　2008年３月３日付で、当社の取締役であったLarry Horner氏が退任した。Horner氏は2000年１月から取締役を務めていた。

　「第３　事業の状況-５．経営上の重要な契約等」に記載される2008年６月20日のPCDの売却に関連し、Philip Christopher氏の

当社における雇用は2008年７月１日付で終了した。Christopher氏は、PCDの社長および当社の経営陣のひとりであった。

　2008年８月26日に、Francis P. Barton氏は、2008年８月31日付で当社の業務執行副社長兼最高財務責任者および取締役を退任

する意思を当社に通知した。2008年８月26日、当社の前副社長兼経理担当責任者兼最高会計責任者であったViraj Patel氏を、

Barton氏の後任の選任が行われている間の臨時最高財務責任者に指名した。Patel氏の指名は2008年９月１日に有効となった。

 

（3) 2008年度の取締役の報酬

　当社の従業員を兼任する取締役は、取締役会の一員を務めることにつき何らの追加報酬も受けない。2008年度において、当社の

非従業員取締役は、以下に記す現金および株式報酬を受けた。さらに、当社は、株主総会および取締役会会議または取締役会の委

員会への出席を含め、当社の業務に関連して要した旅費およびその他の関連費用を全取締役に払い戻す。

　以下の表は、2008年12月31日に終了した事業年度において、当社の非従業員取締役があらゆる立場において当社に提供した役務

につき支払われたまたは未払いの報酬に関する情報を示している。

 

 

氏名  

支払われた

報酬($) 

株式報奨

($)(1)  

オプション

報奨(2)  

その他

報酬($) 合計($)

Jeff Clarke 63,875 78,230(3) 250,976(4) 14,064(13)407,145

Larry D. Horner* 67,375 86,657(5) 85,728(6) 12,744(13)252,504

Allen Lenzmeier 62,875 75,165(7) 207,779(8) ― 345,819

Bruce J. Ryan** 55,325 10,693(9) 30,374(10) ― 96,392

Thomas J. Toy 194,875 122,376(11) 113,393(12)10,394(13)441,038

 

*   Horner氏は、2009年３月３日に当社取締役を退任した。 

**  Ryan氏は、2008年４月25日に当社取締役に就任した。 

 

(1) 　「株式報奨」の欄に表示される金額は、取締役が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2008年12月31日に終了し

た事業年度における財務書類の報告を行う目的で、財務会計基準書（SFAS）第123号（2004年の改正を含む。）「株式ベー

スの支払」（「SFAS第123号(R)」）に従い認識された米ドルの金額であり、2008年中およびそれ以前に付与された株式報

奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見積もられ

るものの影響は含まれない。2006年より前に株式報奨を受けた非従業員取締役は存在しない。SFAS第123号(R)に関する計

算目的で使用された評価の想定についての詳細は、本書の一部である当社の2008年度連結財務書類に対する注記２に記載

されている。
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(2) 　「オプション報奨」の欄に表示される金額は、取締役が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2008年12月31日に

終了した事業年度における財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2008年

およびこれ以前に付与されたオプションの金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定

条件に関連して失効すると見積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の

想定についての詳細は、本書の一部である当社の2008年度連結財務書類に対する注記２に記載されている。

(3) 　2008年度に当社が認識した、2006年株式インセンティブ・プラン（「2006年プラン」）に基づき2008年９月30日に付与

が承認された、24,852株の制限付株式（付与日における公正価値は83,751米ドルであった。）の報酬費用を含んでいる。

2008年12月31日現在、Clarke氏は未確定の制限付発行済株式を18,639株保有していた。

(4) 　2008年度に当社が認識した、適用される付与日における公正価値が67,278米ドルであったストック・オプション付与

（2006年プランに基づき2008年９月30日に付与された、49,703株の普通株式を購入するストック・オプション）について

の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Clarke氏は218,126個の発行済オプションを保有していた。

(5) 　2008年度に当社が認識した、2006年プランに基づき2008年９月30日に付与が承認された、26,150株の制限付株式（付与日

における公正価値は88,126米ドルであった。）の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Horner氏は未確定の制限付

発行済株式を19,612株保有していた。

(6) 　2008年度に当社が認識した、適用される付与日における公正価値が70,793米ドルであったストック・オプション付与

（2006年プランに基づき2008年９月30日に付与された、52,300株の普通株式を購入するストック・オプション）について

の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Horner氏は330,096個の発行済オプションを保有していた。

(7) 　2008年度に当社が認識した、2006年プランに基づき2008年９月30日に付与が承認された、24,481株の制限付株式（付与日

における公正価値は82,501米ドルであった。）の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Lenzmeier氏は未確定の制

限付発行済株式を18,361株保有していた。

(8) 　2008年度に当社が認識した、適用される付与日における公正価値が66,274米ドルであったストック・オプション付与

（2006年プランに基づき2008年９月30日に付与された、48,961株の普通株式を購入するストック・オプション）について

の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Lenzmeier氏は215,670個の発行済オプションを保有していた。

(9) 　2008年度に当社が認識した、2006年プランに基づき2008年９月30日に付与が承認された、12,692株の制限付株式（付与日

における公正価値は42,772米ドルであった。）の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Ryan氏は未確定の制限付発

行済株式を9,519株保有していた。

(10)　2008年度に当社が認識した、適用される付与日における公正価値が129,816米ドルであったストック・オプション付与

（2006年プランに基づき2008年４月30日に付与された、80,000株の普通株式を購入するストック・オプション）および適

用される付与日における公正価値が34,361米ドルであったストック・オプション付与（2006年プランに基づき2008年９

月30日に付与された、25,385株の普通株式を購入するストック・オプション）についての報酬費用を含んでいる。2008年

12月31日現在、Ryan氏は105,385個の発行済オプションを保有していた。
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(11)　2008年度に当社が認識した、2006年プランに基づき2008年９月30日に付与が承認された、73,442株の制限付株式（付与日

における公正価値は247,500米ドルであった。）の報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Toy氏は未確定の制限付発

行済株式を55,081株保有していた。

(12)　2008年度に当社が認識した、適用される付与日における公正価値が198,822米ドルであったストック・オプション付与

（2006年プランに基づき2008年９月30日に付与された、146,884株の普通株式を購入するストック・オプション）につい

ての報酬費用を含んでいる。2008年12月31日現在、Toy氏は366,391個の発行済オプションを保有していた。

(13)　中国における取締役会議に関する配偶者の旅費の払戻費用が含まれる。

 

2008年度の報酬の概要

以下の表は、2008年度中末に当社の最高経営責任者、最高財務責任者およびその他の経営陣の報酬の合計に関する情報を示

したものである。2006年度および／または2007年度において経営陣ではなかった個人に関する2006年度および2007年度の開示

は行われていない。

 

氏名および

主要な役職  年度  

給料

($) 

賞与

($)
(1) 

株式報奨

($)
(2) 

オプション

報奨

($)
(3)  

非エクイティ

インセンティ

ブプラン報奨

($)  

その他の

全報酬

($)  

合計

($)

                 
Peter Blackmore 2008 800,000 0 1,463,451 300,000 ̶ 802

(5) 2,564,253

最高経営責任者兼社長  2007 400,000 500,000(4) 500,000 150,000 ̶ ̶ 1,550,000

Hong Liang Lu 2008 700,000 0 898,490 0 ̶ 550,347
(6) 2,148,837

取締役会長  2007
2006

 700,000

700,000

 0

315000

 312,010

930,549

 295,238

1,376,655

 ̶  198,567
(7)

18,345
(8)

 1,505,815

3,340,549

Mark Green

国際人事および不動産

担当上級副社長

 2008 364,583 216,466 773,045 0 ̶  14,601
(9) 1,368,695

Viraj Patel

臨時最高財務責任者、副

社長、経理担当責任者兼

最高会計責任者

 2008 286,458 115,001  541,870 65,784 ̶  8,252
(10) 1,017,365

Francis P. Barton*

前業務執行副社長兼最

高財務責任者

 2008
2007

2006

 586,449

750,000

500,000

 0

0

75000

 2,816,280

3,039,375

586,326

 313,109

538,592

823,294

 ̶

 

 

 380,000
(11)

 84,983
(12)

101,769
(13)

 4,095,838

4,412,950

2,761,389

Philip Christopher** 2008 275,000 0 84,572 217,637 1,071,081 1,600,749(14) 3,249,139

前PCD社長  2007 548,333 0 48,106 531,469 821,181  84,864
(15) 2,033,953

 

＊
　Barton氏は2008年８月31日付で当社を退職した。
**
　PCDの前社長であるPhilip Christopher氏は、2008年６月30日に当社を退職した。

 

(1) 　表示される金額は、かかる賞与が実際にいつ支払われたかに関わらず、当該年度において経営陣が獲得した賞与のドル価

値を示すものである。

(2) 　2008年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2008年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2008年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳細は、本書

の一部である当社の2008年度連結財務書類に対する注記２に記載されている。
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　2007年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2007年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2007年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳細は、

フォーム「10-K」による当社の年次報告書の一部である当社の2007年度連結財務書類に対する注記14に記載されている。

　2006年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2006年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2006年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳細は、

フォーム「10-K」による当社の年次報告書の一部である当社の2006年度連結財務書類に対する注記２に記載されている。

(3) 　2008年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2008年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2008年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳細は、本書

の一部である当社の2008年度連結財務書類に対する注記２に記載されている。

　2007年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2007年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2007年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳細は、

フォーム「10-K」による当社の年次報告書の一部である当社の2007年度連結財務書類に対する注記14に記載されている。

　2006年度において報告された金額は、経営陣が実際に受領した報酬を反映するものではなく、2006年12月31日に終了した

事業年度の財務書類の報告を行う目的で、SFAS第123号(R)に従い認識された米ドルの金額であり、2006年およびこれ以前

の株式報奨の金額を含んでいる。SECの規則に基づき、表示される金額に、役務に基づく確定条件に関連して失効すると見

積もられるものの影響は含まれない。報酬は最初SFAS第123号(R)に基づき付与日における公正価値で評価され、各財務書

類報告日に再度評価される。かかる報奨の累積報酬費用は、報酬委員会が最終的に獲得される報奨の数値を決定する時点

における公正価値を反映するために調整される。SFAS第123号(R)に関する計算目的で使用された評価の想定についての詳

細は、フォーム「10-K」による当社の年次報告書の一部である当社の2006年度連結財務書類に対する注記２に記載されて

いる。

(4) 　当該金額には、Blackmore氏の雇用に関連する契約賞与の100,000米ドルおよびBlackmore氏との雇用契約の条件に基づき

支払われた保証賞与の400,000米ドルが含まれる。

(5) 　当該金額は、身体障害保険の保険料支払802米ドルからなる。

(6) 　当該金額は、合計5,500米ドルの401K年金拠出額、フィナンシャル・プラニングについての6,355米ドル、車両手当の

12,103米ドル、住宅手当の48,000米ドル、食料手当の471米ドル、Lu氏の海外赴任に関連する自宅訪問についての4,547米ド

ル、租税均等化方針（この方針により当社は資格を有する従業員に対し、従業員の海外赴任により生じる租税差額を緩和

するため租税援助を行う。）に関連して支払われた472,319米ドルの租税援助金、Lu氏の海外赴任に関する課税対象の引越

給付金の250米ドルおよび身体障害保険の保険料802米ドルからなる。
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(7) 　当該金額は、合計5,500米ドルの401K年金拠出額、Lu氏の出張事故保険契約に基づく生命保険の保険料1,235米ドルの支

払、フィナンシャル・プランニング・サービスについての12,000米ドル、関連する税金グロスアップ6,817米ドル、車両手

当の5,611米ドル、Lu氏の海外赴任に関連して支払われた住宅手当の24,000米ドル、租税均等化方針（この方針により当社

は資格を有する従業員に対し、従業員の海外赴任により生じる租税差額を緩和するため租税援助を行う。）に関連して支

払われた100,680米ドルの租税援助金、Lu氏の海外赴任に関する課税対象の引越し給付金の15,000米ドルおよび身体障害

保険の保険料26,922米ドルからなる。

(8) 　当該金額は、フィナンシャル・プランニング・サービスについての12,200米ドル、当社の出張事故保険契約に基づく生命

保険の保険料645米ドルの支払、および合計5,500米ドルの401K年金拠出額からなる。

(9) 　当該金額は、フィナンシャル・プラニング・サービスについての4,048米ドル、合計5,500米ドルの401K年金拠出額および

従業員株式購入制度の不適格に関する処分ならびに身体障害保険の保険料802米ドルからなる。

(10)　当該金額は、フィナンシャル・プラニング・サービスについての1,950米ドル、合計5,500米ドルの401K年金拠出額および

身体障害保険の保険料802米ドルからなる。

(11)　当該金額は、9,000米ドルの弁護士費用およびそれに関連する税金グロスアップ4,450米ドル、合計5,500米ドルの401K年

金拠出額、52,342米ドルの車両手当およびサービスならびに身体障害保険の保険料支払534米ドルからなる。また、Barton

氏の退職に関連する380,000米ドルの退職金支払も含まれる。

(12)　当該金額は、合計5,500米ドルの401K年金拠出額、出張事故保険契約に基づく生命保険の保険料1,235米ドルの支払、フィ

ナンシャル・プランニング・サービスについての5,000米ドル、関連する税金グロスアップ2,782米ドル、車両手当および

車両サービスの69,664米ドルおよび身体障害保険の保険料802米ドルからなる。

(13)　当該金額は、フィナンシャル・プランニング・サービスについての10,000米ドル、当社の出張事故保険契約に基づく生命

保険の保険料645米ドルの支払、車両手当および車両サービスについての85,624米ドル、ならびに合計5,500米ドルの401K

年金拠出額からなる。

(14)　当該金額は、Christopher氏の雇用の終了に関連する、合計1,535,714米ドルの退職金支払、12,414米ドルの車両手当、身体

障害保険の保険料支払401米ドルおよび定期生命保険契約の52,221米ドルからなる。

(15)　当該金額は、合計5,500米ドルの401K年金拠出額、出張事故保険契約に基づく生命保険の保険料1,235米ドルの支払、車両

手当の24,827米ドル、身体障害保険の保険料802米ドルおよび合計52,500米ドルの定期生命保険契約からなる。

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

 99/278



５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

取締役会への出席、取締役の独立性および高度な財務知識

　取締役会は、2008年12月31日に終了した年度において、合計16回の会議を開催した。2008年度において、各取締役は、取締役就任

後の取締役会および取締役会の委員会の委員に就任した後の委員会の合計数のそれぞれ75％以上に出席した。取締役会の方針と

して、取締役は年次株主総会に出席することを奨励されている。2008年度年次株主総会には４名の取締役が出席した。

　取締役会は、当社の再選候補の現職取締役および任期継続の現職取締役のうち、Clarke氏、Lenzmeier氏、Ryan氏およびToy氏は、

現在有効なナスダック・ストック・マーケットの上場基準であるナスダック・マーケットプレイス・ルールのルール

4200(a)(15)に規定される独立取締役であると判断している。さらに、取締役会は、Clarke氏、Lenzmeier氏およびRyan氏が、適用さ

れるナスダック・マーケットプレイス・ルールに関し財務的に洗練されているとみなされる属性を有しており、かつ、それぞれ

が、SECの規則および規制により定義され、ナスダック・マーケットプレイス・ルールにより要求される「監査委員会財務専門

家」とみなされる経歴を有していると判断している。

　取締役会は、取締役の独立性の判断を行う基準またはガイドラインを設定しておらず、全ての関連する事実や状況を考慮する。

取締役会は、主に、過去の雇用および報酬、所属、家族関係およびその他の関係に関する質問に対する取締役による返答の検討な

らびに当社の取締役との協議に基づきその判断を行う。

　取締役会は、その独立性の判断を行うにあたり、当社と、取締役またはその近親者と関連する会社との間の取引を考慮した。当

社、および取締役と既知の関係を有する者または会社に関連すると思われると認められた全ての取引は、考慮の対象として取締

役会に提示される。各非従業員取締役の独立性を判断するにあたり、取締役会は、ナスダックの基準、監査委員会の構成員向けに

SECが設定した基準、ならびに報酬委員会の構成員向けのSECおよび内国歳入庁の基準に照らしてかかる取引を考慮した。取締役

会による独立性の決定には、Toy氏が運用する投資ファンドのリミテッド・パートナーとしての一定の業務執行役員の地位の検

討が含まれた。取締役会は、各場合において、これらの関係および／または関係する金額それぞれの性質を理由として、当該関係

が、Toy氏の独立性を妨げるものではないと判断した。

 

取締役会の委員会および関連する職務

取締役会の主な常設委員会は、監査委員会、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会、報酬委員会ならびに企業技術戦略委

員会であり、企業技術戦略委員会を除くいずれも非従業員かつ独立の取締役のみをその構成員としている。取締役会は随時、特定

の事項に重点的に取り組むために、常設委員会の特別委員会または小委員会を組織する。
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監査委員会

　取締役会の監査委員会は、独立して組織された、取締役会の常設委員会であり、現在、３名の取締役会構成員により構成され、全

ての委員が(1)1934年証券取引所法（改正されたところによる。）に基づく規則第10(A)-3(b)(1)に定められる「独立性」の基準

およびナスダック・ストック・マーケットの上場基準を満たし、(2)過去３年間のいずれの時点においても当社またはその現在

のいずれかの子会社の財務書類の作成に関与しておらず、また(3)当社の貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算

書を含む基本的な財務書類を読むことができ、かつ理解することができる。監査委員会の構成員は、当委員会の議長を務めるRyan

氏ならびにLenzmeier氏およびToy氏である。Ryan氏は、2008年４月25日を発効日として、監査委員会の構成員に選任された。監査

委員会は、2008年度において19回の会議を開催した。Lenzmeier氏およびRyan氏は、取締役会により、適用あるSECおよびナスダッ

ク・ルールに基づく「監査委員会財務専門家」の資格を有すると判断されている。

　監査委員会は、その義務および責任の中でも特に、(ⅰ)年１回行われる当社の独立登録公認会計士事務所の指名を検討および承

認し、(ⅱ)年次監査の範囲および報酬を事前に協議および検討し、(ⅲ)独立登録公認会計士事務所と共に監査の結果を検討し、か

つかかる結果について当社の経営陣と協議し、(ⅳ)独立登録公認会計士事務所の監査以外のサービスを検討および承認し、(ⅴ)

当社の現在の主要な会計および財務報告の方針の遵守状況を検討し、(ⅵ)SECの規則に基づき開示が必要となる全ての関係当事

者間の取引ならびにかかる取引に関連する方針および手続を検討および承認し、かつ(ⅶ)当社の経営陣およびかかる経営陣によ

る当社の財務報告プロセスに関する活動の監督および監視を行う。当社の四半期収益報告の公表前における検討を含む監査委員

会の職責の遂行に関連して、監査委員会の構成員は、2008年を通して、当社の経営陣および独立登録公認会計士事務所と連絡を

取っていた。

取締役会は、少なくとも年1回は見直しされ、定期的に改正される監査委員会憲章(直近では2007年７月26日に改正された。)を承

認し、その写しは、当社ウェブサイトhttp://investorrelations.utstar.com/governance.cfmで入手可能である。

 

指名およびコーポレート・ガバナンス委員会

　指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、現在、３名の取締役会構成員により構成され、全ての委員が、ナスダック・ス

トック・マーケットのルールに従い「独立」している。当委員会の現在の構成員は、当委員会の議長を務めるClarke氏ならびに

Ryan氏およびToy氏である。Ryan氏は、2009年２月18日を発効日として、委員会の構成員に指名された。指名およびコーポレート・

ガバナンス委員会は、2007年度において９回の正式な会議を開催した。

　指指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の職責には、取締役候補者の選定ならびに当社のガバナンス方針の確立および

年１回の再検討が含まれる。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会はまた、(ⅰ)取締役会の構成員となる資格を有する個

人を積極的に特定することにより取締役会を支援し、(ⅱ)次回の年次株主総会における選任のための取締役候補者を取締役会に

推薦し、(ⅲ)各委員会の会長および構成員を取締役会に推薦し、(ⅳ)コーポレート・ガバナンスならびに公開会社の取締役の義

務および責任についての法律および実務の重要な進展を監視し、(ⅴ)年次の実績についての取締役による自己評価につき取締役

会を主導し(かかる評価に関して用いられる基準の確立を含む。)、(ⅵ)取締役会の報酬を検討し、取締役会の報酬の変更を取締役

会に提案し、(ⅶ)事業上の行為および倫理に関する当社の規則の遵守状況を監督し、ならびに(ⅷ)当社のコーポレート・ガバナ

ンス・ガイドラインを開発し、取締役会に推薦し、かつ管理する。
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　指名およびコーポレート・ガバナンス委員会はまた、取締役会の現在の構成に照らして取締役会の構成員に求められる適当な

能力および特質について、随時、取締役会と検討を行うべき責任を負う。この評価には、独立性、上級管理者としての経営経験、経

営判断、年齢、業界への理解、指導意欲、個人の人脈および国際的な視野を含む多数の要因における多様性の問題が含まれる。追加

的な基準としては、候補者の個人的なおよび職業上の信頼性、誠実性および評判ならびに当社の取締役会の力と調和するその能

力、ならびに取締役会の会議への出席に十分な時間を充てる意欲が含まれる。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、こ

れらの要因およびある特定の時点において取締役会について認識されるニーズの評価に照らして有用とみなされるその他の事

項を検討する。その結果、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会ならびに取締役会にとっての優先事項および重点は、現在

および将来の取締役の能力および経験のポートフォリオに加え、事業およびその他の傾向の変化を考慮に入れるために随時変化

する可能性がある。

取締役会は、指名のプロセスならびに連邦の証券法およびナスダック・マーケットプレイス・ルール4350(c)(4)(B)に基づき要

求されることのある関連事項を取上げる、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の憲章を採択した。少なくとも年1回は見

直しされ、定期的に改正される当該憲章(直近では2009年２月18日に改正された。)の写しは当社ウェブサイト

http://investorrelations.utstar.com/governance.cfmで入手可能である。

 

報酬委員会

　報酬委員会は、現在、当委員会の議長を務めるLenzmeier氏、ならびにClarke氏およびToy氏の３名の取締役会構成員により構成

され、全ての構成員が、ナスダック・ストック・マーケットの規則に基づき定義される「独立取締役」であることに加え、非従業

員であり、社外取締役でもある。報酬委員会は、2008年度において20回開催された。

　報酬委員会の目的は、(ⅰ)当社の幹部に対する、基本報酬、報奨、繰延賞与、株式報酬、給付金及び手当を含む報酬パッケージ全体

の承認および監督、(ⅱ)当社の最高経営責任者(「CEO」)の報酬に関連した会社の目標および目的の検討および承認、CEOの業績

の評価ならびに当該評価に基づくCEOの報酬の決定、(ⅲ)CEOによる業務執行役員全員の業績評価の検討および支払い決定の承

認、ならびに(ⅳ)株式および長期的な報酬プランの定期的な検討および取締役会への推薦ならびにかかるプランの実施である。

　報酬委員会は、その具体的な職務および責任について詳述する憲章に従い運営する。当該憲章は、報酬委員会により最低年一回

の見直しおよび定期的な改正が行われており(直近は2008年12月16日)、当社ウェブサイトhttp://investorrelations.utstar.

com/governance.cfmで入手可能である。当該憲章は、構成員の要件、報酬委員会の権限および義務について一般的に規定してい

る。報酬委員会は、３名以上の構成員により構成され、全ての構成員が(ⅰ)ナスダック・マーケットプレイス・ルールの独立性の

要件を充足し、(ⅱ)証券取引所法第16条に基づき制定されたルール16b‐3の定義に基づく「非従業員取締役」であり、かつ

(ⅲ)1986年内国歳入法(改正されたところによる。)(「内国歳入法」)の第162条(m)に基づき制定された規則上の「社外取締役」

である。2008年度において、報酬委員会の全構成員がかかる基準を満たした。

　UTStarcomの人事部は、報酬委員会によるその任務の遂行をサポートする。報酬委員会はまた、支援を求めて社外アドバイザー、

専門家およびその他の者のサービスを用いる権限を有する。報酬委員会は、随時、(i)共働者間の連携強化、(ⅱ)能力給の分析およ

び勘定書作成を含む業務執行役員の基準ならびに(ⅲ)給与水準および／または給与プログラム設計の助言といった事項に関し

て経営および報酬委員会をサポートするために外部のアドバイザーに対し人事部と協力するよう指図することができる。2007年

５月、報酬委員会は、社外の報酬コンサルタントとしてCompensia, Inc.を雇用した。
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企業技術戦略委員会

　2009年２月、当社の取締役会は、当社の企業技術戦略の範囲、方向性、性質、調査水準および遂行を検討し、取締役会に提案する目

的で、企業技術戦略委員会を発足した。Toy氏は当委員会の議長に任命され、Blackmore氏およびLu氏が構成員に選任された。当該

委員会の憲章は取締役会に承認され、当社ウェブサイトhttp://investorrelations.utstar.com/governance.cfmで入手可能であ

る。

 

退職および支配権元々による支払の可能性

経営陣との雇用契約および退職金契約

 

Peter Blackmore氏

　当社は、Blackmore氏との間に、2007年７月２日発効の、支配権変更時／自らの意思に基づかない退職時における退職金契約

(「Blackmore退職金契約」)を締結した。かかる契約は、以後2008年１月30日に、409A条に準じるために修正および書換えられた。

かかる契約は、2008年12月17日に再度修正された。Blackmore退職金契約は、2008年１月30日から３年間有効である。３年間の期間

が終了した後、Blackmore氏と当社の間で新たな契約が締結される可能性があるが、かかる新たな契約を締結する義務はない。３

年間の期間が終了した後もBlackmore氏の雇用が継続し、当社とBlackmore氏が新たな契約を締結しない場合、その時点における

Blackmore氏の給付金アレンジメントは、両者が同意に達するまで、Blackmore退職金契約に基づき継続される。

　Blackmore退職金契約は、当社におけるBlackmore氏の雇用が、支配権の変更後18ヶ月以内に、当社により理由無く終了した、また

は正当な理由によりBlackmore氏により終了した場合、Blackmore氏は、以下の退職金を受領する権利を有するものとする旨規定

する：(ⅰ)当該終了日付で有効なBlackmore氏の基本給の24ヶ月分から適用ある源泉徴収を差引いた金額、(ⅱ)雇用が終了した

年度のBlackmore氏の年間業績目標賞与全額の200%、(ⅲ)支配権の変更前にBlackmore氏に授与された全ての株式報酬(オプショ

ンの付与、制限付株式および株式購入権を含むが、これらに限られない。)が、同氏の退職時において未払および行使不可能または

拘束下にある範囲で、かかる付与株式が全て確定し、または(支配権の変更前にBlackmore氏により購入されたまたはBlackmore氏

に付与されたいかなる株式が、買戻権の対象である場合は)当社の買戻権から解除され、かつ行使可能となり、(ⅳ)かかる株式報

酬が、(a)Blackmore氏の退職日後12ヶ月後、(b)いかなる状況下において、基本契約に基づきかかる株式報酬が満了した日付(c)初

回株式報酬付与日から10年目の応当日、(d)かかる報奨の付与が基づくエクイティ・プランにおいて規定される日のいずれか最

も早い日まで行使可能である権利、(ⅴ)Blackmore氏の全ての未払の制限付現金報酬が確定され、および(ⅵ)Blackmore氏の雇用

が終了する前日において有効な健康保険（医療、眼科および歯科など）のカバレッジおよび給付金と同一水準の、1985年包括予

算調整強化法(改正済)(「COBRA」)に基づく継続する保険受給資格による健康保険の保険料12ヶ月分と同等の額。

「支配権の変更」は、Blackmore氏の契約において定義され、一般的に以下のいずれかを含む。

　・合併(合併の直前における会社の発行済株式が存続主体の株式の50％以上に相当する性質を有する合併を除く)に対する株主

による承認

　・当社の清算の完了または当社の資産の全てもしくは実質上全ての売却もしくは処分の計画に対する株主による承認

　・いかなる者が、総議決権の50％以上に相当する当社の株式の実質所有者になる取引

　・在職している取締役が過半数に満たない取締役会の構成の変更
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　Blackmore退職金契約はまた、かかる契約の期間において、Blackmore氏の雇用が、支配権の変更に関係なく終了した場合、

Blackmore氏が以下の退職給付の対象になることを規定している。(ⅰ)かかる退職日付で有効な基本給の12ヶ月分から適用ある

源泉徴収を差し引いた金額、(ⅱ)退職した年度の年間業績ターゲット賞与の100％、(ⅲ)Blackmore氏に授与された全ての株式報

酬(オプションの付与、制限付株式および株式購入権を含むが、これらに限られない。)が、同氏の退職時において未払および行使

不可能または拘束下にある範囲で、かかる付与株式が全て確定し、または当社の買戻権から解除され、かつ行使可能となり、(ⅳ)

かかる株式報酬が、(a)Blackmore氏の雇用終了から12ヶ月、(b)いかなる状況下における、直近の基本契約に基づく株式報酬の満

了日(c)初回株式報酬付与日から10年目の応当日、(d)かかる報奨の付与が基づくエクイティ・プランにおいて規定される日のい

ずれか最も早い日まで行使可能である権利、および(ⅴ)Blackmore氏の全ての未払の制限付現金報酬が確定され、(ⅵ)Blackmore

氏の雇用が終了する前日において有効な健康保険(医療、眼科および歯科など)のカバレッジおよび給付金と同一水準の、COBRAに

基づく継続する保険受給資格による健康保険の保険料12ヶ月分と同等の額。

　Blackmore退職金契約に基づき支払われる退職給付金は、退職後30日以内に一括で支払われる。ただし、Blackmore氏が退職日付

において409A条に定義される特定従業員(「特定従業員」)である場合、(死亡が原因の場合を除き)Blackmore退職金契約に基づ

きBlackmore氏に対して支払われる退職給付金がある場合はかかる退職給付金およびその他の退職支払または409A条に基づき繰

延給与として認識される可能性があり、Blackmore氏の雇用終了から６ヶ月以内に支払期限を迎える繰延離脱給付金(「繰延離脱

給付金」)は、かかる６ヶ月間に発生し、Blackmore氏の雇用の終了日から６ヶ月と１日目または同氏の死亡がかかる雇用の終了

日よりも早い場合は同氏が死亡した日に一括して支払われる。いかなる繰延離脱給付金がある場合は、個別の支払または給付金

に適用される支払スケジュールに準じて支払が行われる。上記のとおり退職給付金を受領する条件として、Blackmore氏は、

Blackmore氏の雇用の終了により発生するいかなる申し立ての権利放棄の書面および非誹謗契約書に署名することを必要とされ

る。

　「理由」および「正当な理由」とは、Blackmore退職金契約において定義される。

　「理由」によるBlackmore氏の雇用の終了は、一般的に、以下が必要とされる。

　・多大な個人的利得をもたらす結果を伴う、同氏の従業員としての責任に関連した個人的な不誠実行為

　・会社の名声または事業に重大な不利益をもたらすと取締役会が合理的に考える重罪に対する有罪判決

　・不正行為の性質を有する、会社にとって有害な意図的行為または

　・会社における同氏の義務を実質上遂行していないとの会社の考えの根拠を述べた書面による義務遂行の要求が送付された後

における、会社における同氏の義務に対する継続的な意図的違反行為

　「正当な理由」によるBlackmore氏による雇用の終了は、一般的に以下が必要とされる。

　・会社における同氏の義務、地位または責任の重大な低下または同程度の義務、地位および責任を与えられた場合を除く、かか

る地位、義務および責任からの解任（ただし当社がより規模の大きい事業体に買収され、当社がかかる事業体の一部となる

事柄の発生は「正当な理由」を構成しない。）

　・基本給の低下

　・報酬パッケージ全体の重大な低下に伴う、従業員報酬または給付金の種類もしくは水準の重大な低下

　・通勤にかかる距離が30マイルよりも遠くなる施設または所在地の移転

　・雇用の終了の理由を成立しないまたはかかる雇用の終了の根拠が正当ではない、会社による意図的な雇用の終了または

　・当社による、会社のいかなる後継会社による引受契約の獲得の失敗
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Hong Liang Lu氏　　

　2007年11月30日、当社は、当社と当社の最高経営責任者であるLu氏との間で、支配権変更時／自らの意思に基づかない退職時に

おける退職金契約(「Lu退職金契約」)を締結した。かかる契約は、以後2008年１月30日に、409A条に準じるために修正および書換

えられた。かかる契約は、2008年12月17日に、409A条に準じるために再度修正された。Lu退職金契約(修正および書換済)では、Lu氏

と当社との間で2003年１月17日に締結され以前にSECに提出された、支配権変更時／自らの意思に基づかない退職時における退

職金契約を修正した。Lu退職金契約は、2008年１月30日から３年間有効である。３年間の期間が終了した後、Lu氏と当社の間で新

たな契約が締結される可能性があるが、かかる新たな契約を締結する義務はない。３年間の期間が終了した後もLu氏の雇用が継

続し、当社とLu氏が新たな契約を締結しない場合、その時点におけるLu氏の給付金アレンジメントは、両者が同意に達するまで、

Lu退職金契約に基づき継続される。

　Lu退職金契約は、当社におけるLu氏の雇用が、支配権の変更後18ヶ月以内に、当社により理由無く終了した場合またはLu氏によ

り正当な理由により終了した場合、Lu氏が以下の退職給付の対象になることを規定している。(ⅰ)かかる退職日付で有効な基本

給の24ヶ月分、(ⅱ)退職した年度の年間業績ターゲット賞与の200％から適用ある源泉徴収を差引いた金額、(ⅲ)支配権の変更前

にLu氏に授与された全ての株式報酬(オプションの付与、制限付株式および株式購入権を含むが、これらに限られない。)が、同氏

の退職時において未払および行使不可能または拘束下にある範囲で、かかる付与株式が全て確定し、または（支配権の変更前に

Lu氏により購入されたまたはLu氏に付与されたいかなる株式が、買戻権の対象である場合は）当社の買戻権から解除され、かつ

行使可能となり、(ⅳ)かかる株式報奨が、(a)Lu氏の雇用終了日から12ヶ月後、(b)いかなる状況下における、直近の基本契約に基

づく株式報酬の満了日(c)初回株式報酬付与日から10年目の応当日、(d)かかる報奨の付与が基準とするエクイティ・プランにお

いて規定される日、のいずれか最も早い日まで行使可能となり、(ⅴ)Lu氏の雇用が終了する前日において有効な健康保険(医療、

眼科および歯科など)のカバレッジおよび給付金と同一水準の、COBRAに基づく継続する保険受給資格による健康保険の保険料

12ヶ月分と同等の金額。「支配権の変更」は、Lu退職金契約において定義されており、Blackmore氏の契約において記載され、上記

に要約される理由および正当な理由の定義と実質的に類似している。

　Lu退職金契約は、当社におけるLu氏の雇用が、支配権の変更に関係なく、当社により理由なく終了した場合またはLu氏により正

当な理由により終了した場合、Lu氏が以下の退職給付の対象になることを規定している。(ⅰ)かかる退職日付で有効な基本給の

24ヶ月分、(ⅱ)退職した年度の年間業績ターゲット賞与の100％から適用ある源泉徴収を差引いた金額、(ⅲ)Lu氏に授与された全

ての株式報酬(オプションの付与、制限付株式および株式購入権を含むが、これらに限られない。)が、同氏の退職時において未払

および行使不可能または拘束下にある範囲で、かかる付与株式が全て確定し、または（Lu氏により購入されたまたはLu氏に付与

されたいかなる株式が、買戻権の対象である場合は）当社の買戻権から解除され、かつ行使可能となり、(ⅳ)かかる株式報酬が、

(a)Lu氏の雇用終了から12ヶ月、(b)いかなる状況下における、直近の基本契約に基づく株式報酬の満了日(c)初回株式報酬付与日

から10年目の応当日、(d)かかる報奨の付与が基づくエクイティ・プランにおいて規定される日のいずれか最も早い日まで行使

可能である権利、および(ⅴ)Lu氏の雇用が終了する前日において有効な健康保険(医療、眼科および歯科など)のカバレッジおよ

び給付金と同一水準の、COBRAに基づく継続する保険受給資格による健康保険の保険料12ヶ月分と同等の額。
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　Lu退職金契約に基づき支払われる退職給付金は、退職後30日以内に一括で支払われる。ただし、Lu氏が退職日付において、409A条

に定義される特定従業員である場合(死亡が原因の場合を除き)、Lu退職金契約に基づきLu氏に対して支払われる退職給付金があ

る場合はかかる退職給付金およびその他の退職支払または409A条に基づき繰延給与として認識される可能性があり、Lu氏の雇用

終了から６ヶ月以内に支払期限を迎える繰延離脱給付金は、かかる６ヶ月間に発生し、Lu氏の雇用の終了日から６ヶ月と１日目、

またはLu氏の死亡がかかる雇用の終了日よりも早い場合は同氏が死亡した日に一括して支払われる。いかなる繰延離脱給付金が

ある場合は、個別の支払または給付金に適用される支払スケジュールに準じて支払が行われる。上記のとおり退職給付金を受領

する条件として、Lu氏は、Lu氏の雇用の終了により発生するいかなる申立ての権利放棄の書面および非誹謗契約書に署名するこ

とを必要とされる。「理由」および「正当な理由」は、Lu退職金契約において定義されており、Blackmore氏の契約において記載

され、上記に要約される支配権の変更の定義と実質的に類似している。

 

Francis P. Barton氏　

　2008年８月26日、Francis P. Barton氏は、2008年８月31日付で当社の業務執行副社長兼最高財務責任者および取締役を退任す

る意思を当社に通知した。Barton氏の退職に関連し、報酬委員会は、 (ⅰ)380,000米ドルから源泉徴収した金額の支払、(ⅱ)2007

年11月30日付の、Barton氏および当社による保有契約の要項に基づき、Barton氏に付与された、合計876,844株の制限付株式およ

び制限付株式ユニットの確定の促進を含むBarton氏に対する報酬パッケージを承認した。確定の促進の対象となる株式は、保有

契約に基づき、Barton氏が2008年11月30日まで当社に雇用されていたとしたならば同日に確定されるはずであった制限付株式お

よび制限付株式ユニットである。

　退職の決断の前に、Barton氏は、支配権変更時／自らの意思に基づかない退職時における退職金契約(「Barton退職金契約」)を

締結した。かかる契約は、2008年１月30日から３年間有効であった。

　Barton退職金契約は、当社におけるBarton氏の雇用が、自らの意思に基づかない退職により終了した場合、Barton氏が以下の退

職金支払の対象になることを規定していた。(ⅰ)基本給の24ヶ月分、(ⅱ)賞与の100%、(ⅲ)全ての株式報奨の確定の促進、および

(ⅳ)健康保険(医療、眼科および歯科など)のカバレッジおよび給付金と同一水準の、COBRAに基づく継続する保険受給資格による

健康保険の保険料12ヶ月分と同等の額。さらに、Barton氏は、Barton氏に対する総額10百万米ドルの保有インセンティブを規定す

る保有契約を締結した。かかる契約はまた、Barton氏の雇用が、自らの意思に基づかない退職により終了した場合、保有契約の一

部として付与されたいかなるエクイティの確定が、Barton退職金契約に基づき促進されることを規定している。

 

Philip Christoper氏

　当社におけるChristopher氏の雇用は、2008年６月30日をもって終了した。Christopher氏の雇用の終了に関連し、取締役会の報

酬委員会は、PCDの収益（PCDの2008年第２四半期までの税引前利益48.7百万米ドル）の約２％に相当する１百万米ドルの賞与の

支払および追加的な退職金535,714米ドルの支払を提案し、取締役会はそれを承認した。当社はまた、Christopher氏の給付金とし

て、生命保険契約の52,221米ドルの保険金の支払にも同意した。
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Mark Green氏およびViraj Patel氏

　2006年６月20日を効力発生日として、取締役会の報酬委員会は、一定の支配権変更時および退職金の適用範囲を、経営陣ではな

い一定の当社の業務執行役員にまで拡張する、経営者の自らの意思に基づかない退職時における退職金報酬プラン(「経営者プ

ラン」)を承認した。かかるプランは、以後2008年１月30日に、409A条に準じるために修正および書換えられた。かかるプランは、

2009年２月26日に、経営者プランの修正および終了に関する用語を明確にするために、再修正および書換えられた。経営者プラン

は、当社と個別の契約を締結していないGreen氏およびPatel氏を含む、当社の特定の業務執行役員に対し、支配権変更に関する特

定の退職金を付与するものである。経営者プランは、2008年12月31日に終了した年度におけるフォーム「10-K」による年次報告

書の別紙10.30として提出された。経営者プランに関する以下の記載は、当該プランを実際に読むことにより完全なものとなる。

　経営者プランの目的は、(a)当社が、当社の従業員の継続的な献身および客観性を保持し、(b)従業員に対してインセンティブを

提供することで、雇用を継続し、株主の利益のための当社の価値を最大限にするために、従業員を動機付けることである。経営者

プランは、当社(もしくは当社のいかなる親会社または子会社)が、経営者プランにおいて定義される特定の有資格の従業員

（「有資格従業員」）の雇用を、「原因」、死亡または「障害」以外の事由により終了した場合、もしくはかかる有資格従業員

が、自らの雇用を「正当な理由」により終了した場合、有資格従業員が以下の退職給付を受領することを規定している。(ⅰ)一年

分の基本給および自らの意思に基づかず雇用が終了した年度の従業員の目標賞与の100％に相当する金額(ⅱ)雇用の終了日付に

おいて有効な保険料と同一水準における、当社の医療、歯科および眼科の保険プランにおける各有資格従業員（およびいかなる

有資格の扶養家族）のCOBRAの継続に従った、12ヶ月分の保険料と同等の額、(ⅲ)有資格従業員の、全ての発行済で未確定の株式

による株式報酬は、全額確定的に付与されるものとし、権利がある場合には、かかる権利を行使することができ、(ⅳ)かかる株式

報酬の全て(経営者プランに基づき確定する報酬を含む。)は、(a)かかる有資格従業員の退職日後12ヶ月後、(b)いかなる状況下に

おいて、基本契約に基づきかかる株式報酬が満了した日付、(c)初回株式報酬付与日から10年目の応当日、(d)かかる報奨の付与が

基づくエクイティ・プランにおいて規定される日、のいずれか最も早い日まで行使可能である権利。「理由」および「正当な理

由」とは、経営者プランにおいて定義されており、Blackmore氏の契約において記載され、上記に要約される理由および正当な理

由の定義と実質的に類似している。

　経営者プランに基づき支払われる退職金は、雇用の終了した日付から30日以内に一括で支払われる。しかしながら、有資格従業

員が、かかる雇用の終了の時点で409条の範囲内で意義する特定従業員である場合、(死亡が原因の場合を除き)経営者プランに基

づき有資格従業員に対して支払われる退職金(もしある場合)およびその他のいかなる退職支払または繰延離脱給付金として認

識される可能性があり、さもなければかかる有資格従業員の雇用の終了日から６ヶ月以内に発生する離脱給付金は、かかる雇用

の終了日から６ヶ月と１日目またはかかる有資格従業員の死亡がかかる雇用の終了日よりも早い場合は、かかる有資格従業員が

死亡した日に一括して支払われる。全ての繰延離脱給付金(もしある場合)は、個別の支払または給付金に適用される支払スケ

ジュールに準じて支払が行われる。経営者プランに基づき給付金を受領する条件として、有資格従業員は、かかる従業員の雇用の

終了により発生するいかなる申し立ての権利放棄の書面および非誹謗契約書に署名することを必要とされる。
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当社の株式報酬プランにおける支配権変更に関する規定

1997年ストック・プラン

　当社の1997年プランは、当社の解散または清算が提案された場合、取締役会は、かかる解散または清算の提案の効力発生日より

前に実務上可能な限り早急に、1997年プランにおける各参加者に対して通知しなくてはならない旨を定めている。取締役会は、か

かる解散または清算の効力発生日の15日前まではオプション保有者によるそのオプションまたは株式購入権の行使を認める裁

量を有する。当社が他の会社と合併を行う場合または当社の資産の実質的に全てを売却する場合、1997年プランに基づき発行済

みの各オプションまたは株式購入権は、承継した会社により引受または承継される。承継した会社が発行済みのオプションまた

は株式購入権の引受または承継を拒絶した場合、当該オプションまたは株式購入権は、参加者がかかる拒絶について取締役会か

ら通知を受けた日付から15日間完全に行使可能となる。

　また、1997年プランは、一般的に、役務提供者(1997年プランに定義される。)としての参加者の地位が終了した場合、当該参加者

は、終了日時点で当該オプションが確定している範囲内で、(ⅰ)当該オプションがその条件に従い満了する時、(ⅱ)終了後３ヶ月

の期間が満了する時、または(ⅲ)死亡もしくは障害による終了後12ヶ月の期間が満了する時のうち最も早く到来する時まで、自

らのオプションを行使する権利を有する旨を定めている。1997年プランは、終了後行使期間につき、1997年プランに基づき当社と

参加者の間で締結されたストック・オプション契約が既定の期間を上回る期間を定めている場合、終了後の行使期間を既定の期

間よりも長期とすることを認めている。

　2005年12月より当社の取締役および役員に対する報奨に関して1997年プランにおいて利用を承認された役員および取締役オプ

ション契約に基づき、支配権の変更後、役務提供者または取締役としての参加者の地位が終了した場合、当該オプション保有者

は、終了日時点で当該オプションが確定している範囲内で、(ⅰ)当該オプションがその条件に従い満了する時、または(ⅱ)役務提

供者もしくは取締役としての参加者の地位が終了後12ヶ月の期間が満了する時のうちいずれか早く到来する時まで、自らのオプ

ションを行使する権利を有するものとする。

　1997年プランは、株主による当社の2006年プランの承認により、2006年７月に終了した。

 

2006年株式インセンティブ・プラン

　当社の2006年プランは、2006年プランへの参加者が当社および当社の関連会社とのサービスを終了した場合、終了時より前に行

使可能となったオプションは、当該終了日から３ヶ月間引き続き行使可能である。ただし、2006年プランの管理者がこれより短期

または長期の期間を決定した場合を除く。死亡または障害による終了の場合、終了時より前に行使可能となったオプションは、当

該終了日から12ヶ月間引き続き行使可能である。ただし、2006年プランの管理者がこれより短期または長期の期間を決定した場

合を除く。オプションの行使機関満了日後は、参加者は、いかなる場合においてもオプションを行使することはできない。

　支配権が変更される場合、各発行済みの報奨は、承継した会社により引受または承継される。承継した会社が、2006年プランに基

づき付与された報奨の引受または承継を拒絶した場合、全てのオプションおよび株式評価益受益権は、全て確定し、行使可能とな

り、制限付株式に対する一切の制限は失効し、また、制限株式ユニット、パフォーマンス・シェアおよびパフォーマンス・ユニッ

トについて、全ての達成目標またはその他の確定基準は、目標レベルにおいて達成され、かつその他の全ての条件が満たされたと

みなされる。また、オプションまたは株式評価益受益権が、支配権の変更の際に引受または承継される代わり確定し、行使可能と

なった場合、2006年プランの管理者は、参加者に対し、当該オプションまたは株式評価益受益権につき、2006年プランの管理者が

その単独の裁量により決定する期間において全て確定し、行使可能となり、当該期間の満了をもって終了する旨を書面によりま

たは電子的に通知する。

　2006年プランにおける支配権の変更の規定は、全ての執行役員に適用される。
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(2)【監査報酬の内容等】

 

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　2008年12月31日および2007年12月31日に終了した事業年度のプライスウォーターハウスクーパースLLPによる専門家会計サー

ビスに対して請求された報酬総額は、以下のとおりである。

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年

監査報酬(1) $ 9,716,000 $ 11,029,000

監査関連報酬(2)  1,282,000  274,000

税務報酬(3)  25,000  22,000

その他の全ての報酬(4)  3,000  3,000

報酬合計 $ 11,026,000 $ 11,328,000

      

 

(1)UTStarcomの連結財務書類および財務報告に対するその内部管理の総合的な監査に関して提供された専門家サービス、四半期

報告書に含まれる中間連結財務書類の検討、ならびに法定および規制上の提出または業務に関連してプライスウォーターハ

ウスクーパースLLPが通常提供するサービスに対する料金。

(2)監査関連報酬については、会計コンサルティングおよび特定の買収および売却に関して実施されたその他の手続に関連する

専門サービスに対して支払われたまたは発生した料金の合計。

(3)税務コンプライアンス、税務プラニングおよび税務アドバイスに対する料金の合計から成る。

(4)オンラインリサーチツールに関する全ての料金。

 

②【その他重要な報酬の内容】

　該当なし

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　上記「①外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。

 

④【監査報酬の決定方針】

 

　監査委員会は、プライスウォーターハウスクーパースLLPの当社に対する上記の監査以外のサービスの提供は、プライスウォー

ターハウスクーパースLLPの独立性の維持に抵触しないと判断している。
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監査委員会の事前承認方針および手続

　監査委員会は、当社により起用される独立の登録公認会計士事務所の指名、維持、評価、報酬、監督および解約につき、直接責任を

負う。取締役会は、当社の独立の公認会計事務所により実施される監査および非監査サービスを事前承認する権限をRyan氏に付

与した。Ryan氏によるかかる事前承認は、四半期ごとに開催される監査委員会による承認をうける。2008年度において、レギュ

レーションS‐X、ルール2‐01(c)(7)(i)(C)に基づく「最低限(de minimis)」の例外に従って監査委員会に承認された監査関連

報酬、税務報酬またはその他の非監査報酬はなかった。

 

必要な議決権

　2009年12月31日に終了する事業年度に関する当社の独立登録公認会計士事務所としてのプライスウォーターハウスクーパース

LLPの任命の承認には、年次総会において本人または代理人により出席し、当該提案に関する議決権を有する、普通株式の過半数

の保有者の賛成票を必要とする。

 

当社の会社の構造については「第１ 本国における法制等の概要 １ 会社制度等の概要 (2) 当社の基本定款および付属定款

に規定する会社制度」を、取締役および役員の報酬については「第５ 提出会社の状況 ４ 役員の状況」を参照のこと。
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第６ 【経理の状況】

 

１　本書記載のユー・ティー・スターコム・インクおよびその子会社(以下、「当社」という)の連結財務書類は、米国において一

般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成されている。当社の採用した会計原則と、日本において一般に公正妥

当と認められている会計原則との間の主な相違点に関しては、「４ 米国と日本における会計原則および会計慣行の主な相

違」に説明されている。

当社の連結財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表

等規則」という)第127条第１項の規定の適用を受けている。

 

２　本書記載の当社の2008年12月31日および2007年12月31日現在の連結貸借対照表、2008年12月31日に終了した３年間の各事業

年度の連結損益計算書、連結株主持分変動表および連結キャッシュ・フロー計算書ならびに2008年12月31日現在の財務報告に

関する当社の内部統制は、独立登録会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパースLLPの監査を受けており、独立登録

会計事務所の監査報告書が本有価証券報告書に添付されている。

なお、前述の連結財務書類は「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第１条の３の規定によ

り、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく日本の公認会計士による監査を受けていない。

 

３　当社の原文(英文)の連結財務書類は、当社が米国証券取引委員会に提出したものと同一であり、日本文は原文の連結財務書類

を翻訳したものである。

 

４　本書記載の当社の連結財務書類(原文)は米ドルで表示されている。「円」で表示されている金額は「財務諸表等規則」第130

条の規定に基づき、2009年５月29日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値、１米ドル＝96.48円の為

替レートで換算された金額である。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のた

め合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、円表示額は単に便宜上の表示のためであり、米ドル額が上記のレートで

円に換算されることを意味するものではない。

 

５　円換算額および「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　米国と日本における会計原則及び会計慣行の主な相違」ま

でに関する記載は当社の原文の連結財務書類には含まれておらず、当該事項における連結財務書類への参照事項を除き、上記

２の会計監査の対象にもなっていない。
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１ 【財務書類】
(1) 連結貸借対照表

 
 12月31日現在
 2008年  2007年
 千ドル  百万円  千ドル  百万円

資産        
流動資産：        
現金および現金等価物 309,603 29,870  437,449 42,205 
短期投資 4,262 411  65,629 6,332 
売掛金
(以下の貸倒引当金控除後
　2008年12月31日現在：37,359千ドル(3,604百万円)
　2007年12月31日現在：45,728千ドル(4,412百万円)149,210 14,396  304,654 29,393 
売掛金－関連当事者 9,166 884  26,256 2,533 
受取手形 11,120 1,073  12,615 1,217 
棚卸資産 171,307 16,528  334,467 32,269 
繰延費用 133,409 12,871  190,260 18,356 
前払金およびその他の流動資産 127,675 12,318  115,194 11,114 
短期拘束性預金 16,840 1,625  6,442 622 

流動資産合計 932,592 89,976  1,492,966 144,041 
有形固定資産－純額 175,287 16,912  209,094 20,173 
長期投資 17,691 1,707  16,667 1,608 
無形固定資産－純額 －  －  24,809 2,394 
長期繰延費用 149,258 14,400  164,766 15,897 
長期繰延税金資産 13,464 1,299  46,277 4,465 
その他の長期資産 22,514 2,172  30,009 2,895 
資産合計 1,310,806 126,467  1,984,588 191,473 

        
負債および株主持分        
流動負債：        
買掛金 176,384 17,018  148,440 14,321 
短期債務 －  －  322,829 31,147 
未払法人税等 7,162 691  1,174 113 
顧客からの前受金 144,700 13,961  229,050 22,099 
前受収益 117,584 11,345  100,502 9,696 
繰延税金負債 11,644 1,123  53,922 5,202 
その他の流動負債 163,046 15,731  247,299 23,859 

流動負債合計 620,520 59,868  1,103,216 106,438 
長期前受収益 210,050 20,266  236,033 22,772 
長期債務 －  －  333 32 
その他の長期債務 12,594 1,215  23,325 2,250 
負債合計 843,164 81,348  1,362,907 131,493 

契約債務および偶発債務(注記14)        
連結子会社に係る少数株主持分 808 78  3,705 357 
株主持分：        
普通株式：
額面0.00125ドル、授権株式数：750,000,000株
2008年12月31日現在：
発行済株式数：126,566,394株
2007年12月31日現在：
発行済株式数：123,467,204株 152 15  152 15 
株式払込剰余金 1,239,074 119,546  1,216,691 117,386 
欠損金累計額 (841,486) (81,187) (691,170) (66,684)
その他の包括利益累積額 69,094 6,666  92,303 8,905 

株主持分合計 466,834 45,040  617,976 59,622 
負債、少数株主持分および株主持分合計 1,310,806 126,467  1,984,588 191,473 

 
この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(2) 連結損益計算書

 
 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  百万円  千ドル  百万円  千ドル  百万円

純売上高            
第三者 1,602,166 154,577  2,399,178 231,473  2,328,105 224,616 

関連当事者 38,283 3,694  67,792 6,541  130,756 12,615 

 1,640,449 158,271  2,466,970 238,013  2,458,861 237,231 
売上原価            
第三者 1,356,689 130,893  2,096,772 202,297  1,990,967 192,088 

関連当事者 22,518 2,173  48,747 4,703  82,150 7,926 

売上総利益 261,242 25,205  321,451 31,014  385,744 37,217 

営業費用(収益)：            
販売費および一般管理費 257,559 24,849  319,145 30,791  334,455 32,268 
研究開発費 143,291 13,825  168,275 16,235  182,869 17,643 
無形固定資産償却費 4,111 397  15,961 1,540  18,871 1,821 
のれんおよびその他の長期性資
産の減損損失

27,220 2,626  19,912 1,921  －  －

事業再編費用 13,059 1,260  14,474 1,396  －  －

事業売却益(純額) (7,782) (751) (4,271) (412) (12,291) (1,186)

営業費用合計 437,458 42,206  533,496 51,472  523,904 50,546 

営業損失 (176,216) (17,001) (212,045) (20,458) (138,160) (13,330)

受取利息 7,491 723  14,460 1,395  14,829 1,431 
支払利息 (10,439) (1,007) (32,676) (3,153) (11,688) (1,128)

その他の収益(費用)－純額 35,427 3,418  64,796 6,252  1,092 105 

法人税等および少数株主損益控除
前損失

(143,737) (13,868) (165,465) (15,964) (133,927) (12,921)

還付法人税等(法人税等) (7,087) (684) (32,898) (3,174) 15,024 1,450 

連結子会社に係る少数株主損失 508 49  2,788 269  1,558 150 

当期純損失 (150,316) (14,502) (195,575) (18,869) (117,345) (11,321)

            
１株当たり損失
－基本的および希薄化後

(1.22)ドル (118)円 (1.62)ドル (156)円 (0.97)ドル (94)円

      
発行済株式の加重平均株式数
－基本的および希薄化後

123,490千株 121,059千株 120,657千株

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(3) 連結株主持分変動表

(単位：株／千ドル)

  普通株式  株式払込

剰余金

 繰延

株式報酬

 欠損金

累計額  株数  金額    

2005年12月31日現在残高  121,018,036 152  1,192,201  (3,591) (376,899)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  106,193 －  390 －  －

SFAS第123号(R)の適用に伴う繰延株式報酬の消去  －  －  (3,591) 3,591 －

株式に基づく報酬  －  －  16,647 －  －

事業部門の売却に伴う失効による株式に基づく報酬の戻入れ  －  －  (2,393) －  －

制限付株式の付与および償却  174,884 －  2,338 －  －

自己株式の買戻し  －  －  －  －  －

当期純損失  －  －  －  －  (117,345)

その他の包括利益(損失)：  －  －  －  －  －

売却可能有価証券の未実現利益(０千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

為替換算調整額(535千ドルの税金ベネフィット考慮後)  －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2006年12月31日現在残高  121,299,113 152 1,205,592 －  (494,244)

FIN第48号の適用に伴う期首利益剰余金の減額のための

累積的調整額
 －  －  －  －  (1,351)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  2,246 －  －  －  －

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  2,707,132 －  －  －  －

株式に基づく報酬  －  －  12,792  －  －

権利が確定した制限付株式／株式ユニットの買戻しおよび

解約
 (541,287) －  (1,693) －  －

当期純損失  －  －  －  －  (195,575)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現利益(8,396千ドルの税引後) －  －  －  －  －

過年度未実現利益の実現(5,371千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

為替換算調整額(347千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2007年12月31日現在残高  123,467,204 152 1,216,691 －  (691,170)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  61,923 －  127 －  －

ESPPの購入に伴い発行された普通株式  734,673   1,614    

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  3,125,094 －  －  －  －

制限付株式の解約  (822,500) －  －  －  －

株式に基づく報酬  －  －  20,642 －  －

当期純損失  －  －  －  －  (150,316)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現損失(217千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

過年度未実現利益の実現(3,243千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

過年度未実現為替換算調整額の実現(０千ドルの税引後)  －  －  －  －  －

為替換算調整額(140千ドルの税金ベネフィット考慮後) －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2008年12月31日現在残高  126,566,394 152 1,239,074 －  (841,486)

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(3) 連結株主持分変動表(続き)

(単位：株／千ドル)

  その他の

包括利益

累積額

 自己株式  
株主持分

合計

 

包括利益
   株数  金額

  

2005年12月31日現在残高  14,786 －  －  826,649  

オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  390  

SFAS第123号(R)の適用に伴う繰延株式報酬の消去  －  －  －  －   

株式に基づく報酬  －  －  －  16,647  

事業部門の売却に伴う失効による株式に基づく報酬の戻入れ  －  －  －  (2,393)  

制限付株式の付与および償却  －  －  －  2,338  

自己株式の買戻し  －  (4,468) (39) (39)  

当期純損失  －  －  －  (117,345) (117,345)

その他の包括利益(損失)：  －  －  －  －   

売却可能有価証券の未実現利益(０千ドルの税引後)  32,662 －  －  32,662 32,662

為替換算調整額(535千ドルの税金ベネフィット考慮後)  15,451 －  －  15,451 15,451

包括損失合計  －  －  －  －  (69,232)

2006年12月31日現在残高  62,899 (4,468) (39) 774,360  

FIN第48号の適用に伴う期首利益剰余金の減額のための

累積的調整額
 －  －  －  (1,351)  

オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  －   

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  －  －  －  －   

株式に基づく報酬  －  －  －  12,792  

権利が確定した制限付株式／株式ユニットの買戻しおよび

解約
 －  4,468 39 (1,654)  

当期純損失  －  －  －  (195,575) (195,575)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現利益(8,396千ドルの税引後) 51,667 －  －  51,667 51,667

過年度未実現利益の実現(5,371千ドルの税引後)  (48,338) －  －  (48,338) (48,338)

為替換算調整額(347千ドルの税引後)  26,075 －  －  26,075 26,075

包括損失合計  －  －  －  －  (166,171)

2007年12月31日現在残高  92,303 －  －  617,976  

オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  127  

ESPPの購入に伴い発行された普通株式        1,614  

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  －  －  －  －   

制限付株式の解約  －  －  －  －   

株式に基づく報酬  －  －  －  20,642  

当期純損失        (150,316) (150,316)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現損失(217千ドルの税引後)  (2,353) －  －  (2,353) (2,353)

過年度未実現利益の実現(3,243千ドルの税引後)  (36,909) －  －  (36,909) (36,909)

過年度未実現為替換算調整額の実現(０千ドルの税引後)  (3,670) －  －  (3,670) (3,670)

為替換算調整額(140千ドルの税金ベネフィット考慮後)  19,723 －  －  19,723 19,723

包括損失合計        －  (173,525)

2008年12月31日現在残高  69,094 －  －  466,834  

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(3) 連結株主持分変動表(続き)

(単位：株／百万円)

  普通株式  株式払込

剰余金

 繰延

株式報酬

 欠損金

累計額  株数  金額    

2005年12月31日現在残高  121,018,036 15  115,024  (346) (36,363)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  106,193 －  38  －  －

SFAS第123号(R)の適用に伴う繰延株式報酬の消去  －  －  (346) 346  －

株式に基づく報酬  －  －  1,606  －  －

事業部門の売却に伴う失効による株式に基づく報酬の戻入れ  －  －  (231) －  －

制限付株式の付与および償却  174,884 －  226  －  －

自己株式の買戻し  －  －  －  －  －

当期純損失  －  －  －  －  (11,321)

その他の包括利益(損失)：  －  －  －  －  －

売却可能有価証券の未実現利益(０百万円の税引後)  －  －  －  －  －

為替換算調整額(52百万円の税金ベネフィット考慮後)  －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2006年12月31日現在残高  121,299,113 15  116,316  －  (47,685)

FIN第48号の適用に伴う期首利益剰余金の減額のための

累積的調整額
 －  －  －  －  (130)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  2,246 －  －  －  －

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  2,707,132 －  －  －  －

株式に基づく報酬  －  －  1,234  －  －

権利が確定した制限付株式／株式ユニットの買戻しおよび

解約
 (541,287) －  (163) －  －

当期純損失  －  －  －  －  (18,869)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現利益(810百万円の税引後)  －  －  －  －  －

過年度未実現利益の実現(518百万円の税引後)  －  －  －  －  －

換算調整額(33百万円の税引後)  －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2007年12月31日現在残高  123,467,204 15  117,386  －  (66,684)

オプションの行使に伴い発行された普通株式  61,923 －  12  －  －

ESPPの購入に伴い発行された普通株式  734,673   156    

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  3,125,094 －  －  －  －

制限付株式の解約  (822,500) －  －  －  －

株式に基づく報酬  －  －  1,992  －  －

当期純損失  －  －  －  －  (14,502)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現損失(21百万円の税引後)  －  －  －  －  －

過年度未実現利益の実現(313百万円の税引後)  －  －  －  －  －

過年度未実現為替換算調整額の実現(０百万円の税引後)  －  －  －  －  －

為替換算調整額(14百万円の税金ベネフィット考慮後)  －  －  －  －  －

包括損失合計  －  －  －  －  －

2008年12月31日現在残高  126,566,394 15  119,546  －  (81,187)

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(3) 連結株主持分変動表(続き)

(単位：株／百万円)

  その他の

包括利益

累積額

 自己株式  
株主持分

合計

 

包括利益

 

   株数  金額    
2005年12月31日現在残高  1,427  －  －  79,755    
オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  38    
SFAS第123号(R)の適用に伴う繰延株式報酬の消去  －  －  －  －    
株式に基づく報酬  －  －  －  1,606    
事業部門の売却に伴う失効による株式に基づく報酬の戻入れ  －  －  －  (231)   
制限付株式の付与および償却  －  －  －  226    
自己株式の買戻し  －  (4,468) (4) (4)   
当期純損失  －  －  －  (11,321) (11,321) 
その他の包括利益(損失)：  －  －  －  －    
売却可能有価証券の未実現利益(０百万円の税引後)  3,151  －  －  3,151  3,151  
為替換算調整額(52百万円の税金ベネフィット考慮後)  1,491  －  －  1,491  1,491  

包括損失合計  －  －  －  －  (6,680) 
2006年12月31日現在残高  6,068  (4,468) (4) 74,710    
FIN第48号の適用に伴う期首利益剰余金の減額のための

累積的調整額
 －  －  －  (130)   

オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  －    
発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  －  －  －  －    
株式に基づく報酬  －  －  －  1,234    
権利が確定した制限付株式／株式ユニットの買戻しおよび

解約
 －  4,468 4  (160)   

当期純損失  －  －  －  (18,869) (18,869) 
その他の包括利益：            
売却可能有価証券の未実現利益(810百万円の税引後)  4,985  －  －  4,985  4,985  
過年度未実現利益の実現(518百万円の税引後)  (4,664) －  －  (4,664) (4,664) 
換算調整額(33百万円の税引後)  2,516  －  －  2,516  2,516  

包括損失合計  －  －  －  －  (16,032) 
2007年12月31日現在残高  8,905  －  －  59,622    
オプションの行使に伴い発行された普通株式  －  －  －  12   

ESPPの購入に伴い発行された普通株式        156   

発行された制限付株式および放出された制限付株式ユニット  －  －  －  －   

制限付株式の解約  －  －  －  －   

株式に基づく報酬  －  －  －  1,992   

当期純損失        (14,502) (14,502)

その他の包括利益：           

売却可能有価証券の未実現損失(21百万円の税引後)  (227) －  －  (227) (227)

過年度未実現利益の実現(313百万円の税引後)  (3,561) －  －  (3,561) (3,561)

過年度未実現為替換算調整額の実現(０百万円の税引後)  (354) －  －  (354) (354)

為替換算調整額(14百万円の税金ベネフィット考慮後)  1,903  －  －  1,903  1,903 

包括損失合計        －  (16,742)

2008年12月31日現在残高  6,666  －  －  45,040   

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 
 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  百万円  千ドル  百万円  千ドル  百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー：            

当期純損失 (150,316) (14,502) (195,575) (18,869) (117,345) (11,321)

当期純損失から営業活動により獲得した
(使用された)現金純額を算出するための
調整項目：

           

減価償却費等 38,018 3,668  57,392 5,537  68,039 6,564 
投資の売却益および変動持分事業体にお
ける所有者持分の清算益

(48,375) (4,667) (53,709) (5,182) －  －

事業売却益(純額) (7,782) (751) (4,271) (412) (12,291) (1,186)
資産除却損(純額) －  －  4,204 406  2,715 262 
長期投資益(純額) －  －  (6,223) (600) －  －
のれんその他の長期性資産の減損損失 27,220 2,626  19,912 1,921  －  －
長期投資の減損損失 4,307 416  －  －  13,500 1,302 
株式報酬費用 20,565 1,984  12,792 1,234  16,592 1,601 
貸倒引当金戻入額 (5,227) (504) (8,664) (836) (9,347) (902)
繰延費用引当金繰入額 18,105 1,747  2,254 217  2,730 263 
繰延法人税等 (6,440) (621) 11,908 1,149  (1,223) (118)
その他 (508) (49) (1,648) (159) (36) (3)
営業資産および負債の増減(事業売却の
影響を除く)：

           

売掛金 58,869 5,680  93,877 9,057  133,052 12,837 
棚卸資産および繰延費用 (2,280) (220) 118,915 11,473  46,907 4,526 
その他の資産 (2,697) (260) (21,183) (2,044) (7,490) (723)
買掛金 128,921 12,438  (172,030) (16,597) (25,483) (2,459)
未払法人税等 4,558 440  9,281 895  (28,946) (2,793)
顧客からの前受金 (64,941) (6,266) (48,142) (4,645) 38,423 3,707 
前受収益 (13,796) (1,331) (40,718) (3,928) (29,328) (2,830)

その他の流動負債 (53,365) (5,149) (3,465) (334) (27,577) (2,661)

営業活動により獲得した(使用された)
現金純額 (55,164) (5,322) (225,093) (21,717) 62,892 6,068 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書(続き)

 
 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  百万円  千ドル  百万円  千ドル  百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー：            

有形固定資産の取得 (14,214) (1,371) (27,324) (2,636) (26,274) (2,535)
事業売却による収入(純額) 214,051 20,652  4,271 412  35,965 3,470 
投資持分の売却による収入(の購入) (8,655) (835) 3,255 314  473 46 
持分変動事業体からの貸付金返済による
収入 7,728 746  －  －  －  －
無形固定資産の購入 －  －  (215) (21) (658) (63)

拘束性預金の変動 (8,216) (793) 6,591 636  20,882 2,015 
短期投資の購入 (13,816) (1,333) (37,935) (3,660) (42,400) (4,091)
短期投資の売却による収入 68,807 6,638  79,885 7,707  46,428 4,479 

その他 361 35  910 88  1,649 159 

投資活動により獲得した現金純額 246,046 23,739  29,438 2,840  36,065 3,480 

財務活動によるキャッシュ・フロー：            
株式の発行－費用控除後 1,741 168  －  －  390 38 
当座借越の変動 (6,248) (603) 5,584 539  609 59 
借入金による収入 50,000 4,824  97,852 9,441  100,629 9,709 
借入金の返済 (375,317) (36,211) (159,457) (15,384) (200,742) (19,368)
普通株式の買戻し －  －  (1,654) (160) (39) (4)

その他 (2,788) (269) (430) (41) (356) (34)

財務活動に使用された現金純額 (332,612) (32,090) (58,105) (5,606) (99,509) (9,601)

現金および現金等価物に対する為替レート
変動による影響額 13,884 1,340  29,586 2,854  16,604 1,602 

現金および現金等価物の純(減少)増加額 (127,846) (12,335) (224,174) (21,628) 16,052 1,549 

現金および現金等価物の期首残高 437,449 42,205  661,623 63,833  645,571 62,285 

現金および現金等価物の期末残高 309,603 29,870  437,449 42,205  661,623 63,833 

            
キャッシュ・フロー情報に関する補足開示：            
現金支払額：            
利息 20,552 1,983  21,954 2,118  9,773 943 
法人税等 7,547 728  11,953 1,153  13,574 1,310 
現金支出を伴わない営業活動            
受取手形に振替えられた売掛金 22,742 2,194  26,314 2,539  22,921 2,211 

現金支出を伴わない投資活動            
長期投資と交換された有形固定資産 －  －  －  －  5,500 531 

 

この連結財務書類に添付されている注記を参照のこと。
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(5) 連結財務書類に対する注記

注記１　表示方法の基準および流動性

ユー・ティー・スターコム・インク(以下「当社」という)は、カリフォルニア州アラメダを本拠地として1991

年に設立されたデラウェア州の法人であり、全世界の通信サービス・プロバイダーやオペレーター向けに、通信イ

ンフラストラクチャー、加入者宅内機器およびワイヤレス電話ハンドセットの設計、製造および販売を行ってい

る。当社はまた、通信インフラストラクチャーの設置、運営およびメンテナンスサービスを提供している。当社は、

顧客の既存のインフラ設備を利用し、顧客に対して収益をもたらすアクセス・サービスの迅速な設定を可能とす

る一方、コスト効率のよいエンド・ツー・エンドのIPネットワークへの移行方法を提供している。

添付の連結財務書類は、当社および当社の100％所有子会社および過半数所有子会社の勘定を含んでいる。連結

財務書類の作成においては、全ての重要な会社間勘定および取引は消去されている。連結子会社に係る少数株主持

分は、連結財務書類においては個別に表示されている。当年度の表示に一致させるため、過年度の金額が一部再組

替されているが、この再組替は過年度に計上した当期純利益になんら影響を及ぼすものではない。

添付の2008年および2007年12月31日現在の連結貸借対照表、ならびに2008年12月31日に終了した３年間の各事

業年度の連結損益計算書は、米国証券取引委員会(以下「SEC」という)の規則および規定に従って、また米国にお

いて一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して、当社が作成したものである。

添付の連結財務書類は、当社が継続企業であるという前提に基づいて表示されている。継続企業の前提では通常

の業務における資産の実現および負債の返済が考慮されている。

当社では2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、それぞれ150.3百万ドル、195.6百

万ドルおよび117.3百万ドルの当期純損失が発生しており、2008年12月31日に終了した期間までの四半期で16期中

15期連続の営業損失を計上している。2008年12月31日現在、当社の欠損金累計額は841.5百万ドルである。当社は、

2008年度および2007年度において、それぞれ55.2百万ドルおよび225.1百万ドルの営業活動からの現金流出額(純

額)があった。経営者は、少なくとも今後４四半期にわたる損失の発生と営業活動からのキャッシュ・フローのマ

イナスを予想している。

2008年12月31日現在、当社の現金および現金等価物は309.6百万ドルであり、そのうち200.8百万ドルは中国子会

社が保有している。中国子会社から当社の中国以外の子会社の使用に供するために送金可能な現金の額は、中国子

会社が必要とする流動性と中国国外への資金移動に対する為替管理規制などを含む中国政府が定めた制約の双方

により制限されている。
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当社の唯一の確実な資金調達源は中国における信用供与枠である。この供与枠は、銀行がその時点で当社の中国

子会社の信用を好意的に評価していること、銀行が融資可能な資金を有していること、およびその他中国国内の銀

行規制や慣行に制約される。従って、経営者は、本供与枠による借入が利用可能だとしても、当社の流動性の要求を

満たすのに十分であると確信することができない。さらに、本信用供与枠は2009年８月に期限切れとなる。経営者

は、本供与枠が失効した時点で、新しい信用供与枠が商取引上合理的な条件で入手できるかまたは入手自体が可能

なのかどうか確信がない。この供与枠が失効と同時に更新されるとしても、当社の最近の財務実績に基づき、利用

可能な信用総額は減額される場合がある。従って、経営者は中国における当社の信用供与枠に基づく借入が当社の

資金需要に見合うかどうか確信がない。

2008年度において当社は様々な流動性改善策に取り組んだ。2008年３月、当社は289.5百万ドルを支払って自社

の転換劣後債および関連の未払利息を償還した。2008年７月１日に、当社は219.1百万ドルでPCDの売却を完了した

(注記３を参照)。さらに、2008年７月にモバイル・ソリューション事業部門を売却した。2008年度第４四半期に、経

営者はカスタム・ソリューション事業部門の解体と韓国を本拠地とするハンドセット事業の段階的縮小を開始し

た。経営者が行ったこれらの措置とその他の事業再編策の結果、営業費用の販売費および一般管理費ならびに研究

開発費は前年同四半期比35％から40％減少した。2008年12月、経営者は、複数の機能を当社の中国事業に統合して

機能の重複を解消する取り組みなどさらなる方策を発表した。経営者はこれらの方策により、成功裏に実施されれ

ば2009年度第４四半期までに大幅な営業費用の削減が達成され、当社の固定費基盤が事業、市場の需要や予想売上

水準とより良く連携できると考えている。予想売上水準は2009年度上半期に比べて下半期に大幅に増加すると経

営者は見込んでいる。2009年度に達成される可能性のある売上水準に関する不確実性は、最近の市場の混乱や世界

的な経済不況により高まっている。当社の財務計画で予想される売上水準が実現しない場合、当社はコストと経費

を削減するさらなる措置を講じる、または他のコスト削減案を模索する必要がある。

経営者は当社が2009年度に予想売上水準を達成し、営業活動に使用される費用と現金を当社の2009年度財務計

画で予定された水準まで抑えることができるとすると、当社の中国および中国以外の事業共に今後12ヵ月間にお

いて運転資金および設備投資のための資金を調達するのに十分な流動性を有することになる。当社が2009年度財

務計画を実施することができないとすると、株式または債券による資金調達が必要となる場合がある。追加資金調

達が必要な場合に、当該資金調達が当社にとって納得のいく条件で得られるという保証はない。将来の資金が株式

または債券の発行で調達される場合、これらの証券は当社の普通株式よりも上位の権利、特権または優先権を有す

る可能性があり、新たに発行された債券には当社の事業に制限を課す借入契約条項が含まれる恐れがある。また、

新規に発行された負債証券または持分証券の売却により当社の既存株主に対してさらなる希薄化をもたらす可能

性がある。
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近年、世界経済は金融危機および信用恐慌が引き金となり、著しく落ち込んでいる。この金融危機および信用恐

慌は、ここしばらくの間引き続き世界経済を困難に直面させると予想される。現在のマクロ経済の環境下では、経

営者が将来の実績を予測する能力に内在する重大なリスクと不確実性が存在する。当社が直面する事業環境は、社

内外問わず、重大な不確実性を提起している。2009年度財務計画および経営者が主導する収益基盤の維持・成長と

コストの抑制・削減が十分に実施されるにつれて当社の経営成績、キャッシュ・フローおよび流動性の改善が予

想される一方、当社の継続的な損失と予想されるマイナスの営業キャッシュ・フローにより、当社の継続企業とし

ての存在能力に関して重大な疑念が提起されている。この連結財務書類には、当社が継続企業として存続できなく

なった場合に必要となるような、計上された資産の回収可能性および分類、負債の金額および分類あるいはその他

の調整に関する修正額は含まれていない。

 

注記２　重要な会計方針の要約

 

見積りの使用：

米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して連結財務書類を作成するにあたり、経営者

は連結財務書類の決算日における資産および負債の金額、ならびに偶発資産および負債の開示、およびその報告期

間における収益や費用の金額に影響を及ぼすような見積りや仮定を行う必要がある。見積りは特に、収益認識、貸

倒引当金および返品引当金、税務上の評価性引当金、棚卸資産評価性引当金、繰延費用、製品保証引当金、契約上の

損失に対する引当金、のれんおよび無形固定資産の回収可能性、その他の長期性資産の減損損失、株式に基づく報

酬、偶発損失ならびに事業再編費用などについて使用される。実際の金額はそれら当初の見積りと大幅に異なるこ

ともあり得る。

 

現金および現金等価物：

現金および現金等価物は、当初の満期が３ヵ月以内である流動性の高い金融商品から構成される。2008年12月31

日現在、現金および現金等価物の約24％は米国で保有されており、残りは世界中のその他のユー・ティー・スター

コムの事業体で保有されている。2008年12月31日現在、当社の現金および現金等価物のうち200.8百万ドルは中国

子会社で保有されている。中国は中国国外への資金移動に対して為替管理規制を課している。現金および現金等価

物は、機関投資家のマネー・マーケット・ファンド、短期銀行預金、および翌日から３ヵ月の範囲で満期が固定さ

れている預金と同様の短期金融商品に投資されている。
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中国における拘束資産：

適用規則に従い、中国の外国投資企業は中国企業会計基準準則に準拠して算定された利益剰余金からのみ配

当を支払うことができる。利益剰余金の計算では、外国投資企業は、毎年少なくとも利益剰余金の10％を特定の

準備基金に積み立てなければならない。ただし、当該準備基金が企業の登録資本金の50％に達した場合はこの限

りではない。中国の法規制におけるこれらの制限やその他の制限の結果、当社の中国子会社は、配当、貸付または

前払金などの形で自社の純資産の一部を米国親会社に移転する能力が制限される。この制限された部分は、2008

年12月31日現在、約186.1百万ドルで、当社の連結純資産合計額の40％に達する。2008年12月31日時点で、当社は

中国の制約における上記の留保された純資産に見合う十分な非現金資産を保有している。従って、当社の現金残

高は全て法的に送金の制約を受けることはない。

 

投資：

当社は、米国財務会計基準書第115号(以下「SFAS第115号」という)「特定の負債証券および持分証券への投資

の会計処理」ならびに財務会計基準審議会職員意見書(以下「FSP」という)SFAS第115-1号「一時的でない減損の

意味と特定の投資に対するその適用」に基づき、負債証券および持分証券に対する投資を会計処理している。経営

者は、そのような証券について購入時に適切な分類を決定し、決算日ごとにその分類の再評価を行っている。当社

は、発生問題専門委員会(以下「EITF」という)第03-1号「一時的でない減損の意味および特定の投資に対するそ

の適用」に規定されている指針に準拠して、未実現損失のポジションにある投資に一時的でない減損が生じてい

るかどうかを評価している。実現損益および一時的でないと判断される価値の下落は、特定の識別方法に基づき決

定され、損益計算書に計上される。

当社は事業の推進および戦略的目的のために、公開会社および非公開会社に対する戦略的投資も行っている。当

社の公開会社の持分証券に対する投資は、売却可能として分類されている。売却可能投資は当初、取得原価で計上

され、定期的に包括利益を通じて公正価値に調整される。当社が有する議決権持分が20％未満でありかつ重要な影

響力を行使することができない非公開会社の持株証券に対する投資は、原価法に基づき会計処理される。原価法で

は、当該投資は取得原価と公正価値のうちいずれか低い方の価額で計上される。これらの投資はいずれも、適宜、公

正価値または取得原価で計上される。当社は、これらの投資の公正価値に一時的でない下落が生じているかどうか

について、特定の識別方法に基づいて定期的に検討を行い、一時的でない下落が生じている場合は当該投資を公正

価値まで評価減する。
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収益認識基準：

通信機器およびハンドセットの販売による収益は、取引を裏付ける契約等の確実な証拠が存在し、引渡しが行わ

れ、料金が固定あるいは確定でき、代金の回収可能性が高い場合に認識される。顧客からの支払金額が固定されて

いない場合、あるいは支払期間が延長されるため確定できない場合、収益は顧客からの支払期日が到来した時に、

その他の収益認識条件を全て満たしていることを前提として認識される。収益認識以前に受領した金額は、顧客か

らの前受金として計上される。支払条件は通常、顧客が属する地域の一般的な商慣行によるため、地域によって

様々に異なる。運送および取扱手数料の顧客への請求は収益として計上され、関連する費用は営業原価として計上

される。契約上予想される損失は、各契約に関する一般的な会計指針に従って、識別された時点で個別ベースで認

識される。

売上は、重要な収益認識の判断を要する複雑な取決めを含む契約から生じることがある。特に、契約に複数の要

素が存在する場合(複数の要素による契約)である。契約に複数の要素が存在する場合、EITF第00-21号「複数の物

品・サービス等を提供する取引における収益の認識」およびSEC職員会計公報第104号「収益認識」で規定されて

いる通り、契約価格は様々な要素の公正価値に関する検証可能かつ客観的な証拠に基づき、しかもその証拠に比例

して異なる要素ごとに配分される。複数の要素による契約には主に、機器の販売、設置、トレーニングおよび契約後

サポートが含まれている。収益は、引き渡されていない要素の公正価値が決定し、引き渡された要素が独自の価値

を有し、引き渡された要素に対する返品の権利がなく、当社が引き渡されていない要素を管理している場合、各要

素が獲得された時点、すなわち装置の設置および受け取りあるいは端末機器の引渡しの時点をもって認識される。

販売促進サポートおよび設置などのサービス要素を含む契約については、公正価値の検証可能かつ客観的な証拠

が存在しない場合、かかるサービスが完了したとみなされるまで、または当社が公正価値の検証可能かつ客観的な

証拠を確定できるまで、収益は繰延べられる。

設置サービスが形式的ではない場合、収益の認識には最終受領が要求されている。顧客の最終受領とは、顧客が

機器の引渡しおよび設置(ある場合)を全て受領し、当社が客先より代金全額の支払いを受ける権利がある状態を

さす。当社は、取引に対して受領が本質的であると判断する場合、顧客から最終受領が承諾される前に収益の認識

を行わない。
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ソフトウェアを含む契約に複数の要素が存在し、かつこのソフトウェアが当該契約における機器またはサービ

スに対する付随品以上の役割を担っていると判断される場合、ソフトウェアおよびソフトウェアに関連する要素

は、米国公認会計士協会参考意見書(以下「SOP」という)第97-2号「ソフトウェアの収益認識」(関連する改訂を

含む)およびEITF第03-05号「ソフトウェア以外の納品物に対して付随的ではないソフトウェアが含まれる契約に

おけるソフトウェア以外の納品物に対するSOP第97-2号『ソフトウェアの収益認識』の適用」の規定に基づいて

認識される。当社は、公正価値に関するベンダー固有の客観的証拠(以下「VSOE」という)に基づきソフトウェア契

約の要素ごとに収益を配分する。各要素の公正価値に関するVSOEは、同様の要素が個別に販売された場合に請求さ

れる金額に基づく。当社は、契約に将来引き渡される要素が１つ以上含まれ、引き渡されていない全ての要素の公

正価値にVSOEがある場合に残差法を用いて収益の認識を行っている。残差法では、引き渡されていない要素の公正

価値は繰延べられ、契約価格の残りの部分はその他の収益認識の基準が全て満たされた時点で収益として認識さ

れる。１つ以上の引き渡されていない要素の公正価値に関するVSOEが存在しない場合、引き渡された要素および引

き渡されていない要素に係る収益は全て、これらの要素全てが引き渡されるか、あるいは引き渡されていない要素

の公正価値に関するVSOEを確定することができるまで繰延べられる。一部のケースでは、当社は販売した機器に対

して「入手可能となった場合」という条件で、追加の対価なしで不特定の期間(契約期間を超える場合もある)に

わたってソフトウェアのアップグレード権を与えることを認めている。この追加契約義務は契約後サポートの一

要素である。当社はこのような契約要素に対してVSOEを有していない。従って、こうした契約による収益は、契約後

サポートの提供が見込まれる期間にわたり、比例配分で認識される。予想サポート期間は、一般に契約期間である。

契約期間が明記されていない一部のケースでは、収益は予想サポート期間にわたって比例配分で認識される。当社

は定期的に、契約後サポートの予想期間に関する仮定を見直している。当社が当社のサポート期間に関する予想を

修正する必要があると判断した場合でも、契約期間にわたって認識される収益の金額への影響は生じない。しかし

ながら、契約後サポート期間に関する新たな仮定が当初の仮定と異なる程度に応じて、契約による収益は残りの予

想サポート期間にわたって認識されることになる。
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主要なソフトウェアの改訂あるいはカスタマイズに関する条件を含む、価格が固定されている契約による収益

は、SOP第81-1号「工事型契約および製造型契約遂行に関する会計処理」に準拠して認識される。このような場合、

当社はプロジェクトの完成前に収益を認識しない工事完成基準を用いて、このような契約の会計処理を行う。これ

は、特別な条件を伴う契約の場合、当社は契約上の条件を満たすために進捗状況に関する合理的かつ信頼できる見

積りを行うことができないためである。プロジェクトに係る費用の見積合計額がプロジェクトに係る収益の見積

合計額を上回る場合、見積損失合計額は、損失の発生可能性が高くなり、その金額を合理的に予想できるように

なった期間において、費用計上される。労働力の稼働率を含む内外要因の見積りプロセスおよび判断の複雑性、仕

様および検査要件の変更、実施にかかる時間およびその結果生じる契約上の違約金条項、ならびに下請業者の能力

などにより、見積りプロセスに影響が及ぼされる。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度にお

いて、当社は価格が固定された契約に係る契約損失を、それぞれ約18.4百万ドル、6.2百万ドルおよび32.1百万ドル

計上した。2008年度に計上した契約損失には、過年度に計上すべきであった費用に関連する3.4百万ドルが含まれ

る。これら過年度の費用の計上が過年度および当年度に及ぼす影響は重要ではない。

当社はシステム・インテグレーション、設置およびトレーニングの収益について、その他の収益認識基準を全て

満たしていることを前提に、作業の完了時に認識している。主にメンテナンスおよびサポート契約に係るその他の

サービス収益は、契約期間にわたり比例配分により認識される。サービスによる収益が、表示されている全期間の

収益に占める割合は10％未満である。

当社は、再販業者を通じた製品販売も行っている。収益は通常、30日から90日の標準価格維持期間が経過した後

に認識される。再販契約において、回収可能性が合理的に保証できない場合、収益は、最終的な顧客への販売および

現金の受領をもって認識される。再販契約に棚卸資産のローテーション、あるいは製品に係る在庫交換権等の義務

が追加される可能性がある。このため収益は、SFAS第48号「返品権が存在する場合の収益認識」に準拠して認識さ

れる。大部分の場合において、当社は、類似する製品の類似する販売方法に伴う過去の実績をもとに在庫交換に対

する合理的な見積りをたてている。

当社は、ある特定の製品がその後、より低い価格で当該顧客または異なる顧客に販売された場合に、販売価格に

対して払い戻しを提供する販売契約を一部のワイヤレス電話の顧客と有している。当該払い戻し期間は比較的短

期間である。従来、顧客に払い戻した金額に重要性はなかった。当社は、払い戻しの金額を見積もるに当たって、各

個別の契約の条項、値下げの実績および将来見込みをもとにしており、当社は販売時点で払い戻しの見積金額を計

上している。また当社は、共同マーケティング契約などインセンティブ・プログラムを特定のワイヤレス電話およ

びハンドセットの顧客と締結している。当社は、売上が認識される時に、売上の減少として発生したインセンティ

ブを計上する。
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回収可能性の評価も、収益が認識されるか否かを判断する要因である。当社は、顧客の支払実績および信用度を

含む数多くの要因に基づいて回収可能性を評価している。当社は、顧客に担保を要求していない。海外での販売に

おいて当社は、顧客が支払不履行となった場合に要求により引出すことができる信用状を顧客に要求する可能性

がある。当社が、請求額の回収が合理的に保証できないと判断した場合、当社は回収が合理的に保証されるまで(通

常、現金の受領時まで)収益を繰延べる。

当社は収益分配契約を締結することがある。当該契約によって、当社は、当社の顧客である通信サービス・プロ

バイダーがサービス収益を回収して初めて支払いを回収することになる。当社が収益分配契約を締結する場合、回

収が合理的に保証されるまで当社は収益を認識しない。

中国およびその他の新興市場において事業活動を行う常として、当社の請求および／または顧客の支払いは、契

約上の支払条件と一致しないことがあり、当社は通常、最終受領前に契約上の支払条件を強要していない。従って

売掛金は、関連する顧客の収益を当社が認識するまで計上されない。顧客からの前受金は、当社が収益を認識する

前に、顧客から現金を回収した時点で認識される。前受収益は、最終受領を得た後に引き渡されていない要素が存

在する場合に計上される。当社は2008年および2007年12月31日現在、短期前受収益をそれぞれ117.6百万ドルおよ

び100.5百万ドル、ならびに長期前受収益をそれぞれ210.1百万ドルおよび236.0百万ドル有していた。前受収益に

関連する費用も収益が認識されるまで繰り延べられる。以下の「繰延費用」を参照。

 

製品保証：

当社は、最終受領時から通常１年から２年の期間で、装置およびハンドセット販売に係る製品保証を提供してい

る。非常に稀ではあるが、当社は２年超の期間で制限付きの保証サービスを提供する契約を締結することがある。

当社は、収益認識時に過去の保証実績の評価に基づき、また特定の状況が発生した際に、製品保証費用の見積額を

引当計上している。当社では時折、顧客からの規定外の製品保証請求に関連して追加費用が生じる場合がある。そ

のような場合には、当社は過去の実績、顧客とのやりとり、およびそのような状況において合理的であると当社が

考える様々な仮定に基づき、追加発生額を見積もる。そのような追加保証費用は、当該追加費用が識別された期間

において計上される。

 

売掛金：

当社は顧客の信用度を販売前に評価しているが、回収が合理的に保証されなくなった場合の売掛金および受取

手形に係る見積損失に対して貸倒引当金を設定している。当社は、信用度の分析、当社における過去の回収実績や

現在の経済状況、支払の回収能力および個々の売掛金残高の経過期間などを含む多くの要因に基づいて、売掛金の

回収可能性を評価している。貸倒引当金の決定に関する当社の方針には、回収不能であると判明した残高に対する

特定の引当金と、経営者による貸倒引当金全体に関する検討の先行指標となる、売掛金の年齢に基づく一定の算式

によるポートフォリオ・アプローチの両方が含まれる。この一定の算式によるアプローチには、当社の売掛金の年

齢調べおよび当社における過去の実績に基づく貸倒引当率の適用が必要となる。このアプローチにより、引当金は

売掛金の年齢調べに基づいて計算されることになる。当社は、償却および回収の実績に基づき、期日を経過した売

掛金の各種類に適用された貸倒引当率を定期的に評価し、それに応じて、将来の使用のためにこの一定の算式によ

るアプローチを改良している。

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

127/278



当社は中国において、大幅に支払期日を経過した売掛金を有している。当社は、上述の基準に基づき、これらの売

掛金に対して引当金を設定している。当社は、当該引当金の合理的な見積りのために十分な、中国市場および顧客

の支払パターンに関する経験と知識を有していると考えているが、実際の支払パターンと顧客の行動は、予想と異

なる可能性がある。当社は、上述の一定の算式によるポートフォリオ・アプローチの適用時に使用する貸倒引当率

を定期的に調整するため、実際の回収実績を使用している。

 

棚卸資産：

棚卸資産は、当社の製造施設または倉庫で保有される製品、および顧客が保管しているものの、特定の契約条件

に基づき所有権がまだ顧客に移転していない製品で構成される。当社は、既存のネットワーク拡張のための追加装

置を求める既存の顧客に対し、増設契約締結前に棚卸資産を発送する場合がある。棚卸資産は、過剰、滞留および陳

腐化した棚卸資産に対する評価減の控除後に、取得原価と市場価値のうちいずれか低い方の価額で、先入先出法

(FIFO)に基づき計上される。ただし、PCDの場合は、先入先出法に近似する加重平均法が用いられる。評価減は、将来

の市況および顧客の需要(価格決定における競争相手からの圧力から生じると予測される平均販売価格の変動を

含む)に関する仮定に基づいている。当社は、製造施設および顧客の保管場所において、潜在的な損失に関する棚卸

資産の評価および陳腐化した棚卸資産を継続的に監視している。実際の市況が予想よりプラスに転じた場合、以前

に評価減された棚卸資産が顧客に売却され、当該期間に予想されていた売上原価が減少し、営業利益が増加する可

能性がある。

 

繰延費用：

繰延費用は、顧客に引き渡された商品で、所有者の権利と義務が顧客に移転したものの収益はまだ計上されてい

ないものを指す。全ての繰延費用は原価で計上される。経営者は、定期的に繰延費用の回収可能性を評価し、繰延費

用の回収の見込みがないと考えられる場合には繰延費用残高に対して引当金を設定する。回収可能性は、顧客が商

品を保管する期間、支払能力等様々な要素に基づいて評価され、収益分配契約が存在する場合の製品需要の評価お

よび／または関連する取引により売上総損失が発生する場合はその評価も含まれる。取引に損失が生じる場合、繰

延費用の残高は、最終的に計上されるであろう収益に対する原価の超過額に等しい減損損失だけ修正される。売上

および売上原価は、顧客から最終受領を得た時点で計上される。特定または個人の顧客との契約に基づいて顧客が

保管する製品の集中がさらに大きくなる場合、そのような特定または個人の顧客の財政状態によって当社の棚卸

資産に対するリスクの集中が増加する可能性がある。

収益が繰延べられる契約後サポートサービスについては、会計調査公報第43号「運転資金：流動資産および流

動負債」における流動資産の定義に従って、関連する直接費用の繰延分は全て固定資産として分類される。
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研究開発費およびソフトウェア開発費用の資産計上：

研究開発費は、発生時に費用計上される。当社は、最終的に販売される予定のソフトウェアの開発において発生

したソフトウェア開発費用を、技術的な実現可能性が得られた時点から関連製品の発売準備が整うまでの間、資産

計上している。技術的可能性、将来の予想収益、製品の予想耐用年数および製品の技術の変化、ならびに当社が資産

計上したソフトウェア開発費用の最終的な回収可能性の評価においては、経営者の判断が必要となる。

2008年度、2007年度および2006年度において、当社が資産計上したソフトウェア開発費用は、それぞれ0.2百万ド

ル、0.2百万ドルおよび1.0百万ドルであった。資産計上されたソフトウェア開発費用の償却費は、2008年度、2007年

度および2006年度においてそれぞれ0.6百万ドル、1.0百万ドルおよび2.1百万ドルであった。2008年および2007年

12月31日現在の未償却の資産計上されたソフトウェア開発費用は、それぞれ0.4百万ドルおよび1.3百万ドルで

あった。内部利用目的のソフトウェアの直接開発費用は、プロジェクト準備段階においては費用計上され、アプリ

ケーション開発段階においては資産計上される。

 

有形固定資産：

有形固定資産は取得原価で計上され、減価償却累計額を差し引いた金額で計上される。減価償却は、関連する資

産の見積耐用年数にわたり定額法で行われる。中国国内において当社がリースした不動産に係る土地使用権は、

リース期間にわたり償却される。賃借物件附属設備は、その耐用年数かリース期間のいずれか短い方の期間にわた

り定額法で償却される。資産が除却された時点で、その取得原価と減価償却累計額は帳簿から消去され、除却損益

は損益計算書に計上される。当社は、有形固定資産が利用可能となるまでの間、当該有形固定資産の建設に関連し

て生じた利息を資産計上する。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、資産計上され

た利息はなかった。資産計上された利息は、主に中国の杭州における当社の製造、研究開発および管理事務オフィ

スの施設建設から発生し、建物の耐用年数にわたり定額法で償却されている。

当社は一般に以下の期間にわたり資産の減価償却を行っている。

 

什器、試験もしくは製造用設備  ５年

コンピューターおよびソフトウェア  ２－３年

建物  38年

車両  ５年

土地使用権  使用権期間

賃借物件附属設備  
５年もしくは残存リース期間のうち

いずれか短い方の期間
 

減価償却費は、2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、それぞれ30.4百万ドル、39.2

百万ドルおよび45.1百万ドルであった。

注記８で詳述されているように、減損レビューの結果、2008年度および2007年度において、特定の工具器具備品、

ソフトウェア、車両および賃借物件附属設備の帳簿価額をそれぞれ約22.3百万ドルおよび1.1百万ドル切り下げ

た。
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2007年12月31日現在の建設仮勘定には、2007年度の当社ERPシステムのアップグレードから発生した11.9百万ド

ルのプロジェクト費用が含まれていた。当該コンピューター・ソフトウェアは、米国公認会計士協会参考意見書第

98-1号「内部使用目的で開発または取得されたコンピューター・ソフトウェア費用の会計処理」に従って資産計

上され、2008年度前半に運用が開始された。ERPシステムの残存帳簿価額は2008年度第４四半期に帳簿から消去さ

れた(注記８を参照のこと)。

 

のれん：

当社は、財務会計基準書第142号(以下「SFAS第142号」という)に準拠し、年に一度および期中において帳簿価額

が回収不能である可能性を示すような事象や状況の変化が生じた場合にその都度のれんの減損の有無をレビュー

する。2007年度の減損評価に基づき、当社は2007年12月31日に終了した事業年度にのれんの減損損失3.1百万ドル

を計上した。その結果、2008年および2007年12月31日現在の連結貸借対照表にはのれんの残高は存在しない(注記

８を参照のこと)。

 

有限の耐用年数を有する購入した無形固定資産を含む長期性資産の減損損失：

当社は有限の耐用年数を有する購入した無形固定資産を当該資産の見積経済耐用年数にわたり償却する。購入

無形固定資産は償却累計額控除後の取得原価で計上される。

長期性資産について帳簿価額が回収不能である可能性を示すような事象や状況の変化が生じた場合は、その都

度減損の有無を見直している。将来における割引前予測キャッシュ・フローが資産の帳簿価額を下回る場合、資産

の公正価値を超過する帳簿価額部分について減損損失が認識されることになる。売却される長期性資産は、帳簿価

額または売却費用控除後の公正価値のいずれか低い額で測定される。

2008年度および2007年度に、償却、資産の売却および減損損失としてそれぞれ約4.9百万ドルおよび15.7百万ド

ル計上した結果、2008年12月31日現在の当社連結貸借対照表には有限の耐用年数を有する購入した無形固定資産

の残高はない(注記８を参照のこと)。

 

広告費：

当社は、広告費を全額発生時に費用計上している。マーケティング開発費についての顧客への支払いは、発生時

に顧客に関連する収益の減少として計上される。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度におい

て、広告費はそれぞれ合計で4.3百万ドル、7.4百万ドルおよび8.1百万ドルであった。
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事業再編に係る負債、訴訟およびその他の偶発債務：

当社は、財務会計基準書第146号「撤退あるいは処分活動に関連する費用の会計処理」(以下「SFAS第146号」と

いう)および財務会計基準書第112号「雇用後給付に関する事業主の会計」(以下「SFAS第112号」という)に従っ

て、事業再編計画の会計処理を行っている。当社は、財務会計基準書第５号、「偶発事象の会計処理」(以下「SFAS

第５号」という)に従って、訴訟および偶発債務の会計処理を行っている。SFAS第５号は当社に対し、当社の財務書

類の公表前に利用可能な情報により、決算日現在において資産に減損が生じている、あるいは負債が生じている可

能性が高く、その損失額を合理的かつ確実に見積もることが可能であることが示唆された場合に、偶発損失による

見積損失を計上することを要求している。

 

株式に基づく報酬：

財務会計基準書第123号(2004年改訂)「株式報酬」(以下「SFAS第123号(R)」という)では、従業員および取締役

に対する全ての株式に基づく報奨に対する報酬費用を見積公正価値で測定および認識することを求めている。

SFAS第123号(R)において、企業は株式に基づく報奨の当該公正価値をオプション・プライシング・モデルを使用

して見積もる必要がある。最終的に権利が確定すると予想される報酬の公正価値は、必要な勤務期間にわたり費用

として当社連結損益計算書に認識される。

表示したすべての事業年度に係る当社の連結損益計算書において認識された株式報酬費用は、SFAS第123号の仮

定情報の開示に関する規定に従って見積もられた付与日の公正価値に基づく、2005年12月31日より前に付与され

たが同日現在権利が未確定である株式に基づく報奨に関する報酬費用、およびSFAS第123号(R)の規定に従って見

積もられた付与日の公正価値に基づく、2005年12月31日より後に付与された株式に基づく報奨に関する報酬費用

を含んでいる。

当社はSFAS第123号(R)に準拠し、株式に基づく報奨の税効果の算出に対し、FASB職員意見書FAS第123(R)-３号

「株式に基づく報奨の税効果に関する会計処理についての移行措置の選択」に提示された代替的移行法を適用し

た。この代替的移行法は、株式に基づく従業員報酬の税効果に関する株式払込剰余金のプール(以下「APICプー

ル」という)の期首残高を確定し、SFAS第123号(R)の適用時に未行使であった株式に基づく従業員報酬の税効果に

よるその後のAPICプールおよび連結キャッシュ・フロー計算書に対する影響を決定するための、簡略化された方

式を含んでいる。当社は税法の規定に基づき、一時的な税金ベネフィットの利用額を計上し、一回の付与の確定に

おける一時的なベネフィットを測定する目的で株式に基づく報酬の直接効果のみを考慮した。株式に基づく報酬

に関する詳細な説明については注記12を参照。
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その他の包括利益累積額：

包括利益は、当該事業年度における所有者以外の源からの全ての持分(純資産)の増減を含んでいる。その他の包

括利益または損失累積額は、2008年、2007年および2006年の連結株主持分変動表に表示されている。下記に示され

た各事業年度の12月31日現在、連結貸借対照表に計上されたその他の包括利益累積額の内訳は以下の通りである。

 
 
 (単位：千ドル)

 12月31日現在

 2008年  2007年

売却可能有価証券における未実現(損)益(税効果考慮後) (3,313) 35,949

外貨換算調整額(税効果考慮後) 72,407 56,354

その他の包括利益累積額 69,094 92,303

 

法人税等：

当社は、米国および数多くの外国の税管轄下で法人税を課せられている。当社の税務ポジションの評価および法

人税等引当額の決定に際しては、重要な判断が必要となる。通常の業務において、最終的な税金決定額が不確実で

ある取引や計算が多く存在する。2006年７月に、財務会計基準審議会(以下「FASB」という)は、解釈指針第48号

「法人所得税の不確実性に関する会計処理－FASB基準書第109号の解釈指針」(以下「FIN第48号」という)を公表

した。当該解釈指針は、法人税ポジションを財務書類上で認識するためには、可能性が50％以上であるという認識

基準を満たす必要があると要求している。FIN第48号では、可能性が50％以上であるという基準を以前に満たして

いなかった税務ポジションを、基準が満たされた最初の財務報告期間において認識すべきであるとしている。ま

た、以前に認識された税務ポジションのうち、可能性が50％以上であるという基準を満たさなくなった税務ポジ

ションは、基準を満たさなくなった最初の財務報告期間に認識を中止すべきであるとしている。当社は、法人税等

に関する遅延利息と罰金を未払法人税等の一部として認識している。当社は2007年１月１日にFIN第48号を適用し

た。2007年度以前は、当社は追加の税金や利息が発生するかどうか、およびその金額についての見積りに基づき、税

金関連の不確実性に対して引当金を設定していた。

当社は、税務上の資産および負債の金額と、財務書類上のそれらの金額との差異を、法定税率に基づいて繰延法

人税等として認識している。予想課税所得の評価に基づく当社の繰延税金資産の回収可能性の評価には、経営者の

判断が必要となる。当社の将来の経営成績は、多くの要因により影響を受ける。当社の将来の経営成績が大幅に悪

化する場合は繰延税金資産の回収可能性の評価を見直す必要が生じ、繰延税金資産に対するそのような調整額は、

その期間の損益に費用計上されることとなる。必要な場合には、当社は経営者が実現可能性が50％以上であると考

える金額まで繰延税金資産を減じるために、評価性引当金を計上する。

当社は2006年度に、事業の成長に伴い、また注記１に記載されている配当金および会社間残高の決済を通じた現

金の本国送金により、一部の子会社からの利益を米国外に永久に再投資しないと決定した。当社は、米国外に永久

に再投資しないとみなされる海外の未分配利益に対して、米国法人所得税を未払計上している。
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金融商品およびデリバティブ：

金融商品は、現金および現金等価物、短期および長期投資、受取手形、売掛金および買掛金、転換劣後債、買建およ

び売建コール・オプション、ならびに未払債務から構成されている。当社は財務会計基準書第157号(以下「SFAS第

157号」という)「公正価値測定」を2008年度第１四半期に適用したが、当社の連結財務書類に重要な影響はな

かった。SFAS第157号が要求する新しい開示内容は注記４に含まれている。現金および現金等価物、売掛金および買

掛金、受取手形、ならびに支払債務の帳簿価額は、それら金融商品が短期的な性質を有することから、公正価値と近

似している。短期投資は、当該投資が短期的な性質を有することから、公正価値に近似した市場価格で評価される。

当社は為替相場の変動に対するリスクの管理に、デリバティブ商品を用いることがある。デリバティブ保有の目

的には、可能な限り有効に、これらのリスクによる経済的影響を減少する、相殺消去する、効率的に管理することが

含まれる。デリバティブ商品は貸借対照表上、資産または負債のいずれかに認識されている。当社は、これらの金融

商品を公正価値で測定し、当該デリバティブが特定のリスクを相殺する有効なヘッジとして適格である場合を除

き、デリバティブの公正価値の変動はその変動した期に、損益計算書上で認識される。かかる契約は、契約の開始時

点において、関連した為替リスクをヘッジするかを、指定される。当社は2008年度および2007年度において、いかな

る取引もヘッジしなかった。

以下の表は、当社のその他の金融商品の帳簿価額および公正価値の要約である。

 

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

  帳簿価額  公正価値  帳簿価額  公正価値

資産計上分         

　長期投資  17,691 17,691 16,667 16,667

負債計上分         

　銀行借入金  －  －  (47,981) (47,981)

　転換社債  －  －  (274,600) (275,287)

株主持分計上分         

転換社債ヘッジ  －  －  85,307 －

売建コール・オプション  －  －  (55,430) －

 

当社は、主要な証券会社が提供する決算日現在の公正価値の見積りを使用して、転換社債および関連する転換社

債ヘッジおよび売建コール・オプションの公正価値を決定している。長期投資の公正価値は、市場価格もしくは被

投資会社に関する入手可能な情報に基づいて決定される。当社の銀行借入金は短期性のものであるため、当社は帳

簿価額と公正価値は近似していると考えている。
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外貨換算：

当社の事業は現地通貨が機能通貨である海外の子会社を通じて行われ、これらの会社の財務書類は各々の機能

通貨から米ドルに換算される。全ての外貨建資産および負債は期末の為替レートを用いて換算され、全ての収益お

よび費用は期中の平均為替レートを用いて換算される。在外子会社の財務書類を米ドルに換算することにより生

じる影響額は、株主持分における包括利益の独立した構成要素である累積換算調整額として計上される。機能通貨

以外の通貨建ての取引により損益に計上された為替換算利益／損失は、当社連結損益計算書の「その他の収益-純

額」に計上されている。この再測定プロセスに関連して、当社は2008年度に9.9百万ドルの損失、ならびに2007年度

および2006年度にそれぞれ4.6百万ドルおよび7.6百万ドルの利益を計上した。

 

１株当たり利益：

基本的１株当たり利益(以下「EPS」という)は、普通株主に帰属する当期純利益(損失)を、当社の期中発行済普

通株式(権利が未確定の制限付株式を除く)の加重平均株式数で除して計算される。希薄化後１株当たり利益は、期

中発行済普通株式１株当たり当期純利益(損失)に、当社が潜在的希薄化効果のある全ての期中発行済普通株式に

ついて普通株式を発行していたと仮定した場合に発行されていたであろう普通株式１株当たり当期純利益(損失)

を加味した金額を表している。当社の潜在的希薄化効果のある普通株式には、満期前の転換劣後債、未行使ストッ

クオプション、権利が未確定の制限付株式、制限付株式ユニットおよび従業員株式購入制度(以下「ESPP」という)

の株式が含まれる。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度には純損失が生じたため、これらの

各事業年度において希薄化効果を及ぼした潜在的普通株式はなく、基本的および希薄化後１株当たり利益は同額

であった。以下の表は、当該年度において逆希薄化効果をもたらすため、希薄化後１株当たり損失の計算から除か

れた潜在的普通株式の総数を要約したものである。

 

 (単位：千株)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

ストックオプションおよび株式報奨の

加重平均未行使残高
22,439 19,427 19,634

転換劣後債の転換 1,897 11,543 11,543

その他 931 765 795

 25,267 31,735 31,972

 

変動持分事業体

財務会計基準審議会(以下「FASB」という)はFASB解釈指針第46(R)号(以下「FIN第46(R)号」という)を公表し

た。FIN第46号(R)では、企業が変動持分事業体(以下「VIE」という)の主たる受益者である場合、VIEの資産、負債お

よび損益を当該企業の連結財務書類に含めることを求めている。当社は定期的に、またはFIN第46号(R)の適用の

「引き金となる」事象が発生したときに投資を評価している。
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最近公表された会計基準：

2007年12月に、FASBは基準書第141号(改訂)「企業結合」(以下「SFAS第141号(R)」という)を公表した。当該基

準書は、企業結合の対価として発行された取得企業の株式の測定、偶発対価の認識、買収前の偶発損益の会計処理、

資産計上された進行中の研究開発費の認識、買収に関連した事業再編費用引当金の会計処理、買収に関連した取引

費用の処理、および取得企業の法人税等評価性引当金における変動の認識を含む、企業結合に関する会計処理を変

更するものである。SFAS第141号(R)は、取得日が2008年12月15日以降に始まる最初の事業年度の初日以降である企

業結合に将来に向かって適用される。当社は、将来買収が行われた場合にSFAS第141号(R)の影響を評価する予定で

ある。

2007年12月に、FASBは基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分－ARB第51号の改訂」(以下「SFAS第

160号」という)を公表した。当該基準書は、連結財務書類における非支配(少数株主)持分の会計処理を変更してお

り、非支配持分を連結株主持分の一項目として分類することを要求し、損益計算書における「少数株主持分」の会

計処理を廃止して非支配持分に帰属する損益を連結損益の一部として計上することとしている。さらに、SFAS第

160号は、親会社が支配する所有持分における増減額の会計処理を修正している。SFAS第160号は、2008年12月15日

以降に開始する事業年度から適用され、早期適用は認められていない。当社は現在、適用を検討中のSFAS第160号が

当社の連結財務書類に与える影響について評価中である。

2008年３月に、FASBは基準書第161号「デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示」(以下「SFAS第161

号」という)を公表した。当該基準書は、FASB基準書第133号「デリバティブ商品およびヘッジ活動の会計処理」

(以下「SFAS第133号」という)の開示要件を修正・拡大するものであり、(a) 事業体がデリバティブ商品を利用す

る方法と理由、(b) デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がSFAS第133号および関連する解釈指針に基づき

会計処理される方法、ならびに(c) デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、経営成績お

よびキャッシュ・フローに与える影響について、財務書類の利用者が理解を深めることができるような情報を提

供することを目的としている。SFAS第161号は、利用するデリバティブの目的および戦略に関する定性的な開示、デ

リバティブ商品の公正価額および損益に関する定量的な開示、ならびにデリバティブ商品における信用リスクに

関連した偶発的特性に関する開示を要求している。当該基準書はすべての事業体およびすべてのデリバティブ商

品に適用される。SFAS第161号は、2008年11月15日以降に開始する事業年度および四半期会計期間に公表される財

務書類に適用される。SFAS第161号は追加の開示要件のみを規定するものであるため、当社の財政状態または経営

成績に影響はない。

2008年４月に、FASBはFASB職員意見書(以下「FSP」という)第142-3号「無形固定資産の耐用年数の決定」を公

表した。FSP第142-3号は、FASB基準書第142号「のれんおよびその他の無形固定資産」に基づき、認識済無形固定資

産の耐用年数の決定に用いる更新または延長の仮定を作成する際に事業体が考慮すべき要素を修正するものであ

る。当該新指針は個別にまたは企業結合および資産取得においてその他資産のグループとして将来に取得する無

形固定資産に関して適用される。FSP第142-3号は2008年12月15日以降に開始する事業年度および四半期会計期間

に公表される財務書類に適用され、早期適用は認められていない。当社は、将来に無形固定資産を取得した場合に

FSP第142-3号の影響を評価する予定である。
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2008年５月に、FASBは職員意見書APB第14-1号「転換時に現金で決済可能な転換可能負債商品に関する会計処

理」(以下「APB第14-1号」という)を公表した。APB第14-1号では、転換時に現金決済が可能(部分的な現金決済を

含む)な転換可能負債証券の負債部分および株主持分部分は、発行者の転換不可である負債の借入金利を反映する

ように区分して会計処理しなければならないとしている。結果的に生じる負債の割引は、当該転換可能負債が追加

の非現金利息費用として存在する期間にわたり償却される。APB第14-1号は2008年12月15日以降に開始する事業年

度および当該事業年度内の四半期会計期間に公表される財務書類に適用される。表示されるすべての期間に遡及

適用する必要がある。ただし、適用期間の年次財務書類に表示される期間において存在していなかったが、それ以

前の期間に存在していた商品を除く。当社は現在負債証券を保有していないので、APB第14-1号の適用は、当社の財

政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼさないと予想している。

2008年11月に、FASBはEITF第08-6号「持分法の考慮事項」を承認した。EITF第08-6号は、持分法による投資の当

初の帳簿価額がSFAS第141号(R)に準拠して算定されなければならないことを明確にしている。持分法による投資

の一時的でない減損は、FSP APB第18-1号「重要な影響力喪失時の、APB意見書第18号に準拠して持分法で会計処理

された被投資会社のその他の包括利益累積額の比例持分に対する投資会社の会計」に従って認識する必要があ

る。EIFT第08-6号は、2008年12月15日以降に開始する事業年度および当該事業年度内の四半期会計期間に将来に向

かって適用され、当社は2009年度第１四半期に適用する予定である。当社はEITF第08-6号の適用による連結損益計

算書および連結貸借対照表への潜在的影響を評価中である。

2008年11月に、FASBはEITF第08-7号「防衛的無形固定資産の会計処理」を承認した。EITF第08-7号は、取得者が

積極的に使用するのではなく、競合者による当該資産の使用を防ぐ目的で保有する取得無形固定資産である防衛

的資産に適用される。EITF第08-7号は、防衛的無形固定資産は個別に識別可能であり、SFAS第141号(R)およびSFAS

第157号「公正価値測定」に準拠して個別の会計単位として会計処理されなければならないことを明確にしてい

る。EITF第08-7号は、2008年12月15日以降に開始する事業年度に取得する無形固定資産に適用され、当社は2009年

度第１四半期に適用する予定である。当社はEITF第08-7号の適用による連結損益計算書および連結貸借対照表へ

の潜在的影響を評価中である。

2008年11月に、FASBはEITF第08-8号「連結子会社の株式に基づき決済金額が決定する(またはそうした条件が組

み込まれている)商品に関する会計処理」を承認した。EITF第08-8号は、相手方への支払いが全部または一部にお

いて連結子会社の株式に基づく金融商品は、報告事業体の自社株式に連動されることから、SFAS第133号「デリバ

ティブ商品およびヘッジ活動に関する会計処理」のパラグラフ11(a)における適用除外の前半部分の対象外とす

べきではないのかどうか、またはEITF第00-19号「自社株を指数対象としたデリバティブ商品の会計処理」の範囲

の対象外とすべきではないのかどうかを明確にしている。EIFT第08-8号は、2008年12月15日以降に開始する事業年

度および当該事業年度内の四半期会計期間に将来に向かって適用され、当社は2009年度第１四半期に適用する予

定である。当社は現在、EITF第08-8号の適用による連結損益計算書および連結貸借対照表への潜在的影響を評価中

である。
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2008年度第１四半期に適用した会計基準：

2006年９月に、財務会計基準審議会(以下「FASB」という)は財務会計基準書第157号「公正価値測定」(以下

「SFAS第157号」という)を公表した。SFAS第157号は、公正価値を定義し、一般に公正妥当と認められた会計原則に

おける公正価値の測定の枠組みを確立し、公正価値の測定に関する開示範囲を拡大している。当該基準書の規定

は、公正価値の測定を要求または許可している他の会計基準に適用される。SFAS第157号の規定は、一部例外はある

ものの、当該基準書の適用時に将来に向かって適用されることになる。2008年１月１日より、当社は、継続的に公正

価値で測定される金融資産および金融負債に関して、SFAS第157号の測定および開示要求を適用した。2008年10月

に、FASBはFASB職員意見書FAS第157-3号「市場が活発でない場合における金融資産の公正価値の決定」(以下

「FSP第157-3号」という)を公表し、FAS第157号の適用を明確にした。FSP第157-3号は、市場が不活発な場合におけ

る金融資産の公正価値の決定方法に指針を与えるものである。FSP第157-3号は公表と同時に有効であり、財務書類

が発行されていなかった期間も含まれる。これらの金融資産および金融負債に対するSFAS第157号の適用による当

社の財政状態または経営成績への重要な影響はなかった。SFAS第157号で要求される新規の開示内容は注記４に記

載されている。

2008年２月に、FASBはFASB職員意見書第157-2号「FASB基準書第157号の適用日」(以下「FSP第157-2号」とい

う)を公表した。当該意見書は、定期的に公正価値で計上または開示されるものを除き、非金融資産および非金融負

債に対するSFAS第157号の適用日を延期するものである。従って、当社は当該非金融資産および非金融負債への

SFAS第157号の適用を2009年１月１日まで延期している。当社は現在、SFAS第157号が当社の財政状態および経営成

績に及ぼす影響を評価している。当社は、当該基準書の適用は以後の報告期間における当社連結財務書類に重大な

影響を与えないと予想しているが、少なくとも年に一度財務書類において公正価値で開示されない非金融資産お

よび非金融負債の公正価値測定を取り扱う、発表予定の追加適用指針を引き続き監視していく予定である。

2007年２月に、FASBは財務会計基準書第159号「金融資産および金融負債に関する公正価値オプション」(以下

「SFAS第159号」という)を公表した。当該基準書は企業に対し、認識された金融資産、金融負債および確定契約債

務の大部分を公正価値で計上することを認めているが、それを義務付けるものではない。当該基準書に基づき、公

正価値オプションが選択された項目に係る未実現損益は、以降の各報告期間の損益に計上される。当社は2008年度

第１四半期にSFAS第159号を適用した。当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、まだ公正価

値で測定される必要のない項目について公正価値オプションを選択していない。従って、SFAS第159号の適用によ

る当社の財政状態または経営成績への影響はなかった。
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注記３　事業売却

2008年度

2007年度第４四半期より、当社は、IPTV、IPベースのソフトスイッチおよびブロードバンドデバイスを含む主力

となる将来有望な技術に特化するために非主要資産の売却の可能性など数々の方策を開始した。2008年度第３四

半期に、当社はUTStarcom Personal Communications LLCおよびモバイル・ソリューション事業部門の売却を完了

した。

 

UTStarcom Personal Communications LLC (PCD)

2008年７月１日に、当社は当社の100％所有子会社であるUTStarcom Personal Communications LLC(以下

「PCD」という)の売却を完了した。売却先はAIGグローバル・インベストメント・グループおよび一部その他の投

資家が支配するPersonal Communications Devices, LLC(以下「PCD LLC」という)である。売却対価合計額は一部

調整を必要とするが、主に取引完了日時点のPCDの運転資金に基づいたものである。2008年度第４四半期における

運転資金調整の最終決済後、売却対価合計額は237.7百万ドルであった。2008年度に、当社はPCDの売却により219.1

百万ドルの現金収入(純額)を計上した。この額は237.7百万ドルの売却対価合計額から取引費用8.6百万ドルおよ

び第三者預託金10.0百万ドルを控除したものである。2008年12月31日に当社は、発生したがまだ支払われていない

取引費用1.3百万ドルを追加計上した。第三者預託金10.0百万ドルは、購入者による補償請求を担保するため１年

間保管され、2008年12月31日現在の連結貸借対照表の「前払金およびその他の流動資産」に含まれている。当社は

また、PCD LLCの約2.5％の持分にあたる持分証券に1.6百万ドル投資した。当社は、事業売却契約の条項に従って、

売却事業が2010年12月31日までに稼得する累積利益の達成度合いに基づき、2011年に50百万ドルまでのアーン・

アウト(剰余収益)を受領する権利を有する可能性がある。過年度において、PCDは当社の報告セグメントであった。

当社は2008年度に3.8百万ドルのPCD純資産売却益を計上した。下表は売却益の構成要素を要約したものである。

 

 （単位：千ドル）

  

購入価格 237,669

控除：  

売掛金(純額) (121,979)

棚卸資産 (205,367)

前払費用およびその他の資産 (8,885)

有形固定資産(純額) (1,539)

無形固定資産(純額) (15,783)

買掛金 89,628

その他の負債 39,999

取引関連費用見積額 (9,980)

売却益(税効果考慮後) 3,763

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

138/278



取引完了と同時に、当社はPCD LLCと３年間の供給契約を締結し、PCD LLCにハンドセット製品を供給する意図を

示した。当該供給契約に基づく継続的な直接キャッシュ・フローが予定されるため、PCD資産の売却はSFAS第144号

「長期性資産の減損または処分に関する会計処理」における非継続事業として表示する基準を満たさなかった。

 

モバイル・ソリューション事業部門(MSBU)

2008年７月１日に、当社はモバイル・コミュニケーション事業部門(以下「MSBU」という)の売却を完了した。売

却先は国際的な非公開投資会社である。2008年度第３四半期に、当社は3.9百万ドルの売却益(純額)を計上した。こ

の売却益は約9.0百万ドルの純負債の移転と取引関連費用0.3百万ドルを含む当社の現金支払額約5.1百万ドルを

相殺したものである。純負債は主に前受収益およびその他の負債合計27.8百万ドルと繰延費用およびその他の資

産約18.8百万ドルを相殺したものである。過年度においてMSBUは当社のその他のセグメントの一部として報告さ

れていた。取引完了と同時に当社は製造契約を締結した。当該契約により、売却した事業体への販売を目的として

引き続きワイヤレスのIPベース製品の開発および製造を行うことになる。当該製造契約に基づく継続的な直接

キャッシュ・フローが予定されるため、MSBU資産の売却はSFAS第144号における非継続事業として表示する基準を

満たさなかった。

 

2006年度

Marvell Technology Group Ltd.への資産売却:

2006年２月に、当社は半導体設計事業部門の資産のほぼ全ておよび一部の負債を、Marvell Technology Group

Ltd.(以下「Marvell」という)に売却した。売却された資産には、2001年度におけるAdvanced Communications

Devices Corporationの買収に関連する資産、およびその他のシステム・オン・チップ半導体が含まれていた。当

社は2006年度に当該資産の売却益12.3百万ドルを認識した。この利益は、純収入合計額から2.9百万ドルの売却資

産の帳簿価額および20.2百万ドルの供給契約の価額を控除した額に基づいて算定された。受領した現金には規定

された目標を達成したことにより当社が稼得した16.0百万ドルが含まれていた。当社はこの16.0百万ドルを2006

年10月に受領した。特定のエスクロー条件を満たすと、当社は2007年８月に追加の現金4.3百万ドルを受領し、2007

年度の連結損益計算書に事業売却益として計上した。資産の売却に関連して、当社は当社のハンドセット製品向け

チップセットを向こう５年間にわたり購入する供給契約をMarvellと締結した。当該供給契約に配分された20.2百

万ドルの価額はその他の流動負債およびその他の長期債務に含まれ、供給契約に基づいて購入したチップセット

の数量に応じて５年間にわたり償却されている。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度におい

て、それぞれ約8.8百万ドル、1.3百万ドルおよび1.7百万ドルが償却され、売上原価に計上されている。
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注記４　現金、現金等価物と投資

現金および現金等価物は、主として銀行預金とマネー・マーケット・ファンドから構成され、これらの商品は短

期的な性質を有することから公正価値に近似する原価で計上されている。2008年および2007年12月31日現在にお

いて、現金および現金等価物に含まれる売却可能有価証券はなかった。短期投資は、銀行手形および売却可能有価

証券から構成され、2008年および2007年12月31日現在、それおぞれ4.3百万ドルおよび65.6百万ドルであった。

当社は通常の業務において、中国国内の顧客から、３ヵ月から６ヵ月の間に期日が到来する銀行手形を受け取っ

ている。当社は、これらの銀行手形を中国の銀行機関で割り引くことがある。これらの銀行手形の売却は、現金およ

び現金等価物または短期投資の減少として反映され、これらの銀行手形の決済による収入は、連結キャッシュ・フ

ロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる。当社は2008年度に30.5百万ドルの銀行手形を売却

し、当該手形の割引による0.4百万ドルの費用を計上した。2007年度および2006年度において売却された銀行手形

はなかった。注記６を参照のこと。

短期投資は2007年12月31日から2008年12月31日現在で減少したが、これは主に2007年12月31日時点で帳簿価額

42.4百万ドルの投資を売却したためである。売却可能有価証券は公正価値で計上されている(以下参照)。未実現保

有損益は、関連する法人所得税効果を控除後、すべてその他の包括利益の構成要素として計上される。実現損益は

損益計上される。2008年12月31日現在、長期投資には3.3百万ドルの未実現保有損失が含まれており、その他の包括

利益累積額に計上された。短期投資には未実現保有損益はなかった。2007年12月31日現在、長期および短期投資に

は、それぞれ1.0百万ドルの未実現保有損失および36.9百万ドルの未実現保有利益が含まれていた。

以下の表は、2008年および2007年12月31日現在における当社の投資合計の内訳を示している。

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

持分証券：     

　Gemdale Company,Ltd  －  30,595

　Infinera  －  11,759

　Global Asia Partners L.P.  －  2,113

　Cortina  3,348 3,013

　MRV  1,170 3,523

　GCT SemiConductor,Inc.  3,000 3,000

　Xalted Networks  3,302 3,302

　FITEL  －  123

　PCD LLC  1,600 －

　Turnstone  4,800 －

　その他  471  1,593

持分証券合計  17,691 59,021

銀行手形  4,262 23,275

投資合計  21,953 82,296

短期投資  4,262 65,629

長期投資  17,691 16,667
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Gemdale

Gemdale Co., Ltd(以下「Gemdale」という)は、上海、北京、深セン、武漢を中心に中国の不動産の投資および開

発を行っている不動産会社である。当該投資は売却可能持分証券に分類され、公正価値で計上された。2007年度に

おいて、当社は当該投資の一部を現金約54.5百万ドルで売却し、53.7百万ドルの利益を「その他の収益(費用)－純

額」に計上した。2008年度第１四半期において、当社はGemdaleに対する残存投資を現金約32.9百万ドルで売却し、

32.4百万ドルの利益を「その他の収益(費用)－純額」に計上した。2007年12月31日時点で、Gemdaleは短期投資に

含まれていた。

 

Infinera 

Infinera Corporation(以下「Infinera」という)は、フォトニック集積回路を利用する光通信システムを開発

している。Infineraは2007年６月の新規株式公開を受けて上場会社となった。当該投資は売却可能持分証券に分類

され、公正価値で計上された。2007年度において、当社はその他の包括利益において9.9百万ドルの正味未実現利益

を計上したが、これは2007年12月31日現在の公正価値と初期投資額1.9百万ドルとの差額を示している。2008年第

１四半期において、当社はInfineraに対する投資のすべてを合計9.2百万ドルで売却し、7.3百万ドルの利益を「そ

の他の収益(費用)－純額」に計上した。2007年12月31日時点で、Infineraは短期投資に含まれていた。

 

Global Asia Partners L.P.

Global Asia Partners L.P.(以下「GAP」という)は、アジアの非公開または公開前の技術および通信会社に対

してプライベート・エクイティ投資を行うために組織されたベンチャー・キャピタル・ファンドである。2002年

６月から2005年４月の間に、当社は当該ファンドに対して合計2.6百万ドルを投資した。2007年12月31日現在、当社

はそのファンドの発行済パートナーシップ・ユニットの49％を所有しており、当該投資は持分法で会計処理され

た。GAPに対する株主持分からの利益は、2008年度および2007年度において、それぞれ0.1百万ドルおよび0.4百万ド

ルであった。2006年度に、GAPに対する株主持分で認識した利益はなかった。

2008年度第３四半期に当社が実施した当該投資に対するレビューには、GAPのキャッシュ・ポジション、最近の

財務活動、資金調達ニーズ、利益／収益の見通し、業績、経営者／所有者の変更、および競合のレビューが含まれる

が、それらに限定されるものではない。このレビューに基づき、当社は、当該投資の帳簿価額が公正価値を上回って

おり、かつこの公正価値の下落は一時的なものではないと判断した。結果として、2008年度第３四半期に、当社はこ

の投資の評価減2.2百万ドルを「その他の収益(費用)－純額」に計上した。
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Cortina/ImmenStar

2004年９月に、当社はImmenStar,Inc.(以下「ImmenStar」という)のシリーズA優先株式に2.0百万ドルの投資を

行った。ImmenStarは、当社の製品に使用されるチップの設計に携わる開発段階の企業である。当該投資は原価法で

会計処理された。2007年２月に、ImmenStarはCortina Systems,Inc.(以下「Cortina」という)に買収された。

ImmenStarへの投資分と引き換えに、当社は2007年３月にCortinaのシリーズD優先株式を１株当たり0.837ドルで

3.6百万株および現金1.8百万ドルを受領し、さらに2008年度にはシリーズD優先株式１株当たり0.837ドルで0.4百

万株およびエスクロー口座から0.2百万ドルの現金を追加で受領した。当該買収により、当社は2007年度に投資益

2.8百万ドルおよび2008年度に同0.5百万ドルを「その他の収益－純額」に計上した。当社は2008年および2007年

12月31日時点でCortinaに対する持分約１％を保有しており、原価法を用いてCortinaへの投資を会計処理してい

る。

 

MRV/Fiberxon

2007年７月１日に、当社が７％の所有持分を有する投資先であるFiberxonは、活発な市場において公開会社であ

るMRV Communicaitons(以下「MRV」という)との合併を完了した。Fiberxonに対する当社の持分と引き換えに、当

社は現金1.5百万ドル、約4.5百万ドル相当と評価されるMRV普通株式の1,519,365株、および約2.7百万ドルの繰延

対価を受け取る権利がある。繰延対価は、特定の目標の達成時に支払われることになるが、合併に関連する特定の

問題に対するMRVの正当な要求により減額される可能性がある。2007年度第３四半期において、当社は現金対価1.5

百万ドルとMRV普通株式1,519,365株を受領し、2.9百万ドルの投資益を認識した。

2008年度および2007年度において、当社は、それぞれ未実現損失2.4百万ドルおよび1.0百万ドルを「その他の包

括利益」に計上したが、当該損失は、それぞれ2008年度および2007年度における当該投資の公正価値の変動を表し

ている。当社は公正価値の回復まで当該投資を保有する能力と意図があるため、当該投資を一時的でない減損とは

考えていない。2008年12月31日現在、MRVは、SFAS第115号「負債証券および持分証券への投資の会計処理」に準拠

して売却可能持分証券として会計処理をしている唯一の投資であり、公正価値で計上されている。

 

GCT Semiconductor

2004年10月に、当社はGCT Semiconductor,Inc.に3.0百万ドルを投資した。当該投資は、GCT Semiconductor,Inc.

の約２％の持分に相当する。同社は無線通信業界向けに集積回路製品を設計、開発および販売する企業である。当

該投資は原価法により会計処理されている。
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Xalted Networks

2005年５月および2005年８月に、当社は、Xalted Networks(以下「Xalted」という)に対してそれぞれ2.0百万ド

ルおよび1.0百万ドルの投資を行った。2006年３月には0.3百万ドルの追加投資を行った。Xaltedは、顧客である通

信オペレーターにネットワーク・システム、ソフトウェア・ソリューションおよびサービスの総合的なセット商

品を提供する、開発段階にある企業である。当社は2008年および2007年12月31日現在でXaltedにおいてそれぞれ

９％および11％の完全希薄化後ベースでの持分を有しており、当該投資は原価法により会計処理されている。

 

FITEL

First International Telecom Corporation(以下「FITEL」という)は、台湾の活発な市場における公開会社で

ある。同社は台湾および香港で電気通信およびデータ伝送サービスを提供する企業であり、モバイル・ページン

グ、モバイルデータおよびワイヤレスサービスの提供を行っている。当社は、FITELに対して2003年７月に0.1百万

ドルさらに2008年３月に2.0百万ドルの投資を行った。2007年12月31日現在、当社のFITELに対する所有者持分は

２％未満であった。2007年度にFITELは、同社の新しいWiMAX開発用資金を私募により調達する目的で、自発的一時

的に上場廃止となった。上場廃止以前は、当該投資はSFAS第115号に準拠して会計処理された。2008年度第３四半期

において、FITELは台湾法に基づいて会社更生法の適用を申請した。この申請を受けて、経営者は、FITELのキャッ

シュ・ポジション、最近の財務活動、資金調達ニーズ、利益／収益の見通し、業績、経営者／所有者の変更、および競

合のレビューを含め、本投資の帳簿価額を再評価した。本レビューに基づき、当社は2008年度第３四半期に、この投

資の評価減2.1百万ドルを「その他の収益(費用)－純額」に計上した。

 

PCD LLC

PCDの売却に関連して、当社はPCD LLCの所有者持分約2.5％に相当する普通株式に1.6百万ドルの投資を行った。

当該投資は原価法により会計処理されている。

 

Turnstone

2008年10月に、当社は2008年度第４四半期に設立されたTurnstone Environment Technologies LLC(以下

「TET」という)に対して、2008年12月31日時点で約22％の議決権付き持分に相当するシリーズA優先株式

5,180,788ユニットおよびユニット当たりの行使価格0.9265ドルで５年満期のシリーズA優先ワラント500,000ユ

ニットと引き換えに、4.8百万ドルの投資を行った。当社はさらなる資本拠出をする義務はない。TETのミッション

は環境に優しい再生可能エネルギーの技術を様々な新興市場に販売するライセンス権を確保することであり、当

初はインドに重点を置いている。TETは変動持分事業体(以下「VIE」という)とみなされている。TETにおいて当社

は主たる受益者であるが議決権付き持分の過半数を保有していない。VIEの資産、負債および損益は2008年12月31

日現在重要ではないと判断されたため、連結されていない。VIEの債権者は当社に対して償還請求権を有せず、従っ

て当社のVIEに対する変動持分に関連した負債リスクは制限されている。
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公正価値の測定

注記２で述べた通り、2008年１月１日より、当社は継続的に公正価値で測定および計上されている金融資産およ

び金融負債に関してSFAS第157号を適用した。SFAS第157号の適用は、当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ

・フローに重大な影響を及ぼしていないが、当社は現在、財務書類の一部として追加の開示を求められている。FSP

第157-2号に準拠して、当社は非継続的に公正価値で測定される非金融資産および非金融負債に関してSFAS第157

号の適用を延期した。

SFAS第157号は、公正価値が出口価格である、すなわち資産を売却する際に受け取るであろうまたは負債を移転

する際に支払うであろう金額であることを明確にしている。従って、公正価値は市場を基盤とした測定であり、市

場参加者が資産または負債の価格を決定する際に使用するであろう仮定に基づき決定されなければならない。仮

定を検討する根拠として、SFAS第157号は３層の評価階層を確立しており、公正価値の測定に使用するインプット

を、(1) レベル１：活発な市場における相場価格などの観察可能なインプット、(2) レベル２：活発な市場におけ

る相場価格以外のインプットで、直接もしくは間接に観察可能であるもの、またはあまり活発ではない市場におけ

る相場価格、および(3) レベル３：観察不能なインプットで、市場データがほとんどまたは全くなく、独自の仮定

を作成する必要があるもの、として優先順位をつけている。この階層は、入手可能である場合は、観察可能な市場

データを使用し、公正価値決定時に観察不能なインプットの使用を最小限にするよう要求している。継続的に、当

社は市場性のある有価証券など、特定の金融資産を公正価値で測定している。

2008年12月31日現在、当社のマネー・マーケット・ファンドおよびMRVに対する投資は公正価値で計上されてお

り、公正価値階層のレベル１に分類されている。当社は2008年12月31日現在において公正価値で測定されているそ

の他の金融資産または金融負債を保有していない。

 

注記５　拘束性預金

2008年12月31日現在、当社は短期拘束性預金16.8百万ドル、およびその他の長期資産に含まれる長期拘束性預金

18.2百万ドルを有していた。2007年12月31日現在、当社は短期拘束性預金6.4百万ドル、およびその他の長期資産に

含まれる長期拘束性預金20.2百万ドルを有していた。これらの金額は主に、当社のスタンドバイ信用状および商業

信用状の発行を担保として保証されている。
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注記６　受取手形および債権購入契約

当社は、通常の業務において、中国国内の顧客から銀行手形および商業手形を受け取っている。この手形は通常

無利息であり、３ヵ月から６ヵ月の間で期日が到来するものである。銀行手形は短期投資に含まれている。2008年

および2007年12月31日現在、それぞれ11.1百万ドルおよび12.6百万ドルの商業手形があった。当社は、これらの手

形を中国の金融機関で割り引くことがある。これらの手形の売却は、受取手形の減少として反映され、これらの手

形の決済による収入は、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる。

売却された手形は、SFAS第140号「金融資産の譲渡およびサービス業務、ならびに負債の消滅に関する会計処理」

で規定された売却処理の基準を満たしている場合、当社の連結貸借対照表に含まれない。2008年度および2007年度

において売却された受取手形はなかった。

2005年８月に、当社は、金融機関との間に契約に基づく債権購入契約(以下「本契約」という)を締結した。これ

により当社は、本契約に定められた適格な売掛金を100.0百万ドルまで売却することが可能となった。2008年３月

に、当社は本契約を終了した。本契約に基づいた債権の売却はなく、また本契約の終了に関連して当社が負担した

割増金または違約金はなかった。当社は2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において計上し

た契約手数料は重要ではなかった。
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注記７　貸借対照表の詳細

以下の表は、抜粋した貸借対照表項目の詳細である。

 

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

棚卸資産：     

原材料  15,545 34,413

仕掛品  33,524 35,853

完成品  122,238 264,201

合計  171,307 334,467

 

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

有形固定資産：     

建物  184,353 172,370

賃借物件附属設備  15,855 18,090

車両  4,855 5,490

ソフトウェア  39,427 24,532

工具器具備品  184,897 197,961

建設仮勘定  3,001 13,207

  432,388 431,650

控除：減価償却累計額  (257,101) (222,556)

合計  175,287 209,094

 

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

その他の流動負債：     

未払契約費用  37,006 42,353

未払賃金および未払報酬  39,256 61,203

製品保証費引当金  29,840 52,734

その他の未払税金  15,149 17,911

未払利息費用  －  10,255

未払広告費  1,545 14,598

事業再編費用  9,511 3,191

その他  30,739 45,054

合計  163,046 247,299
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注記８　長期性資産

2008年度

2008年度第３四半期に、当社はPCDの売却に関連して正味帳簿価額約15.8百万ドルの無形固定資産を売却した

(注記３を参照のこと)。2008年度第４四半期に、当社はCSBU市場から撤退することを決定し、過年度にCommworksを

取得したことから発生した顧客との関係に属する無形固定資産の残存未償却残高を評価減するために約4.9百万

ドルを費用計上した。従って、当社の2008年12月31日現在の連結貸借対照表には償却の対象となる有限の耐用年数

を有する無形固定資産の残高は存在しない。

2008年度第４四半期において、当社の内部予測は、急速に悪化するビジネス環境を考慮して下方修正された。加

えて、繰り返し発生する営業損失と当社株価の持続的な下落の複合効果は、全体として、長期性資産の減損分析の

きっかけとなる「経営環境の重大で不利な変化」であると判断された。

当社は、当社が事業のために「保有されかつ使用される」と考える長期性資産グループを、識別可能なキャッ

シュ・フローが他の資産および負債グループのキャッシュ・フローから概ね独立している最下位レベルの評価な

ど特定の要素に基づき決定した。資産グループは、当社の営業セグメントおよび当社の中国本社ビルのような全社

資産で構成されている。2009年度の予算編成プロセスで作成した将来キャッシュ・フローの見積りでは、当社の各

事業セグメントは当該セグメントの資産の帳簿価額の全額は回収できない、また、全社レベルで当該資産グループ

の帳簿価額の全額は回収できないということが示されている。従って、当社は全ての有形固定資産について2008年

12月31日現在の帳簿価額をテストし、減損の有無を判断した。中国本社ビルを除く全ての資産グループに対して、

本テストは、各資産グループの交換取引における公正価値の見積り、その公正価値と当該資産グループの帳簿価額

との比較、および資産グループの減損前帳簿価額が見積公正価値を上回る場合に帳簿価額を見積公正価値まで減

額するための減損損失の計上を伴うものであった。

当社は、下記のように2008年12月31日現在の資産グループの見積公正価値を算定するに際し様々な見積りを

行ったが、当該見積りは経営者が合理的かつ適正であると確信するものである。公正価値の確定にあたり、経営者

は、評価会社が2008年12月31日に実施した中国杭州の当社施設ならびに当社が見積りの妥当性を確認する目的で

取得した特定の工具器具備品、ソフトウェア、車両および賃借物件附属設備に係る公正価値の評価結果を一部考慮

した。

中国杭州にある当社の製造、研究開発および管理事務オフィス施設は、2008年12月31日現在の帳簿価額が約

167.4百万ドルであり、減損テストの対象となる最大の単独資産であった。経営者は当初、杭州施設の現在公正価値

の見積りに比較可能な市場取引活動を使用すること(市場比較アプローチ)がこの状況下で実行可能かつ客観的で

あるかどうか検討したが、売上データの元となる類似の産業用資産の二次市場は、この評価アプローチに第一の信

頼を置くほど健全ではないことがわかった。その結果、経営者は公正価値の見積りに主として収益還元アプローチ

を使用した。この評価アプローチは、その場所または比較可能な地域のいずれかにおける類似施設の賃料分析を通

じて施設の現在の市場賃料を見積もり、さらに適用還元率を使用して公正価値を見積もるものである。このアプ

ローチにより算定された杭州施設の見積公正価値は、2008年12月31日時点で約183.2百万ドルとなり、帳簿価額よ

りも15.8百万ドル高くなった。見積公正価値が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上されなかった。
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当社はまた、中国、インド、日本、韓国および米国における重要な工具器具備品、ソフトウェア、車両および賃借物

件附属設備の減損の有無について、関連する公正価値を主に原価アプローチを使用して個別にテストを行った。各

テスト対象資産の2008年12月31日現在の見積公正価値を算定するに際し、修正要因を資産の当初取得原価に適用

して現在の再調達原価を見積もり、次に見積再調達原価からの控除額を見積もってあらゆる原因による劣化や陳

腐化および取り外し費用の影響を認識した。この取り組みの結果、約22.3百万ドルの減損損失となった。内訳は、当

社のエンタープライズ・リソース・プラニング(以下「ERP」という)・システムに対する11.9百万ドル、工具器具

備品に対する6.7百万ドル、さらに主として資産計上されたソフトウェアに対する3.7百万ドルである。

経営者は、仮に当社2009年度財務計画で見込まれている経営成績が達成できない場合、有形固定資産の帳簿価額

をさらに減額する追加の減損損失が2009年度に発生する可能性が合理的にあり得ると考えている。

 

2007年度

2007年度に、当時の市場状況を踏まえ、経営者は新しい企業戦略を明確にする目的で詳細な戦略分析を実施し

た。この分析は2007年度第４四半期に完了した。検討の中で経営者は、PCDセグメントを除く当社の収益が継続的に

減少していることを勘案し、当社の全般的な戦略的ビジネスおよび製造能力計画の主要な仮定について異を唱え

た。結果として当社は、世界経済および産業経済の根強い不振、新しい戦略的方向性、および当社の収益の低下を考

慮して、中短期の収益予測を大幅に下方修正した。2007年度第４四半期および2008年度の予算編成プロセスにおい

て初めて数値化することができた当社の見通しと計画におけるこれらの重要な変更により、長期性資産の減損に

関する検討が必要となった。

2007年度ののれんの減損評価に基づき、当社は2007年12月31日に終了した事業年度にのれんの減損損失約3.1百

万ドルを計上した。当該減損損失は、「その他」セグメントののれんの帳簿価額がその予想公正価値を超過する金

額を表している。2008年および2007年12月31日現在の連結貸借対照表にのれんの残高は存在しない。

当社はまた、「その他」セグメント内の割引前見積キャッシュ・フローが特定の長期性資産の帳簿価額を回収

するのに十分ではないと判断した。当社は、割引後の将来見積キャッシュ・フローを用いて「その他」セグメント

で償却の対象となる無形固定資産の見積公正価値を算定し、顧客との関係に対して10.5百万ドル、既存の技術に係

る無形固定資産に対して5.2百万ドルの減損損失を計上した。「その他」セグメントの特定の設備の帳簿価額にお

ける減損を認識するため、約1.1百万ドルの減損損失も計上された。
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2008年および2007年12月31日現在の無形固定資産の内訳は、以下の通りである。

 
  (単位：千ドル)

  2008年12月31日現在  2007年12月31日現在

  

償却累計額

控除前

帳簿価額

 

償却費

控除後

帳簿価額

 

償却累計額

控除前

帳簿価額

 

償却費

控除後

帳簿価額

　既存の技術  －  －  34,316 473

　顧客との関係  －  －  46,762 22,086

　商標名  －  －  4,940 －

　競業避止契約  －  －  10,800 2,250

  －  －  96,818 24,809

 

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度における償却費は、それぞれ4.1百万ドル、16.0百万ド

ルおよび18.9百万ドルであった。2006年度においては、減損が生じている可能性を示唆する状況や事象が発生しな

かったため、当社は技術に係る無形固定資産に関連する減損損失を計上しなかった。

 

注記９　債務

2008年および2007年12月31日現在の債務残高は以下の通りである。

    (単位：千ドル)

  2008年12月31日現在 2007年12月31日現在

     

銀行借入金  －  47,981

4.7％－10.0％のキャピタル・リース債務  －  581

2008年３月１日に満期を迎える転換劣後債  －  274,600

債務合計  －  323,162

長期債務  －  333

短期債務  －  322,829

 

2008年12月31日現在、当社には銀行借入金の残高は存在しない。2007年12月31日現在、当社には複数の銀行との

間に、年率5.75％から7.10％の間の利率で合計48.0百万ドルの借入金があった。

2008年12月31日現在、当社は中国における信用供与枠263.8百万ドルを有している。当該金額のうち146.6百万ド

ルが運転資金目的であり、残りの117.2百万ドルは信用状および企業保証を裏付けるためのものである。この信用

供与枠は2008年度第３四半期に締結されたものであり、29.3百万ドルを超える運転資金用の引き出しおよび44.0

百万ドルを超える運転資金用以外の引き出しに対して担保を必要とする。2008年12月31日現在、合計219.0百万ド

ルの信用供与枠が利用可能であった。この中国における信用供与枠は2009年度第３四半期に失効する。2008年12月

31日現在、当社は連結貸借対照表に含まれていない債務を保証していない。
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2008年３月21日に、当社は75.0百万ドルの担保付きリボルビング信用枠を提供する与信契約を締結した。当該リ

ボルビング信用枠は売掛金および棚卸資産による借入可能限度額方式を条件とし、2008年度第２四半期において

当社の通常の運転資金需要を賄うために使用された。第２四半期中に、当社は本契約に基づく借入残高をすべて返

済した。2008年６月30日に、PCDの売却契約締結（注記３を参照）に関連して、当社は本与信契約における確約を終

了した。本与信契約の終了後、当社は社債発行費の未償却残高約1.1百万円を費用計上した。

2003年３月12日に、当社は2008年３月１日が満期の
7
/8％転換劣後債402.5百万ドルの1933年証券法規則144Aに

従った購入有資格者への発行を完了した。当該社債は、一定の条件の下、当社の普通株式に１株当たり23.79ドルの

転換価格で転換でき、当社の既存および今後の全ての上位債務に劣後する。当初の転換価格で、社債の元本金額

1,000ドル毎に当社の普通株式42.0345株に転換される予定である。転換劣後債の発行に関連した費用は11.7百万

ドルであり、その他の長期債務に計上され、債券の期間を通じて償却されている。

転換社債の発行と同時に、当社は転換社債ヘッジおよびコール・オプション契約を締結した。改訂後の転換社債

ヘッジにより、当社は、当該契約相手から１株当たり23.79ドルで当社の普通株式11.5百万株を購入することが可

能となる。当該売建コール・オプションにより、その保有者は当社から１株当たり32.025ドルで当社の普通株式

11.5百万株を購入することが可能となる。社債ヘッジおよびコール・オプション契約は2008年３月１日に期日が

到来した。

当社はこれらの金融商品を取得原価で計上しており、2007年12月31日現在、それぞれの帳簿価額は負債の早期償

還に関連する修正のために調整された当初の取得原価と同額である。転換社債ヘッジおよびコール・オプション

契約により、社債の転換から生じる潜在的な希薄化が減少することが期待されている。EITF第00-19号「企業の自

己株式に連動し、潜在的に決済されるデリバティブ商品の会計処理」の指針に準拠し、当該オプションは株主持分

に含められている。

2007年１月９日に、当社および転換劣後債の残りの274.6百万ドルの保有者は第１号付属信託証書を締結し、当

社が当初の契約の特定規定に準拠しない場合でも、2007年５月31日まで契約不履行とならないと規定した。当該転

換劣後債は、2007年１月９日以降、当該社債の満期である2008年３月１日まで、当該社債が早期に買戻しまたは転

換されない限り、年率6.75％の特別利息が追加で生じる。当該特別利息の支払いは、通常の利息支払いに対して権

限を有する社債保有者への利息支払いに追加して、同時に同方法によって行われる。第１号付属信託証書の結果と

して、当該転換劣後債は7.625％の額面利率で利息が生じた。
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その後当社は、報告書の提出遅延および特定の約款の不履行により2007年７月26日より前に起きた可能性のある

債務不履行を同日付けで放棄するために必要な同意を、当該社債の保有者に要請し、取り付けた。また当社は、2007

年７月19日に当社が公表した同意要請に関連して、転換劣後債の元本総額の50％超を保有する保有者から同意を

取り付けた後、2007年７月26日付けで受託会社との間に第２号付属信託証書を締結した。第２号付属信託証書は、

転換劣後債には、(a)2007年１月９日から2007年７月25日までの間において年率6.75％の特別利息、および(b)2007

年７月26日から社債の支払い、前払い、見なし転換あるいは決済が行われるまでの間において年率10％の特別利息

を上乗せした利率で追加利息が生じることを規定している。第２号付属信託証書で規定された特別利息は、第１号

付属信託証書で規定された6.75％の特別利息から年率で3.25％増加した。第２号付属信託証書により、転換劣後債

は現在、規定の利率10.875％で利息が生じている。特別利息の支払いは、定期的に利息の支払いを受ける権利を持

つ社債保有者に対し、同時に、かつ同様の方法で定期的な利息に追加されるものであった。

2008年３月３日に、当社は、元金274.6百万ドルおよび未払利息14.9百万ドル、計289.5百万ドルの転換劣後債を

償還した。

 

注記10　保証債務およびその他の保証

その他の流動負債に含まれる保証債務は、以下の通りである。

 (単位：千ドル)

2005年12月31日現在残高 79,227

　期中に発行された保証に対する計上額 38,148

　期中支払額 (50,967)

2006年12月31日現在残高 66,408

　期中に発行された保証に対する計上額 32,987

　期中支払額 (46,661)

2007年12月31日現在残高 52,734

　期中に発行された保証に対する計上額 16,665

　期中支払額 (29,435)

　PCD売却により処分された保証債務 (10,124)

2008年12月31日現在残高 29,840
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2005年度において、当社はソフトバンクに2003年度および2004年度中に販売した機器に関する特別保証を計上

した。これらの部品を修理する契約は当社の通常の保証範囲を超えるため、当社は特定の非対称デジタル加入者線

(以下「ADSL」という)に関して11.7百万ドル、主にマルチサービス光学トランスポート製品(NetRing
TM
、以下

「NetRing」という)装置に関連して4.0百万ドル、およびギガビット・イーサネット受動光学ネットワーク(以下

「GEPON」という)装置に関連して14.9百万ドルの追加の特別保証費用を計上した。2006年度において当社は、当社

が負担する保証費用の分析および残存債務の修正後の見積額に基づき、ソフトバンクに販売したNetRing装置に係

る2.9百万ドルおよびGEPON装置に係る2.7百万ドルからなる5.6百万ドルの保証費用を追加計上した。2007年度に

おいて、NetRing装置に係る引当金は、プロジェクトの範囲の変更、発生した保証費用および見積残存負債に基づき

2.3百万ドル減少した。さらに、2005年度に既に設定されていた2.5百万ドルの引当金は、改良プロジェクトの中止

により2007年度に戻入れられた。ソフトバンクの特別保証費用に関連する引当金残高は、2008年12月31日時点で

1.5百万ドルである。

当社の特定の販売契約には、特に、当社の製品に関連する知的財産権の侵害についての顧客に対する第三者の請

求時に、会社が顧客を補償する条項が含まれている。これらの補償による潜在的な将来の支払額に上限はない。当

社にこれらの条件に関連した金額は発生しておらず、製品に利用された知的財産に対する権利は有効で、法的強制

力があると当社は判断しているため、これらの条項に関する金額の引当金の計上は行っていない。

 

次へ
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注記11　法人税等

税金および少数株主損益控除前の米国および米国外の利益(損失)は次の通りであった。

  (単位：千ドル)

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

米国  (38,100) (114,610) (177,762)

米国外  (105,637) (50,855) 43,835

  (143,737) (165,465) (133,927)

 

法人税等引当額(ベネフィット) の内訳は以下の通りである。

  (単位：千ドル)

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年  2006年

当期分：       

連邦  (26) －  －

州  (8) (4) 7

米国外  13,561 20,994 (13,808)

当期分合計  13,527 20,990 (13,801)

繰延分：       

連邦  －  －  －

州  －  －  －

米国外  (6,440) 11,908 (1,223)

繰延分合計  (6,440) 11,908 (1,223)

合計  7,087 32,898 (15,024)

 

当社は2007年１月１日に、FASB解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理－FASB基準書第109

号の解釈指針」(以下「FIN第48号」という)の規定を適用した。

2008年12月31日現在、当社の総未認識税金ベネフィットは合計92.8百万ドルであり、合計82.1百万ドルの特定

の繰延税金資産および州税項目の連邦税ベネフィット控除後の金額で、その他の長期債務に含まれている。総未認

識税金ベネフィットのうち、認識された場合に法人税等引当額を減少させ、当社の当期純利益を増加させることに

なる部分は、約10.7百万ドルである。未認識税金ベネフィットの合計額とこれらの未認識税金ベネフィットの当期

増加額は、主に当社の世界各地の事業間における収益と費用の配分に関連している。

2007年12月31日現在、当社の総未認識税金ベネフィットは合計79.7百万ドルであり、合計71.3百万ドルの特定

の繰延税金資産および州税項目の連邦税ベネフィット控除後の金額で、その他の長期債務に含まれている。総未認

識税金ベネフィットのうち、認識された場合に法人税等引当額を減少させ、当社の当期純利益を増加させることに

なる部分は、約8.4百万ドルである。未認識税金ベネフィットの合計額とこれらの未認識税金ベネフィットの当期

の増加額は、主に当社の世界各地の事業間における収益と費用の配分に関連している。
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当社は、上記の未認識税金ベネフィットに関連する支払利息と罰金を法人税等において認識している。当社は

2007年12月31日現在において約3.2百万ドル、および2008年12月31日現在において約3.9百万ドルの未払利息と罰

金を計上した。

当社は、米国連邦および米国諸州ならびに外国の管轄地において課税対象となっている。当社の2003年、2004年

および2005年の法人税申告書は現在、米国内国歳入庁による税務監査を受けている。当該税務監査に関連して、当

社は当年度に0.2百万ドルの支払いを行った。当社はまた、中国の税務当局により継続的に税務監査を受けている。

調査の対象となっている重要な管轄地は米国と中国である。中国においては当社の1998年から2008年までの課税

年度、米国においては2003年から2008年までの課税年度が現在なお調査可能な状態である。当社は、税務問題の解

消に関連する総未認識税金ベネフィット額が、税務監査の解決および時効の成立に伴い今後12ヵ月間に約26.6百

万ドルの減額となる可能性が合理的にあり得ると考えている。総未認識税金ベネフィット26.6百万ドルのうち、法

人税等引当額を減少させ、当社の当期純利益を増加させることになるであろう部分は、約1.3百万ドルである。

FIN第48号は、可能性が50％を超える税務ポジションのみを認識する、または引き続き認識するという基準を確

立しており、これにより将来の期間における法人税等が変動する可能性がある。当社は全ての税務ポジションに対

して十分な引き当てを行っていると考えているが、税務当局により主張される金額は当社が計上したポジション

を上回る可能性がある。従って、見積額の修正もしくは対象となる問題の解決または解消により、法人税関連

問題に対する追加の引当金が将来、計上される可能性がある。

当社の未認識税金ベネフィットの要約は、以下の通りである。

 
    (単位：千ドル)

  12月31日に終了した事業年度

  2008年  2007年

     

期首残高－総未認識税金ベネフィット  79,678 79,667

当年度の税務ポジションによる増加  11,916 8,764

当年度の税務ポジションによる減少  －  (8,559)

過年度の税務ポジションによる増加  1,962 661

過年度の税務ポジションによる減少  (783) (855)

税務当局との和解  －  －

時効成立  －  －

期末残高－総未認識税金ベネフィット  92,773 79,678

繰延税金の取崩しとなる未認識税金ベネフィット  (78,344) (67,586)

州税の連邦税ベネフィット  (3,767) (3,718)

実効税率に影響を与える可能性のある未認識税金ベネフィット  10,662 8,374

 

繰延税金資産および負債の算定において、当社は当社の業務に適用される税法および公表された税務指針に基

づいて判断および解釈を行っている。当社は繰延税金資産および負債を計上し、繰延税金資産を実現可能価額まで

引き下げるための評価性引当金の必要性について評価する。これらの資産について当社が予想する実現性に重要

な変更が生じる可能性は、将来の課税所得、ならびに外国税額控除の繰延および繰戻を利用できるかにより左右さ

れる。
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繰延税金資産純額の内訳の要約は、以下の通りである。

  (単位：千ドル)

  
2008年12月31日

現在
 
2007年12月31日

現在

繰延税金資産     

引当金  70,896 67,837

前受収益および顧客からの前受金－純額  23,197 26,687

繰越欠損金  142,341 135,509

繰越税額控除  74,555 53,387

繰越資本損失  17,749 0

無形固定資産およびのれんの償却  34,812 67,946

固定資産  18,950 13,211

デモ機による収益  4,485 7,290

未払保証費用  3,931 10,429

その他  17,346 6,920

繰延税金資産合計  408,262 389,216

     

繰延税金負債     

前払費用  (5,882) (2,162)

子会社の未分配利益に係る繰延税金  (32,987) (40,773)

その他  (3,131) (9,808)

繰延税金負債合計  (42,000) (52,743)

繰延税金資産(負債)合計  366,262 336,473

控除：評価性引当金  (363,676) (342,961)

繰延税金資産(負債)合計  2,586 (6,488)

 

APB意見書第23号「法人税の会計処理－特定分野」に従って、海外子会社の未分配利益が米国外に永久に再投資

されるとみなされない限り、当該利益に対して繰延法人税等を引き当てなければならない。2008年度において、当

社は、当社が米国外に永久に再投資していないと判断した150.1百万ドルの海外利益に対して33.0百万ドルの米国

における繰延税金負債を計上した。

2008年12月31日現在、当社は依然として海外子会社への投資からの未分配利益が約51.8百万ある。これらの利益

に係る繰延税金金額の算定は、その計算が当該利益の送金の決断がなされるまで判明しない数多くの要因に左右

されるため、実際的ではない。
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2008年12月31日現在、当社の米国連邦税に係る繰越欠損金は213.8百万ドルであり、2025年度から2028年度の間

に様々な金額で期限が到来する。2008年12月31日現在、州税に係る繰越欠損金は138.0百万ドルで、2010年度から

2028年度の間に様々な金額で期限が到来する。当社は、これらの連邦および州税に係る欠損金はSFAS第109号「法

人税の会計処理」に規定される50％超基準を満たさないと判断し、関連する繰延税金資産に対して83.6百万ドル

の評価性引当金を設定した。評価性引当金に関する税金ベネフィットが実現される場合、払込資本に計上される金

額に重要性はない。また2008年12月31日現在、当社には中国における繰越欠損金(以下「NOL」という)が約217.2百

万ドルあった。中国におけるNOLは2010年から2013年の間に様々な金額で期限が到来する。当社はまた、これらの欠

損金はSFAS第109号で規定される50％超基準を満たさないと判断し、そのため関連する繰延税金資産に対して44.7

百万ドルの評価性引当金を設定した。2008年12月31日現在、当社は米国および中国以外の国々でNOLを有している。

これらのNOLの総額は87.2百万ドルである。NOLの大半は期限が到来せず、無期限に繰り越すことができる。しかし

ながら、当社はこれらの欠損金がSFAS第109号の50％超基準を満たさないと判断し、そのため関連する繰延税金資

産に対して13.4百万ドルの評価性引当金を設定した。

2008年12月31日現在、当社には無期限の代替ミニマム税額控除繰越額1.0百万ドルがあった。当社にはまた、米国

の研究開発費税額控除の繰越額が14.4百万ドルあり、うち2.5百万ドルが無期限であり、11.9百万ドルが2010年か

ら2028年の間に様々な金額で期限が到来する。当社は2012年から2018年の間に様々な金額で期限が到来する58.8

百万ドルの米国の外国税額控除を有している。当社はこれらの繰延税額控除がSFAS第109号の50％超基準を満たさ

ないと判断し、そのため関連する繰延税金資産に対して74.2百万ドルの評価性引当金を設定した。2008年12月31日

現在、当社は2018年に期限が到来する0.4百万ドルの国外研究開発費税額控除の繰越額を有している。当社はまた、

これらの繰延税額控除がSFAS第109号の50％超基準を満たさないと判断し、そのため関連する繰延税金資産に対し

て0.4百万ドルの評価性引当金を設定した。

当社の実効税率と連邦法定税率との差異の調整は、以下の通りである。

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

法定税率による連邦税(ベネフィット) (50,308) (57,913) (46,874)

州税(ベネフィット)、連邦所得税上のベネフィット考
慮後

2,410 (5,587) (6,818)

転換社債に係る税金ベネフィット (1,223) (6,990) (6,396)

株式報酬費用 3,549 2,245 3,577

その他の永久差異 8,209 405  70

外国税率の差異の影響 53,012 29,506 18,133

子会社の未分配利益に係る税金 (10,695) (3,170) 43,943

税金に関する和解 －  －  (28,976)

繰延税金に係る税率変動の影響 13,803 (27,104) －

繰延税金に係る評価性引当金の変動 12,623 105,455 13,918

税額控除 (24,870) (7,207) (6,466)

その他 577 3,258 865

税金費用/(ベネフィット)合計 7,087 32,898 (15,024)
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2007年３月16日に、中国の最高立法府である全国人民代表大会は、中国法人税法(以下「CIT法」という)を可決

した。CIT法は2008年１月１日より適用された。CIT法の下で、中国の国内企業および外国投資企業(以下「FIE」と

いう)への二重課税システムは統一されたシステムに事実上置き換えられた。この新法では、ほとんどの企業に対

しては25％の税率、また特定の適格な高度技術企業に対しては15％の割引税率が課される。

この税法の改正前は、中国に存在する一部の子会社および合弁事業は、通常FIEが利用可能である中国の税金ベ

ネフィットを享受した。中国で活動する当社の子会社であるUTStarcom ChongQing Telecom Co.Ltd.(以下

「CUTS」という)、UTStarcom Telecom Co.,Ltd.(以下「HUTS」という)およびUTStarcom China Co.,Ltd.(以下

「UTSC」という)は、正式認可を受けた技術先進企業として適格となる可能性があるため、FIEに対する免税措置／

インセンティブが適用された、または適用される可能性があった。

CIT法は、特定の業界を対象に、特定の適格な先端技術企業の税率を15％に引き下げる。新法の発布前に設立され

たFIEには現在低い税率が適用されているが、税率が引き上げられる場合は今後５年間にわたって段階的に行われ

ることになる。2008年度第４四半期に、当社の中国子会社HUTSおよびUTSCの２社は割引税率15％の適用を承認され

た。この承認は３年間有効であり、2008年１月１日から遡及して適用される。

2008年度の税率変更の影響による13.8百万ドルの税金費用は、上述の通り2008年度にHUTSおよびUTSCが2008年

割引税率15％適用の資格を得たことによる税率引下げに関連し、当社の中国における繰延税金資産を再評価した

ことによるものである。2007年度の税率変更の影響による27.1百ドルの税金ベネフィットは、上述の新法成立によ

る税率引上げに関連した中国における繰延税金資産の再評価による。2007年12月31日現在、CIT法に基づき、当社の

子会社は15％の割引税率に対して適格となっていなかった。2006年度において、当社が米国外に永久的に再投資さ

れないと判断した206.5百万ドルの海外利益に係る米国繰延法人税の認識により、43.9百万ドルの未分配利益に係

る税金が計上された。

繰延税金資産および負債の計上の際、当社は、当社の事業に対して適用される税法および公表された税務上の指

針、ならびに将来の課税所得額および税管轄地に基づき、判断および解釈を行っている。当社は繰延税金資産およ

び負債を計上し、実現可能価額まで繰延税金資産を減額するための評価性引当金の必要性について評価を行って

いる。2005年９月30日現在、当社は中国、米国およびその他の外国において全ての繰延税金資産を利用するのに十

分かつ適切な構成の課税所得が適切な期間内に発生しないと考えていた。2005年９月30日に行われたレビューの

結果、当社は、累積損失額が全体的評価において大きな割合を占めている中国および米国における繰延税金資産純

額の全額に対して評価性引当金を設定することが適切であると結論付けた。

2008年度における繰延税金に係る評価性引当金の変動額12.6百万ドルは、主に米国および中国における2008年

12月31日現在の当社の繰延税金資産純額全額に対する評価性引当金の継続的な設定に関連して生じた税金費用に

起因している。2007年度における繰延税金に係る評価性引当金の変動額105.5百万ドルは、主に米国および中国に

おける2007年12月31日現在の当社の繰延税金資産純額全額に対する評価性引当金の継続的な設定に関連して生じ

た税金費用に起因している。

2008年度における税額控除に関連する24.9百万ドルの法人税等の税金ベネフィットは、主に当社の国外事業に

よる外国源泉徴収税支払額と配当金の送金額により米国で発生した外国税控除額の増加に起因する。
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2006年度において、当社は当社の中国子会社であるUTStarcom Telecom Co., Ltd.(以下「HUTS」という)および

Hangzhou UTStarcom Telecom Co. Ltd(以下「HSTC」という)の２社に関して、2003年から2005年の課税年度に対

する中国の税務調査の終了およびHSTCに対する免税措置を受け、29.0百万ドルの税金ベネフィットを計上した。

 

注記12　普通株式およびストック・インセンティブ・プラン

ストック・インセンティブ・プラン

2008年12月31日現在、当社には以下のストック・インセンティブ・プランがある。ほとんど全ての未行使報奨

は、当社の支配に変更がある場合、潜在的に権利確定の加速化の対象となる。当社は、本プランにおいて付与され

た制限付株式および制限付株式ユニットの特定の権利確定に関連する税金負債に関して、権利が失効した普通

株式を買戻し、消却する。

 

2006年株式インセンティブ・プラン 

2006年株式インセンティブ・プラン(以下「2006年プラン」という)は、取締役会による2006年６月６日付けの

採択および当社の株主総会による2006年７月21日付けの承認を受け、2006年７月21日より導入された。2006年プラ

ンは、1997年プラン、2001年プランおよび2003年プラン(以下総称して「過年度プラン」という)に代わるものであ

り、今後、過年度プランに従って追加付与が行われることはない。2006年プランには以下の種類のインセンティブ

報奨がある。(ⅰ)ストックオプション、(ⅱ)株式評価益受益権、(ⅲ)制限付株式、(ⅳ)制限付株式ユニット、(ⅴ)業

績連動型株式および業績連動型ユニット、ならびに(ⅵ)その他の株式または現金による報奨(以下総称して「報

奨」という)。2006年プランの下で報奨を受け取ることのできる適格者には、従業員、取締役、ならびに当社および

子会社にサ－ビスを提供するコンサルタントが含まれる。

2006年プランの下で付与または売却を行うことのできる最大合計株式数は4,500,000株であり、これに、

(ⅰ)2006年７月21日現在、過年度プランの下で留保されているが未発行である株式、(ⅱ)完全に行使されずに失効

または行使可能となったストックオプションまたは過年度プランの下で付与された同様の報奨の対象となる株

式、ならびに喪失されたか当社が買戻した、過年度プランにおいて付与された報奨に基づき発行された株式が加算

される。2008年12月31日現在、過年度プランから2006年プランに振り替えられた株式数は、合計20,900,238株で

あった。2008年12月31日現在、4,174,301株の普通株式を購入できるオプションが、2006年プランにおいて未行使で

あった。

取締役会あるいは取締役会の報酬委員会(以下「報酬委員会」という)は、2006年プランの管理を行っている(以

下「管理者」という)。2006年プランの条項に基づき、管理者は報奨を受け取る従業員、コンサルタントおよび取締

役の選択、報奨に関する条件の決定、ならびに2006年プランおよび未行使の報奨に関する規定の解釈に関して、独

占的決定権を有する。2006年プランに基づいて付与されたオプションは、通常４年で権利が確定し、行使可能とな

る。

2006年プランの下で付与された報奨は、通常、譲渡不能であり、参加者に付与された報奨に関する全ての権利は、

通常、参加者の存命中に参加者によってのみ行使可能である。ただし管理者の承認があれば、参加者は(ⅰ)養育費、

離婚手当支払いあるいは夫婦財産制の権利に関連する家庭裁判所の承認に基づき、報奨を参加者の配偶者あるい

は元配偶者に譲渡したり、あるいは(ⅱ)参加者の肉親に贈与あるいは手当てとして報奨を譲渡したりすることが

できる。
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2006年プランにおいて付与された全てのストックオプションおよび株式評価受益権の行使価格は、少なくとも

付与日における普通株式の公正市場価値の100％と同額(もしくは当社株式の10％超の議決権を持つ株主に付与さ

れたインセンティブ・ストックオプション(以下「ISO」という)の公正市場価値の少なくとも110％)でなくては

ならない。参加者に付与されたストックオプションの最長行使期間は、付与日から７年間(もしくは普通株式の

10％超の議決権を持つ株主へ付与されるISOの場合は５年間)を超えてはならない。当プランにおいて付与される

その他全ての報奨の条件は、管理者により決定される。

 

過年度プラン－1997年ストック・プラン、2001年取締役オプション・プランおよび2003年法定外ストックオプ

ション・プラン：

 

1997年ストック・プラン：

2006年７月21日の2006年プランの導入前は、当社および関連会社の役員、従業員およびコンサルタントは、1997

年ストック・プラン(以下「1997年プラン」という)の下で普通株式を購入できるオプションおよび株式購入権を

受け取る権利を有していた。1997年プランは株主による2006年プランの承認を以って、2006年７月に終了となっ

た。2008年12月31日現在、1997年プランの下で普通株式3,632,600株購入分のオプションが未行使となっている。

2006年７月21日より前の1997年プランの下で付与されたオプションは、1986年の内国歳入法第422条(改訂)の条

件下で有利な連邦法人税処理に適するよう意図されたISOか、もしくはそのように適さない非適格ストックオプ

ション(以下「NSO」という)のいずれかである。報酬委員会はオプションが付与される受給資格者の選出を監督

し、付与日、オプション数、行使価格、権利確定期間および、オプションがISOかNSOであるかといったことを含む関

連するその他のオプション条件について決定する。1997年プランの下で付与されるISOの行使価格は、付与日にお

ける普通株式の市場価格の100％未満(もしくは当社株式の10％超の議決権を持つ株主に付与されたISOの公正市

場価値の少なくとも110％)になってはならない。一方、NSOの行使価格は報酬委員会の裁量によって決定される。通

常、1997年プランの下で付与されたオプションは、オプション保有者が存命中に譲渡することはできない。

1997年プランの下で、報酬委員会の決定通り、オプションは、通常４年の間に権利が確定し、行使可能となる。通

常オプションは権利が確定してから報酬委員会が定めた期限までの間であればいつでも行使することができる。

しかしながら、付与日から10年(もしくは普通株式の10％超の議決権を持つ株主に付与されたISOの場合、５年)が

経過したオプションについては行使することができない。オプションが消滅するのは通常、(ⅰ)オプション保有者

が死亡、または永久的な障害を受けてから12ヵ月後および(ⅱ)前述以外の全ての理由による雇用の終了から３ヵ

月後である。いずれの暦年におけるいずれのオプション保有者も、行使可能となったISOによる普通株式の時価総

額は100,000ドルを超過することはできない。この制限を越えたオプションはNSOとして扱われる。
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2006年プランの導入前は、当社は、1997年プランの下で受給資格参加者へ株式購入権を付与することも可能で

あった。1997年プランの下で、制限付株式購入権により購入された株式は全て制限付株式購入契約に従うものとし

た。報酬委員会が別の方法を決定しない限り、その契約によって当社は、権利確定前の死亡や身体的障害を含む全

ての理由による従業員の任意または強制的な顧用終了による制限付株式の買戻権を付与された。買戻株式の購入

価格については当初購入時の価額とし、また当社に対して負っている債務との相殺によって支払うこともできる。

当社の買戻権は報酬委員会が決定する比率で期限切れとなった。

 

2001年取締役オプション・プラン：

2006年７月21日の2006年プランの導入前は、当社の従業員ではなかった取締役(以下「社外取締役」という)は、

2001年取締役オプション・プラン(以下「2001年プラン」という)の下で普通株式を購入するオプションを受け取

ることができた。2006年７月、株主による2006年プランの承認を以って、2001年プランは終了した。2008年12月31日

現在、2001年プランの下で普通株式360,000株購入分のオプションが未行使となっている。2001年プランの管理者

は報酬委員会であった。

2001年プランの条項により、付与される各オプションの行使価格は、付与日における普通株式の市場価格と同額

である。当該オプションの期間は10年であるが、対象者が取締役でなくなった場合、それより早く終了する。４年目

までの各付与日応答日に当初オプションの対象となる株式は、当該日まで取締役としての任期が継続している社

外取締役を対象に、25％ずつ権利が確定する。継続オプションの対象となる株式の100％は、最初の付与日応答日に

権利が確定する。

 

2003年法定外ストックオプション・プラン：

2006年７月21日の2006年プランの導入前は、当社および関連会社の取締役、役員、従業員およびコンサルタント

は、2003年法定外ストックオプション・プラン(以下「2003年プラン」という)の下で、当社の普通株式を購入する

オプションを受け取る権利を有していた。2003年プランの下では、1986年の内国歳入法第422条(改訂)の条件下で

の有利な連邦法人税処理を適用できない法定外ストックオプションのみが付与される。2003年プランは2006年７

月の株主による2006年プランの承認を以って終了した。2008年12月31日現在、2003年プランの下で、普通株式

594,635株購入分のオプションが未行使となっている。

2003年プランは報酬委員会によって管理される。報酬委員会は、オプションが付与される受給資格者選出を監督

し、オプションの対象となる株式数、行使価格、権利確定期間および各オプションに適用されるその他の条件を決

定する役割を担っている。

2003年プランの下で付与されたオプションは通常、４年の間に権利が確定し、行使可能となり、権利確定後から

失効日までの間、いつでも行使することができる。オプションが消滅するのは通常、(ⅰ)オプション保有者の死亡、

または身体的障害による雇用関係の終了から12ヵ月後および(ⅱ)身体的障害またはオプション保有者の死亡以外

の全ての理由によるオプション保有者の役務終了から３ヵ月後である。しかしながら、付与日から10年が経過した

オプションについては行使することができない。
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株式報奨およびストックオプションの変動

過年度において、当社は主にストックオプションからなる株式報奨を付与していた。2008年度において、当社は

制限付株式ユニット、制限付株式およびストックオプションを組み合わせた株式報奨を付与した。2008年、2007年

および2006年12月31日現在、株式報酬プランの下で将来付与を行う際に発行可能な普通株式数は、それぞれ

10,710,921株、5,973,324株および11,238,850株であった。

2008年10月１日に、当社は当社普通株式を購入する権利のある一部の未行使従業員ストックオプションを交換

する株式公開買付けを完了した。交換に適格なオプションは、権利の確定・未確定を問わず、現在の従業員(取締役

および役員を除く)が保有し、1997年ストック・プランに基づいて行使価格１株当たり6.00ドル以上で付与された

未行使のオプションである。このオプションには付与日に行使価格が当社普通株式の公正価値を下回るものも含

まれる。本株式公開買付の条件に従い、当社は交換を受け入れて加重平均行使価格が１株当たり14.15ドルである

合計6,072,818株購入分のオプションを解約し、行使価格が2008年10月１日の当社普通株式株価の終値である１株

当たり3.24ドルである合計1,983,920株購入分のオプションを発行した。新しいオプションは2006年株式インセン

ティブ・プランに基づいて付与され、通常２年で権利が確定する。交換比率により、株式公開買付けに基づいて解

約したオプション数は当該買付けに関連して付与されたオプション数を上回っている。結果として、追加費用は認

識していない。株式公開買付けから生じた追加報酬費用はなかった。

当社のストックオプションの変動の要約は、以下の通りである。

 

  
 

株式数
 
加重平均行使価格
(単位：ドル)

2006年１月１日現在未行使オプション  19,908,010 18.34

付与されたオプション  5,430,957 6.14

行使されたオプション  (281,077) 1.39

失効あるいは行使期限切れオプション  (5,424,040) 19.04

2006年12月31日現在未行使オプション  19,633,850 15.01

付与されたオプション  1,637,475 4.59

行使されたオプション  (2,246) 0.25

失効あるいは行使期限切れオプション  (3,621,962) 15.67

2007年12月31日現在未行使オプション  17,647,117 13.91

付与されたオプション  2,888,060 3.20

行使されたオプション  (61,923) 2.05

失効あるいは行使期限切れオプション  (11,705,950) 14.52

2008年12月31日現在未行使オプション  8,767,304 9.63
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2007年11月に、報酬委員会は、特定の上級幹部役員に対して962,249株の業績連動型制限付株式ユニットを付与

した。2008年２月16日に、同委員会は当社および各上級役員の2007年度の業績レベルに基づき、以前に付与された

業績連動型制限付株式ユニットの対象となる783,324株が稼得されたと決定した。50％は即時に権利が確定し、残

り50％は2009年２月28日に権利が確定する。各業績連動型制限付株式ユニットは１株につき2.99ドルの公正価値

があるが、当該価値は、測定日である2008年２月26日のナスダック市場における当社普通株式の終値に相当するも

のである。2008年２月に、報酬委員会はさらに1,073,333口の業績連動型報奨を、報酬委員会で定めた目標の達成を

条件に、一部上級幹部役員に付与した。2008年第３四半期において、これらの条件付発行株式のうち233,333株が、

雇用の終了により失効した。主に業績レベルが様々であること、また、これらの報奨は報酬委員会による業績決定

日に先立つ各報告期間で時価評価されるため、当社株式の株価が変動することに関連して、当社の費用水準は様々

に異なる可能性がある。

当社は2006年および1997年プランの下で従業員に対して制限付株式報奨を付与した。制限付株式報奨は権利未

確定の株式報奨であり、制限付株式または制限付株式ユニットの付与を含む場合がある。当該報奨は、通常付与日

より１年から４年間で権利が確定する。制限付株式は普通株式の議決権を有し、制限対象となる株式は現に発行済

であるとみなされる。制限付株式ユニットは普通株式の議決権を有しておらず、対象となる株式は発行済であると

はみなされない。これらの報奨の費用は、当社は、付与日現在の株式の市場価格に基づいており、対象勤務期間にわ

たり定額法で認識される。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、当社の株式インセ

ンティブ・プランの下で付与された制限付株式報奨の加重平均公正価値は、それぞれ2.91ドル、2.96ドルおよび

7.69ドルであった。制限付株式報奨の付与分は、当社の株式プランの下で付与可能な株式から控除される。

2007年12月31日現在、権利が確定していない制限付株式および2008年12月31日に終了した事業年度における変

動の要約は、以下の通りである。

 

制限付株式報奨の変動
 株式数

(単位：千株)
 

付与日の加重平均
公正価値
(単位：ドル)

　2007年12月31日現在権利未確定  6,370 3.09

　付与  6,022 2.91

　権利確定  (2,633) 3.07

　失効  (3,047) 3.05

　2008年12月31日現在権利未確定残高  6,712 2.96

 

2008年12月31日に終了した事業年度において、制限付株式報奨の株式2.6百万株の権利が確定した。2008年12月

31日に終了した事業年度に権利が確定した制限付株式報奨の公正価値合計は、8.4百万ドルであった。当社はまた、

6.0百万株の制限付株式報奨を付与した。

2007年12月31日に終了した事業年度において、制限付株式報奨の株式1.4百万株の権利が確定した。2007年12月

31日に終了した事業年度に権利が確定した制限付株式報奨の公正価値合計は、4.8百万ドルであった。当社はまた、

7.3百万株の制限付株式報奨を付与した。
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2006年12月31日に終了した事業年度において、制限付株式72,442株の権利が確定し、当社による買戻権の対象で

はなくなった。2006年12月31日に終了した事業年度に権利が確定した制限付株式の公正価値合計は、0.6百万ドル

であった。当社はまた、幹部役員に対し、2006年３月に未行使のまま失効した301,133株の制限付株式を購入する権

利を付与した。

2007年２月に、当社取締役会の報酬委員会が、当社の2006年度の業績レベルに基づき、合計203,000株の普通株式

を受け取る権利のある役員を選定した。2007年11月30日に、同委員会は当該株式を163,000株発行することを承認

した。発行可能な残りの40,000株は、当該幹部役員の辞職により失効した。業績連動型株式は、2006年12月31日に終

了した事業年度の株式報酬費用の算定、および2007年度に認識された関連する失効分に含まれている。

2002年10月のShanghai Yi Yun Telecom Technology Co.Ltd.(以下「Shanghai Yi Yun」という)の買収に関連

して、当社は当時9.0百万ドルの価値を有する制限付株式514,290株を、当社の子会社１社が雇用したShanghai Yi

Yunの従業員に対して発行した。特定の達成目標の達成により権利確定が加速されたこれらの制限付株式は、2007

年までの５年間に全て権利が確定した。当社はこれらの514,290株の制限付株式を繰延報酬として処理した。2003

年度において、特定の達成目標の達成により226,302株の権利が確定した。2007年度に281,120株の権利が確定し、

6,868株が失効した。2007年12月31日現在、未行使の株式は残っていない。

以下の表は、2008年12月31日現在の未行使および行使可能なストックオプションに関する情報の要約である。

 

 未行使ストックオプション 行使可能ストックオプション

 
行使価格の範囲
(単位：ドル)

未行使
オプション数
(単位：千株)

１株当たり加
重平均
行使価格
(単位：
ドル)

本源的価値
合計
(単位：
千ドル)

契約上の
加重平均
残存期間
(年)

行使可能
オプション数
(単位：千株)

１株当たり
加重平均
行使価格
(単位：
ドル)

本源的価値
合計
(単位：
千ドル)

0.06－ 1.85 7 0.21 11 0.95 7 0.21 11

1.88－ 3.20 1,7973.02 － 5.93 665 3.05 －

3.24－ 3.24 1,8543.24 － 5.87 0 － －

3.25－ 4.50 899 3.88 － 3.59 541 4.24 －

4.72－ 6.25 881 6.18 － 7.13 715 6.23 －

6.31－10.53 877 7.97 － 6.60 792 8.00 －

11.07－19.04 927 14.42 － 3.82 87714.43 －

19.20－28.551,19826.04 － 3.87 1,19826.04 －

29.22－43.02 277 37.04 － 4.95 27737.04 －

45.21－45.21 50 45.21 － 4.64 50 45.21 －

0.06－45.21 8,7679.63 11 5.33 5,12213.96 11

行使可能な
オプションおよび
2008年12月31日に
権利確定となる
オプション 8,11510.14 11
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本源的価値は、税引前本源的価値の総額を指し、2008年12月31日にナスダックが報告した市場価格1.85ドルとイ

ン・ザ・マネ－株式の行使価格との差額によって算定される。行使されたオプションの税引前本源的価値の総額

は、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度においては行使日現在の算定で無視できるほど少額であり、

2006年12月31日に終了した事業年度における行使されたオプションの税引前本源的価値の総額は0.5百万ドル

だった。2008年12月31日現在、行使可能オプションの加重平均残存契約期間は4.0年であり、権利確定予定のオプ

ションの加重平均残存契約期間は4.7年であった。

 

2000年従業員株式購入制度：

2000年２月に、当社の株主は2000年従業員株式購入制度を承認した。当購入制度は内国歳入法第423条下の「従

業員株式購入制度」(以下「ESPP」という)の要件を満たすことを意図したものである。2008年12月31日現在、当社

は当株式購入制度の下での売却のため1,180,261株の普通株式を留保している。当株式購入制度は取締役会もしく

は取締役会に指名された委員会によって管理される。

当株式購入制度は売出期間内に実施され、その継続期間は24ヵ月以内である。売出期間には４回の中間購入期間

が含まれる場合がある。当株式購入制度の下で購入される株式は各参加者のそれぞれの口座に保有されることと

なる。第１回目の売出期間は2000年３月に始まり、2002年４月30日より前の最終取引日に終了した。

週20時間超かつ暦年で５ヵ月を超えて当社で勤務している従業員は、当株式購入制度に参加することができる。

有資格従業員は当株式購入制度により、当該従業員の給与総額の15％以内で、賃金控除を通じて当社の普通株式を

購入することが認められている。当制度の下では、購入日もしくは売出期間初日の当社普通株式の市場価格の85％

に相当するいずれか低い方の価格で株式を購入することがでいる。ただし、取締役会がその裁量で、当制度の下で

購入される普通株式の価格を購入日における当社株式の市場価格の85％と規定することも可能である。参加者は

どの暦年においても、25,000ドルを超えて普通株式の購入はできない。

参加者は売出期間中であれば取締役会によって課された限度額に従い、いつでも賃金控除額を増額または減額

することができる。参加者が当株式購入制度から脱退する際には、株式購入に使用されずに残っている拠出金の払

戻しを受けることができる。一度脱退した参加者は、次の売出期間まで再度当株式購入制度へ参加することはでき

ない。参加者が退職またはいかなる理由においても雇用関係の中断となった場合には、株式購入に使用されずに

残っている拠出金は参加者へ、あるいは参加者死亡の際には指定された受取人へ払戻しされることとなる。参加者

の口座にある全株式に対して証明書が発行される。

取締役会は、特定の状況において株主の承認をもって当株式購入制度を終了あるいは改定することができる。取

締役会によって早期に終了とならない限り、当株式購入制度の期間は10年間となる。
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株式に基づく報酬

SFAS第123号(R)は、従業員ストックオプションの評価目的で開発されたものではないオプション価格決定モデ

ルの使用を要求している。当社は、2005年12月31日より前に付与された株式に基づく報奨の評価にブラック－ショ

－ルズ・オプション価格決定モデル(以下「ブラック－ショ－ルズ・モデル」という)を使用しており、その後の

株式報酬に対しても引き続きブラック－ショ－ルズ・モデルを使用している。ブラック－ショ－ルズ・モデルは、

権利確定の制限がなく完全に譲渡可能な、取引所で取引される短期オプションの公正価値の見積りのために開発

されたものである。さらに、オプション価格決定モデルには、報奨の期間における株価の予想ボラティリティ、従業

員ストックオプションの実際のまたは予測される行使傾向、リスク・フリ－金利および予想配当金などの非常に

主観的な仮定のインプットが必要となる。

予想ボラティリティの決定に利用可能な当社普通株式に対して活発に取引されるオプション数が比較的少ない

ことから、当社は、予想ボラティリティよりも将来の株価傾向を表すものと経営者が考えている過去のボラティリ

ティを使用している。当社は、権利が確定したオプションに関する過去の行使実績および失効に関するデ－タに基

づき、付与されたオプションの予想期間を見積もる。さらに、同様の行使パタ－ンを持つ従業員の個々のグル－プ

は、個別に検討される。従業員株式購入制度の予想期間は、各売出期間における残存購入期間の平均である。

当社はオプション評価モデルにおいて使用されるリスク・フリ－金利の根拠を、残存期間がオプションの予想

期間に近い米国財務省のゼロク－ポン債としている。当社は予測できる将来において現金配当金の支払いを予定

していないため、オプション評価モデルにおいてゼロの予想配当利回りを使用している。当社は付与時に失効数を

見積り、実際の失効数が見積りと異なる場合、その後の期間においてこれらの見積りを修正しなければならない。

当社は、過去のデ－タに基づいて権利確定前のオプションの失効数を見積り、権利確定が見込まれる報奨について

のみ株式報酬費用に計上している。

2006年１月１日より前においては、株式報酬は、各権利確定トランシュを個別のストックオプション付与(段階

的権利確定)として処理することにより、加速償却されていた。2006年１月１日にSFAS第123号(R)を適用したこと

により、株式報酬は全て、通常は権利確定期間である当該報奨の対象勤務期間にわたって定額法で償却される。
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株式に基づく報奨の公正価値は、以下の基礎数値に基づき、ブラック－ショ－ルズ・オプション価格決定モデル

を用いて見積もられた。

 

 12月31日に終了した事業年度

ストックオプション： 2008年 2007年 2006年

予想期間 3.7 4.5 4.0

加重平均リスク・フリ－金利 2.31％ 3.83％ 4.66％

予想配当率 0.0％ 0.0％ 0.0％

ボラティリティ 63％ 62％ 57％

 
 12月31日に終了した事業年度

ESPP株式： 2008年 2007年 2006年

予想期間 0.5年－2.0年 0.5年－2.0年 0.5年－2.0年
加重平均リスク・フリ－金利 1.67％ 3.46％ 4.42％
予想配当率 0.0％ 0.0％ 0.0％
ボラティリティ 64％ 61％ 63％

 

2008年12月31日現在、権利未確定のストックオプション、制限付株式および制限付株式ユニットに関連して測

定された未認識報酬費用の合計額は22.1百万ドルであり、この金額は2.3年の加重平均期間にわたり認識される予

定である。2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度に株式プランに基づいて付与されたオプショ

ンの加重平均公正価値は、それぞれ１株当たり1.46ドル、1.64ドルおよび3.07ドルであった。2008年度の株式報酬

費用には、当社役員の退職に関連する報奨の変更に起因する約1.5百万ドルが含まれている。

以下の表は、当社の連結損益計算書において認識された株式報酬費用の要約である。

 

(単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

売上原価 1,306 697 811

販売費および一般管理費 15,652 7,988 13,026

研究開発費 3,607 4,107 2,755

総額 20,565 12,792 16,592

 

2008年12月31日現在、棚卸資産に資産計上された株式報酬はなかった。2008年度の株式報酬には、適用失効率の

訂正から生じた過年度に関わる2.5百万ドルの費用が含まれる。この過年度の費用の計上が過年度および当年度に

及ぼす影響は重要ではない。
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注記13　401(K)プラン

2000年１月１日に、当社は当社の21歳以上である受給資格従業員を対象とする一時金と年金の選択制度である

ユ－・ティ－・スタ－コム・インク401(k)貯蓄プラン(以下「401(k)プラン」という)を採択した。当社は受給資

格のある従業員が401(k)プランへ拠出する金額の１ドルにつき0.50ドルを、2008年、2007年および2006年プランに

ついて最高5,500ドルまで拠出した。当社のマッチング拠出は従業員の当社での勤続年数に基づく５年間の権利確

定スケジュ－ルによって決定される。2008年度、2007年度および2006年度における当社のマッチング拠出額は、そ

れぞれ1.9百万ドル、2.5百万ドルおよび2.7百万ドルであった。

 

注記14　契約債務および偶発債務

リ－ス

当社は、設備の一部を2013年までの異なる日に満了する中途解約不能のオペレ－ティング・リ－スに基づいて

賃借している。2008年12月31日現在の将来の最低支払リ－ス料は以下の通りである。

 
(単位：千ドル)

12月31日に終了する事業年度：
オペレ－ティング
・リ－ス

2009年度 10,854

2010年度 4,466

2011年度 1,956

2012年度 1,352

2013年度 617

最低支払リ－ス料合計 19,245

 

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度のリ－ス料は、それぞれ17.3百万ドル、19.9百万ドル

および21.3百万ドルであった。

 

契約上の債務および商業上のコミットメント

信用状：

当社は、主に中国以外での海外の販売活動および購入契約を支援するためにスタンドバイ信用状を発行してい

る。2008年12月31日現在、当社の信用状発行残高は約73.5百万ドルであり、うち55.3百万ドル１年以内に期限が到

来し、18.2百万ドルは１年から３年までに期限が到来する。当社が入札に応じる際、顧客は多くの場合、入札過程を

通じてその履行を実証させるために当社に入札保証またはスタンドバイ信用状の発行を要求する。さらに当社は、

契約締結時における前払金の保証あるいは契約履行保証としてスタンドバイ信用状の発行を要求されることがあ

る。スタンドバイ信用状は、通常その受取人が引き出すことなく、期日が到来する。さらに当社は、購入契約を保証

するために商業信用状を発行する可能性がある。
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長期購入債務：

Marvell Technology Group Ltd(以下「Marvell」という)への資産の売却に関して、当社は2011年まで、当社の

PASハンドセットに組み込むための特定のチップセットをMarvellから購入することに合意した。これらのチップ

セットは、当社が設計、製造する特定のハンドセット製品に組み込まれている。

 

知的財産権：

特定の販売契約には、特に、当社の製品に関連する知的財産権の侵害についての顧客に対する第三者の請求時

に、当社が顧客を補償する条項が含まれている。これらの補償による潜在的な将来の支払額に上限はない。当社は、

当該請求がまだ発生しておらず、自社の製品に含まれる知的財産に対して有効かつ法的強制力のある権利を有す

ると考えているため、これらの条項に関連する金額の引当金計上は行っていない。

 

不確実な税務ポジション：

当社は2007年１月１日付けでFIN第48号を適用した。2008年12月31日現在、当社の総未認識税金ベネフィットは

合計92.8百万ドルであり、合計82.1百万ドルの特定の繰延税金資産および州法人所得税項目の連邦税ベネフィッ

ト控除後の金額で、その他の長期債務に含まれている。総未認識税金ベネフィットのうち、認識された場合に法人

税等引当額を減少させ、当社の当期純利益を増加させることになる部分は、約10.7百万ドルである。

 

訴訟

証券集団訴訟

2004年10月から、連邦証券法違反を主張する数件の株主集団訴訟が、当社、ならびに当社の複数の取締役および

役員に対して提起された。当該訴訟は、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所において、「ユ－・ティ－・スタ－

コム証券訴訟」(Master File No.C－04－4908－JW(PVT))の事件名で併合された。当該訴訟における原告団の代表

は、2005年７月26日に第１回修正・併合訴状を提出した。当該第１回修正訴状は、1934年証券取引法の違反を主張

して、2003年４月16日から2004年９月20日までの期間に当社の株式を購入した株主の推定上の集団を代表して提

起されたものである。2006年４月13日に、原告団の代表は新たな主張を追加し、原告団に係る期間を2005年10月６

日まで延長するという、第２回修正訴状を提出した。当社関係の被告のほか、原告団はソフトバンクに対しても訴

えを提起している。原告団の訴状は、不特定額の損害の回復を求めている。
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2006年６月２日に、当社および個人の被告は第２回修正訴状の棄却を求める申立てを行った。2007年３月21日

に、裁判所は被告の申立てを支持し、原告団による第２回修正訴状を棄却した。裁判所は原告団に第３回修正訴状

を提出する許可を与えたため、原告団は2007年５月25日に訴状を提出した。2007年７月13日に、当社および個人の

被告は第３回修正訴状の棄却および削除の申立てを行った。2008年３月14日に、裁判所は被告の申立てを支持し、

原告団による第３回修正訴状を棄却した。裁判所は原告団に第４回修正訴状を提出する許可を与えたため、原告団

は2008年５月14日に訴状を提出した。2008年６月13日に、2008年３月14日の棄却命令に従って、当社および個人の

被告は第４回修正訴状の形式および内容に対する異議申立てを行った。2008年７月24日に、裁判所は異議申立てを

却下した。2008年９月８日に、当社および個人の被告は第４回修正訴状の一部主張の棄却および削除を求める申立

てを行った。

2007年９月４日に、Peter Rudolph v. UTStarcom, et al.(Case No.C－07－4578 SI)という事件名である２番

目の株主集団訴訟が、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所において、当社ならびに当社の複数の現職および前職

の取締役および役員に対して提起された。原告は、当社の過去の株式報奨付与に関する、開示されていない不正会

計処理は、1934年証券取引所法に抵触していると主張している。原告は、2002年７月24日から2007年９月４日まで

の間に当社普通株式を購入したとされる集団を代表して、不特定の損害賠償を求めている。2007年12月14日に、裁

判所はJames R. Bartholomewを原告団長に任命した。2008年１月25日に、当該原告団長は修正訴状を提出した。

2008年４月14日に、裁判所は被告の当該修正訴状の棄却申立てを支持した。裁判所は原告団長に遅くとも2008年５

月16日までに第２回修正訴状を提出する許可を与え、原告団長は2008年５月16日に訴状を提出した。2008年６月６

日に、被告側は第２回修正訴状の棄却を求める申立て行った。2008年８月21日に、裁判所は棄却の申立てを一部認

め、一部否認した。

これらの訴訟は初期段階にあり、訴訟には不確実性が伴うため、当社の経営者はその結果が有利になるか不利に

なるかについての可能性を判断することはできない。従って、当社は現時点において、これらの訴訟が当社の財政

状態、経営成績またはキャッシュ・フローに及ぼす影響を見積もることができない。

 

政府による調査

2008年５月１日に、米国証券取引委員会(以下「SEC」という)は、2005年９月にSECが開始した調査に関連して、

当社との最終和解合意を発表した。当該調査には当社の過年度の財務開示、過去のオプション付与報奨、および中

国における過去の一部販売契約などが含まれている。SECの訴状における主張を認めも否認もせず、当社は連邦証

券法の会計帳簿および内部統制に係る条項への将来の違反に対する本案的差止め命令に同意した。当社に罰金刑

は課せられなかった。同一の調査に関連して、和解時に当社最高経営責任者であり、現在は取締役会議長であるル

－氏は、個人としてSECと和解合意書を締結した。SECの訴状における主張を認めも否認もせず、ル－氏は民事上の

罰金100,000ドルの支払いに同意し、当社と同様の条件である本案的差止め命令を承諾した。
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2005年12月に、モンゴルの米国大使館は、司法省(以下「DOJ」という)に対し、当社のモンゴルの合弁会社の代理

人が、海外不正行為防止法(以下「FCPA」という)に違反して、モンゴルの政府高官に金銭の支払いを行ったとする

申立てを行った旨を当社に通知した。当社は、当社の監査委員会を通じて、FCPA違反の可能性に関して独自に調査

を行い、調査に関してDOJおよびSECと連絡を取っている。この調査により、米国移民法違反の可能性だけでなく、モ

ンゴル、東南アジア、インドおよび中国においてFCPA違反の可能性があることが確認された。DOJは当社に対し、こ

の調査に関する書類を自主的に作成することを要求しており、SECは当社に対し、当該書類に関する文書提出命令

を発した。また、当社は、DOJの調査の一部、すなわち当社が主催したトレ－ニング・プログラムに関連する文書を

作成することを求める大陪審の命令を受領した。SECは特定のシステム契約に関連する中国の顧客に対する旅行の

手配およびその他の行為を違反とみなしていることを示唆している。当社は、DOJが調査中のFCPA問題およびDOJが

調査中の移民問題に関する出訴期限を延長するト－リング・アグリ－メントを実行した。このような訴訟手続に

より、当社は、刑事制裁、民事制裁、罰金および不正利得の返還を求められる可能性がある。当社がそのような義務

を負う可能性が高く、資金の流出が必要となる場合、その金額を合理的に見積もることが可能であれば引当金が計

上される。規制および法的手続ならびに政府による調査には、複雑な法律問題が伴うことが多く、非常に不確実で

ある。そのため、経営者は、当該訴訟により資金の流出が必要となる可能性が高いかどうか、また、債務の金額を合

理的に見積もることが可能かどうかについて、重要な判断を行うことになる。当社は定期的にこれらの法的手続に

ついて見直しをし、新しい情報を入手した場合は判断を変更することもある。現時点において当社はどの審理が完

了するか、またはその結果がいかなるものであるかの予測をすることができない。当社は、法的手続に関連して損

失が生じるとしても、当該損失合計額を合理的に見積もることはできない。当社に不利な判決により、当社の財政

状態、経営成績およびキャッシュ・フロ－に重要な悪影響が及ぼされる可能性がある

 

株主代表訴訟

2006年11月17日に、カリフォルニア州アラメダ州の上級裁判所において、Ernesto Espinoza v. Ying Wu et al.

(Case No.RG06298775)という事件名の株主代表訴訟が当社の一部の現職あるいは前職の取締役および役員に対し

て提起された。この訴訟では、とりわけ個人の被告が義務の履行を怠り、不正に利益を取得し、ストックオプション

付与の時期に関するカリフォルニア会社法に抵触したという主張がなされている。当該訴訟は、当社を名目上の被

告として指名しており、個人の被告に対して不特定の金銭上の損害賠償および様々な形態の差止めによる救済を

求めている。2007年２月２日に、当社および個人の被告は、当該訴訟に対して異議申立てを行った。2007年４月11日

に、裁判所は個人の被告の異議申立てを支持したものの、当社の異議申立ては却下し、原告に対し修正訴状を提出

するよう命じ、当社に対しては最初の訴状に答弁するよう命じた。原告は修正訴状を提出し、当社は修正訴状に対

する答弁書を提出した。2007年８月21日に、個人の被告は修正訴状に対する異議申立てを行った。裁判所は個人の

被告の異議申立てを支持し、原告に第２回修正訴状を提出するよう命じた。2008年９月26日に、原告は第２回修正

訴状を提出した。2008年11月21日に、当社および個人の被告は第２回修正訴状に異議を申し立てた。
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この訴訟は初期段階にあり、訴訟には不確実性が伴うため、当社の経営者はその結果が有利になるか不利になる

かについての可能性を判断することはできない。従って、当社は現時点において、この訴訟が当社の財政状態、経営

成績またはキャッシュ・フロ－に及ぼす影響を見積もることができない。

 

IPOの配分

2001年10月31日に、当社の株式公開に関し、当社、当社の取締役および役員の一部、ならびに複数の引受会社に対

する民事訴訟がニュ－ヨ－ク州南部地区連邦地方裁判所において提起された。株式公開に関しては実質的に同種

の訴訟が300以上の異なる発行会社に関して提起されており、これらの訴訟は正式事実審理手続のために「株式公

開証券訴訟」(21 MC 92)として併合された。2002年４月に、かかる問題につき、併合され修正された訴状が当社に

対して提出された(「ユ－・ティ－・スタ－コム株式公開証券訴訟」(民事訴訟No.01－CV－9604))。原告団は、高

額の仲介手数料、株式公開後におけるより高値での株式購入の合意および誤導的なアナリストの報告書に対する

見返りとしての、株式公開の際の株式の割当における不開示の不適正な引受実務が、1933年証券法および1934年証

券取引法に違反するものであると主張している。原告は、2000年３月２日から2000年12月６日の間の当社普通株式

の購入者の集団を代表して不特定の損害賠償を求めている。当社の取締役および役員に対する請求は、訴訟上の合

意に基づき再訴可能な訴えの却下がなされている。2003年２月19日に、裁判所は、当社を含む被告が提起した却下

の申立ての一部を認容し一部を棄却した。裁判所は、当社の株式公開に係る届出書が誤解を招くものであったと主

張する1933年証券法の第11条に基づく請求を除き、当社に対する全ての請求を棄却した。2004年６月に、和解およ

び当社を含む発行会社である被告に対する請求権の放棄についての訴訟上の合意が承認を求めて裁判所に提出さ

れている。和解条件が承認された場合、(当社を含む)対象となる被告に対する全ての請求が却下され放棄される。

2005年８月に、裁判所は当該和解を仮承認した。2006年12月に、第２巡回上告裁判所は、引受会社の被告および原告

が和解手続の際に選択した６件のテスト・ケ－スにおける集団を認定した当該裁判所の2004年10月の命令を破棄

した。当社のケ－スはこれらのテスト・ケ－スに含まれていない。集団認定は和解の条件であるため、当該和解が

裁判所の最終承認を得る可能性は低い。2007年６月25日に、裁判所は当事者間の訴訟上の合意に基づく和解提案を

終了させる命令を出した。原告は、６件のテスト・ケ－スにおいて修正の申立てを行い、修正訴状を提出した。2008

年３月26日に、裁判所は被告の修正訴状棄却の申立てのその大部分を却下した。当事者は世界各地で和解に至り、

裁判所にその旨を通知した。当該和解(裁判所はまだ未承認)に基づき、保険会社は当社に配分される和解金全額を

支払い、当社は一切の金銭上の責任を負わないことになる。当社は、ト－リング・アグリ－メントに従って以前に

訴訟から除外された役員および取締役である被告と共に、本件から完全に解放されることになる。和解が最終的な

裁判所の承認を受けるかどうかについては不確実である。和解が最終的な裁判所の承認を得られず、当社に対する

訴訟が継続する場合、当社は実体法上の抗弁を行えると確信しており、積極的に訴訟の抗弁を行う予定である。
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UTStarcom, Inc. v. Starentの特許侵害訴訟

2005年２月16日に、当社はStarentに対する特許侵害訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において

提起した。当該訴状において当社は、Starentが、同社の顧客がインスト－ルしているST－16 Intelligent Mobile

Gatewayのソフトウェア更新の開発および試験を通じて、当社の特許U.S. Reg. No.6,829,473(以下「473特許」と

いう)を侵害していると主張している。当社は宣言的救済および差止めによる救済を求めている。Starentは答弁書

および反訴状を提出し、当社は、Starentの反訴の棄却を申し立てた。2005年７月19日に、両当事者はStarentが修正

答弁書および反訴状を提出することに合意し、当社はStarentの修正答弁書に回答した。2006年12月初旬に、当社は

米国特許商標局に対し、473特許の再発行の申請を行った。Starentもまた、473特許の再審査を申請した。当該再審

査および再発行は現在、同時係属中である。当該訴訟は初期段階にあり、再発行の結果を待って停止している。当社

の経営者は当該訴訟には実体があると確信しているが、当該訴訟およびその結果を予測することはできない。しか

しながら、Starentの反訴に関して不利な判決が下された場合でも、当社の経営者は、当社の事業、財政状態、経営成

績またはキャッシュ・フロ－に重大な悪影響が及ぼされることはないと考えている。

2007年５月８日に、当社はStarentおよび16名の個人の被告(いずれも当社が2003年５月に一部の資産を取得し

た3ComのCommWorks部門の元従業員であった)に対する訴訟をイリノイ州北部地区連邦裁判所において提起した。

訴訟原因には、特許侵害、企業秘密の不正流用、業務関係および予想される経済効果への意図的な妨害、特定の特許

権の所有権の宣言に関する申立てが含まれる。当社は補償的損害賠償、懲罰的損害賠償および差止めによる救済を

求めている。裁判所が企業秘密の不正流用の請求に関する被告による棄却の申立てを却下した後、2007年８月30日

に被告は当社の訴状に回答し、当社の申立てを否定して複数の積極的抗弁および反訴を行った。当社は訴訟に関連

する理由付けを追加するため、修正訴状を提出した。Starentは当該修正訴状の理由の一部を棄却するよう申し立

てた。2008年５月30日に、当社は米国特許6,978,128を訴訟から除外し、本件の被告全員に関連する事実主張を追加

するために訴状を修正した。2008年７月23日に、裁判所は当社の企業秘密および契約に基づく訴因を却下した。当

社は裁判所に当該決定を明確に説明するよう求め、企業秘密および契約に基づく訴因を含む第４回修正訴状を提

出する許可を求める申立てをした。当初、被告による当該修正訴状の削除を求める申立てを認めた後、裁判所はそ

の命令を再考して当社が当該訴状を提出する許可を与えた。第４回修正訴状が提出された。被告は当該訴状にある

様々な訴因の却下を求める申立てを行っている。当社はその申立てに異議を唱えている。

2008年８月27日に、当社はStarentの反訴を却下する申立てを行った。2008年12月５日に、裁判所は当該申立てを

部分的に認めた。2009年１月９日に、Starentは主張されている特許権の非侵害、無効性および行使不能、予測され

る経済的優位性に対する不法行為的干渉、ならびに企業秘密の不正流用に係る修正反訴を提起した。2009年１月26

日に、当社は反訴に対する答弁書を提出し、様々な抗弁を主張した。証拠開示手続および申立て手続が進行中であ

る。裁判所は証拠開示手続、企業秘密の特定に関連する論点および略式判決請求を取り扱うための特別補助裁判官

を任命した。Starentの反訴に関して不利な判決が下された場合でも、当社は、当社の事業、財政状態、経営成績また

はキャッシュ・フロ－に重大な悪影響が及ぼされることはないと考えている。
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Telemetrix, Inc.との仲裁

2006年10月19日に、Telemetrix, Inc.(以下「Telemetrix」という)はスイスのジュネ－ブにある世界知的財産

権機関(以下「WIPO」という)において、当社に対して仲裁申立書を提出した。当該仲裁申立書は、2003年10月22日

付けのTelemetrixとTelos Technology, Inc.との間の契約により発生した損害について、不特定の損害賠償を求

めるものであった。当社は2004年５月19日にTelosの資産を購入することにより、本契約におけるTelosの権利と義

務を引き受けた。Telemetrixが挙げる９件の訴訟原因には、契約違反、詐欺、過失による不実表示、契約関係に対す

る干渉、および予測される経済的優位性に対する干渉が含まれる。2006年12月に、当社は当該仲裁申立書に対して

正式な答弁書を提出し、Telemetrixが主張する重要な事実主張のすべてを否定した。2007年８月２日に、両当事者

により仲裁人が選定され、Telemetrixが訴訟原因とする大多数について裏付けとなる十分な事実を提示すること

ができなかったため、仲裁人は訴答申立てを当社に有利に認めた。2007年８月17日に、Telemetrixは要請書を修正

し、契約違反および詐欺を含む６件の訴訟原因を主張した。Telemetrixは合計約750,000ドルに上る損害賠償金に

加え、訴訟費用および弁護士費用を求めている。証拠尋問は2008年７月28日から30日に行われた。2008年11月７日

に、仲裁人はすべての主張に対して当社に有利な最終裁定を下し、当社に弁護費費用として少額の金額が与えられ

た。

 

その他の訴訟

当社は、事業の遂行に通常伴うその他の訴訟または請求の当事者となっている。これらの訴訟または請求の結果

について正確に予測することはできないが、当社は、これらの事項の最終結果が当社の財政状態、経営成績または

キャッシュ・フロ－に重大な悪影響を及ぼすことはないと考えている。

 

注記15　信用リスクの集中

財務リスク：

当社に信用リスクの集中をもたらす可能性がある金融商品は、主に現金、現金等価物、短期投資、売掛金および受

取手形から構成されている。当社は、現金および短期投資を数社の金融機関に預けている。2008年および2007年12

月31日現在、それぞれ約246.9百万ドルおよび約424.9百万ドルの当社の現金および現金等価物ならびに短期投資

が、外国口座に預金されている。

当社は、主に投資ポ－トフォリオに関連する金利変動に関して、市場リスクにさらされている。主に投資ポ－ト

フォリオのほとんどが短期の性質を有することから、投資ポ－トフォリオの公正価値が金利の10％の増減により

重要な影響を受けることはない。しかしながら、当社の資金の大部分は満期が１年未満の金融商品に投資されいる

ため、当社の利息収益は米国および中国の金利の一般水準の変化に敏感である。金利が下落している環境では、短

期投資が満期を迎えた際の再投資は、以前より不利な市場レ－トで行われる。一部の投資の短期性を考慮すると、

予想される金利の低下により、当社の投資収益にマイナス影響が及ぼされると考えられる。
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当社は、様々な株式、種類および満期設定で投資ポ－トフォリオを組んでいる。当社はデリバティブ金融商品を

利用していない。当社の投資方針ガイドラインに明記してある通り、当社は高い信用基準を満たす金融商品に現金

投資を行っている。当社は、元本割れのリスクを限定し、通常、市場リスクを制限することにより投資資金の安全性

を確保することを方針としている。現在の業務に必要な金額を上回る資金のほとんどは、格付けAAAのマネ－・マ

－ケット・ファンドである。

 

信用リスクと大口顧客の集中：

中国における通信会社の大部分には、中央本社レベル、省レベルおよび地方都市／郡レベルの３レベルの事業が

ある。中央および省の両レベルは独立した法人組織であり、独自の基本方針を有している。購買の意思決定プロセ

スはプロジェクトによって様々な形態をとるが、通信会社によっても著しく違う場合もある。当社は中国における

全顧客を省ごとに分類している。購入の意思決定が行われるのがこのレベルであるため、各省を１件の顧客として

扱っている。

2008年12月31日現在、当社の売掛金残高にはPCD LLCからの未収金が含まれており、売掛金合計額のの約39％を

占めている。2007年12月31日に、Sprint Spectrum L.P.とT－Mible USA, Inc.は、当社の売掛金合計額のそれぞれ

約16％および15％を占めていた。

以下は当社の純売上高の10％以上を占める顧客である。

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

Verizon Wireless 20% 22% 14%

T－Mobile USA, Inc. － 15% 11%

Sprint Spectrum L.P. 12% 13% －

 

Verizon、T－MobileおよびSprint Spectrum L.P.への売上は、主として2008年７月に売却されたPCDセグメント

から発生している(注記３参照)。2008年度、2007年度および2006年度における当社の純売上高のそれぞれ約16％、

17％および23％は、中国政府関連企業に対するものである。これらの中国政府関連企業あるいは国有企業に対する

売掛金残高は、2008年および2007年12月31日現在においてそれぞれ86.2百万ドルおよび129.5百万ドルであった。

当社は通常、担保を要求せずに中国国内の顧客へ信用供与枠を供与している。中国を除くグロ－バルな販売活動に

おいて、当社は顧客に信用状を要求する場合がある。当社は貸倒リスクを監視し、貸倒引当金を計上している。
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カントリ－・リスク：

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度における当社の売上高のそれぞれ約27％、23％および

32％は中国におけるものである。そのため、中国における政治環境、経済環境および法的環境、ならびに一般的な中

国経済の状態は、当社の営業活動、財政状態および経営成績に影響を与える可能性がある。当社の中国における活

動は、米国における企業には通常関連しない特別な考慮および重要なリスクを伴う。これらには、特に政治環境、経

済環境、法的環境および外国為替に関連したリスクが含まれる。当社の経営成績は、特に中国における政治事情、経

済事情および社会事情の変化により不利な影響を受ける可能性があり、法律および規制に関連した政府の政策の

変更、中国における電気通信業、規制および政策の変更、インフレ抑制策、通貨の交換および海外送金、ならびに税

率と課税方法によっても不利な影響を受ける可能性がある。

 

注記16　セグメント報告

当社は2007年度第４四半期において、当社の企業戦略に事業部門を適合させるための新しい組織構造を発表し

た。この新しい組織構造は、当社による業績の測定および資源配分の基礎となる報告セグメントを変更するもので

ある。2007年10月１日現在の新しい報告セグメントは、以下の通りである。

・　マルチメディア・コミュニケ－ション　－IPTVソリュ－ションとワイヤレス・インフラストラクチャ－技術

の開発および市場機会に焦点を当てる。

・　ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－　－当社の世界に誇るブロ－ドバンド製品群に焦点を当てる。

・　ハンドセット　－PASおよびCDMAハンドセット市場、ならびにデ－タカ－ド市場に引き続き重点を置きつつ、

携帯電話事業に焦点を当てる。2008年７月１日のPCD売却以降に開始したPCD LLCへのハンドセット販売

は、このセグメントに含まれる。

・　サ－ビス　－ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－およびマルチメディア・コミュニケ－ションの製品

ラインのサ－ビスとサポ－トに焦点を当てる。

・　パ－ソナル・コミュニケ－ション部門(以下「PCD」という)　－主に米国における携帯電話の販売に焦点を

当てる。2008年７月１日に当社はPCDを売却した(注記３参照)。

・　その他　－IPCDMA市場開発、販売およびサ－ビスに焦点を当てたモバイル・ソリュ－ション、ならびにカスタ

マイズされた通信ソリュ－ションに焦点を当てたカスタム・ソリュ－ションを含む。2008年７月31日に、

当社はモバイル・ソリュ－ション事業部門を売却した。2008年度第４四半期に、当社はカスタム・ソリュ

－ション事業部門の解体手続を開始した。

 

当社の経営者は、内部の経営システムから受け取った情報に基づいて財務上の決定を行い、また、現在、セグメン

トの収益および売上総利益に基づいて報告セグメントの業績の評価をし、資源を配分している。製造に関連する売

上原価および直接経費は報告セグメントに配賦される。セグメントの資産および業績を測定するために使用され

る会計方針は連結レベルで用いられるのと同様のものである。
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2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度における、現在の報告セグメント構造に基づく当社の

セグメント別売上、売上総利益およびセグメント別マ－ジンの要約は、以下の通りである。過年度にマルチメディ

ア・コミュニケ－ションおよびブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－の中国におけるセグメント売上からサ

－ビス・セグメントに配賦された収益は、当年度のセグメント表示に一致させるために2007年度および2006年度

のそれぞれのセグメントに再分類されている。

 
 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 
純売上高に

対する割合
 2007年 

純売上高に

対する割合
 2006年 

純売上高に

対する割合

セグメント別純売上高            

マルチメディア・

コミュニケ－ション
280,391 17% 315,515 13% 437,901 18%

ブロ－ドバンド・

インフラストラクチャ－
110,862 7% 157,118 6% 201,930 8%

ハンドセット 287,607 18% 234,468 10% 395,812 16%

サ－ビス 57,911 3% 53,214 2% 49,278 2%

PCD 879,588 54% 1,664,147 67% 1,339,496 55%

その他 24,090 1% 42,508 2% 34,444 1%

 1,640,449 100% 2,466,970 100% 2,458,861 100%

 
 

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 
売上

総利益率
 2007年 

売上

総利益率
 2006年 

売上

総利益率

セグメント別売上総利益(損失)            

マルチメディア・

コミュニケ－ション
127,112 45% 109,706 35% 203,501 46%

ブロ－ドバンド・

インフラストラクチャ－
(3,516) (3)% 6,512 4% (2,146) (1)%

ハンドセット 39,015 14% 76,219 33% 118,459 30%

サ－ビス 17,407 30% 8,923 17% 1,005 2%

PCD 69,005 8% 94,215 6% 39,932 3%

その他 12,219 51% 25,876 61% 24,993 73%

 261,242 16% 321,451 13% 385,744 16%

 

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

セグメント別マ－ジンおよび営業損失      

マルチメディア・コミュニケ－ション 72,097 44,975 143,357

ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－ (28,505) (22,785) (35,058)

ハンドセット (11,879) 24,869 66,391

サ－ビス 14,103 5,147 (4,179)

PCD 53,488 62,896 5,796

その他 (14,208) (10,467) (16,359)

　セグメントマ－ジン合計 85,096 104,635 159,948

全社費用 (261,312) (316,680) (298,108)

　営業損失 (176,216) (212,045) (138,160)
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セグメントマ－ジンには、直接製造管理費および研究開発費といった、セグメントの事業に関連する全ての直接

費が含まれる。全社費用には、販売促進費、一般管理費、共通の研究開発費、株式報奨関連費用、無形固定資産償却

費、事業再編費用および減損損失といった、配賦不能費用が全て含まれている。当社は、セグメント業績の内部評価

方法と首尾一貫して、これらの項目を除外している。

セグメント別資産は以下の通りである。

 (単位：千ドル)

 12月31日現在

 2008年  2007年

有形固定資産－純額    

マルチメディア・コミュニケ－ション 78,890 87,174

ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－ 39,649 53,306

ハンドセット 39,975 49,208

サ－ビス 16,773 17,659

PCD －  1,513

その他 －  234

　　合計 175,287 209,094

 
 (単位：千ドル)

 12月31日現在

 2008年  2007年

資産合計    

マルチメディア・コミュニケ－ション 602,207 615,626

ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－ 337,571 529,292

ハンドセット 288,050 366,092

サ－ビス 75,633 59,006

PCD －  357,004

その他 7,345 57,568

　　合計 1,310,806 1,984,588

 

特定の資産のセグメントへの配賦方法は2008年度に改訂された。2007年12月31日現在のセグメント別資産は、当

年度のセグメント表示に一致させるために再分類されている。
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売上は顧客の所在地をもとに地域別に分類される。地域別売上高の情報は以下の通りである。

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 
純売上高に
対する割合

 2007年 
純売上高に
対する割合

 2006年 
純売上高に
対する割合

地域別売上高            

米国 1,003,072 61% 1,665,021 67% 1,351,839 55%

中国 435,846 27% 560,548 23% 785,525 32%

日本 40,644 2% 70,155 3% 136,877 6%

その他 160,887 10% 171,246 7% 184,620 7%

純売上高合計 1,640,449 100% 2,466,970 100% 2,458,861 100%

 

有形固定資産から構成される地域別の長期性資産は以下の通りである。

  (単位：千ドル)

  12月31日現在

  2008年  2007年

米国  627  18,470

中国  172,844 185,070

その他  1,816 5,554

長期性資産合計  175,287 209,094

 

注記17　関連当事者取引

ソフトバンクおよび関連会社

当社は、当社の主要株主であるソフトバンクの関連会社に対する通信機器の売上に関連し、収益を認識した。ソ

フトバンクは、日本全国にわたりADSLを供給しており、「YAHOO! BB」の名称で提供している。当社は、ソフトバン

クのキャリアクラスのGEPON製品およびNetRing™の販売を通じてソフトバンクの一般家庭用ファイバ－・サ－ビ

スを支援している。さらに、当社はソフトバンクのRollingStream™製品の販売を通じてソフトバンクの新しいイ

ンタ－ネット・プロトコル・テレビジョン(以下「IPTV」という)を支援している。

2008年度、2007年度および2006年度において、当社の主要株主であるソフトバンクの関連会社に対する通信機器

の販売とサ－ビスの売上に関連し、当社はそれぞれ38.3百万ドル、67.8百万ドルおよび130.8百万ドルの収益を認

識した。2006年12月31日に終了した事業年度の収益には、ブロ－ドバンド製品に対する注文のキャンセルに係る手

数料31.2百万ドルおよびマルチメディア・コミュニケ－ション製品に対する注文のキャンセルに係る手数料10.0

百万ドルが含まれている。

2008年および2007年12月31日現在、当該取引に関連する売掛金残高はそれぞれ9.2百万ドルおよび26.2百万ドル

である。2008年および2007年12月31日現在、ソフトバンクおよびその関連会社に対する当社の買掛金の金額は重要

ではなかった。
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ソフトバンクに対する売上には、３年間のサ－ビス期間および製品の不具合率が７年間の期間にわたってある

レベルを超えた場合の罰金条項が含まれている。ソフトバンクとの契約に関する当社の顧客からの前受金の残高

は、2008年および2007年12月31日現在においてそれぞれ0.7百万ドルおよび0.3百万ドルであった。2008年および

2007年12月31日現在のソフトバンクに関連する当社の短期前受収益の残高は、それぞれ4.0百万ドルおよび5.6百

万ドルであった。ソフトバンクに関連する当社の長期前受収益の残高は、2007年12月31日現在において10.1百万ド

ルであったのに対し、2008年12月31日現在においては9.2百万ドルであった。

2003年７月17日に、当社はソフトバンク株式会社の関連会社であるBB Modem Rental PLC(以下「BB Modem」と

いう)との間にメザニン融資契約を締結した。当該契約の条項に基づき、当社は、ソフトバンクからのADSLモデムの

製品群および関連するモデムレンタル契約に対する投資目的で、10.1百万ドルを年率12.01％の実効利率でBB

Modemに貸し付けた。ソフトバンクは、当該モデムおよびモデムレンタル契約のサ－ビスの提供を引き続き行う予

定である。当社の貸付金は、BB Modemの一定の上位債権者に対して劣後し、2007年１月31日までの42ヵ月間にわた

り当社に返済され、貸付金のうちの元本金額はそのほとんどが当該期間の終わりの16ヵ月間に返済される。当社が

この貸付金に関して計上した受取利息は、2007年12月31日に終了した事業年度においては重要性がなく、2006年12

月31日に終了した事業年度において0.6百万ドルであった。当該貸付金は2007年度第１四半期には完全に決済され

た。

2008年12月31日現在、ソフトバンクは当社の発行済株式の約12％を保有している。

 

Audiovox

2008年７月１日のPCD売却以前、当社の役員１名がAudiovox Corporation(以下「Audiovox」という)の取締役と

して勤務していた。2008年度、2007年度および2006年度において、当社はAudiovoxのITサ－ビスに対してそれぞれ

0.8百万ドル、2.1百万ドルおよび1.4百万ドルを支払った。

 

注記18　事業再編費用

2008年度第４四半期および2007年度同四半期に、当社はコスト基盤と収益の連携に重点を置いた事業再編プラ

ンを発表した。2008年12月31日現在、当社の未払事業再編費用の合計は9.5百万ドルであった。当社は営業費用削減

の機会を求めて継続して事業を見直し、中核事業と費用効率に基づいた戦略の実行に重点的に取り組んでいる。

2008年度計画

2008年度に、当社は事業再編費用として13.1百万ドルを計上した。当該費用には12.2百万ドルの退職金と給付、

0.5百万ドルの顧客プロジェクトの中止に関連する費用、および0.3百万ドルのリ－ス終了費用が含まれている。こ

れらの費用は、主としてあらゆる機能にわたる世界的な人員削減および当社が段階的に縮小している非中核事業

における雇用関係の終了に関連するものである。影響を受けた従業員の総数は約700人で、うち中国で400人、韓国

で200人、米国などその他の地域で100人である。2008年12月31日現在における合計8.0百万ドルの退職金および給

付に係る未払金額の支払いは、2009年度第２四半期までに完了する予定である。
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2007年度計画

当社は2007年度第４四半期において、営業費用を削減するために事業再編計画(以下「2007年度計画」という)

に着手した。2008年度第１四半期中に、当社は人員削減を完了し、当社の人員は約12％(約800人)の減少となった。

この人員削減は主に米国と中国において行われ、その他の各国での削減数は少なかった。

当社は2007年度第４四半期において、一時退職金および設備関連費用に関連する、主に14.5百万ドルの現金支払

額からなる事業再編費用を計上した。当該四半期において11.3百万ドルが支払われ、2007年12月31日現在の残りの

事業再編費用3.2百万ドルは「その他の流動負債」に含まれている。2008年12月31日現在、その他の負債に含まれ

る約0.8百万ドルの2007年計画に対する未払事業再編費用は、リ－ス債務に関連するものであり、2010年に期間満

了となる残存リ－ス期間にわたり決済される。

上述の計画に関する未払事業再編費用残高の変動は、2007年および2008年12月31日に終了した事業年度におい

て以下の通りである。

 
(単位：千ドル)

 
2006年

12月31日現在
残高 事業再編費用 現金支払額

2007年
12月31日現在
残高 事業再編費用 現金支払額

2008年
12月31日現在
残高

2008年度計画        

　人員削減 － － － － 12,232(4,256)7,976

　リ－ス費用 － － － － 329 (80) 249

　その他費用 － － － － 498 － 498

2007年度計画 －       

　人員削減 － 13,169(11,246)1,923 － (1,923) －

　リ－ス費用 － 1,305 (37) 1,268 － (480) 788

 － 14,474(11,283)3,191 13,059(6,739)9,511

          

 

以下の表は、事業再編計画に関連してセグメントで発生した費用の合計である。

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年

マルチメディア・コミュニケ－ション 1,707  2,489

ブロ－ドバンド・インフラストラクチャ－ 508  1,127

ハンドセット 4,067  1,475

サ－ビス 448  1,948

その他 1,252  1,301

セグメント別事業再編費用合計 7,982  8,340

全社費用 5,077  6,134

事業再編費用合計 13,059  14,474
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注記19　その他の収益(費用)－純額

その他の収益(費用)－純額の内訳は以下の通りである。

 

 (単位：千ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

投資売却益 40,206 59,471 －

変動持分事業体に係る投資清算益(注記20参照) 8,169 －  －

資産売却益 －  －  2,527

受取配当金 －  451  2,107

長期投資の減損損失 (4,308) －  (13,500)

為替差(損)益 (9,908) 4,615 7,596

その他 1,268 259  2,362

合計 35,427 64,796 1,092

 

注記20　変動持分事業体

2008年10月に、当社はデラウェア州の有限責任会社であるTurnstone Environment Technologies LLC(以下

「TET」という)に投資を行った。同社は、電気通信産業界において、携帯電話の基地局向けの、エネルギ－効率に優

れた再生可能冷却ソリュ－ションのライセンス供与および開発を目的として設立された。TETに対する22％の持分

と引き換えに、当社は現金で4.8百万ドルを拠出した。当社は現在、TETの取締役会に参加しておらず、また、TETの経

営上の決定および事業決定を支配する能力も有していない。TETの事業は準備段階にあり、積極的に新たな投資者

を求めている。当社は、将来の損失に資金供与する、または上述の投資以外に追加の拠出をする意図および義務は

ない。2008年12月31日現在、TETは、現在の投資者による資本拠出が実体的ではないため、事実上全て当社の初期投

資で賄われている。当社は当該会社が変動持分事業体(以下「VIE」という)であり、当該会社の予測される損失の

大部分にさらされるため当社が主たる受益者であると最終的に判断した。従って、当社はFIN第46号(R)「変動持分

事業体の連結」に準拠してこのVIEの財務書類を連結しなければならない。しかしながら当社は、このVIEの事業が

当社の連結貸借対照表または連結損益計算書に対して重要ではないので、2008年度においてVIEの財務書類を連結

しなかった。
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2005年度第４四半期において、当社は、中国のIPTV製品向け新興市場への技術サ－ビス、ネットワ－キング技術

および装置の提供に参入する目的で組織された合弁企業に対する種子投資として、中国の当事者に12.4百万ドル

の無利息融資を行った。当該融資は当該合弁企業に対する間接持分によって一部担保されており、10年で支払期限

を迎えるが、罰則なしに早期に償還することも可能である。上述の事情、ならびに当該合弁企業の継続性が当社に

よるネットワ－クおよびIPTV端末機器のさらなる提供に大きく依存しているという事実により、当社は当該合弁

企業がVIEであり、当社が当該合弁企業の主たる受益者であると判断した。従って、当社は当該VIEの財務書類を連

結する必要があった。過年度における当該VIEの連結は、当社の連結財務書類に重大な影響を与えなかった。2008年

３月に、当社は融資の元本残高全額の返済を受け、当該VIEに対する持分を解消したため、主たる受益者としての当

社の立場を見直すこととなった。この見直しに基づき、経営者は、当社はもはやFIN第46号(R)「変動持分事業体の

連結」における主たる受益者ではなく、当該VIEの財務書類を連結する必要はない、という結論を下した。当社の

2008年12月31日に終了した事業年度の連結損益計算書には、2008年２月までのVIEの経営成績が含まれているが、

この時点で当該VIEは当社財務書類の連結範囲から外された。2008年度第１四半期に、当社は、融資の返済および連

結範囲の変更による8.2百万ドルの利益を「その他の利益(費用)－純額」に計上した。経営者はIPTV装置のサプラ

イヤ－としての現行の事業に引き続き関与していくことを見込んでいるので、当社は、非継続事業として表示する

条件は満たさないと判断している。
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注記21　四半期財務デ－タ(未監査)

     (単位：千ドル)

 
2008年12月
31日に終了
した３ヵ月間

 
2008年９月
30日に終了
した３ヵ月間

 
2008年６月
30日に終了
した３ヵ月間

 
2008年３月
31日に終了
した３ヵ月間

純売上高        
第三者 233,705 170,878 623,388 574,195

関連当事者 7,392 9,729 9,368 11,794

 241,097 180,607 632,756 585,989
売上原価        
第三者 207,412 117,601 544,523 487,153

関連当事者 3,797 5,679 6,285 6,757

売上総利益 29,888 57,327 81,948 92,079

営業費用(収益)：        
販売費および一般管理費 46,360 59,445 72,010 79,744
研究開発費 26,634 35,971 39,286 41,400
無形固定資産償却費 278 279 1,730 1,824
長期性資産の減損損失 27,220 －  －  －
事業再編費用 13,059 －  －  －

事業売却益(純額) (4,327) (3,455) －  －

営業費用合計 109,224 92,240 113,026 122,968

営業損失 (79,336) (34,913) (31,078) (30,889)

受取利息 1,241 2,143 1,290 2,817
支払利息 (465) (446) (3,457) (6,071)

その他の収益(費用)－純額 (2,680) (14,943) (920) 53,970

法人税等および少数株主損益
控除前(損失)利益

(81,240) (48,159) (34,165) 19,827

還付法人税等(法人税等) 309 (7,791) (4,625) 5,020

連結子会社に係る少数株主損失 (18) 6  10 510

当期純損失 (80,949) (55,944) (38,780) 25,357

        

１株当たり(損失)利益－基本的および希薄化後 (0.65)ドル (0.45)ドル (0.31)ドル 0.21ドル

 

2008年度第１および第４四半期に、当社は2006年度および2007年度に関連して、新たな契約損失引当金をそれぞ

れ1.8百万ドルおよび1.6百万ドル特定し、計上した。これら契約損失に係る過年度の費用により、2006年度および

2007年度における売上原価および関連する当期純損失は過少計上となった。当社はまた、2008年度第４四半期に、

過年度に関連した株式報酬費用に対する適用失効率の訂正に係る2.5百万ドルの追加費用を特定し、計上した。こ

の過年度の費用により、2006年度および2007年度における営業費用および関連する当期純損失は過少計上となっ

た。これら過年度の費用が以前の事業年度および中間会計期間に与える影響は重要ではなく、また2008年度に当該

費用を計上したことによる影響も、2008年12月31日現在および2008年12月31日に終了した事業年度の連結財務書

類に対して重要ではなかった。
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     (単位：千ドル)

 
2007年12月
31日に終了
した３ヵ月間

 
2007年９月
30日に終了
した３ヵ月間

 
2007年６月
30日に終了
した３ヵ月間

 
2007年３月
31日に終了
した３ヵ月間

純売上高        
第三者 791,518 626,861 518,014 462,786

関連当事者 14,812 19,633 20,231 13,116

 806,330 646,494 538,245 475,902
売上原価        
第三者 695,579 567,389 441,954 391,850

関連当事者 8,747 14,672 16,561 8,767

売上総利益 102,004 64,433 79,730 75,285

営業費用(収益):        
販売費および一般管理費 76,146 74,297 88,865 79,837
研究開発費 40,575 41,881 42,158 43,662
無形固定資産償却費 3,824 4,046 4,046 4,046
のれんおよび長期性資産の減損損失 19,912 －  －  －
事業再編費用 14,474 －  －  －

事業売却益(純額) －  (4,271) －  －

営業費用合計－純額 154,931 115,953 135,069 127,545

営業損失 (52,927) (51,520) (55,339) (52,260)

受取利息 3,130 3,029 3,395 4,910
支払利息 (9,742) (8,888) (7,321) (6,725)

その他の収益(費用)－純額 56,318 4,347 158 3,970

法人税等および少数株主損益
控除前損失 (3,221) (53,032) (59,107) (50,105)
還付法人税等(法人税等) (22,164) (3,095) (3,298) (4,341)

連結子会社に係る少数株主損失 828 799 698 464

当期純損失 (24,557) (55,328) (61,707) (53,982)

        

１株当たり損失－基本的および希薄化後 (0.20)ドル (0.46)ドル (0.51)ドル (0.45)ドル
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(6) 附属明細表Ⅰ

(個別－親会社)登録会社の貸借対照表

 
 12月31日現在

 2008年  2007年

 千ドル  千ドル

資産    

流動資産：    

現金および現金等価物 73,771 122,193

短期投資 －  42,354

売掛金－第三者(貸倒引当金控除後) 68,063 28,195

売掛金－関連当事者 8,757 26,256

売掛金－会社間 249,071 384,924

棚卸資産および繰延費用 26,327 136,946

前払金およびその他の流動資産 29,014 21,876

拘束性預金 15,291 5,310

流動資産合計 470,294 768,054

有形固定資産－純額 792  17,582

長期投資 17,220 15,074

関連会社に対する投資 214,433 320,379

無形固定資産－純額 －  6,501

長期繰延税金資産 7,434 37,393

その他の長期資産 18,942 25,211

資産合計 729,115 1,190,194

    

負債および株主持分    

流動負債：    

短期支払手形 －  274,600

買掛金 20,754 25,527

買掛金－会社間 114,162 11,941

未払法人税等 11,115 7,701

顧客からの前受金 15,647 66,990

前受収益 10,302 18,042

短期繰延税金負債 8,505 52,126

その他の流動負債 61,005 86,297

流動負債合計 241,490 543,224

長期前受収益 20,791 28,994

負債合計 262,281 572,218

株主持分：    
普通株式：
額面0.00125ドル：授権株式総数：750,000,000株
2008年および12月31日現在：
発行済株式数：126,566,394株
2007年12月31日現在：
発行済株式数：123,467,204株 152  152
株式払込剰余金 1,239,074 1,216,691

欠損金累計額 (841,486) (691,170)

その他の包括利益累積額 69,094 92,303

株主持分合計 466,834 617,976

負債、少数株主持分および株主持分合計 729,115 1,190,194

 

添付の注記はこれらの財務書類の不可欠な一部である。
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(個別－親会社)登録会社の要約損益計算書

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  千ドル  千ドル

純売上高      

第三者 214,835 111,475 131,292

関連当事者 28,702 66,600 129,782

会社間 75,656 86,070 129,326

 319,193 264,145 390,400

売上原価      

第三者 118,774 101,705 148,015

関連当事者 17,476 48,197 80,450

会社間 79,110 83,310 125,920

売上総利益 103,833 30,933 36,015

営業費用：      

販売費および一般管理費 119,536 133,196 150,170

研究開発費 39,555 26,173 181

無形固定資産償却費 1,586 9,800 9,904

事業再編費用 7,728 3,972 －

長期性資産の減損損失 19,435 18,851 －

営業費用合計 187,840 191,992 160,255

営業損失 (84,007) (161,059) (124,240)

受取利息 4,649 7,418 8,327

支払利息 (7,763) (26,094) (4,516)

その他の収益－純額 35,651 15,026 (52,942)

法人税等および持分法投資損失控除前損失 (51,470) (164,709) (173,371)

持分法投資(損)益 (102,524) (8,845) 60,182

還付法人税等(法人税等) 3,678 (22,021) (4,156)

当期純損失 (150,316) (195,575) (117,345)

 

添付の注記はこれらの財務書類の不可欠な一部である。
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(個別－親会社)登録会社の要約キャッシュ・フロ－計算書

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  千ドル  千ドル

営業活動によるキャッシュ・フロ－：      

当期純損失 (150,316) (195,575) (117,345)

当期純損失から営業活動により獲得した
(使用された)現金純額を算出するための調整項目：

     

減価償却費等 9,180 17,971 23,931

株式報酬費用 20,565 12,792 16,592

資産売却損(益) 264  3,341 (2,527)

長期投資益(純額) －  (6,223) －

事業売却益(純額) (7,782) (4,271) (12,291)

長期性資産の減損損失 19,435 18,851 －

短期投資売却益 (40,206) (53,709) －

長期投資の減損損失 4,307 －  13,500

貸倒引当金繰入(戻入)額 57  516  (1,150)

繰延費用引当金繰入額 －  2,229 －

棚卸資産評価性引当金繰入額 －  －  27,154

繰延法人税等 (13,662) 10,357 －

持分法投資損(益) 102,524 8,845 (60,182)

その他 265  1,591 2,050

営業資産および負債の増減－買収考慮後：      

売掛金 (60,443) 199,568 92,566

棚卸資産 95,879 (81,660) (7,832)

繰延費用 －  (9,726) 8,034

その他の資産 (19,383) 10,063 (481)

買掛金 97,463 (36,626) 25,655

未払法人税等 3,414 5,645 465

顧客からの前受金 (40,030) 18,673 (31,858)

前受収益 5,568 (514) 6,331

その他の流動負債 (31,188) (6,702) (4,174)

営業活動に使用された現金純額 (4,089) (84,564) (21,562)

 

EDINET提出書類

ユー・ティー・スターコム・インク（ＵＴＳｔａｒｃｏｍ，　Ｉｎｃ．）(E05876)

有価証券報告書

187/278



(個別－親会社)登録会社の要約キャッシュ・フロ－計算書(続き)

 
 
 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 千ドル  千ドル  千ドル

投資活動によるキャッシュ・フロ－：      

有形固定資産の取得 (5,018) (12,893) (8,945)

関連会社に対する投資 (8,360) (830) (13,179)

事業売却による純収入 214,051 4,271 35,965

拘束性預金の変動 (8,048) 7,192 20,976

短期投資の売却 42,084 54,526 －

その他 64  3,122 630

投資活動により獲得した現金純額 234,773 55,388 35,447

財務活動によるキャッシュ・フロ－：      

借入金の返済 (274,600) －  －

その他 (4,506) 3,930 351

財務活動により獲得した(使用された)現金純額 (279,106) 3,930 351

現金および現金等価物の純増加額 (48,422) (25,246) 14,236

現金および現金等価物の期首残高 122,193 147,439 133,203

現金および現金等価物の期末残高 73,771 122,193 147,439

 

添付の注記はこれらの財務書類の不可欠な一部である。
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要約財務書類に対する注記

注記１　表示方法の基準

ユ－・ティ－・スタ－コム・インクはデラウェア州の法人であり、全てのユ－・ティ－・スタ－コム・インク

の子会社の親会社である。添付の要約財務書類は、個別に親会社基準でユ－・ティ－・スタ－コム・インクの財政

状態、経営成績およびキャッシュ・フロ－を反映している。全てのユ－・ティ－・スタ－コム・インクの子会社

は、持分法による投資として反映されている。従って、会社間取引は消去されていない。2008年および2007年12月31

日現在の棚卸資産の残高には、それぞれ1.8百万ドルおよび2.4百万ドルの会社間利益が含まれている。2008年およ

び2007年12月31日に終了した事業年度において、中国子会社によりそれぞれ現金配当金100百万ドルおよび150百

万ドルが支払われた。2009年２月に、中国子会社によりさらに現金配当金50百万ドルが支払われた。会計方針およ

びその他の情報は本文書中の「連結財務書類に対する注記」を参照のこと。

 

注記２　棚卸資産

2008年および2007年12月31日現在、当社の棚卸資産の大部分は完成品である。
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(7) 附属明細表Ⅱ

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度における引当金明細表

 

         (単位：千ドル)

項目  期首残高  
費用計上
(控除)額

 
その他の
勘定への
計上(控除)額

 
(控除)
調整

 期末残高

2008年12月31日に終了した
事業年度

          

貸倒引当金  45,728 (5,227) －  (3,142) 37,359

繰延税金評価性引当金  342,961 12,623 8,092(1) －  363,676

2007年12月31日に終了した
事業年度

          

貸倒引当金  53,913 (8,652) －  467 45,728

繰延税金評価性引当金  235,564 105,455 1,942 －  342,961

2006年12月31日に終了した
事業年度

          

貸倒引当金  67,794 (9,730) －  (4,151) 53,913

繰延税金評価性引当金  244,204 13,918 (22,558)(1) －  235,564

 

(1) その他の包括利益への借方(貸方)計上額
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(8) 財務報告に関する内部統制についての経営者の年次報告書

 

経営者には、証券取引法規則13a-15(f)および15ｄ-15(f)に定められているように、当社の財務報告に関する適切

な内部統制を確立し、維持する責任がある。当社の財務報告に関する内部統制は、財務報告の信頼性およびGAAPに準

拠した外部報告目的の財務書類の作成について合理的な保証を提供するよう整備された手続である。当社固有の制

限により、財務報告に関する内部統制は虚偽の表示を防止または発見しない可能性がある。また、将来の期間におけ

る有効性の評価に係る予測は、状況の変化により統制が不適切になる、または方針および手続への準拠性が低下する

可能性があるというリスクを前提としている。

当社は、2008年12月31日現在の当社の財務報告に関する内部統制の有効性について、試査を含む評価を実施した。

評価を実施するに当たり、経営者はトレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」という)が公表した「内部統制

－統合的枠組み」における基準を使用した。

重大な欠陥とは、会社の年次もしくは期中の財務書類における重要な虚偽の表示が適時に防止または発見されな

い合理的な可能性があるような、財務報告に関する内部統制における不備または不備の組み合わせをいう。2008年12

月31日現在、以下の財務報告に関する内部統制における重大な欠陥が認識された。

 

1. 当社は、売上原価と収益との適切な照合および顧客との契約に係る損失に対する引当金の計上に関して、当社

の米国本社において有効な統制を維持していなかった。具体的には、当社の統制は、収益の認識時に売上原価が

網羅的かつ正確に計上されること、および顧客との契約に係る損失に対する引当金に関連する全ての費用が適

切な期間に計上され、既存の損失引当金が十分であることを保証するように有効に機能しなかった。これらのプ

ロセスは常に正確または適時に実施されているわけではなく、計算および／または転記の誤謬を検出するため

の経営者によるレビュ－は不十分であった。これらの統制の不備の結果、2008年３月31日、同年６月30日、および

同年９月30日に終了した各四半期、ならびに2008年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類に対し、監査上

の調整が行われた。

 

2. 当社は、期末の財務報告プロセスに関して、当社の米国本社において有効な統制を維持していなかった。具体的

には、当社の統制は、期末の財務報告および連結財務書類の作成に関連する基礎的情報の、適切かつ適時な分析

および監視を保証するように有効に機能しなかった。これらの統制の不備の結果、2008年３月31日、同年６月30

日および同年９月30日に終了した各四半期ならびに2008年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類に対

し、監査上の調整を含め、調整が行われた。

 

上述の重大な欠陥によって、防止または発見されないならば四半期または年次の連結財務書類の重要な虚偽表示

となりうるような虚偽表示が、当社の連結財務書類に発生する可能性があった。

これらの上述の重大な欠陥により、経営者は、2008年12月31日現在、COSOが公表した「内部統制－統合的枠組み」

で規定される基準に基づく財務報告に関する有効な内部統制を当社が維持していなかったと結論付けた。

2008年12月31日現在の当社の財務報告に関する内部統制の有効性は、本書に添付の「独立登録会計事務所の報告

書」に記載の通り、独立登録会計事務所であるプライスウォ－タ－ハウスク－パ－ス　エルエルピ－により監査され

ている。
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２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

 

本項に記載すべき事項は前掲の財務書類に記載されている。

 

３ 【その他】

 

(1) 後発事象

　2009年６月９日、当社の取締役会は、当社の営業費用を削減する目的のリストラクチャリング計画（「2009年リストラクチャリ

ング計画」）を承認した。2009年リストラクチャリング計画は、全世界における当社の従業員の約50％（約2,300人）の削減を含

む。経営陣は、全世界における人員削減を、2009年第４四半期末までに完了すると見込んでいる。当社は、リストラクチャリングに

関連する費用45百万米ドルを発生する。かかる費用は、主に一時退職給付金の現金払いに関するものであり、2009年第２四半期に

計上される予定である。かかる計画に関連する現金支出の大半は、2009年第３および第４四半期に発生する見込みである。

 

(2) 訴訟

証券集団訴訟

2004年10月から、連邦証券法違反を主張する数件の株主集団訴訟が、当社、ならびに当社の複数の取締役および役員に対して提

起された。当該訴訟は、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所において、「ユー・ティー・スターコム証券訴訟」(Master File 

No.C－04－4908－JW(PVT))の事件名で併合された。当該訴訟における原告団の代表は、2005年７月26日に第１回修正・併合訴状

を提出した。当該第１回修正訴状は、1934年証券取引法の違反を主張して、2003年４月16日から2004年９月20日までの期間に当社

の株式を購入した株主の推定上の集団を代表して提起されたものである。2006年４月13日に、原告団の代表は新たな主張を追加

し、原告団に係る期間を2005年10月６日まで延長するという、第２回修正訴状を提出した。当社関係の被告のほか、原告団はソフ

トバンクに対しても訴えを提起している。原告団の訴状は、不特定額の損害の回復を求めている。

2006年６月２日に、当社および個人の被告は第２回修正訴状の棄却を求める申立てを行った。2007年３月21日に、裁判所は被告

の申立てを支持し、原告団による第２回修正訴状を棄却した。裁判所は原告団に第３回修正訴状を提出する許可を与えたため、原

告団は2007年５月25日に訴状を提出した。2007年７月13日に、当社および個人の被告は第３回修正訴状の棄却および削除の申立

てを行った。2008年３月14日に、裁判所は被告の申立てを支持し、原告団による第３回修正訴状を棄却した。裁判所は原告団に第

４回修正訴状を提出する許可を与えたため、原告団は2008年５月14日に訴状を提出した。2008年６月13日に、2008年３月14日の棄

却命令に従って、当社および個人の被告は第４回修正訴状の形式および内容に対する異議申立てを行った。2008年７月24日に、裁

判所は異議申立てを却下した。2008年９月８日に、当社および個人の被告は第４回修正訴状の一部主張の棄却および削除を求め

る申立てを行った。2009年３月27日に、裁判所はかかる主張の棄却を拒否し、削除を求める申立てを支持した。

この訴訟には不確実性が伴うため、当社の経営者はその結果が有利になるか不利になるかについての可能性を判断することは

できない。従って、当社は現時点において、これらの訴訟が当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに及ぼす影響を

見積もることができない。
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2007年９月４日に、Peter Rudolph v. UTStarcom, et al.(Case No.C－07－4578 SI)という事件名である２番目の株主集団訴

訟が、カリフォルニア州北部地区連邦裁判所において、当社ならびに当社の複数の現職および前職の取締役および役員に対して

提起された。原告は、当社の過去の株式報奨付与に関する、開示されていない不正会計処理は、1934年証券取引所法に抵触してい

ると主張している。原告は、2002年７月24日から2007年９月４日までの間に当社普通株式を購入したとされる集団を代表して、不

特定の損害賠償を求めている。2007年12月14日に、裁判所はJames R. Bartholomewを原告団長に任命した。2008年１月25日に、当

該原告団長は修正訴状を提出した。2008年４月14日に、裁判所は被告の当該修正訴状の棄却申立てを支持した。裁判所は原告団長

に遅くとも2008年５月16日までに第２回修正訴状を提出する許可を与え、原告団長は2008年５月16日に訴状を提出した。2008年

６月６日に、被告側は第２回修正訴状の棄却を求める申立て行った。2008年８月21日に、裁判所は棄却の申立てを一部認め、一部

否認した。両当事者は、暫定的な和解に達した。2009年５月29日、裁判所はかかる和解に対する仮承認を与えた。最終承認審問は、

現在2009年９月18日に予定されている。

裁判所による最終承認の対象である和解に基づき、保険会社は当社に配分される和解金全額を支払い、当社は一切の金銭上の

責任を負わないことになる。当社は、トーリング・アグリーメントに従って以前に訴訟から除外された役員および取締役である

被告と共に、本件から完全に解放されることになる。和解が最終的な裁判所の承認を受けるかどうかについては不確実である。和

解が最終的な裁判所の承認を得られず、当社に対する訴訟が継続する場合、当社は実体法上の抗弁を行えると確信しており、積極

的に訴訟の抗弁を行う予定である。

 

両当事者による暫定的な和解は、裁判所の承認の対象であり、裁判所がかかる和解を承認するとの保証はない。当社の経営者

は、現時点において、かかる和解が承認されなかった場合、これらの訴訟が当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フロー

に及ぼす影響を見積もることができない。

 

政府による調査

2005年12月に、モンゴルの米国大使館は、司法省(「DOJ」)に対し、当社のモンゴルの合弁会社の代理人が、海外不正行為防止法

(「FCPA」)に違反して、モンゴルの政府高官に金銭の支払いを行ったとする申立てを行った旨を当社に通知した。当社は、当社の

監査委員会を通じて、FCPA違反の可能性に関して独自に調査を行い、調査に関してDOJおよびSECと連絡を取っている。この調査に

より、米国移民法違反の可能性だけでなく、モンゴル、東南アジア、インドおよび中国においてFCPA違反の可能性があることが確

認された。DOJは当社に対し、この調査に関する書類を自主的に作成することを要求しており、SECは当社に対し、当該書類に関す

る文書提出命令を発した。また、当社は、DOJの調査の一部、すなわち当社が主催したトレーニング・プログラムに関連する文書を

作成することを求める大陪審の命令を受領した。SECは特定のシステム契約に関連する中国の顧客に対する旅行の手配およびそ

の他の行為を違反とみなしていることを示唆している。当社は、DOJが調査中のFCPA問題およびDOJが調査中の移民問題に関する

出訴期限を延長するトーリング・アグリーメントを実行した。このような訴訟手続により、当社は、刑事制裁、民事制裁、罰金およ

び不正利得の返還を求められる可能性がある。当社がそのような義務を負う可能性が高く、資金の流出が必要となる場合、その金

額を合理的に見積もることが可能であれば引当金が計上される。規制および法的手続ならびに政府による調査には、複雑な法律

問題が伴うことが多く、非常に不確実である。そのため、経営者は、当該訴訟により資金の流出が必要となる可能性が高いかどう

か、また、債務の金額を合理的に見積もることが可能かどうかについて、重要な判断を行うことになる。当社は定期的にこれらの

法的手続について見直しをし、新しい情報を入手した場合は判断を変更することもある。現時点において当社はどの審理が完了

するか、またはその結果がいかなるものであるかの予測をすることができない。当社は、法的手続に関連して損失が生じるとして

も、当該損失合計額を合理的に見積もることはできない。当社に不利な判決により、当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ

・フローに重要な悪影響が及ぼされる可能性がある。
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株主代表訴訟

2006年11月17日に、カリフォルニア州アラメダ州の上級裁判所において、Ernesto Espinoza v. Ying Wu et al.(Case No.

RG06298775)という事件名の株主代表訴訟が当社の一部の現職あるいは前職の取締役および役員に対して提起された。この訴訟

では、とりわけ個人の被告が義務の履行を怠り、不正に利益を取得し、ストックオプション付与の時期に関するカリフォルニア会

社法に抵触したという主張がなされている。当該訴訟は、当社を名目上の被告として指名しており、個人の被告に対して不特定の

金銭上の損害賠償および様々な形態の差止めによる救済を求めている。2007年２月２日に、当社および個人の被告は、当該訴訟に

対して異議申立てを行った。2007年４月11日に、裁判所は個人の被告の異議申立てを支持したものの、当社の異議申立ては却下

し、原告に対し修正訴状を提出するよう命じ、当社に対しては最初の訴状に答弁するよう命じた。原告は修正訴状を提出し、当社

は修正訴状に対する答弁書を提出した。2007年８月21日に、個人の被告は修正訴状に対する異議申立てを行った。裁判所は個人の

被告の異議申立てを支持し、原告に第２回修正訴状を提出するよう命じた。2008年９月26日に、原告は第２回修正訴状を提出し

た。2008年11月21日に、当社および個人の被告は第２回修正訴状に異議を申し立てた。2009年２月27日、裁判所は当社の異議申立

てを支持し、原告に第３回修正訴状を提出するように命じた。2009年３月20日、原告は第３回修正訴状を提出した。2009年５月５

日、当社および個人の被告は第３回修正訴状に異議を申し立てた。

この訴訟には不確実性が伴うため、当社の経営者はその結果が有利になるか不利になるかについての可能性を判断することは

できない。従って、当社は現時点において、この訴訟が当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに及ぼす影響を見積

もることができない。

 

IPOの配分

2001年10月31日に、当社の株式公開に関し、当社、当社の取締役および役員の一部、ならびに複数の引受会社に対する民事訴訟

がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起された。株式公開に関しては実質的に同種の訴訟が300以上の異なる発

行会社に関して提起されており、これらの訴訟は正式事実審理手続のために「株式公開証券訴訟」 (民事訴訟No.01－CV－

9604))として併合された。原告団は、高額の仲介手数料、株式公開後におけるより高値での株式購入の合意および誤導的なアナリ

ストの報告書に対する見返りとしての、株式公開の際の株式の割当における不開示の不適正な引受実務が、1933年証券法および

1934年証券取引法に違反するものであると主張している。原告は、2000年３月２日から2000年12月６日の間の当社普通株式の購

入者の集団を代表して不特定の損害賠償を求めている。当社の取締役および役員に対する請求は、訴訟上の合意に基づき再訴可

能な訴えの却下がなされている。2003年２月19日に、裁判所は、当社を含む被告が提起した却下の申立ての一部を認容し一部を棄

却した。裁判所は、当社の株式公開に係る届出書が誤解を招くものであったと主張する1933年証券法の第11条に基づく請求を除

き、当社に対する全ての請求を棄却した。

2007年に、2004年から裁判所において係争中であった和解は、６件の同時の訴訟によるテストケース（当社に関わる訴訟はテ

ストケースのひとつではない）における第２巡回控訴裁判所の決定により、裁判所の最終承認を得る可能性が低くなったため、

和解に対する当事者の要求により終了された。原告は、被告が棄却を申立てた６件のテストケースにおいて修正の申立てを行い、

修正訴状を提出した。裁判所は被告の修正訴状棄却の申立てのその大部分を却下した。2009年４月２日に、和解に対する仮承認の

申立てが提出された。

当事者は世界各地で和解に至った。当該和解(裁判所はまだ未承認)に基づき、保険会社は当社に配分される和解金全額を支払

い、当社は一切の金銭上の責任を負わないことになる。当社は、トーリング・アグリーメントに従って以前に訴訟から除外された

役員および取締役である被告と共に、本件から完全に解放されることになる。2009年６月９日に、裁判所は和解の仮承認を与える

命令を下した。和解が最終的な裁判所の承認を受けるかどうかについては不確実である。これらの訴訟は予備的段階にあり不確

実性が伴うため、当社の経営者は現時点において、これらの訴訟が当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに及ぼす

影響を見積もることができない。
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UTStarcom, Inc. v. Starentの特許侵害訴訟

2005年２月16日に、当社はStarentに対する特許侵害訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において提起した。当該

訴状において当社は、Starentが、同社の顧客がインストールしているST－16 Intelligent Mobile Gatewayのソフトウェア更新

の開発および試験を通じて、当社の特許U.S. Reg. No.6,829,473(以下「473特許」という)を侵害していると主張している。当社

は宣言的救済および差止めによる救済を求めている。Starentは答弁書および反訴状を提出し、当社は、Starentの反訴の棄却を申

し立てた。2005年７月19日に、両当事者はStarentが修正答弁書および反訴状を提出することに合意し、当社はStarentの修正答弁

書に回答した。2006年12月初旬に、当社は米国特許商標局に対し、473特許の再発行の申請を行った。Starentもまた、473特許の再

審査を申請した。当該再審査および再発行は現在、同時係属中である。当該訴訟は初期段階にあり、再発行の結果を待って停止し

ている。当社の経営者は当該訴訟には実体があると確信しているが、当該訴訟およびその結果を予測することはできない。しかし

ながら、Starentの反訴に関して不利な判決が下された場合でも、当社の経営者は、当社の事業、財政状態、経営成績またはキャッ

シュ・フローに重大な悪影響が及ぼされることはないと考えている。

2007年５月８日に、当社はStarentおよび16名の個人の被告(いずれも当社が2003年５月に一部の資産を取得した3Comの

CommWorks部門の元従業員であった)に対する訴訟をイリノイ州北部地区連邦裁判所において提起した。訴訟原因には、特許侵害、

企業秘密の不正流用、業務関係および予想される経済効果への意図的な妨害、特定の特許権の所有権の宣言に関する申立てが含

まれる。当社は補償的損害賠償、懲罰的損害賠償および差止めによる救済を求めている。裁判所が企業秘密の不正流用の請求に関

する被告による棄却の申立てを却下した後、2007年８月30日に被告は当社の訴状に回答し、当社の申立てを否定して複数の積極

的抗弁および反訴を行った。当社は、追加の理由付けを申し立てる修正訴状を提出した。Starentは当該修正訴状の理由の一部を

棄却するよう申し立てた。2008年５月30日に、当社は米国特許6,978,128を訴訟から除外し、本件の被告全員に関連する事実主張

を追加するために訴訟を修正した。2008年７月23日に、裁判所は、当社の企業秘密および契約に基づく訴因を却下した。当社は裁

判所に当該決定を明確に説明するよう求め、企業秘密および契約に基づく訴因を含む第４回修正訴状を提出する許可を求める申

立てをした。当初、被告による訴状の削除を求める申立てを認めた後、裁判所はその命令を再考し当社が当該訴状を提出する許可

を与えた。第４回修正訴状は提出されている。2008年10月14日、被告は、企業秘密の請求の再度の申立の棄却を含む、かかる訴状に

ある様々な訴因の却下を求める申立てを行った。
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2009年３月24日に、裁判所は、被告の申立てに対する判決を下した。裁判所は、被告による当社の企業秘密の請求の申立の棄却

を却下した。しかしながら、当社の被告に対する請求が、当社の企業秘密の不正流用に基づく故意の業務関係の妨害である点にお

いて、裁判所は、先買権の原理に基づきかかる請求を一部棄却した。裁判所はまた、当社による特許請求のひとつを、判決には時期

尚早として却下した。最後に、裁判所は、以前に3ComのCommWorks事業部に雇用されていた個人の被告に対する契約に基づく請求

および関連する請求を却下した。2009年５月25日、裁判所は、対人管轄権の不足を理由に、Starentの共同設立者であるAnthony 

Schoenerによる、当人の不起訴申立を却下した。

2008年８月27日、当社はStarentの反訴の棄却を求める申立てを行った。2008年12月５日、裁判所はかかる申立を部分的に認め

た。2009年１月９日、Starentは主張されている特許権の非侵害、無効性および行使不能、予測される経済的優位性に対する不法行

為的干渉、ならびに企業秘密の不正流用に係る修正反訴を提起した。2009年１月26日に、当社は反訴に対する答弁書を提出し、

様々な抗弁を主張した。2009年４月21日、第４回修正訴状の却下を求める被告の申立に対する2009年３月24日の裁判所による判

決の後の被告人による残りの請求に対する答弁に関し、Starentおよび４人の個人の被告は、主張されている特許権の非侵害、無

効性および行使不能、予測される経済的優位性に対する不法行為的干渉、ならびに企業秘密の不正流用に係る修正反訴を主張し

た。2009年５月14日、当社は反訴に対する答弁書を提出し、様々な抗弁を主張した。

2009年６月10日、当事者は、18人個人の被告のうち15人に対する（しかしStarentおよび３人の個人の被告に対してではな

い。）企業秘密の不正流用、（全ての被告人の対する）業務関係への意図的な妨害ならびに特許権に関する申立における４人の

個人の被告に対する４件の申立を当社が棄却することで合意に達した。かかる合意には、当社に対する４人の個人の被告による

特許権に関連する反訴の申立が棄却される合意が含まれている。また15人の個人の被告は、かかる訴訟に関し、当社がさらなる申

立を提出しない限り、当社（またはその相続人もしくは譲受人）に対するいかなる将来的な反訴状を提出しないことに合意し

た。

証拠開示手続および申立て手続が進行中である。裁判所は証拠開示手続、企業秘密の特定に関連する論点ならびに略式判決お

よびその他一定の請求を取り扱うための特別補助裁判官を任命した。Starentの反訴に関して不利な判決が下された場合でも、当

社は、当社の事業、財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な悪影響が及ぼされることはないと考えている。

 

その他の訴訟

当社は、事業の遂行に通常伴うその他の訴訟または請求の当事者となっている。これらの訴訟または請求の結果について正確

に予測することはできないが、当社は、これらの事項の最終結果が当社の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な

悪影響を及ぼすことはないと考えている。
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４ 【米国と日本における会計原則及び会計慣行の主な相違】

 

本書記載の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成されたものである。し

たがって、日本においては該当しない特定の会計原則がある。以下は主な相違点の概要である。

(1) 固定資産の評価

米国においては、長期性資産および特定の無形固定資産について簿価が回収できなくなる可能性を示すような事象や状

況の変化が生じたときは、その都度減損の有無が見直される。将来における割引前予測キャッシュ・フローが資産の簿価を

下回る場合、資産の公正価値を超過する簿価部分について減損損失が認識されることになる。売却される長期性資産は、簿価

もしくは売却費用控除後の公正価値のどちらか低い額で測定される。

日本においては、固定資産の評価の会計処理について、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されている。この基準

は、処分予定の資産の区分表示を要求していないこと、減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額（資産の正味売却価額

と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額）を使用していること等の差異はあるが、根本的な考え方は

SFAS第144号と大きな差異はない。

 

(2) 企業結合

米国においては、2001年６月に公表されたSFAS第141号「企業結合」により、2001年７月１日以降に行われた企業結合に

ついては、全てパーチェス法により会計処理されることが要求されている。パーチェス法の下では、被買収会社の経営成績は

買収日から財務書類に反映される。そして、買収コストは、買収日の適正価額に基づき買収により取得した資産と負債に配分

される。それ以前は、企業結合を行う場合には、関連する事実や状況に応じて持分プーリング法もしくはパーチェス法により

会計処理が行われていた。

日本においては、企業結合にかかる会計処理について、2006年４月１日以後開始事業年度より「企業結合に係る会計基

準」が適用されている。同基準は、基本的にパーチェス法で会計処理することを要求しているが、以下の三要件を満たし、

「企業結合による持分の結合」とされた場合、持分プーリング法の使用が認められる。

(a) 事業および企業の取得対価が議決権のある株式のみである。

(b) 企業結合による議決権比率の変動が５％の範囲内にある。

(c) 議決権比率以外の支配要件が存在しない。

持分プーリング法では、取得資産、負債および資本は全て被取得企業の帳簿価額で取得企業に引き継がれる。なお、2008年

12月26日において「企業結合に係る会計基準」は改正され（基準名も「企業結合に関する会計基準」に改正）、2010年4月1

日以降実施される企業結合より共同支配企業の形成以外の企業結合についてはパーチェス法が適用されることになる。当該

改正は2009年4月1日以降開始する事業年度から早期適用することができる。
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(3) のれん

米国においては、パーチェス法による会計処理において、買収価額が被買収企業の買収時における有形純資産の公正価値

を超える額は、のれんに計上される。SFAS第142号「のれんおよびその他の無形固定資産」では、のれんは償却されることは

ないかわりに、少なくとも年に１度は減損の有無について検討されることが要求され、減損に係る損失は損益計算書に計上

される。

日本においては、のれんは20年以内の期間で償却される。なお、のれんは規則的な償却を行う場合においても、その未償却

残高は固定資産の減損に係る会計基準の適用対象資産として減損処理の対象となるとされている。

 

(4) 収益の認識

米国においては、米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)により、収益認識基準に関するSEC職員の見解を要約した職

員会計公報(以下「SAB」という。)第104号「収益認識」が公表された。これはSAB第101号「財務書類における収益認識」に

取って代わるものである。SAB第104号に従って、収益は、(1)取引を裏付ける契約等の確証が存在する、(2)製品等の引渡し、あ

るいはサービスの提供がなされている、(3)買主に対する売主の価格が決定、あるいは確定できる、(4)代金の回収可能性が高

い、といった要件全てが満たされた場合に認識される。さらに、発生問題専門委員会（以下「EITF」という。）第00-21号に基

づき、複数の要素を含む契約においては、未提供の要素の公正価値が決定され、提供済の要素が独立した価値を有しており、

提供済の要素に関して客先が返品権を有しておらず、さらに当社がかかる未提供の要素に対する支配権を有していることを

前提として、各要素ごとに収益が認識される。ソフトウェアを含む複数の要素が契約に存在し、かかるソフトウェアが、当該

契約に含まれる製品の引渡しやサービスの提供に対して付随的ではない場合、ソフトウェアおよびソフトウェアに関連する

要素は、参考意見書（以下「SOP」という。）第97－2号「ソフトウェアの収益認識（関連する改訂を含む。）」およびEITF第

03－05号「ソフトウェア以外の納品物に対して付随的ではないソフトウェアが含まれる契約におけるソフトウェア以外の

納品物に対するSOP第97-2号の適用」に基づき認識される。

日本においては、出荷基準または検収基準等の一般な収益認識基準と特定の限られた製品およびサービス等の提供に関

する収益認識基準はあるが、SAB第104号、EITF第00－21号、SOP第97－2号およびEITF第03－05号に規定されているような包括

的かつ詳細な収益認識基準はない。

 

(5) 棚卸資産

米国においては、低価法が強制適用される。

日本においては、従来原価法と低価法の選択適用が認められていたが、2008年４月１日以後開始する事業年度より企業会

計基準第９号「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用され、収益性の低下に基づく簿価切下げを伴う原価法を唯一の評

価基準としている。この結果、棚卸資産評価に関して日米間の会計基準差異は実質的に消滅した。
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(6) 変動持分事業体の連結

米国においては、2003年１月に、FASBはFASB解釈指針第46号「変動持分事業体の連結－会計調査公報第51号の解釈」を公

表し、当該解釈指針は2003年12月に改訂された（以下「FIN第46号(R)」という。）。FIN第46号(R)は、企業が変動持分事業体

（以下「VIE」という。)の第一受益者である場合、そのVIEの資産、負債および経営成績は、当該事業体の連結財務書類に含め

ることを要求している。

日本においては、変動持分事業体の連結に関する包括的基準が設定されていない。

 

(7) 負債および資本の双方の性質を有する金融商品

米国においては、2003年５月に、FASBはSFAS第150号「負債および資本双方の性質を有する特定の金融商品に関する会計

処理」を公表した。SFAS第150号は、発行体が負債および資本双方の性質を有する特定の金融商品をどのように区分し、測定

するかについての基準を設定している。これにより発行体は負債(もしくは状況によっては資産)の範疇に金融商品を区分す

ることが要求される。これらの金融商品の多くは、かつては株主持分に区分されていた。

日本においては、負債および資本双方の性質を有する金融商品の区分および測定についての明確な会計基準は設定され

ていない。

 

(8) 法人所得税の不確実性に関する会計処理

米国では、FASB解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理－FASB基準書第109号の解釈」に基づき、法人所

得税法における不確実性に関する会計処理および報告を明確にしている。当該解釈指針は、法人所得税申告書で申告されて

いる、または申告される予定の不確実な課税ポジションの財務書類上での認識、測定、表示および開示に関する包括的モデル

について規定している。

 

日本においては、不確実な課税ポジションに関する会計基準は制定されていない。
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第７【外国為替相場の推移】

 

当社の財務書類の表示に用いられた通貨(米ドル)と本邦通貨(日本円)との間の為替相場が、国内において時事に関する事項を

掲載する２紙以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度および最近６か月間において掲載されているため、本項目で必要な情報

の記載は省略する。

 

 

第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

 

以下は、本株式に関する株式事務、権利行使の方法および関連事項の概要である。

 

１ 【本株式の株式事務】

 

本株式を取得する者(本１において以下「実質株主」という。)と、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」と

いう。)との間の外国証券取引口座に関する規約(以下「外国証券取引口座約款」という。)により、実質株主の名義で外国証券

取引口座(以下「取引口座」という。)が開設される。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管およびその他本株式の取引に関

する事項は全てこの取引口座を通じて処理される。

以下は、外国証券取引口座約款に従った、本株式に関する事務手続の概要である。

(1) 証券の保管

本株式は、窓口証券会社のためにアメリカ合衆国における保管機関(以下「米国保管機関」という。)またはその名義人の

名義で登録され、米国保管機関によって保管される。原則として、実質株主には窓口証券会社の預り証が原則として交付され

るが、この預り証は譲渡することができない。

(2) 本株式の譲渡に関する手続

実質株主は、窓口証券会社の発行した預り証を提示したうえで、その持株の保管替えまたは売却注文をなすことができ

る。実質株主と窓口証券会社との間の決済は、円貨または窓口証券会社が応じ得る範囲内で実質株主が指定した外貨による。

(3) 実質株主に対する諸通知

当社が株主に対して行い、窓口証券会社が受領する通知および通信は、窓口証券会社が保管し、窓口証券会社の店頭にて

実質株主の閲覧に供される。実質株主がかかる通知および通信の送付を希望する場合は、窓口証券会社はかかる実質株主に

それらを送付し、その実費は当該実質株主に請求される。

(4) 実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、米国保管機関またはその名義人が行う。実質株主

が指示をしない場合、米国保管機関またはその名義人は議決権を行使しない。

(5) 現金配当の交付手続

外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が米国保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を通

じて実質株主に支払われる。
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(6) 株式配当等の交付手続

株式配当により割り当てられた本株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社のために米国保管機関によ

りアメリカ合衆国で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が米国保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を

通じて実質株主に支払われる。

準備金の資本組入れにより発行される本株式は、原則として、米国保管機関またはその名義人に対して交付される。実質

株主には窓口証券会社の預り証が交付される。

(7) 新株引受権

本株式について新株引受権が与えられた場合は、新株引受権は、原則として、窓口証券会社のために米国保管機関により

アメリカ合衆国で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が米国保管機関またはその名義人から一括受領し、取引口座を通

じて実質株主に支払われる。

 

２ 【日本における実質株主の権利行使方法】

 

(1) 名義書換代理人および名義書換取扱場所

日本には本株式に関する当社の名義書換代理人または名義書換取扱場所はない。各窓口証券会社は自社に取引口座を有

する全実質株主の明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には各実質株主の名称および各実

質株主のために所有する株式数が記載される。

(2) 実質株主明細表の基準日

当社は配当の支払または新株引受権の付与のため基準日を定めることができる。かかる配当または新株引受権を受領す

る資格を有する実質株主を決定するための実質株主明細表の基準日は、通常当該基準日と同一の暦日となる。

(3) 事業年度の終了

当社の事業年度は毎年12月31日に終了する。

(4) 公告

日本において公告を行わない。

(5) 株価の発表

日本証券業協会は、ナスダック・ナショナル・マーケットにおいて本株式の取引開始後、原則として、東京での毎営業日

に、ナスダック・ナショナル・マーケットにおける本株式の終値を発表する。

(6) 実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、取引口座を開設するときに窓口証券会社の定めるところにより年間の取引口座管理料および現金支払経費

(もしあれば)を支払う。

(7) 本株式の譲渡制限

本株式に譲渡制限はない。
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(8) 本邦における課税

(a) 配当

ⅰ　実質株主に対して支払われる配当金は、個人については配当所得となり、法人については益金となる。2008年税制改正

では、上場株式等の配当の軽減税率の特例については2008年12月31日をもって廃止することとされていたが、2009年税

制改正により、2009年１月１日から2011年12月31日までの軽減税率の特例が延長して適用されることとなった。した

がって、2011年12月31日までの間は7％(他に地方税3％)の優遇税率が適用される（ただし一定の大口株主が支払を受

ける上場株式等の配当については20％の源泉徴収所得税が適用される）。2012年1月1日以降に支払を受けるべき上場

株式等の配当等については、個人の場合は原則として15％（他に地方税5％）、法人の場合は原則として15％の源泉所

得税が適用される。

ⅱ　日本の居住者たる個人が2003年４月１日以降支払を受けるべき上場株式等の配当金については、１回の配当金額に係

る適用上限額が撤廃され、配当金額の多寡に関係なく、原則として、源泉徴収のみで納税を完了し確定申告を要しない

申告不要制度の適用を選択することができることとなっている。たなお、当該申告不要制度を選択した場合には、当該

配当金についてアメリカ合衆国で課され、源泉徴収された所得税について外国税額控除を請求することはできない。ま

た、日本における配当の支払取扱者において源泉徴収される金額は、申告不要制度の選択の有無に関わらず、アメリカ

合衆国において徴収された所得税を控除した後の金額に対し、上記ⅰ記載の税率を適用して計算される。

iii　日本の居住者たる個人が2012年1月1日以降支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、15％（他に地方税

5％）の税率による申告分離課税を選択できる（ただし、その年において申告する上場株式等の配当等の全額につい

て、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択する必要がある）。

(b) 売却損益

ⅰ　本株式の売却による損益は、内国法人の上場株式等の売却損益と同様の取扱いを受ける。

ⅱ　個人納税者が有する特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等の売却益については、確定申告により、他の所得と分

離して所得税が課税（申告分離課税）されることになっており、その際の税率は、証券会社等を通じて売却した場合、

2009年１月１日から2011年12月31日までの間は７％(他に地方税３％)、2012年１月１日以降は、原則として、15％(他に

地方税５％)となっている（2009年税制改正により延長措置が講じられることとなった）。また、本株式を、証券会社に

開設した特定口座（源泉徴収口座）を通して源泉徴収の適用があることを選択した上で売却した場合には、売却時に

源泉徴収（上場株式等の譲渡益にかかる税率は2009年1月1日から2011年12月31日までの3年間は７％（他に地方税

3％）である）され、原則として、確定申告を要しない（2009年税制改正により延長措置が講じられることとなった）。

(c) 相続税

ⅰ　日本国の居住者が相続した本株式は日本国の相続税の対象となる。

ⅱ　日本国の居住者が相続した本株式が同時にアメリカ合衆国の相続税の対象となることがあるが、アメリカ合衆国で徴

収された当該相続税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。

アメリカ合衆国における課税上の取扱いについては、上記「第１ 本国における法制等の概要 ３ 課税上の取扱い」を参

照のこと。
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第９【提出会社の参考情報】

 

１　提出会社の親会社等の情報

 

該当事項なし。

 

２　その他の参考情報

 

(1)　有価証券報告書　

 　　　事業年度　（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 　　　平成20年６月30日関東財務局長に提出

 

(2)　訂正有価証券報告書（上記(1)の有価証券報告書の訂正報告書）

 　　　平成20年７月１日関東財務局長に提出

 

(3)　半期報告書　

 　　　中間会計期間　（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 　　　平成20年９月30日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 
第１【保証会社情報】
 
該当事項なし。

 
第２【保証会社以外の会社の情報】
 
該当事項なし。

 
第３【指数等の情報】
 
該当事項なし。
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(訳文)

独立登録会計事務所の監査報告書

 

ユー・ティー・スターコム・インク

取締役会および株主　各位

 

　私たちの意見では、添付の連結財務書類は、全ての重要な点において、ユー・ティー・スターコム・インクおよびそ

の子会社(以下「会社」という)の2008年および2007年12月31日現在の財政状態、ならびに2008年12月31日に終了し

た３年間の各事業年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、米国において一般に公正妥当と認められている会

計原則に準拠して適正に表示している。また、私たちの意見では、添付の附属明細表は、関連する連結財務書類ととも

に読まれた場合にそこに含まれている情報を全ての重要な点において適正に表示している。さらに、私たちの意見で

は、会社は2008年12月31日現在、全ての重要な点において、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」という)

が公表した「内部統制―統合的枠組み」で規定される基準に基づき財務報告に関する有効な内部統制を維持してい

なかった。これは、同日現在存在していた1)収益の認識時における売上原価の照合ならびに顧客との契約に係る損失

に対する引当金および関連する売上原価の見積りおよび計上が網羅的かつ正確に行われなかったこと、および2)期

末の財務報告プロセスおよび連結財務書類の作成に関連する基礎的情報を適切かつ適時に分析および監視する有効

な統制を有していなかったことに起因している。重大な欠陥とは、年次もしくは期中の財務書類における重要な虚偽

の表示が適時に防止または発見されない合理的な可能性があるような、財務報告に関する内部統制における不備ま

たは不備の組み合わせをいう。上述の重大な欠陥は、添付の「財務報告に関する内部統制についての経営者の年次報

告書」に詳述されている。これらの重大な欠陥は、2008年度の連結財務書類に関する私たちの監査において適用され

た監査テストの性質、時期および範囲の決定の際に検討されており、また、財務報告に関する会社の内部統制の有効

性に関する私たちの意見は、これらの財務書類に対する私たちの意見に影響を及ぼしていない。会社の経営者は、こ

れらの財務書類および附属明細表を作成し、財務報告に対する有効な内部統制を維持し、上述の経営者の報告書に含

まれている財務報告に関する内部統制の有効性について評価する責任がある。私たちの責任は、私たちの実施した統

合監査に基づいて、これらの財務書類および附属明細表、ならびに会社の財務報告に関する内部統制に対し意見を表

明することである。私たちは、公開企業会計監視委員会(米国)の基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、財

務書類に重要な虚偽の表示がないかどうかについて、また全ての重要な点において財務報告に関する有効な内部統

制が維持されていたかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求して

いる。私たちの監査は、財務書類における金額および開示を裏付ける証拠の試査による検証、採用された会計原則お

よび経営者によって行われた重要な見積りの評価、ならびに財務書類全体としての表示の検討を含んでいる。財務報

告に関する内部統制に対する私たちの監査には、財務報告に関する内部統制についての理解、重大な欠陥が存在する

リスクの評価、ならびに評価したリスクに基づいた内部統制の整備とその運用状況の有効性の検証および評価を含

んでいる。私たちは、実施した監査が、私たちの意見表明のための合理的な基礎を提供しているものと判断している。
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　添付の連結財務書類は、会社が継続企業として存続すると仮定して作成されている。連結財務書類に対する注記１

に記載されている通り、会社は繰り返し当期純損失を計上し、事業によりマイナスのキャッシュ・フローを生んでい

る。これらの状況から、会社の継続企業としての存続能力に関して重大な疑念が提起されている。これらの事項に関

する経営者の計画についても、注記１に記載されている。連結財務書類には、この不確実性の結果により生じる可能

性のある調整額は含まれていない。

　連結財務書類に対する注記２に記載されている通り、会社は2007年度に不確実な税務ポジションの会計処理方法を

変更した。

　会社の財務報告に関する内部統制は、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠し

た外部報告目的の財務書類の作成について合理的な保証を提供するよう整備された手続である。会社の財務報告に

関する内部統制は、以下についての方針および手続を含んでいる。(ⅰ)会社の取引および資産の処分を合理的に詳

細、正確かつ公正に反映する記録の維持に関係するもの、(ⅱ)一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した

財務書類を作成するために必要な取引が記録されていることについて、また会社の収入および支出は会社の経営者

および取締役の承認に基づいてのみ発生していることについて、合理的な保証を提供するもの、ならびに(ⅲ)財務書

類に重要な影響を及ぼす可能性のある会社の資産の未承認の取得、利用または処分の防止または適時発見に関して

合理的な保証を提供するもの。

　会社固有の限界により、財務報告に関する内部統制は虚偽の表示を防止または発見しない可能性がある。また、将来

の期間における有効性の評価に係る予測は、状況の変化により統制が不適切になる、または方針および手続への準拠

性が低下する可能性があるというリスクを前提としている。

 

プライスウォーターハウスクーパース　エルエルピー

 

カリフォルニア、サンノゼ

2009年３月２日

 

次へ
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM

 

To the Board of Directors and Stockholders of

UTStarcom, Inc.: 

 

　　In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of UTStarcom, Inc. and its subsidiaries at December 31, 2008 and 2007, and the results of their operations and their

cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2008 in conformity with accounting principles

generally accepted in the United States of America. In addition, in our opinion, the accompanying financial statement

schedules present fairly, in all material respects, the information set forth therein when read in conjunction with the related

consolidated financial statements. Also in our opinion, the Company did not maintain, in all material respects, effective internal

control over financial reporting as of December 31, 2008, based on criteria established in Internal Control - Integrated
Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO") because material
weaknesses in internal control over financial reporting related to 1) the lack of complete and accurate matching of cost of sales

upon the recognition of revenue and estimating and recording the reserves for losses on customer contracts, and 2) the lack of

effective controls over the appropriate and timely analysis and monitoring of the underlying information related to period end

financial reporting process and preparation of consolidated financial statements, existed as of that date. A material weakness is

a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over financial reporting, such that there is a reasonable

possibility that a material misstatement of the annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a

timely basis. The material weaknesses referred to above are described in the accompanying Management's Annual Report on

Internal Control over Financial Reporting. We considered these material weaknesses in determining the nature, timing, and

extent of audit tests applied in our audit of the 2008 consolidated financial statements, and our opinion regarding the

effectiveness of the Company's internal control over financial reporting does not affect our opinion on those consolidated

financial statements. The Company's management is responsible for these financial statements and financial statement

schedules, for maintaining effective internal control over financial reporting and for its assessment of the effectiveness of

internal control over financial reporting included in management's report referred to above. Our responsibility is to express

opinions on these financial statements, on the financial statement schedules, and on the Company's internal control over

financial reporting based on our integrated audits. We conducted our audits in accordance with the standards of the Public

Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audits to obtain

reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement and whether effective internal

control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audits of the financial statements included

examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements, assessing the

accounting principles used and significant estimates made by management, and evaluating the overall financial statement

presentation. Our audit of internal control over financial reporting included obtaining an understanding of internal control over

financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating

effectiveness of internal control based on the assessed risk. Our audits also included performing such other procedures as we

considered necessary in the circumstances. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinions.

 

　　The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Company will continue as a
going concern. As discussed in Note 1 to the consolidated financial statements, the Company has suffered recurring losses and

negative cash flows from operations. These conditions raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a

going concern. Management's plans in regard to these matters are also described in Note 1. The consolidated financial

statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.
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　　As discussed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Company changed the manner in which it accounts for
uncertain tax positions in 2007.

 
　　A company's internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the
reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally

accepted accounting principles. A company's internal control over financial reporting includes those policies and procedures

that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and

dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to

permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and

expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the

company; and (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or

disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

 
　　Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also,
projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate

because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

 
/s/ PricewaterhouseCoopers LLP

 
San Jose, California

March 2, 2009 

 
 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管し

ております。
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